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 【
翻
訳
】章

学
誠
校
讎
学
論
文
訳
注
（
四
）　「
史
考
釈
例
」
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文
教
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学
目
録
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樋
口 

泰
裕
・
渡
邉 

大
）

本
稿
は
、清
・
章
学
誠「
史
考
釈
例
」の
訳
注
で
あ
る
。
訳
出
に
当
た
っ
て
は
嘉
業
堂
本
章
氏
遺
書（
漢
声
出
版
社
、一
九
七
三
年
）を
底
本
と
し
、

王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
お
よ
び
倉
修
良
『
文
史
通
義
新
編
新
注
』（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

を
参
照
し
た
。
底
本
に
従
っ
て
全
体
を
三
十
三
段
に
わ
け
、
段
毎
に
、
原
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳
・
訳
注
の
順
で
ま
と
め
た
。
ま
た
閲
読

の
便
宜
を
は
か
っ
て
各
段
に
見
出
し
を
つ
け
た
。

『
史
籍
考
』
の
編
纂
は
、
朱
彝
尊
『
経
義
考
』
に
な
ら
っ
て
史
部
お
よ
び
史
部
と
関
わ
る
経
・
子
・
集
の
網
羅
を
め
ざ
し
た
史
籍
総
目

提
要
と
も
い
う
べ
き
一
大
事
業
で
あ
っ
た
。『
史
籍
考
』
自
体
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
編
纂
方
針
を
ま
と
め
た
の
が
、
乾
隆

五
十
三
（
一
七
八
八
）
年
に
も
の
さ
れ
た
「
論
修
史
籍
考
要
略
」
と
嘉
慶
三
（
一
七
九
八
）
年
に
な
っ
た
「
史
考
釈
例
」
の
二
篇
で
あ
る
。「
論

修
史
籍
考
要
略
」
は
畢
沅
の
も
と
で
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
時
の
も
の
、「
史
考
釈
例
」
は
、
企
画
の
頓
挫
、
中
断
を
経
て
、
謝
啓
昆
の
も

と
で
再
開
さ
れ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。「
史
考
釈
例
」
は
、『
史
籍
考
』
の
収
録
範
囲
、
分
類
と
部
目
、
体
例
に
つ
い
て
述
べ
、
個
別
の
書

籍
に
つ
い
て
そ
の
帰
属
先
の
検
討
ま
で
お
こ
な
っ
て
お
り
、
理
論
・
実
践
の
両
面
に
お
い
て
深
化
が
窺
え
る
。『
史
籍
考
』
の
編
纂
に
つ

い
て
は
、
本
研
究
会
の
「
章
学
誠
校
讎
学
論
文
訳
注
（
三
）『
論
修
史
籍
考
要
略
』」（『
文
教
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
三
-
二
、二
〇
二
〇
年
三
月
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

キ
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史
考
釈
例　

史
籍
考　

論
集
史
籍
考
要
略　

校
讎

＊

ひ
ぐ
ち　

や
す
ひ
ろ

文
教
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学
文
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中
国
語
中
国
文
学
科

わ
た
な
べ　

だ
い

文
教
大
学
文
学
部
中
国
語
中
国
文
学
科
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章学誠校讎学論文訳注（四）「史考釈例」

（2）

第
一
段
　『
史
籍
考
』
と
『
経
義
考
』

【
原
文
】

著
錄
之
書
、
肇
自
劉
氏
『
七
略
』、
班
氏
因
之
而
述
『
藝
文
』、

自
是
荀
簿
・
阮
錄
・
隋
籍
・
唐
藝
、
公
私
迭
有
撰
記
、
不
可
更

僕
數
矣
﹇
注
一
﹈。
其
因
著
錄
而
爲
考
訂
﹇
注
二
﹈、
則
劉
向
『
別
錄
』

以
下
未
有
繼
者
。
宋
晁
氏
公
武
、
陳
氏
振
孫
始
有
專
書
、
而
馬

氏
『
文
獻
通
考
』
遂
因
之
以
著
『
經
籍
』、
學
者
便
之
。
然
皆

據
所
存
書
加
詳
悉
耳
。
至
於
專
門
考
求
、
無
論
書
之
存
亡
、
但

有
見
於
古
今
著
錄
、
或
羣
書
所
稱
引
、
苟
有
名
目
著
見
、
無
不

收
錄
考
次
、
博
綜
貫
串
﹇
注
三
﹈、
勒
爲
一
家
﹇
注
四
﹈、
則
古
人
所

無
、實
創
始
於
朱
氏
彝
尊
『
經
義
存
亡
考
』
也
〔
原
注
．．『
經
義
考
』

之
原
名
也
、
乃
朱
氏
著
書
本
旨
〕﹇
注
五
﹈。
今
『
史
考
』
一
依
『
經
考
』

起
義
﹇
注
六
﹈、蓋
亦
創
始
之
書
也
。
凡
創
始
者
功
倍
而
效
不
能
全
、

朱
氏『
經
考
』後
人
往
往
究
其
未
至﹇
注
七
﹈、其
前
車
也
。
況『
史
考
』

又
倍
難
於
經
、
雖
黽
勉
加
功
、
而
牴
牾
疏
漏
、
良
亦

不
敢
自

保
﹇
注
八
﹈。
然
明
知
創
始
之
難
、
不
敢
避
難
而
務
爲
之
、
則
以
經

經
必
須
史
緯
、
著
述
之
林
、
實
爲
不
可
不
補
之
缺
典
也
。
讀
者

諒
其
難
而
有
以
益
其
所
未
盡
、
幸
矣
。

【
訓
読
文
】

著
録
の
書
は
、
劉
氏
『
七
略
』
自
り
肇
ま
り
、
班
氏
之
に
因

り
て
『
藝
文
』
を
述
べ
、
是
れ
自
り
荀
簿
・
阮
録
・
隋
籍
・
唐
藝
、

公
私
迭た
が

い
に
撰
記
有
り
、
更
僕
す
る
も
数
う
可
か
ら
ず
。
其
れ

著
録
に
因
り
て
考
訂
を
為
す
は
、
則
ち
劉
向
『
別
録
』
以
下
未

だ
継
ぐ
者
有
ら
ず
。
宋
の
晁
氏
公
武
、
陳
氏
振
孫
に
始
め
て
専

書
有
り
、而
し
て
馬
氏『
文
献
通
考
』遂
に
之
に
因
り
て
以
て『
経

籍
』
を
著
し
、
学
者
之
を
便
と
す
。
然
れ
ど
も
皆
な
存
す
る
所

の
書
に
拠
り
て
詳
悉
を
加
う
る
の
み
。
考
求
を
専
門
と
し
、
書

の
存
亡
を
論
ず
る
無
く
、
但
だ
古
今
の
著
録
に
見
ゆ
る
有
り
、

或
い
は
群
書
の
称
引
す
る
所
に
、
苟
し
く
も
名
目
の
著
見
す
る

有
ら
ば
、
収
録
考
次
せ
ざ
る
無
く
、
博
綜
貫
串
し
、
勒
し
て
一

家
を
為
す
に
至
り
て
は
、
則
ち
古
人
の
無
き
所
に
し
て
、
実
に

朱
氏
彝
尊
『
経
義
存
亡
考
』
に
創
始
す
る
な
り
〔
原
注
．．『経
義
考
』

の
原
名
な
り
、乃
ち
朱
氏
著
書
の
本
旨
な
り
〕。
今
『
史
考
』
は
一
に
『
経

考
』
に
依
り
義
を
起
こ
す
も
、
蓋
し
亦
た
創
始
の
書
な
り
。
凡

そ
創
始
す
る
者
は
功
倍
な
る
も
效
全
う
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
朱

氏
『
経
考
』
後
人
往
往
に
し
て
其
の
未
だ
至
ら
ざ
る
を
究
む
る

は
、
其
れ
前
車
な
れ
ば
な
り
。
况
ん
や
『
史
考
』
又
た
倍ま
す

ま
す

経
よ
り
難
し
、
黽
勉
と
し
て
功
を
加
う
と
雖
も
、
而
る
に
牴
牾
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疏
漏
、
良
に
亦
た
敢
え
て
自
ら
保
せ
ず
。
然
れ
ど
も
明
ら
か
に

創
始
の
難
を
知
り
、
敢
え
て
難
を
避
け
ず
し
て
務
め
て
之
を
為

さ
ば
、
則
ち
経
の
経
た
る
に
は
必
ず
史
の
緯
た
る
を
須
む
る
を

以
て
、
著
述
の
林
、
実
に
補
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
缺
典
為
ら

ん
。
読
者
其
の
難
を
諒
と
し
て
以
て
其
の
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
所

を
益
す
こ
と
有
ら
ば
、
幸
い
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

（
群
書
を
）
著
録
す
る
書
籍
（
目
録
）
は
、
劉
氏
『
七
略
』
か
ら

始
ま
り
、班
氏
は
こ
れ
を
も
と
に
『
漢
書
』
藝
文
志
を
紹
述
し
、

そ
れ
以
後
、
荀
勗
『
中
経
新
簿
』・
阮
孝
緒
『
七
録
』・『
隋
書
』

経
籍
志
・『
新
唐
書
』
藝
文
志
な
ど
が
公
私
に
わ
た
っ
て
次
々

に
撰
述
さ
れ
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
著
録

を
も
と
に
考
訂
（
提
要
）
を
な
し
た
も
の
と
な
る
と
、
劉
向
『
別

録
』
以
降
、
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
宋
の
晁
公

武
、
陳
振
孫
に
よ
う
や
く
（
考
訂
の
）
専
書
が
登
場
し
、
馬
端
臨

『
文
献
通
考
』
は
（『
郡
斎
読
書
志
』『
直
斎
書
録
解
題
』
の
）
二
書
に
も

と
づ
い
て
『
経
籍
考
』
を
著
し
、
学
問
に
志
す
者
は
そ
れ
ら
を

便
利
な
も
の
と
み
な
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
（
三
書
は
）
い
ず
れ

も
現
存
す
る
書
物
を
拠
り
所
と
し
て
詳
細
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
考
求
を
専
門
と
し
て
、
書
物
の
存
佚
に
か
か
わ
ら
ず
、
た

だ
古
今
の
著
録
に
見
え
て
い
る
だ
け
の
も
の
、
あ
る
い
は
群
書

に
引
用
さ
れ
て
、
わ
ず
か
に
名
目
の
み
で
も
記
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
収
録
し
て
考
査
編
次
し
、
博
綜
貫
通
さ

せ
、
一
家
の
書
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
な
る
と
、
古
人
に
は

な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、ま
さ
に
朱
彝
尊
『
経
義
存
亡
考
』
に
よ
っ

て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
原
注
．．『
経
義
考
』
の
元
々
の
名
称
で
、

こ
れ
こ
そ
が
朱
氏
の
著
書
の
本
旨
で
あ
る
〕。
今『
史
籍
考
』は
専
ら『
経

義
考
』
に
従
っ
て
義
例
を
立
て
る
が
、
お
も
う
に
本
書
も
ま
た

創
始
の
書
で
あ
る
。
総
じ
て
創
始
者
は
、
功
労
は
倍
で
あ
っ
て

も
効
果
を
全
う
で
き
な
い
も
の
で
、
朱
氏
『
経
義
考
』
も
後
人

が
時
折
そ
の
不
足
を
考
究
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
先
駆
者
ゆ
え

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て『
史
籍
考
』は
さ
ら
に
経
よ
り
も
ず
っ

と
困
難
で
あ
り
、
勉
め
励
ん
だ
と
し
て
も
、
矛
盾
や
疏
漏
は
、

自
身
で
も
保
証
し
か
ね
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
創
始

の
困
難
を
は
っ
き
り
と
知
っ
て
、
困
難
を
避
け
ず
に
力
を
尽
く

し
て
事
に
当
た
れ
ば
、
経
が
経
と
し
て
あ
る
に
は
史
が
緯
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、（『
史
籍
考
』は
）著
述
の
叢
林
に
お
い
て
、

ま
さ
に
補
わ
れ
る
べ
き
典
籍
で
あ
る
。
読
者
に
お
か
れ
て
は
こ

う
し
た
困
難
を
諒
解
さ
れ
た
上
で
本
書
の
不
足
を
裨
益
く
だ
さ
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第
一
段
　『
史
籍
考
』
と
『
経
義
考
』

【
原
文
】

著
錄
之
書
、
肇
自
劉
氏
『
七
略
』、
班
氏
因
之
而
述
『
藝
文
』、

自
是
荀
簿
・
阮
錄
・
隋
籍
・
唐
藝
、
公
私
迭
有
撰
記
、
不
可
更

僕
數
矣
﹇
注
一
﹈。
其
因
著
錄
而
爲
考
訂
﹇
注
二
﹈、
則
劉
向
『
別
錄
』

以
下
未
有
繼
者
。
宋
晁
氏
公
武
、
陳
氏
振
孫
始
有
專
書
、
而
馬

氏
『
文
獻
通
考
』
遂
因
之
以
著
『
經
籍
』、
學
者
便
之
。
然
皆

據
所
存
書
加
詳
悉
耳
。
至
於
專
門
考
求
、
無
論
書
之
存
亡
、
但

有
見
於
古
今
著
錄
、
或
羣
書
所
稱
引
、
苟
有
名
目
著
見
、
無
不

收
錄
考
次
、
博
綜
貫
串
﹇
注
三
﹈、
勒
爲
一
家
﹇
注
四
﹈、
則
古
人
所

無
、實
創
始
於
朱
氏
彝
尊
『
經
義
存
亡
考
』
也
〔
原
注
．．『
經
義
考
』

之
原
名
也
、
乃
朱
氏
著
書
本
旨
〕﹇
注
五
﹈。
今
『
史
考
』
一
依
『
經
考
』

起
義
﹇
注
六
﹈、蓋
亦
創
始
之
書
也
。
凡
創
始
者
功
倍
而
效
不
能
全
、

朱
氏『
經
考
』後
人
往
往
究
其
未
至﹇
注
七
﹈、其
前
車
也
。
況『
史
考
』

又
倍
難
於
經
、
雖
黽
勉
加
功
、
而
牴
牾
疏
漏
、
良
亦

不
敢
自

保
﹇
注
八
﹈。
然
明
知
創
始
之
難
、
不
敢
避
難
而
務
爲
之
、
則
以
經

經
必
須
史
緯
、
著
述
之
林
、
實
爲
不
可
不
補
之
缺
典
也
。
讀
者

諒
其
難
而
有
以
益
其
所
未
盡
、
幸
矣
。

【
訓
読
文
】

著
録
の
書
は
、
劉
氏
『
七
略
』
自
り
肇
ま
り
、
班
氏
之
に
因

り
て
『
藝
文
』
を
述
べ
、
是
れ
自
り
荀
簿
・
阮
録
・
隋
籍
・
唐
藝
、

公
私
迭た
が

い
に
撰
記
有
り
、
更
僕
す
る
も
数
う
可
か
ら
ず
。
其
れ

著
録
に
因
り
て
考
訂
を
為
す
は
、
則
ち
劉
向
『
別
録
』
以
下
未

だ
継
ぐ
者
有
ら
ず
。
宋
の
晁
氏
公
武
、
陳
氏
振
孫
に
始
め
て
専

書
有
り
、而
し
て
馬
氏『
文
献
通
考
』遂
に
之
に
因
り
て
以
て『
経

籍
』
を
著
し
、
学
者
之
を
便
と
す
。
然
れ
ど
も
皆
な
存
す
る
所

の
書
に
拠
り
て
詳
悉
を
加
う
る
の
み
。
考
求
を
専
門
と
し
、
書

の
存
亡
を
論
ず
る
無
く
、
但
だ
古
今
の
著
録
に
見
ゆ
る
有
り
、

或
い
は
群
書
の
称
引
す
る
所
に
、
苟
し
く
も
名
目
の
著
見
す
る

有
ら
ば
、
収
録
考
次
せ
ざ
る
無
く
、
博
綜
貫
串
し
、
勒
し
て
一

家
を
為
す
に
至
り
て
は
、
則
ち
古
人
の
無
き
所
に
し
て
、
実
に

朱
氏
彝
尊
『
経
義
存
亡
考
』
に
創
始
す
る
な
り
〔
原
注
．．『経
義
考
』

の
原
名
な
り
、乃
ち
朱
氏
著
書
の
本
旨
な
り
〕。
今
『
史
考
』
は
一
に
『
経

考
』
に
依
り
義
を
起
こ
す
も
、
蓋
し
亦
た
創
始
の
書
な
り
。
凡

そ
創
始
す
る
者
は
功
倍
な
る
も
效
全
う
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
朱

氏
『
経
考
』
後
人
往
往
に
し
て
其
の
未
だ
至
ら
ざ
る
を
究
む
る

は
、
其
れ
前
車
な
れ
ば
な
り
。
况
ん
や
『
史
考
』
又
た
倍ま
す

ま
す

経
よ
り
難
し
、
黽
勉
と
し
て
功
を
加
う
と
雖
も
、
而
る
に
牴
牾
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疏
漏
、
良
に
亦
た
敢
え
て
自
ら
保
せ
ず
。
然
れ
ど
も
明
ら
か
に

創
始
の
難
を
知
り
、
敢
え
て
難
を
避
け
ず
し
て
務
め
て
之
を
為

さ
ば
、
則
ち
経
の
経
た
る
に
は
必
ず
史
の
緯
た
る
を
須
む
る
を

以
て
、
著
述
の
林
、
実
に
補
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
缺
典
為
ら

ん
。
読
者
其
の
難
を
諒
と
し
て
以
て
其
の
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
所

を
益
す
こ
と
有
ら
ば
、
幸
い
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

（
群
書
を
）
著
録
す
る
書
籍
（
目
録
）
は
、
劉
氏
『
七
略
』
か
ら

始
ま
り
、班
氏
は
こ
れ
を
も
と
に
『
漢
書
』
藝
文
志
を
紹
述
し
、

そ
れ
以
後
、
荀
勗
『
中
経
新
簿
』・
阮
孝
緒
『
七
録
』・『
隋
書
』

経
籍
志
・『
新
唐
書
』
藝
文
志
な
ど
が
公
私
に
わ
た
っ
て
次
々

に
撰
述
さ
れ
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
著
録

を
も
と
に
考
訂
（
提
要
）
を
な
し
た
も
の
と
な
る
と
、
劉
向
『
別

録
』
以
降
、
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
宋
の
晁
公

武
、
陳
振
孫
に
よ
う
や
く
（
考
訂
の
）
専
書
が
登
場
し
、
馬
端
臨

『
文
献
通
考
』
は
（『
郡
斎
読
書
志
』『
直
斎
書
録
解
題
』
の
）
二
書
に
も

と
づ
い
て
『
経
籍
考
』
を
著
し
、
学
問
に
志
す
者
は
そ
れ
ら
を

便
利
な
も
の
と
み
な
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
（
三
書
は
）
い
ず
れ

も
現
存
す
る
書
物
を
拠
り
所
と
し
て
詳
細
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
考
求
を
専
門
と
し
て
、
書
物
の
存
佚
に
か
か
わ
ら
ず
、
た

だ
古
今
の
著
録
に
見
え
て
い
る
だ
け
の
も
の
、
あ
る
い
は
群
書

に
引
用
さ
れ
て
、
わ
ず
か
に
名
目
の
み
で
も
記
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
収
録
し
て
考
査
編
次
し
、
博
綜
貫
通
さ

せ
、
一
家
の
書
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
な
る
と
、
古
人
に
は

な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、ま
さ
に
朱
彝
尊
『
経
義
存
亡
考
』
に
よ
っ

て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
原
注
．．『
経
義
考
』
の
元
々
の
名
称
で
、

こ
れ
こ
そ
が
朱
氏
の
著
書
の
本
旨
で
あ
る
〕。
今『
史
籍
考
』は
専
ら『
経

義
考
』
に
従
っ
て
義
例
を
立
て
る
が
、
お
も
う
に
本
書
も
ま
た

創
始
の
書
で
あ
る
。
総
じ
て
創
始
者
は
、
功
労
は
倍
で
あ
っ
て

も
効
果
を
全
う
で
き
な
い
も
の
で
、
朱
氏
『
経
義
考
』
も
後
人

が
時
折
そ
の
不
足
を
考
究
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
先
駆
者
ゆ
え

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て『
史
籍
考
』は
さ
ら
に
経
よ
り
も
ず
っ

と
困
難
で
あ
り
、
勉
め
励
ん
だ
と
し
て
も
、
矛
盾
や
疏
漏
は
、

自
身
で
も
保
証
し
か
ね
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
創
始

の
困
難
を
は
っ
き
り
と
知
っ
て
、
困
難
を
避
け
ず
に
力
を
尽
く

し
て
事
に
当
た
れ
ば
、
経
が
経
と
し
て
あ
る
に
は
史
が
緯
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、（『
史
籍
考
』は
）著
述
の
叢
林
に
お
い
て
、

ま
さ
に
補
わ
れ
る
べ
き
典
籍
で
あ
る
。
読
者
に
お
か
れ
て
は
こ

う
し
た
困
難
を
諒
解
さ
れ
た
上
で
本
書
の
不
足
を
裨
益
く
だ
さ
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れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
不
可
更
僕
數
」
は
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
い
こ
と
。『
礼
記
』

儒
行
篇
に「
哀
公
曰
．．敢
問
儒
行
。
孔
子
對
曰
．．遽
數
之
不
能
終
其
物
、

悉
數
之
乃
留
、
更
僕

0

0

未
可
終
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 「
考
訂
」
は
、
一
般
に
書
物
の
異
同
を
調
べ
て
訛
誤
を
正
す
こ
と
を

い
う
が
、
後
段
に
「
劉
向
所
爲
『
條
其
篇
目
，
撮
其
旨
意
，
錄
而
奏
上
』

之
言
，劉
歆
部
『
七
略
』
時
所
稱
爲
『
別
錄
』
者
，乃
考
訂

0

0

羣
書
之
鼻
祖
，

而
後
世
鮮
有
述
焉
者
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、こ
こ
で
は
、劉
向
『
別
録
』

が
念
頭
に
お
か
れ
て
お
り
、
書
録
・
提
要
を
ま
と
め
る
こ
と
を
「
考
訂
」

と
し
て
い
る
。

﹇
三
﹈ 「
博
綜
」は
、ひ
ろ
く
治
め
る
こ
と
。
蔡
邕「
陳
留
太
守
胡
公
碑
」に「
博0

綜0

古
文
、
周
覽
篇
籍
、
言
語
造
次
、
必
以
經
綸
加
之
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
一
家
」は
、一
家
之
言
の
こ
と
。
司
馬
遷「
報
任
少
卿
書
」に（『
史
記
』

編
纂
に
つ
い
て
）「
網
羅
天
下
放
失
舊
聞
，
略
考
其
行
事
，
綜
其
終
始
，
稽

其
成
敗
興
壞
之
紀
，
上
計
軒
轅
，
下
至
于
茲
，
爲
十
表
，
本
紀
十
二
，

書
八
章
，世
家
三
十
，列
傳
七
十
，凡
百
三
十
篇
，亦
欲
以
究
天
人
之
際
，

通
古
今
之
變
，
成
一
家
之
言

0

0

0

0

。」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。
章
学
誠
は
、

「
申
鄭
」
に
お
い
て
、「
鄭
樵
生
千
載
而
後
，慨
然
有
見
於
古
人
著
述
之
源
，

而
知
作
者
之
旨
，
不
徒
以
詞
采
爲
文
，
考
據
爲
學
也
。
於
是
遂
欲
匡
正

史
遷
，
益
以
博
雅
．，貶
損
班
固
，
譏
其
因
襲
，
而
獨
取
三
千
年
來
遺
文

故
册
，
運
以
別
識
心
裁
。
蓋
承
通
史
家
風
，
而
自
爲
經
緯
，
成
一
家
言

0

0

0

者
也
。」
と
述
べ
て
、
鄭
樵
『
通
志
』
を
別
識
心
裁
（
独
自
の
見
識
と
判
断
）

に
よ
っ
て
一
家
言
を
成
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
一
方
、「
釈

通
」
自
注
で
は
、「《
文
獻
通
考
》
之
類
，
雖
仿
《
通
典
》，
而
分
析
次
比
，

實
爲
類
書
之
學
，
無
別
識
心
裁
，
便
於
對
策
敷
陳
之
用
。」
と
、「
邵
与

桐
別
伝
」
で
は
、「
自
四
庫
徵
書
，
遺
籍
秘
册
薈
萃
都
下
，
學
士
侈
於

聞
見
之
富
，
別
爲
風
氣
，
講
求
史
學
，
非
馬
端
臨
氏
之
所
爲
整
齊
類
比
，

卽
王
伯
厚
氏
之
所
爲
考
逸
搜
遺
。」
と
し
て
、馬
端
臨
『
文
献
通
考
』
は
、

別
識
心
裁
な
く
、
整
斉
類
比
し
た
だ
け
の
編
纂
物
だ
と
し
て
厳
し
い
評

価
を
与
え
て
い
る
。

﹇
五
﹈ 『
経
義
考
』
の
初
名
が
『
経
義
存
亡
考
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
経

義
考
』
全
体
を
初
め
て
刊
刻
し
た
盧
見
曽
の
識
語
（
乾
隆
乙
亥
〔
一
七
五
五
〕

年
）
に
み
え
て
お
り
、
王
士
禎
『
居
易
録
』
巻
十
二
に
も
「
竹
垞
過
邸

舍
云
．．近
著
一
書
曰
《
經
義
存
亡
考

0

0

0

0

0

》，
以
鄭
夾
漈
《
經
籍
志
》
作
骨
，

而
附
益
之
，
不
傳
者
存
其
目
，
其
傳
者
略
論
作
者
之
意
，
辨
其
得
失
。

蓋
倣
西
亭
《
授
經
圖
》，
兼
用
晁
公
武
《
讀
書
志
》
之
例
也
。
竹
垞
篤

好
經
學
，
所
錄
多
鄞
范
氏
天
一
閣
、
禾
中
項
氏
及
曹
氏
倦
圃
、
溫
陵
黃

氏
千
頃
堂
祕
本
。」
と
あ
る
。
ま
た
、章
学
誠
は
『
経
義
考
』
撰
述
の
「
本
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旨
」
を
経
義
の
存
亡
を
跡
づ
け
る
こ
と
と
考
え
て
い
た
が
、
朱
彝
尊
自

身
は
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
三
「
寄
禮
部
韓
尚
書
書
」
に
「
近
日
譚
經
者
，

局
守
一
家
之
言
，
先
儒
遺
編
失
傳
者
十
九
，
因
倣
鄱
陽
馬
氏
《
經
籍
考
》

而
推
廣
之
。
自
周
迄
今
，
各
疏
其
大
略
，
微
言
雖
絕
，
大
義
間
存
，
編

成
《
經
義
考
》
三
百
卷
，
分
存
、
佚
、
闕
、
未
見
四
門
。
於
十
四
經
外
，

附
以
逸
經
、
毖
緯
、
擬
經
、
家
學
、
承
師
、
宣
講
、
立
學
、
刊
石
、
書
壁
、

鏤
板
、
著
錄
，
而
以
通
說
終
焉
。」
と
記
し
て
い
る
。

﹇
六
﹈ 「
起
義
」
と
は
書
物
の
主
義
を
明
ら
か
に
し
、
体
例
を
示
す
こ
と
。

杜
預
「
春
秋
経
伝
集
解
序
」
に
「
一
曰
微
而
顯
、
文
見
於
此
、
而
起
義

0

0

在
彼
。」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。

﹇
七
﹈ 『
経
義
考
』
の
不
備
は
、
収
録
範
囲
と
分
類
・
配
列
、
存
佚
の
判
定
、

引
用
等
体
例
に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
翁

方
綱
『
経
義
考
補
正
』
十
二
巻
、
謝
啓
昆
『
小
学
考
』
五
十
巻
は
そ
の

不
足
を
補
う
目
的
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。
な
お
、
小
学
が
『
爾
雅
』

の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
宣
講
・
立
学
・
家
学
・
自
叙
が
も
と

か
ら
欠
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、『
経
義
考
』
は
未
完
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

﹇
八
﹈ 「
不
敢
自
保
」
は
、（
矛
盾
や
齟
齬
は
な
い
と
）
と
て
も
請
け
合
う
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
。
司
馬
光
「
進
書
表
」
に
「
自
治
平
開
局
、

迨
今
始
成
、
歲
月
淹
久
、
其
間
抵
牾

0

0

0

0

、
不
敢
自
保

0

0

0

0

、
罪
負
之
重
、
固
無

所
逃
。
臣
光
誠
惶
誠
懼
，
頓
首
頓
首
。」
と
あ
る
に
も
と
づ
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

第
二
段
　
目
録
に
お
け
る
考
訂
（
提
要
）
の
意
義

【
原
文
】

考
訂
與
著
錄
事
雖
相
貫
、
而
用
力
不
同
。
著
錄
貴
明
類
例
、



求
於
書
之
面
目
者
也
﹇
注
一
﹈。
考
訂
貴
詳
端
委
、
求
於
書
之
精
要

者
也
﹇
注
二
﹈。
就
劉
氏
父
子
之
業
而
論
、
世
人
但
知
其
『
經
籍
』

『
藝
文
』
所
祖
而
已
、
不
知
劉
歆
部
次
『
七
略
』
爲
漢
・
隋
諸

志
所
祖
、
而
世
有
其
傳
耳
。
至
劉
向
所
爲
「
條
其
篇
目
、
撮
其

旨
意
、錄
而
奏
上
」
之
言
﹇
注
三
﹈、劉
歆
部
『
七
略
』
時
所
稱
爲
『
別

錄
』
者
﹇
注
四
﹈、
乃
考
訂
羣
書
之
鼻
祖
、
而
後
世
鮮
有
述
焉
者

也
。
觀
於
經
禮
諸
記
、孔
疏
所
引
『
鄭
氏
目
錄
』、與
劉
向
不
同
、

則
同
一
治
經
而
各
爲
目
錄
、
卽
各
有
家
法
、
非
考
訂
不
爲
功
也

﹇
注
五
﹈。
觀
於
唐
人
『
十
三
代
史
目
』、
而
宗
諫
略
止
三
卷
、
殷

仲
茂
詳
至
十
卷
、
則
同
一
考
史
而
各
爲
著
錄
、
卽
各
成
學
業
也

﹇
注
六
﹈。
是
知
考
訂
與
著
錄
之
功
、
似
同
而
異
、
學
者
混
於
一
例

而
不
能
析
也
。
鄭
樵
『
通
志
』
雖
疏
、其
論
『
校
讎
』
之
例
甚
精
、

然
猶
不
能
分
別
兩
家
之
同
異
、
故
其
論
書
有
「
名
亡
實
不
亡
」、
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れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
不
可
更
僕
數
」
は
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
い
こ
と
。『
礼
記
』

儒
行
篇
に「
哀
公
曰
．．敢
問
儒
行
。
孔
子
對
曰
．．遽
數
之
不
能
終
其
物
、

悉
數
之
乃
留
、
更
僕

0

0

未
可
終
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 「
考
訂
」
は
、
一
般
に
書
物
の
異
同
を
調
べ
て
訛
誤
を
正
す
こ
と
を

い
う
が
、
後
段
に
「
劉
向
所
爲
『
條
其
篇
目
，
撮
其
旨
意
，
錄
而
奏
上
』

之
言
，劉
歆
部
『
七
略
』
時
所
稱
爲
『
別
錄
』
者
，乃
考
訂

0

0

羣
書
之
鼻
祖
，

而
後
世
鮮
有
述
焉
者
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、こ
こ
で
は
、劉
向
『
別
録
』

が
念
頭
に
お
か
れ
て
お
り
、
書
録
・
提
要
を
ま
と
め
る
こ
と
を
「
考
訂
」

と
し
て
い
る
。

﹇
三
﹈ 「
博
綜
」は
、ひ
ろ
く
治
め
る
こ
と
。
蔡
邕「
陳
留
太
守
胡
公
碑
」に「
博0

綜0

古
文
、
周
覽
篇
籍
、
言
語
造
次
、
必
以
經
綸
加
之
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
一
家
」は
、一
家
之
言
の
こ
と
。
司
馬
遷「
報
任
少
卿
書
」に（『
史
記
』

編
纂
に
つ
い
て
）「
網
羅
天
下
放
失
舊
聞
，
略
考
其
行
事
，
綜
其
終
始
，
稽

其
成
敗
興
壞
之
紀
，
上
計
軒
轅
，
下
至
于
茲
，
爲
十
表
，
本
紀
十
二
，

書
八
章
，世
家
三
十
，列
傳
七
十
，凡
百
三
十
篇
，亦
欲
以
究
天
人
之
際
，

通
古
今
之
變
，
成
一
家
之
言

0

0

0

0

。」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。
章
学
誠
は
、

「
申
鄭
」
に
お
い
て
、「
鄭
樵
生
千
載
而
後
，慨
然
有
見
於
古
人
著
述
之
源
，

而
知
作
者
之
旨
，
不
徒
以
詞
采
爲
文
，
考
據
爲
學
也
。
於
是
遂
欲
匡
正

史
遷
，
益
以
博
雅
．，貶
損
班
固
，
譏
其
因
襲
，
而
獨
取
三
千
年
來
遺
文

故
册
，
運
以
別
識
心
裁
。
蓋
承
通
史
家
風
，
而
自
爲
經
緯
，
成
一
家
言

0

0

0

者
也
。」
と
述
べ
て
、
鄭
樵
『
通
志
』
を
別
識
心
裁
（
独
自
の
見
識
と
判
断
）

に
よ
っ
て
一
家
言
を
成
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
一
方
、「
釈

通
」
自
注
で
は
、「《
文
獻
通
考
》
之
類
，
雖
仿
《
通
典
》，
而
分
析
次
比
，

實
爲
類
書
之
學
，
無
別
識
心
裁
，
便
於
對
策
敷
陳
之
用
。」
と
、「
邵
与

桐
別
伝
」
で
は
、「
自
四
庫
徵
書
，
遺
籍
秘
册
薈
萃
都
下
，
學
士
侈
於

聞
見
之
富
，
別
爲
風
氣
，
講
求
史
學
，
非
馬
端
臨
氏
之
所
爲
整
齊
類
比
，

卽
王
伯
厚
氏
之
所
爲
考
逸
搜
遺
。」
と
し
て
、馬
端
臨
『
文
献
通
考
』
は
、

別
識
心
裁
な
く
、
整
斉
類
比
し
た
だ
け
の
編
纂
物
だ
と
し
て
厳
し
い
評

価
を
与
え
て
い
る
。

﹇
五
﹈ 『
経
義
考
』
の
初
名
が
『
経
義
存
亡
考
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
経

義
考
』
全
体
を
初
め
て
刊
刻
し
た
盧
見
曽
の
識
語
（
乾
隆
乙
亥
〔
一
七
五
五
〕

年
）
に
み
え
て
お
り
、
王
士
禎
『
居
易
録
』
巻
十
二
に
も
「
竹
垞
過
邸

舍
云
．．近
著
一
書
曰
《
經
義
存
亡
考

0

0

0

0

0

》，
以
鄭
夾
漈
《
經
籍
志
》
作
骨
，

而
附
益
之
，
不
傳
者
存
其
目
，
其
傳
者
略
論
作
者
之
意
，
辨
其
得
失
。

蓋
倣
西
亭
《
授
經
圖
》，
兼
用
晁
公
武
《
讀
書
志
》
之
例
也
。
竹
垞
篤

好
經
學
，
所
錄
多
鄞
范
氏
天
一
閣
、
禾
中
項
氏
及
曹
氏
倦
圃
、
溫
陵
黃

氏
千
頃
堂
祕
本
。」
と
あ
る
。
ま
た
、章
学
誠
は
『
経
義
考
』
撰
述
の
「
本
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旨
」
を
経
義
の
存
亡
を
跡
づ
け
る
こ
と
と
考
え
て
い
た
が
、
朱
彝
尊
自

身
は
『
曝
書
亭
集
』
巻
三
十
三
「
寄
禮
部
韓
尚
書
書
」
に
「
近
日
譚
經
者
，

局
守
一
家
之
言
，
先
儒
遺
編
失
傳
者
十
九
，
因
倣
鄱
陽
馬
氏
《
經
籍
考
》

而
推
廣
之
。
自
周
迄
今
，
各
疏
其
大
略
，
微
言
雖
絕
，
大
義
間
存
，
編

成
《
經
義
考
》
三
百
卷
，
分
存
、
佚
、
闕
、
未
見
四
門
。
於
十
四
經
外
，

附
以
逸
經
、
毖
緯
、
擬
經
、
家
學
、
承
師
、
宣
講
、
立
學
、
刊
石
、
書
壁
、

鏤
板
、
著
錄
，
而
以
通
說
終
焉
。」
と
記
し
て
い
る
。

﹇
六
﹈ 「
起
義
」
と
は
書
物
の
主
義
を
明
ら
か
に
し
、
体
例
を
示
す
こ
と
。

杜
預
「
春
秋
経
伝
集
解
序
」
に
「
一
曰
微
而
顯
、
文
見
於
此
、
而
起
義

0

0

在
彼
。」
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。

﹇
七
﹈ 『
経
義
考
』
の
不
備
は
、
収
録
範
囲
と
分
類
・
配
列
、
存
佚
の
判
定
、

引
用
等
体
例
に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
翁

方
綱
『
経
義
考
補
正
』
十
二
巻
、
謝
啓
昆
『
小
学
考
』
五
十
巻
は
そ
の

不
足
を
補
う
目
的
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。
な
お
、
小
学
が
『
爾
雅
』

の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
宣
講
・
立
学
・
家
学
・
自
叙
が
も
と

か
ら
欠
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、『
経
義
考
』
は
未
完
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

﹇
八
﹈ 「
不
敢
自
保
」
は
、（
矛
盾
や
齟
齬
は
な
い
と
）
と
て
も
請
け
合
う
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
。
司
馬
光
「
進
書
表
」
に
「
自
治
平
開
局
、

迨
今
始
成
、
歲
月
淹
久
、
其
間
抵
牾

0

0

0

0

、
不
敢
自
保

0

0

0

0

、
罪
負
之
重
、
固
無

所
逃
。
臣
光
誠
惶
誠
懼
，
頓
首
頓
首
。」
と
あ
る
に
も
と
づ
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

第
二
段
　
目
録
に
お
け
る
考
訂
（
提
要
）
の
意
義

【
原
文
】

考
訂
與
著
錄
事
雖
相
貫
、
而
用
力
不
同
。
著
錄
貴
明
類
例
、



求
於
書
之
面
目
者
也
﹇
注
一
﹈。
考
訂
貴
詳
端
委
、
求
於
書
之
精
要

者
也
﹇
注
二
﹈。
就
劉
氏
父
子
之
業
而
論
、
世
人
但
知
其
『
經
籍
』

『
藝
文
』
所
祖
而
已
、
不
知
劉
歆
部
次
『
七
略
』
爲
漢
・
隋
諸

志
所
祖
、
而
世
有
其
傳
耳
。
至
劉
向
所
爲
「
條
其
篇
目
、
撮
其

旨
意
、錄
而
奏
上
」
之
言
﹇
注
三
﹈、劉
歆
部
『
七
略
』
時
所
稱
爲
『
別

錄
』
者
﹇
注
四
﹈、
乃
考
訂
羣
書
之
鼻
祖
、
而
後
世
鮮
有
述
焉
者

也
。
觀
於
經
禮
諸
記
、孔
疏
所
引
『
鄭
氏
目
錄
』、與
劉
向
不
同
、

則
同
一
治
經
而
各
爲
目
錄
、
卽
各
有
家
法
、
非
考
訂
不
爲
功
也

﹇
注
五
﹈。
觀
於
唐
人
『
十
三
代
史
目
』、
而
宗
諫
略
止
三
卷
、
殷

仲
茂
詳
至
十
卷
、
則
同
一
考
史
而
各
爲
著
錄
、
卽
各
成
學
業
也

﹇
注
六
﹈。
是
知
考
訂
與
著
錄
之
功
、
似
同
而
異
、
學
者
混
於
一
例

而
不
能
析
也
。
鄭
樵
『
通
志
』
雖
疏
、其
論
『
校
讎
』
之
例
甚
精
、

然
猶
不
能
分
別
兩
家
之
同
異
、
故
其
論
書
有
「
名
亡
實
不
亡
」、
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曰
「『
三
禮
目
錄
』
雖
亡
可
取
諸
『
三
禮
』、『
十
三
代
史
目
』

雖
亡
可
取
諸
『
十
三
代
史
』。」﹇
注
七
﹈
噫
、
孔
疏
明
著
劉
・
鄭

禮
目
不
同
、『
唐
志
』
明
著
宗
・
殷
卷
次
不
合
、
正
著
錄
諸
家

各
有
考
訂
之
明
證
、
而
樵
乃
但
欲
取
諸
本
書
、
便
可
謂
目
錄
耶

﹇
注
八
﹈。
是
故
明
乎
向
・
歆
術
業
之
異
同
、
而
後
知
考
訂
與
著
錄

之
難
易
。
知
考
訂
之
難
於
著
錄
、而
後
知
朱
氏
創
爲
存
亡
兼
考
、

是
益
爲
其
難
。
知
經
部
之
兼
考
存
亡
已
爲
其
難
、
則
知
史
籍
之

存
亡
大
倍
於
『
經
考
』
之
難
矣
。

【
訓
読
文
】

考
訂
と
著
録
と
は
事
相
貫
く
と
雖
も
、
而
し
て
用
力
同
じ
か

ら
ず
。
著
録
は
類
例
を
明
か
す
を
貴
び
、
書
の
面
目
を
求
む
る

者
な
り
。
考
訂
は
端
委
を
詳
ら
か
に
す
る
を
貴
び
、
書
の
精
要

を
求
む
る
者
な
り
。
劉
氏
父
子
の
業
に
就
き
て
論
ず
る
に
、
世

人
は
但
だ
其
の
『
経
籍
』『
藝
文
』
の
祖
と
す
る
所
な
る
を
知

る
の
み
、
劉
歆
の
部
次
せ
る
『
七
略
』
の
漢
・
隋
諸
志
の
祖
と

す
る
所
と
為
り
、
世
々
其
の
伝
有
る
の
み
に
し
て
、
劉
向
為
す

所
の
「
其
の
篇
目
を
条
し
、
其
の
旨
意
を
撮
り
、
録
し
て
奏
上

す
」
の
言
、
劉
歆
『
七
略
』
を
部
す
る
時
に
称
し
て
『
別
録
』

と
為
す
所
の
者
に
至
り
て
は
、
乃
ち
群
書
を
考
訂
す
る
の
鼻
祖

な
る
も
、
後
世

焉
を
述
ぶ
る
者
有
る
鮮な

き
を
知
ら
ず
。
経
礼

諸
記
を
観
る
に
、
孔
疏
引
く
所
の
『
鄭
氏
目
録
』、
劉
向
と
同

じ
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
同
一
に
経
を
治
め
て
各
々
目
録
を
為
せ

ば
、
即
ち
各
々
家
法
有
り
、
考
訂
の
功
を
為
さ
ざ
る
に
非
ざ
る

な
り
。
唐
人
の
『
十
三
代
史
目
』
を
観
る
に
、
宗
諫
は
略
し
て

三
巻
に
止
ま
り
、
殷
仲
茂
は
詳
か
な
る
こ
と
十
巻
に
至
る
は
、

則
ち
同
一
に
史
を
考
え
て
各
々
著
録
を
為
せ
ば
、
即
ち
各
々
学

業
を
成
す
な
り
。
是
れ
考
訂
と
著
録
の
功
、
同
じ
似ご
と

く
し
て
異

な
る
に
、
学
ぶ
者

一
例
に
混
じ
て
析
か
つ
能
わ
ざ
る
を
知
る
。

鄭
樵
『
通
志
』

は
疏
な
る
と
雖
も
、
其
の
『
校
讎
』
の
例
を
論

ず
る
こ
と
甚
だ
精
な
り
。
然
れ
ど
も
猶
お
両
家
の
同
異
を
分
別

す
る
能
わ
ず
、
故
に
其
れ
書
を
論
じ
て
「
名
亡
び
て
実
は
亡
び

ず
」
有
り
、
曰
わ
く
「『
三
礼
目
録
』
亡
ぶ
と
雖
も
諸
を
『
三

礼
』
に
取
る
べ
く
、『
十
三
代
史
目
』
亡
ぶ
と
雖
も
諸
を
『
十
三

代
史
』
に
取
る
べ
し
。」
と
。
噫
、
孔
疏

劉
・
鄭
の
礼
目
同
じ

か
ら
ざ
る
を
明
著
し
、『
唐
志
』
宗
・
殷
の
巻
次
の
合
わ
ざ
る

を
明
著
す
る
は
、
正
に
著
録
の
諸
家
に
各
々
考
訂
有
る
の
明
証

な
り
。
而
る
に
樵
は
乃
ち
但
だ
諸
を
本
書
に
取
ら
ん
と
欲
す
る

は
、
便
ち
目
録
と
謂
う
べ
き
か
。
是
の
故
に
向
・
歆
の
術
業
の

異
同
に
明
ら
か
に
し
て
、
而
る
後
に
考
訂
と
著
録
と
の
難
易
を
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知
る
。
考
訂
の
著
録
よ
り
難
き
を
知
り
て
、
而
る
後
に
朱
氏
創

め
て
存
亡
の
考
を
兼
ぬ
る
を
為
す
は
、
是
れ
益
々
其
の
難
き
為

る
を
知
る
。
経
部
の
考
と
存
亡
と
を
兼
ぬ
る
の
已は
な
はだ
其
れ
難
き

為
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
史
籍
の
存
亡

『
経
考
』
の
難
き
に
大
倍

な
る
を
知
る
。

【
現
代
語
訳
】

考
訂
（
提
要
）
と
著
録
と
は
事
柄
と
し
て
互
い
に
通
じ
て
い

る
が
、
力
を
注
ぐ
所
は
同
じ
で
な
い
。
著
録
は
類
别
や
義
例
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
書
物
の
面
目
を
追
求
す
る
も

の
で
あ
る
。
考
訂
は
内
実
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
、

書
の
精
要
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
劉
向
・
劉
歆
父
子
の
事

業
に
つ
い
て
論
じ
れ
ば
、
世
人
は
た
だ
経
籍
志
・
藝
文
志
の
始

祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
ば
か
り
で
、
劉
歆
の
部
次
し
た

『
七
略
』
の
み
が
漢
志
・
隋
志
な
ど
諸
志
の
祖
と
し
て
代
々
継

承
さ
れ
た
だ
け
で
、
劉
向
が
な
し
た
「
其
の
篇
目
を
条
し
、
其

の
旨
意
を
撮
り
、
録
し
て
奏
上
」
し
た
言
説
、
劉
歆
が
『
七
略
』

を
編
次
し
た
際
に
『
別
録
』
と
称
し
た
も
の
こ
そ
が
、
群
書
考

訂
の
鼻
祖
で
あ
っ
て
、
後
世
に
祖
述
者
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
礼
諸
記
を
観
る
に
、

孔
疏
が
引
用
す
る
『
鄭
氏
目
録
』（
＝
『
三
礼
目
録
』）
が
、
劉
向

と
同
じ
で
な
い
の
は
、
同
じ
経
書
を
治
め
て
も
各
々
が
目
録
を

編
め
ば
、
各
々
に
家
法
が
あ
る
た
め
で
、
考
訂
（
＝
提
要
）
が
役

に
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
唐
人
の『
十
三
代
史
目
』

を
観
る
に
、
宗
諫
の
方
は
簡
略
で
三
巻
に
と
ど
ま
り
、
殷
仲
茂

の
方
は
詳
細
で
十
巻
に
も
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
史
籍
を
考

察
し
て
も
各
々
著
録
を
編
め
ば
、
各
々
学
問
を
成
す
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
考
訂
と
著
録
の
効
能
は
、
同
じ
よ
う
に
み
え
て

も
異
な
っ
て
い
る
の
に
、
学
問
に
志
す
者
は
一
つ
の
こ
と
に
混

同
し
て
し
ま
い
、
区
別
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

る
。
鄭
樵
『
通
志
』
は
疎
略
で
は
あ
る
が
、
校
讎
の
体
例
を
論

ず
る
こ
と
き
わ
め
て
精
密
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
両
者
の

異
同
を
区
別
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
書
籍
を
論
じ
て
「
名
亡

び
て
実
は
亡
び
ず
」
の
一
条
が
あ
り
、「『
三
礼
目
録
』
は
亡
佚

し
て
も
『
三
礼
』
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、『
十
三

代
史
目
』
は
亡
佚
し
て
も
『
十
三
代
史
』
か
ら
取
り
出
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
あ
あ
、
孔
疏
が
劉
・
鄭
の

礼
記
に
関
す
る
目
録
が
同
じ
で
な
い
こ
と
を
明
記
し
、『
唐
志
』

が
宗
・
殷
の
巻
次
が
合
致
し
な
い
の
を
明
記
し
て
い
る
の
は
、

ま
さ
し
く
著
録
の
諸
家
に
各
々
考
訂
が
あ
っ
た
こ
と
の
明
証
で
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曰
「『
三
禮
目
錄
』
雖
亡
可
取
諸
『
三
禮
』、『
十
三
代
史
目
』

雖
亡
可
取
諸
『
十
三
代
史
』。」﹇
注
七
﹈
噫
、
孔
疏
明
著
劉
・
鄭

禮
目
不
同
、『
唐
志
』
明
著
宗
・
殷
卷
次
不
合
、
正
著
錄
諸
家

各
有
考
訂
之
明
證
、
而
樵
乃
但
欲
取
諸
本
書
、
便
可
謂
目
錄
耶

﹇
注
八
﹈。
是
故
明
乎
向
・
歆
術
業
之
異
同
、
而
後
知
考
訂
與
著
錄

之
難
易
。
知
考
訂
之
難
於
著
錄
、而
後
知
朱
氏
創
爲
存
亡
兼
考
、

是
益
爲
其
難
。
知
經
部
之
兼
考
存
亡
已
爲
其
難
、
則
知
史
籍
之

存
亡
大
倍
於
『
經
考
』
之
難
矣
。

【
訓
読
文
】

考
訂
と
著
録
と
は
事
相
貫
く
と
雖
も
、
而
し
て
用
力
同
じ
か

ら
ず
。
著
録
は
類
例
を
明
か
す
を
貴
び
、
書
の
面
目
を
求
む
る

者
な
り
。
考
訂
は
端
委
を
詳
ら
か
に
す
る
を
貴
び
、
書
の
精
要

を
求
む
る
者
な
り
。
劉
氏
父
子
の
業
に
就
き
て
論
ず
る
に
、
世

人
は
但
だ
其
の
『
経
籍
』『
藝
文
』
の
祖
と
す
る
所
な
る
を
知

る
の
み
、
劉
歆
の
部
次
せ
る
『
七
略
』
の
漢
・
隋
諸
志
の
祖
と

す
る
所
と
為
り
、
世
々
其
の
伝
有
る
の
み
に
し
て
、
劉
向
為
す

所
の
「
其
の
篇
目
を
条
し
、
其
の
旨
意
を
撮
り
、
録
し
て
奏
上

す
」
の
言
、
劉
歆
『
七
略
』
を
部
す
る
時
に
称
し
て
『
別
録
』

と
為
す
所
の
者
に
至
り
て
は
、
乃
ち
群
書
を
考
訂
す
る
の
鼻
祖

な
る
も
、
後
世

焉
を
述
ぶ
る
者
有
る
鮮な

き
を
知
ら
ず
。
経
礼

諸
記
を
観
る
に
、
孔
疏
引
く
所
の
『
鄭
氏
目
録
』、
劉
向
と
同

じ
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
同
一
に
経
を
治
め
て
各
々
目
録
を
為
せ

ば
、
即
ち
各
々
家
法
有
り
、
考
訂
の
功
を
為
さ
ざ
る
に
非
ざ
る

な
り
。
唐
人
の
『
十
三
代
史
目
』
を
観
る
に
、
宗
諫
は
略
し
て

三
巻
に
止
ま
り
、
殷
仲
茂
は
詳
か
な
る
こ
と
十
巻
に
至
る
は
、

則
ち
同
一
に
史
を
考
え
て
各
々
著
録
を
為
せ
ば
、
即
ち
各
々
学

業
を
成
す
な
り
。
是
れ
考
訂
と
著
録
の
功
、
同
じ
似ご
と

く
し
て
異

な
る
に
、
学
ぶ
者

一
例
に
混
じ
て
析
か
つ
能
わ
ざ
る
を
知
る
。

鄭
樵
『
通
志
』

は
疏
な
る
と
雖
も
、
其
の
『
校
讎
』
の
例
を
論

ず
る
こ
と
甚
だ
精
な
り
。
然
れ
ど
も
猶
お
両
家
の
同
異
を
分
別

す
る
能
わ
ず
、
故
に
其
れ
書
を
論
じ
て
「
名
亡
び
て
実
は
亡
び

ず
」
有
り
、
曰
わ
く
「『
三
礼
目
録
』
亡
ぶ
と
雖
も
諸
を
『
三

礼
』
に
取
る
べ
く
、『
十
三
代
史
目
』
亡
ぶ
と
雖
も
諸
を
『
十
三

代
史
』
に
取
る
べ
し
。」
と
。
噫
、
孔
疏

劉
・
鄭
の
礼
目
同
じ

か
ら
ざ
る
を
明
著
し
、『
唐
志
』
宗
・
殷
の
巻
次
の
合
わ
ざ
る

を
明
著
す
る
は
、
正
に
著
録
の
諸
家
に
各
々
考
訂
有
る
の
明
証

な
り
。
而
る
に
樵
は
乃
ち
但
だ
諸
を
本
書
に
取
ら
ん
と
欲
す
る

は
、
便
ち
目
録
と
謂
う
べ
き
か
。
是
の
故
に
向
・
歆
の
術
業
の

異
同
に
明
ら
か
に
し
て
、
而
る
後
に
考
訂
と
著
録
と
の
難
易
を
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知
る
。
考
訂
の
著
録
よ
り
難
き
を
知
り
て
、
而
る
後
に
朱
氏
創

め
て
存
亡
の
考
を
兼
ぬ
る
を
為
す
は
、
是
れ
益
々
其
の
難
き
為

る
を
知
る
。
経
部
の
考
と
存
亡
と
を
兼
ぬ
る
の
已は
な
はだ
其
れ
難
き

為
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
史
籍
の
存
亡

『
経
考
』
の
難
き
に
大
倍

な
る
を
知
る
。

【
現
代
語
訳
】

考
訂
（
提
要
）
と
著
録
と
は
事
柄
と
し
て
互
い
に
通
じ
て
い

る
が
、
力
を
注
ぐ
所
は
同
じ
で
な
い
。
著
録
は
類
别
や
義
例
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
書
物
の
面
目
を
追
求
す
る
も

の
で
あ
る
。
考
訂
は
内
実
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
、

書
の
精
要
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
劉
向
・
劉
歆
父
子
の
事

業
に
つ
い
て
論
じ
れ
ば
、
世
人
は
た
だ
経
籍
志
・
藝
文
志
の
始

祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
ば
か
り
で
、
劉
歆
の
部
次
し
た

『
七
略
』
の
み
が
漢
志
・
隋
志
な
ど
諸
志
の
祖
と
し
て
代
々
継

承
さ
れ
た
だ
け
で
、
劉
向
が
な
し
た
「
其
の
篇
目
を
条
し
、
其

の
旨
意
を
撮
り
、
録
し
て
奏
上
」
し
た
言
説
、
劉
歆
が
『
七
略
』

を
編
次
し
た
際
に
『
別
録
』
と
称
し
た
も
の
こ
そ
が
、
群
書
考

訂
の
鼻
祖
で
あ
っ
て
、
後
世
に
祖
述
者
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
礼
諸
記
を
観
る
に
、

孔
疏
が
引
用
す
る
『
鄭
氏
目
録
』（
＝
『
三
礼
目
録
』）
が
、
劉
向

と
同
じ
で
な
い
の
は
、
同
じ
経
書
を
治
め
て
も
各
々
が
目
録
を

編
め
ば
、
各
々
に
家
法
が
あ
る
た
め
で
、
考
訂
（
＝
提
要
）
が
役

に
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
唐
人
の『
十
三
代
史
目
』

を
観
る
に
、
宗
諫
の
方
は
簡
略
で
三
巻
に
と
ど
ま
り
、
殷
仲
茂

の
方
は
詳
細
で
十
巻
に
も
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
史
籍
を
考

察
し
て
も
各
々
著
録
を
編
め
ば
、
各
々
学
問
を
成
す
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
考
訂
と
著
録
の
効
能
は
、
同
じ
よ
う
に
み
え
て

も
異
な
っ
て
い
る
の
に
、
学
問
に
志
す
者
は
一
つ
の
こ
と
に
混

同
し
て
し
ま
い
、
区
別
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

る
。
鄭
樵
『
通
志
』
は
疎
略
で
は
あ
る
が
、
校
讎
の
体
例
を
論

ず
る
こ
と
き
わ
め
て
精
密
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
両
者
の

異
同
を
区
別
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
書
籍
を
論
じ
て
「
名
亡

び
て
実
は
亡
び
ず
」
の
一
条
が
あ
り
、「『
三
礼
目
録
』
は
亡
佚

し
て
も
『
三
礼
』
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、『
十
三

代
史
目
』
は
亡
佚
し
て
も
『
十
三
代
史
』
か
ら
取
り
出
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
あ
あ
、
孔
疏
が
劉
・
鄭
の

礼
記
に
関
す
る
目
録
が
同
じ
で
な
い
こ
と
を
明
記
し
、『
唐
志
』

が
宗
・
殷
の
巻
次
が
合
致
し
な
い
の
を
明
記
し
て
い
る
の
は
、

ま
さ
し
く
著
録
の
諸
家
に
各
々
考
訂
が
あ
っ
た
こ
と
の
明
証
で
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あ
る
。
そ
れ
な
の
に
鄭
樵
は
た
だ
そ
れ
を
本
書
（
目
録
が
対
象
と

す
る
書
籍
）
に
の
み
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
目
録
と
い

え
る
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
劉
向
・
劉
歆
の
学
術
・
成
果

の
相
違
に
明
る
く
な
っ
て
、
は
じ
め
て
考
訂
と
著
録
の
難
易
が

分
か
る
の
で
あ
る
。
考
訂
が
著
録
よ
り
難
し
い
こ
と
が
分
か
っ

て
、
朱
氏
が
は
じ
め
て
存
佚
（
の
判
定
）
と
考
訂
を
と
も
に
お
こ

な
っ
た
の
は
、
益
々
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

経
部
に
お
い
て
考
訂
と
存
佚
の
兼
行
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て
、
史
籍
の
存
佚
は
『
経
義
考
』
の
難
し
さ
よ
り

は
る
か
に
ま
さ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
類
例
」
は
、
目
録
に
お
け
る
分
類
・
体
例
の
こ
と
。
鄭
樵
『
通
志
』

校
讎
略
「
編
次
必
謹
類
例
論
六
篇
」
に
「
書
之
不
明
者
，
爲
類
例
之
不

0

0

0

0

分0

也
。」、「
書
籍
之
亡
者
，
由
類
例
之
法
不
分

0

0

0

0

0

0

也
。
類
例
分
則
百
家
九

流
各
有
條
理
，
雖
亡
而
不
能
亡
也
。」、「
類
書
猶
持
軍
也
，
若
有
條
理
，

雖
多
而
治
。
若
無
條
理
，
雖
寡
而
紛
。
類
例
不
患
其
多
也
，
患
處
多
之

無
術
耳
。」、「
類
例

0

0

旣0

分0

，
學
術
自
明

0

0

0

0

，
以
其
先
後
本
末
具
在
。」
な
ど

と
あ
り
、
類
例
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
学
術
の
分
類
と
変
遷
、
書

物
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
章
学
誠
も
「
論
修

史
籍
考
要
略
」
で
「
二
曰
家
法
宜
辨
。
校
讎
之
學
與
著
錄
相
爲
表
裏
。

校
讎
類
例
不
清

0

0

0

0

0

0

，
著
錄
終
無
原
委

0

0

0

0

0

0

。
舊
例
以
二
十
一
家
之
言
同
列
正

史
，
其
實
類
例
不
清
。
馬
遷
乃
通
史
也
，
梁
武
《
通
史
》、
鄭
樵
《
通

志
》
之
類
屬
之
；
班
固
斷
代
專
門
之
書
也
，
華
、
謝
、
范
、
沈
諸
家
屬

之
；
陳
『
志
』
分
國
之
書
也
，《
十
六
國
春
秋
》、《
九
國
志
》
之
類
屬

之
；
南
北
史
斷
取
數
代
之
書
也
，
歐
、
薛
《
五
代
》
諸
史
屬
之
；
《
晉

書
》、《
唐
書
》，
集
眾
官
修
之
書
也
，
宋
、
遼
、
金
、
元
，
諸
史
屬
之
；

家
法
分
明
，
庶
幾
條
理
可
貫
，
而
究
史
學
者
可
以
溯
源
流
矣
。」
と
、『
校

讎
通
義
』
漢
志
諸
子
で
「
著
錄
之
義
，
固
所
以
明
大
道
而
治
百
家
也
。」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
推
せ
ば
、
後
半
の
「
求
於
書
之
面
目
」
は
、

個
々
の
書
物
を
学
術
体
系
と
そ
の
変
遷
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
著
述
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

﹇
二
﹈ 「
端
委
」
は
、
内
実
、
ま
た
、
根
底
の
意
。
個
別
の
書
籍
を
学
術
体

系
に
位
置
づ
け
る
の
が
著
録
（
目
録
）
の
役
割
な
の
に
対
し
、
考
訂
の
意

義
は
書
物
の
精
髄
を
示
す
点
に
あ
る
と
い
う
の
が
章
学
誠
の
主
張
で
あ

る
。「
修
志
十
議
」
に
「
近
世
志
藝
文
者
，
類
輯
詩
文
記
序
，
其
體
直

如
文
選
；
而
一
邑
著
述
目
錄
，作
者
源
流
始
末
，俱
無
稽
考
，非
志
體
也
。

今
擬
更
定
凡
例
，
一
倣
班
《
志
》
劉
《
略
》
；
標
分
部
彙
，
删0

蕪
擷
秀

0

0

0

，

跋
其
端
委

0

0

0

0

，
自
勒
一
考
，
可
爲
他
日
館
閣
校
讎
取
材
，
斯
則
有
裨
文
獻

耳
。」
と
あ
る
。
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﹇
三
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
総
序
に
劉
向
の
校
書
事
業
に
つ
い
て
「
每
一
書
已
，

向
輒
條
其
篇
目
，
撮
其
指
意
，
錄
而
奏
之
。」
と
あ
る
こ
と
を
い
う
。

﹇
四
﹈ 

阮
孝
緒
「
七
録
序
」
に
「
昔
劉
向
校
書
，
輒
爲
一
錄
，
論
其
指
歸
，

辨
其
訛
謬
，隨
竟
奏
上
，皆
載
在
本
書
。
時
又
别
集
眾
錄
，謂
之
《
别
錄
》，

卽
今
之
《
别
錄
》
是
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
史
篇
别
錄
例
議
」
に
は

「
史
篇
別
録
」
と
い
う
書
名
に
関
連
し
て
「『
别
錄
』
之
名
，
倣
於
劉
向
，

乃
是
取
《
七
略
》
之
書
部
，
撮
其
篇
目
，
條
其
得
失
，
錄
而
奏
上
之
書
，

以
其
别
於
本
書
，故
曰
．．『
别
錄
』。今
用
其
名
以
治
紀
傳
編
年
二
家
之
史
，

亦
曰
．．『
别
錄
』，
非
劉
氏
之
旨
也
。
葢
諸
家
之
史
，
自
有
篇
卷
目
錄
冠

於
其
首
以
標
其
次
第
；
今
爲
提
綱
掣
領
，
次
於
本
書
目
錄
之
後
，
别
爲

一
錄
，
使
與
本
書
目
錄
相
爲
經
緯
，
斯
謂
之
『
别
錄
』
云
爾
。
蓋
與
劉

氏
之
書
，
同
名
而
異
用
者
也
。」
と
あ
る
。

﹇
五
﹈ 「
鄭
氏
目
錄
」
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
「
三
禮
目
錄
一
卷
鄭
玄
撰
」

と
あ
る
『
三
礼
目
録
』
の
こ
と
。
た
と
え
ば
、『
周
礼
注
疏
』
天
官
・

冢
宰
の
賈
疏
に
「《
鄭
目
錄
》
云
．．象
天
所
立
之
官
。
冢
，大
也
。
宰
者
，

官
也
。
天
者
統
理
萬
物
，
天
子
立
冢
宰
，
使
掌
邦
治
，
亦
所
以
總
御
眾

官
，
使
不
失
職
。
不
言
司
者
，
大
宰
總
御
眾
官
，
不
使
主
一
官
之
事
也
。」

と
あ
る
よ
う
に
『
三
礼
目
録
』
は
三
礼
の
各
篇
を
対
象
と
す
る
提
要
で

あ
っ
た
。
特
に
、『
礼
記
』
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
正
義
』
の
孔
疏
に
「
案

《
鄭
目
錄
》
云
．．名
曰
《
曲
禮
》
者
，以
其
篇
記
五
禮
之
事
。
祭
祀
之
說
，

吉
禮
也
；
喪
荒
去
國
之
說
，
凶
禮
也
；
致
貢
朝
會
之
說
，
賓
禮
也
；
兵

車
旌
鴻
之
說
，
軍
禮
也
；
事
長
敬
老
執
贄
納
女
之
說
，
嘉
禮
也
。
此
於

《
别
錄
》
屬
制
度
。」
と
あ
る
よ
う
に
、篇
毎
に
「
此
於
《
别
錄
》
屬
某
某
」

と
し
て
劉
向
に
よ
る
礼
記
諸
篇
の
分
類
が
制
度
・
通
論
・
明
堂
陰
陽
記
・

喪
服
・
世
子
法
・
祭
祀
・
楽
記
・
吉
事
な
ど
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
章

学
誠
は
後
に
言
及
さ
れ
る
鄭
樵
の
所
説
を
念
頭
に
提
要
の
一
家
言
と
し

て
の
性
格
を
説
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
段
注
七
参
照
。

﹇
六
﹈ 『
十
三
代
史
目
』は『
旧
唐
書
』経
籍
志
に
は
著
録
さ
れ
ず
、『
新
唐
書
』

藝
文
志
が
「
宋
諫
注
十
三
代
史
目
十
卷
」
を
、『
郡
斎
読
書
志
』
が
「
十
三

代
史
目
三
卷
」
を
、「
右
唐
殷
仲
茂
撰
。
輯
《
史
記
》、兩
漢
、三
國
、晉
、

宋
、
齊
、
梁
、
陳
、
後
魏
、
北
齊
、
周
、
隋
史
籍
篇
次
名
氏
。
國
朝
杜

鎬
以
唐
五
代
書
目
續
之
。」
と
し
て
著
録
す
る
。
ま
た
、
鄭
樵
『
通
志
』

藝
文
略
は
両
書
を
著
録
し
て
い
る
。
繆
荃
孫
『
唐
書
藝
文
志
注
』
は
「
疑

仲
茂
撰
目
而
諫
注
之
」
と
し
、
王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』
は
「
宗
諫

的
『
史
目
』
没
有
提
要
、殷
仲
茂
的
『
史
目
』
是
有
提
要
的
。」
と
す
る
が
、

章
学
誠
は
著
録
、
考
訂
と
も
に
両
書
に
は
異
同
が
あ
る
と
み
な
し
て
い

る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

﹇
七
﹈ 『
通
志
』
校
讎
略
「
書
有
名
亡
實
不
亡
論
」
に
「
書
有
亡
者
，
有
雖

亡
而
不
亡
者
，
有
不
可
以
不
求
者
，
有
不
可
求
者
。《
文
言
略
例
》
雖

亡
，
而
《
周
易
》
具
在
。
漢
、
魏
、
吳
、
晉
《
鼓
吹
曲
》
雖
亡
，
而
《
樂
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あ
る
。
そ
れ
な
の
に
鄭
樵
は
た
だ
そ
れ
を
本
書
（
目
録
が
対
象
と

す
る
書
籍
）
に
の
み
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
目
録
と
い

え
る
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
劉
向
・
劉
歆
の
学
術
・
成
果

の
相
違
に
明
る
く
な
っ
て
、
は
じ
め
て
考
訂
と
著
録
の
難
易
が

分
か
る
の
で
あ
る
。
考
訂
が
著
録
よ
り
難
し
い
こ
と
が
分
か
っ

て
、
朱
氏
が
は
じ
め
て
存
佚
（
の
判
定
）
と
考
訂
を
と
も
に
お
こ

な
っ
た
の
は
、
益
々
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

経
部
に
お
い
て
考
訂
と
存
佚
の
兼
行
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て
、
史
籍
の
存
佚
は
『
経
義
考
』
の
難
し
さ
よ
り

は
る
か
に
ま
さ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
類
例
」
は
、
目
録
に
お
け
る
分
類
・
体
例
の
こ
と
。
鄭
樵
『
通
志
』

校
讎
略
「
編
次
必
謹
類
例
論
六
篇
」
に
「
書
之
不
明
者
，
爲
類
例
之
不

0

0

0

0

分0

也
。」、「
書
籍
之
亡
者
，
由
類
例
之
法
不
分

0

0

0

0

0

0

也
。
類
例
分
則
百
家
九

流
各
有
條
理
，
雖
亡
而
不
能
亡
也
。」、「
類
書
猶
持
軍
也
，
若
有
條
理
，

雖
多
而
治
。
若
無
條
理
，
雖
寡
而
紛
。
類
例
不
患
其
多
也
，
患
處
多
之

無
術
耳
。」、「
類
例

0

0

旣0

分0

，
學
術
自
明

0

0

0

0

，
以
其
先
後
本
末
具
在
。」
な
ど

と
あ
り
、
類
例
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
学
術
の
分
類
と
変
遷
、
書

物
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
章
学
誠
も
「
論
修

史
籍
考
要
略
」
で
「
二
曰
家
法
宜
辨
。
校
讎
之
學
與
著
錄
相
爲
表
裏
。

校
讎
類
例
不
清

0

0

0

0

0

0

，
著
錄
終
無
原
委

0

0

0

0

0

0

。
舊
例
以
二
十
一
家
之
言
同
列
正

史
，
其
實
類
例
不
清
。
馬
遷
乃
通
史
也
，
梁
武
《
通
史
》、
鄭
樵
《
通

志
》
之
類
屬
之
；
班
固
斷
代
專
門
之
書
也
，
華
、
謝
、
范
、
沈
諸
家
屬

之
；
陳
『
志
』
分
國
之
書
也
，《
十
六
國
春
秋
》、《
九
國
志
》
之
類
屬

之
；
南
北
史
斷
取
數
代
之
書
也
，
歐
、
薛
《
五
代
》
諸
史
屬
之
；
《
晉

書
》、《
唐
書
》，
集
眾
官
修
之
書
也
，
宋
、
遼
、
金
、
元
，
諸
史
屬
之
；

家
法
分
明
，
庶
幾
條
理
可
貫
，
而
究
史
學
者
可
以
溯
源
流
矣
。」
と
、『
校

讎
通
義
』
漢
志
諸
子
で
「
著
錄
之
義
，
固
所
以
明
大
道
而
治
百
家
也
。」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
推
せ
ば
、
後
半
の
「
求
於
書
之
面
目
」
は
、

個
々
の
書
物
を
学
術
体
系
と
そ
の
変
遷
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
著
述
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

﹇
二
﹈ 「
端
委
」
は
、
内
実
、
ま
た
、
根
底
の
意
。
個
別
の
書
籍
を
学
術
体

系
に
位
置
づ
け
る
の
が
著
録
（
目
録
）
の
役
割
な
の
に
対
し
、
考
訂
の
意

義
は
書
物
の
精
髄
を
示
す
点
に
あ
る
と
い
う
の
が
章
学
誠
の
主
張
で
あ

る
。「
修
志
十
議
」
に
「
近
世
志
藝
文
者
，
類
輯
詩
文
記
序
，
其
體
直

如
文
選
；
而
一
邑
著
述
目
錄
，作
者
源
流
始
末
，俱
無
稽
考
，非
志
體
也
。

今
擬
更
定
凡
例
，
一
倣
班
《
志
》
劉
《
略
》
；
標
分
部
彙
，
删0

蕪
擷
秀

0

0

0

，

跋
其
端
委

0

0

0

0

，
自
勒
一
考
，
可
爲
他
日
館
閣
校
讎
取
材
，
斯
則
有
裨
文
獻

耳
。」
と
あ
る
。

「文学部紀要」文教大学文学部　37-1号　文教大学目録学研究会

（9）

﹇
三
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
総
序
に
劉
向
の
校
書
事
業
に
つ
い
て
「
每
一
書
已
，

向
輒
條
其
篇
目
，
撮
其
指
意
，
錄
而
奏
之
。」
と
あ
る
こ
と
を
い
う
。

﹇
四
﹈ 
阮
孝
緒
「
七
録
序
」
に
「
昔
劉
向
校
書
，
輒
爲
一
錄
，
論
其
指
歸
，

辨
其
訛
謬
，隨
竟
奏
上
，皆
載
在
本
書
。
時
又
别
集
眾
錄
，謂
之
《
别
錄
》，

卽
今
之
《
别
錄
》
是
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
史
篇
别
錄
例
議
」
に
は

「
史
篇
別
録
」
と
い
う
書
名
に
関
連
し
て
「『
别
錄
』
之
名
，
倣
於
劉
向
，

乃
是
取
《
七
略
》
之
書
部
，
撮
其
篇
目
，
條
其
得
失
，
錄
而
奏
上
之
書
，

以
其
别
於
本
書
，故
曰
．．『
别
錄
』。今
用
其
名
以
治
紀
傳
編
年
二
家
之
史
，

亦
曰
．．『
别
錄
』，
非
劉
氏
之
旨
也
。
葢
諸
家
之
史
，
自
有
篇
卷
目
錄
冠

於
其
首
以
標
其
次
第
；
今
爲
提
綱
掣
領
，
次
於
本
書
目
錄
之
後
，
别
爲

一
錄
，
使
與
本
書
目
錄
相
爲
經
緯
，
斯
謂
之
『
别
錄
』
云
爾
。
蓋
與
劉

氏
之
書
，
同
名
而
異
用
者
也
。」
と
あ
る
。

﹇
五
﹈ 「
鄭
氏
目
錄
」
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
「
三
禮
目
錄
一
卷
鄭
玄
撰
」

と
あ
る
『
三
礼
目
録
』
の
こ
と
。
た
と
え
ば
、『
周
礼
注
疏
』
天
官
・

冢
宰
の
賈
疏
に
「《
鄭
目
錄
》
云
．．象
天
所
立
之
官
。
冢
，大
也
。
宰
者
，

官
也
。
天
者
統
理
萬
物
，
天
子
立
冢
宰
，
使
掌
邦
治
，
亦
所
以
總
御
眾

官
，
使
不
失
職
。
不
言
司
者
，
大
宰
總
御
眾
官
，
不
使
主
一
官
之
事
也
。」

と
あ
る
よ
う
に
『
三
礼
目
録
』
は
三
礼
の
各
篇
を
対
象
と
す
る
提
要
で

あ
っ
た
。
特
に
、『
礼
記
』
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
正
義
』
の
孔
疏
に
「
案

《
鄭
目
錄
》
云
．．名
曰
《
曲
禮
》
者
，以
其
篇
記
五
禮
之
事
。
祭
祀
之
說
，

吉
禮
也
；
喪
荒
去
國
之
說
，
凶
禮
也
；
致
貢
朝
會
之
說
，
賓
禮
也
；
兵

車
旌
鴻
之
說
，
軍
禮
也
；
事
長
敬
老
執
贄
納
女
之
說
，
嘉
禮
也
。
此
於

《
别
錄
》
屬
制
度
。」
と
あ
る
よ
う
に
、篇
毎
に
「
此
於
《
别
錄
》
屬
某
某
」

と
し
て
劉
向
に
よ
る
礼
記
諸
篇
の
分
類
が
制
度
・
通
論
・
明
堂
陰
陽
記
・

喪
服
・
世
子
法
・
祭
祀
・
楽
記
・
吉
事
な
ど
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
章

学
誠
は
後
に
言
及
さ
れ
る
鄭
樵
の
所
説
を
念
頭
に
提
要
の
一
家
言
と
し

て
の
性
格
を
説
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
段
注
七
参
照
。

﹇
六
﹈ 『
十
三
代
史
目
』は『
旧
唐
書
』経
籍
志
に
は
著
録
さ
れ
ず
、『
新
唐
書
』

藝
文
志
が
「
宋
諫
注
十
三
代
史
目
十
卷
」
を
、『
郡
斎
読
書
志
』
が
「
十
三

代
史
目
三
卷
」
を
、「
右
唐
殷
仲
茂
撰
。
輯
《
史
記
》、兩
漢
、三
國
、晉
、

宋
、
齊
、
梁
、
陳
、
後
魏
、
北
齊
、
周
、
隋
史
籍
篇
次
名
氏
。
國
朝
杜

鎬
以
唐
五
代
書
目
續
之
。」
と
し
て
著
録
す
る
。
ま
た
、
鄭
樵
『
通
志
』

藝
文
略
は
両
書
を
著
録
し
て
い
る
。
繆
荃
孫
『
唐
書
藝
文
志
注
』
は
「
疑

仲
茂
撰
目
而
諫
注
之
」
と
し
、
王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』
は
「
宗
諫

的
『
史
目
』
没
有
提
要
、殷
仲
茂
的
『
史
目
』
是
有
提
要
的
。」
と
す
る
が
、

章
学
誠
は
著
録
、
考
訂
と
も
に
両
書
に
は
異
同
が
あ
る
と
み
な
し
て
い

る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

﹇
七
﹈ 『
通
志
』
校
讎
略
「
書
有
名
亡
實
不
亡
論
」
に
「
書
有
亡
者
，
有
雖

亡
而
不
亡
者
，
有
不
可
以
不
求
者
，
有
不
可
求
者
。《
文
言
略
例
》
雖

亡
，
而
《
周
易
》
具
在
。
漢
、
魏
、
吳
、
晉
《
鼓
吹
曲
》
雖
亡
，
而
《
樂
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府
》
具
在
。《
三
禮
目
錄

0

0

0

0

》
雖
亡

0

0

，可
取
諸
三

0

0

0

0

《
禮0

》。《
十
三
代
史
目
錄

0

0

0

0

0

0

》

雖
亡

0

0

，
可
取
諸
十
三
代
史

0

0

0

0

0

0

0

。
常
鼎
寶
《
文
選
著
作
人
名
目
錄
》
雖
亡
，

可
取
諸
《
文
選
》。
孫
玉
汝
《
唐
列
聖
實
錄
》
雖
亡
，
可
取
諸
唐
實
錄
。

《
開
元
禮
目
錄
》
雖
亡
，
可
取
諸
《
開
元
禮
》。
凡
此
之
類
，
名
雖
亡
而

實
不
亡
者
也
。」
と
あ
る
。
鄭
樵
は
目
録
の
類
例
を
重
視
し
正
確
な
分

類
に
よ
っ
て
学
術
の
盛
衰
を
反
映
で
き
る
と
主
張
し
た
。
章
学
誠
は
そ

の
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
提
要
に
は
類
例
と
は
異
な

る
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。『
三
礼
目
録
』
お

よ
び
『
十
三
代
史
目
』
に
つ
い
て
は
、『
校
讎
通
義
』
補
鄭
六
之
一
に

も
「
鄭
樵
論
書
，
有
名
亡
實
不
亡
，
其
見
甚
卓
。
然
亦
有
發
言
太
易
者
，

如
云
．．『
鄭
玄
《
三
禮
目
錄
》
雖
亡
，可
取
諸
三
《
禮
》。』
則
今
按
以
《
三

禮
正
義
》，
其
援
引
鄭
氏
《
目
錄
》，
多
與
劉
向
篇
次
不
同
，
是
當
日
必

有
說
矣
，而
今
不
得
見
也
。
豈
可
曰
取
之
三
《
禮
》
乎
？
又
曰
．．『《
十
三

代
史
目
》
雖
亡
，
可
取
諸
十
三
代
史
。』
考
《
藝
文
》
所
載
《
十
三
代

史
目
》，
有
唐
宗
諫
及
殷
仲
茂
兩
家
；
宗
諫
之
書
凡
十
卷
，
仲
茂
之
書

止
三
卷
，
詳
略
如
此
不
同
，
其
中
亦
必
有
說
。
豈
可
曰
取
之
十
三
代
史

而
已
乎
？
其
餘
所
論
，
多
不
出
此
，
若
求
之
於
古
而
不
得
，
無
可
如
何
，

而
旁
求
於
今
有
之
書
，
則
可
矣
。
如
云
古
書
雖
亡
而
實
不
亡
，
談
何
容

易
耶
。」
と
あ
り
、『
三
礼
目
録
』
や
『
十
三
代
史
目
』
の
提
要
が
残
さ

れ
て
い
れ
ば
、
鄭
玄
と
劉
向
、
宗
諫
と
殷
仲
茂
の
見
解
の
違
い
が
明
白

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

﹇
八
﹈ 

鄭
玄
の
『
三
礼
目
録
』
は
（
孔
疏
の
引
用
か
ら
）
劉
向
と
は
異
な
る
見

解
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
し
、
宋
諫
と
殷
仲
茂
の
『
十
三
代
史

目
』
も
（
巻
数
の
違
い
か
ら
）
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
解
説
が
な
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。『
三
礼
目
録
』
や
『
十
三
代
史
目
』
が
失
わ
れ
て
も

本
書
た
る
三
礼
や
十
三
代
史
か
ら
各
書
が
収
載
す
る
篇
目
が
分
か
る
と

鄭
樵
は
い
う
が
、
肝
心
要
の
考
察
部
分
は
や
は
り
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
た
だ
篇
目
を
あ
げ
る
だ
け
で
は
目
録
と
は
い
え
な
い
、（
目
録

に
お
い
て
分
類
を
最
重
視
し
た
鄭
樵
に
対
し
て
）
目
録
の
目
録
た
る
所
以
は
考

訂
（
提
要
）
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
箇
所
に
お
け
る
章
学
誠
の
主
張
。

第
三
段
　
史
学
と
『
春
秋
』

【
原
文
】

古
無
史
學
、其
以
史
見
長
者
、大
抵
深
於
『
春
秋
』
者
也
﹇
注
一
﹈。

陸
賈
・
史
遷
諸
書
、
劉
・
班
部
於
『
春
秋
』
家
學
、
得
其
本
矣

﹇
注
二
﹈。
古
人
書
簡
而
例
約
、
雖
治
史
者
之
法
『
春
秋
』、
猶
未

若
後
世
治
經
學
者
之
說『
春
秋
』繁
而
不
可
勝
也
﹇
注
三
﹈。
故『
春

秋
』
之
義
行
、
而
名
史
皆
能
自
得
於
不
言
之
表
焉
﹇
注
四
﹈。
馬
・

班
・
陳
氏
不
作
而
史
學
衰
、
於
是
史
書
有
專
部
。
而
所
部
之
書
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轉
有
不
盡
出
於
史
學
者
矣﹇
注
五
﹈。
蓋
學
術
歧
而
人
事
亦
異
於
古
、

固
江
河
之
勢
也
。
史
離
經
而
子
・
集
又
自
爲
部
次
、
於
是
史
於

羣
籍
畫
分
三
隅
之
一
焉
。
此
其
言
乎
統
合
爲
著
錄
也
、
若
專
門

考
訂
爲
一
家
書
、
則
史
部
所
通
、
不
可
拘
於
三
隅
之
一
也
﹇
注
六
﹈。

史
不
拘
三
隅
之
一
、
固
爲
類
例
之
所
通
、
然
由
其
類
例
深
思
相

通
之
故
、
亦
可
隱
識
古
人
未
立
史
部
之
初
意
焉
。

【
訓
読
文
】

古
に
史
学
無
し
、其
れ
史
を
以
て
長
を
見
す
者
は
、大
抵
『
春

秋
』
に
深
き
者
な
り
。
陸
賈
・
史
遷
の
諸
書
、
劉
・
班
の
『
春

秋
』
家
学
に
部
す
る
は
、
其
の
本
を
得
た
り
。
古
人
の
書
は
簡

に
し
て
例
は
約
な
り
、
史
を
治
む
る
者
の
『
春
秋
』
に
法
る
と

雖
も
、
猶
お
未
だ
後
世
の
経
学
を
治
む
る
者
の
『
春
秋
』
を
説

く
こ
と
繁
に
し
て
勝
う
べ
か
ら
ざ
る
に
若
か
ず
。
故
に『
春
秋
』

の
義
行
な
わ
れ
、
史
を
名
の
る
も
の
皆
な
能
く
不
言
の
表
に
自

得
す
。
馬
・
班
・
陳
氏
作お
こ

ら
ず
し
て
史
学
衰
え
、
是
に
於
て
史

書
に
専
部
有
り
。
而
し
て
部
す
る
所
の
書
転
た
尽
く
は
史
学
に

出
で
ざ
る
者
有
り
。
蓋
し
学
術
歧
れ
て
人
事
も
亦
た
古
に
異
な

る
は
、
固
よ
り
江
河
の
勢
な
り
。
史
は
経
を
離
れ
子
・
集
も
又

た
自
ら
部
次
を
為
す
。
是
に
於
て
史
は
群
籍
に
於
て
三
隅
の
一

を
画
分
す
。
此
に
其
れ
統
合
し
て
著
録
を
為
す
と
言
う
は
、
若

し
専
門
に
考
訂
し
て
一
家
の
書
を
為
せ
ば
、
則
ち
史
部
の
通
ず

る
所
、
三
隅
の
一
に
拘
る
べ
か
ら
ず
。
史

三
隅
の
一
に
拘
ら

ざ
る
は
、
固
よ
り
類
例
の
通
ず
る
所
と
為
す
、
然
ら
ば
其
の
類

例
に
由
り
て
相
通
ず
る
の
故
を
深
思
す
れ
ば
、
亦
た
隠ひ
そ

か
に
古

人
の
未
だ
史
部
を
立
て
ざ
る
の
初
意
を
識
る
べ
し
。

【
現
代
語
訳
】

古
に
史
学
は
な
く
、
史
書
に
よ
っ
て
顕
著
な
業
績
を
し
る
し

た
者
は
、
お
お
む
ね
『
春
秋
』
に
深
通
し
て
い
た
。
陸
賈
・
司

馬
遷
の
諸
書
を
、
劉
歆
・
班
固
が
春
秋
家
の
学
に
分
類
し
て
い

る
の
は
、
そ
の
根
本
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
古
人
の
書
物
は
簡

潔
で
体
例
は
約
略
で
あ
り
、
史
を
修
め
る
者
は
『
春
秋
』
を
規

範
と
し
た
が
、
後
世
の
経
学
を
修
め
る
者
が
『
春
秋
』
を
説
く

こ
と
繁
多
で
数
え
切
れ
な
い
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
『
春
秋
』
の
義
は
行
な
わ
れ
、
史
を
名
の
る
も
の
は
み
な
不

言
の
表
現
の
中
に
（『
春
秋
』
の
義
を
）
自
得
し
て
い
た
。
司
馬
遷
・

班
固
・
陳
寿
の
よ
う
な
人
物
が
い
な
く
な
る
と
史
学
は
衰
え
、

（
書
目
に
は
）
史
書
の
た
め
の
専
部
が
で
き
た
。
し
か
し
史
部
に

入
れ
ら
れ
た
書
籍
の
全
て
が
史
学
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
わ
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府
》
具
在
。《
三
禮
目
錄

0

0

0

0

》
雖
亡

0

0

，可
取
諸
三

0

0

0

0

《
禮0

》。《
十
三
代
史
目
錄

0

0

0

0

0

0

》

雖
亡

0

0

，
可
取
諸
十
三
代
史

0

0

0

0

0

0

0

。
常
鼎
寶
《
文
選
著
作
人
名
目
錄
》
雖
亡
，

可
取
諸
《
文
選
》。
孫
玉
汝
《
唐
列
聖
實
錄
》
雖
亡
，
可
取
諸
唐
實
錄
。

《
開
元
禮
目
錄
》
雖
亡
，
可
取
諸
《
開
元
禮
》。
凡
此
之
類
，
名
雖
亡
而

實
不
亡
者
也
。」
と
あ
る
。
鄭
樵
は
目
録
の
類
例
を
重
視
し
正
確
な
分

類
に
よ
っ
て
学
術
の
盛
衰
を
反
映
で
き
る
と
主
張
し
た
。
章
学
誠
は
そ

の
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
提
要
に
は
類
例
と
は
異
な

る
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。『
三
礼
目
録
』
お

よ
び
『
十
三
代
史
目
』
に
つ
い
て
は
、『
校
讎
通
義
』
補
鄭
六
之
一
に

も
「
鄭
樵
論
書
，
有
名
亡
實
不
亡
，
其
見
甚
卓
。
然
亦
有
發
言
太
易
者
，

如
云
．．『
鄭
玄
《
三
禮
目
錄
》
雖
亡
，可
取
諸
三
《
禮
》。』
則
今
按
以
《
三

禮
正
義
》，
其
援
引
鄭
氏
《
目
錄
》，
多
與
劉
向
篇
次
不
同
，
是
當
日
必

有
說
矣
，而
今
不
得
見
也
。
豈
可
曰
取
之
三
《
禮
》
乎
？
又
曰
．．『《
十
三

代
史
目
》
雖
亡
，
可
取
諸
十
三
代
史
。』
考
《
藝
文
》
所
載
《
十
三
代

史
目
》，
有
唐
宗
諫
及
殷
仲
茂
兩
家
；
宗
諫
之
書
凡
十
卷
，
仲
茂
之
書

止
三
卷
，
詳
略
如
此
不
同
，
其
中
亦
必
有
說
。
豈
可
曰
取
之
十
三
代
史

而
已
乎
？
其
餘
所
論
，
多
不
出
此
，
若
求
之
於
古
而
不
得
，
無
可
如
何
，

而
旁
求
於
今
有
之
書
，
則
可
矣
。
如
云
古
書
雖
亡
而
實
不
亡
，
談
何
容

易
耶
。」
と
あ
り
、『
三
礼
目
録
』
や
『
十
三
代
史
目
』
の
提
要
が
残
さ

れ
て
い
れ
ば
、
鄭
玄
と
劉
向
、
宗
諫
と
殷
仲
茂
の
見
解
の
違
い
が
明
白

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

﹇
八
﹈ 

鄭
玄
の
『
三
礼
目
録
』
は
（
孔
疏
の
引
用
か
ら
）
劉
向
と
は
異
な
る
見

解
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
し
、
宋
諫
と
殷
仲
茂
の
『
十
三
代
史

目
』
も
（
巻
数
の
違
い
か
ら
）
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
解
説
が
な
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。『
三
礼
目
録
』
や
『
十
三
代
史
目
』
が
失
わ
れ
て
も

本
書
た
る
三
礼
や
十
三
代
史
か
ら
各
書
が
収
載
す
る
篇
目
が
分
か
る
と

鄭
樵
は
い
う
が
、
肝
心
要
の
考
察
部
分
は
や
は
り
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
た
だ
篇
目
を
あ
げ
る
だ
け
で
は
目
録
と
は
い
え
な
い
、（
目
録

に
お
い
て
分
類
を
最
重
視
し
た
鄭
樵
に
対
し
て
）
目
録
の
目
録
た
る
所
以
は
考

訂
（
提
要
）
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
箇
所
に
お
け
る
章
学
誠
の
主
張
。

第
三
段
　
史
学
と
『
春
秋
』

【
原
文
】

古
無
史
學
、其
以
史
見
長
者
、大
抵
深
於
『
春
秋
』
者
也
﹇
注
一
﹈。

陸
賈
・
史
遷
諸
書
、
劉
・
班
部
於
『
春
秋
』
家
學
、
得
其
本
矣

﹇
注
二
﹈。
古
人
書
簡
而
例
約
、
雖
治
史
者
之
法
『
春
秋
』、
猶
未

若
後
世
治
經
學
者
之
說『
春
秋
』繁
而
不
可
勝
也
﹇
注
三
﹈。
故『
春

秋
』
之
義
行
、
而
名
史
皆
能
自
得
於
不
言
之
表
焉
﹇
注
四
﹈。
馬
・

班
・
陳
氏
不
作
而
史
學
衰
、
於
是
史
書
有
專
部
。
而
所
部
之
書
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轉
有
不
盡
出
於
史
學
者
矣﹇
注
五
﹈。
蓋
學
術
歧
而
人
事
亦
異
於
古
、

固
江
河
之
勢
也
。
史
離
經
而
子
・
集
又
自
爲
部
次
、
於
是
史
於

羣
籍
畫
分
三
隅
之
一
焉
。
此
其
言
乎
統
合
爲
著
錄
也
、
若
專
門

考
訂
爲
一
家
書
、
則
史
部
所
通
、
不
可
拘
於
三
隅
之
一
也
﹇
注
六
﹈。

史
不
拘
三
隅
之
一
、
固
爲
類
例
之
所
通
、
然
由
其
類
例
深
思
相

通
之
故
、
亦
可
隱
識
古
人
未
立
史
部
之
初
意
焉
。

【
訓
読
文
】

古
に
史
学
無
し
、其
れ
史
を
以
て
長
を
見
す
者
は
、大
抵
『
春

秋
』
に
深
き
者
な
り
。
陸
賈
・
史
遷
の
諸
書
、
劉
・
班
の
『
春

秋
』
家
学
に
部
す
る
は
、
其
の
本
を
得
た
り
。
古
人
の
書
は
簡

に
し
て
例
は
約
な
り
、
史
を
治
む
る
者
の
『
春
秋
』
に
法
る
と

雖
も
、
猶
お
未
だ
後
世
の
経
学
を
治
む
る
者
の
『
春
秋
』
を
説

く
こ
と
繁
に
し
て
勝
う
べ
か
ら
ざ
る
に
若
か
ず
。
故
に『
春
秋
』

の
義
行
な
わ
れ
、
史
を
名
の
る
も
の
皆
な
能
く
不
言
の
表
に
自

得
す
。
馬
・
班
・
陳
氏
作お
こ

ら
ず
し
て
史
学
衰
え
、
是
に
於
て
史

書
に
専
部
有
り
。
而
し
て
部
す
る
所
の
書
転
た
尽
く
は
史
学
に

出
で
ざ
る
者
有
り
。
蓋
し
学
術
歧
れ
て
人
事
も
亦
た
古
に
異
な

る
は
、
固
よ
り
江
河
の
勢
な
り
。
史
は
経
を
離
れ
子
・
集
も
又

た
自
ら
部
次
を
為
す
。
是
に
於
て
史
は
群
籍
に
於
て
三
隅
の
一

を
画
分
す
。
此
に
其
れ
統
合
し
て
著
録
を
為
す
と
言
う
は
、
若

し
専
門
に
考
訂
し
て
一
家
の
書
を
為
せ
ば
、
則
ち
史
部
の
通
ず

る
所
、
三
隅
の
一
に
拘
る
べ
か
ら
ず
。
史

三
隅
の
一
に
拘
ら

ざ
る
は
、
固
よ
り
類
例
の
通
ず
る
所
と
為
す
、
然
ら
ば
其
の
類

例
に
由
り
て
相
通
ず
る
の
故
を
深
思
す
れ
ば
、
亦
た
隠ひ
そ

か
に
古

人
の
未
だ
史
部
を
立
て
ざ
る
の
初
意
を
識
る
べ
し
。

【
現
代
語
訳
】

古
に
史
学
は
な
く
、
史
書
に
よ
っ
て
顕
著
な
業
績
を
し
る
し

た
者
は
、
お
お
む
ね
『
春
秋
』
に
深
通
し
て
い
た
。
陸
賈
・
司

馬
遷
の
諸
書
を
、
劉
歆
・
班
固
が
春
秋
家
の
学
に
分
類
し
て
い

る
の
は
、
そ
の
根
本
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
古
人
の
書
物
は
簡

潔
で
体
例
は
約
略
で
あ
り
、
史
を
修
め
る
者
は
『
春
秋
』
を
規

範
と
し
た
が
、
後
世
の
経
学
を
修
め
る
者
が
『
春
秋
』
を
説
く

こ
と
繁
多
で
数
え
切
れ
な
い
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
『
春
秋
』
の
義
は
行
な
わ
れ
、
史
を
名
の
る
も
の
は
み
な
不

言
の
表
現
の
中
に
（『
春
秋
』
の
義
を
）
自
得
し
て
い
た
。
司
馬
遷
・

班
固
・
陳
寿
の
よ
う
な
人
物
が
い
な
く
な
る
と
史
学
は
衰
え
、

（
書
目
に
は
）
史
書
の
た
め
の
専
部
が
で
き
た
。
し
か
し
史
部
に

入
れ
ら
れ
た
書
籍
の
全
て
が
史
学
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
わ
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け
で
は
な
か
っ
た
。
お
も
う
に
、学
術
が（
時
と
と
も
に
）分
岐
し
、

人
事
も
ま
た
古
と
異
な
っ
て
い
く
の
は
、
長
江
・
黄
河
の
流
れ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
史
籍
は
経
書
か
ら
分
離
し
、
子
・
集

も
ま
た
自
ず
と
別
に
部
立
て
を
な
し
、
こ
う
し
て
史
部
は
群
籍

に
お
い
て
三
隅
の
一
角
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
に
（『
史

籍
考
』
に
お
い
て
四
部
を
）
統
合
し
て
著
録
を
行
う
と
言
う
の
は
、

も
し
考
訂
専
門
に
一
家
の
書
を
な
す
な
ら
、
史
部
の
通
じ
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
三
隅
の
一
角
の
み
に
拘
っ
て
は
な
ら
な
い
。
史

籍
が
三
隅
の
一
角
の
み
に
拘
ら
な
い
の
は
、
も
と
も
と
類
例
の

通
ず
る
所
だ
か
ら
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
そ
の
類
例
か
ら
互
い
に

通
じ
て
い
る
由
縁
を
深
思
す
れ
ば
、
ま
た
古
人
が
史
部
を
立
て

な
か
っ
た
初
意
を
心
中
に
識
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
答
客
問
上
」
に
「
史
之
大
原
，
本
乎
《
春
秋
》。」
と
あ
る
よ
う
に
、

章
学
誠
は
「
史
」
の
淵
源
を
『
春
秋
』
に
求
め
た
。「
古
無
史
學
」
と

い
う
発
言
は
難
解
だ
が
、
六
経
皆
史
、
治
教
無
二
を
唱
え
る
章
学
誠
は

古
の
学
問
は
史
学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
史
学
を
称
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
（
第
十
六
段
に
は
「
古
人
史
學
、
口
授
心

傳
、
而
無
成
書
；
其
有
成
書
、
卽
其
所
著
之
史
是
也
。
…
…
自
史
學
亡
而
始
有
史
學
之

名
。」
と
あ
る
）。
そ
の
治
教
無
二
の
体
制
が
崩
れ
、
や
が
て
個
人
の
著
述

が
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
結
節
点
に
あ
た
る
の
が
孔
子
の
『
春
秋
』
述
作

で
あ
り
、
個
人
の
著
述
（
一
家
言
）
と
し
て
の
史
書
は
『
春
秋
』
の
義
を

継
承
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
章
学
誠
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
申
鄭
」
に
「
夫
史
遷
絕
學
，《
春
秋
》
之
後
，一
人
而
已
。
其
範
圍
千
古
、

牢
籠
百
家
者
，
惟
創
例
發
凡
，
卓
見
絕
識
，
有
以
追
古
作
者
之
原
，
自

具
《
春
秋
》
家
學
耳
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
章
学
誠
が
『
春
秋
』
の
継

承
者
と
し
て
最
も
高
く
評
価
し
た
の
が
司
馬
遷
の
『
史
記
』
で
あ
っ
た
。

﹇
二
﹈ 

陸
賈
『
楚
漢
春
秋
』
や
司
馬
遷
『
太
史
公
』
が
劉
歆
『
七
略
』
お

よ
び
班
固
『
漢
書
』
藝
文
志
の
六
藝
略
・
春
秋
家
に
著
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

﹇
三
﹈ 

古
の
書
物
は
体
例
が
簡
約
で
あ
っ
た
た
め
、
厳
格
な
体
例
を
も
つ

『
春
秋
』
に
範
を
と
っ
た
史
書
も
、
後
世
の
経
学
者
が
穿
鑿
し
た
よ
う

な
煩
雑
さ
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。「
易
教
下
」
に
「《
春
秋

0

0

》
之
例

0

0

也
，
謹
嚴
而
不
可
假
借
矣
。」
と
あ
り
、「
書
教
下
」
に
「《
尚
書
》、《
春

秋
》，皆
聖
人
之
典
也
。《
尚
書
》
無
定
法
而
《
春
秋

0

0

》
有
成
例

0

0

0

，故
《
書
》

之
支
裔
折
入
《
春
秋
》，
而
《
書
》
無
嗣
音
。
有
成
例
者
易
循
，
而
無

定
法
者
難
繼
，此
人
之
所
知
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、章
学
誠
は
『
春
秋
』

を
「
例
」
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
一
方
で
、「
書
教
下
」
で
は
「
夫
經

爲
解
晦
，當
求
無
解
之
初
；
史
爲
例
拘
，當
求
無
例
之
始
。
例
自
《
春
秋
》
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左
氏
始
也
，
盍
求
《
尚
書
》
未
入
《
春
秋
》
之
初
意
歟
。」
と
も
述
べ
て

い
て
、史
書
が「
例
」に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

﹇
四
﹈ 

章
学
誠
が
「
春
秋
の
義
」
を
経
世
・
人
事
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
、

後
世
の
史
書
も
そ
れ
を
継
承
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、「
浙
東

学
術
」
に
「
知
史
學
之
本
於

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》，
知
《
春
秋

0

0

》
之
將
以
經
世

0

0

0

0

0

，

則
知
性
命
無
可
空
言
，
而
講
學
者
必
有
事
事
，
不
特
尤
門
戶
可
持
，
亦

且
無
以
持
門
戶
矣
。
…
…
史
學
所
以
經
世
，
固
非
空
言
著
述
也
。
且
如

《
六
經
》
同
出
於
孔
子
，
先
儒
以
爲
其
功
莫
大
於

0

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》，
正
以
切
合

0

0

0

0

當
時
人
事
耳

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
ま
た
、「
史
考
摘
録
」
に

「
通
史
仿
於
史
遷
，
自
是
一
家
著
作
，
溯
源
《
春
秋
》，
其
間
多
有
法
外

0

0

之
意

0

0

，
可
意
會
而
不
可
言
傳
。
若
在
官
修
之
書
，
不
可
行
矣
。」
と
、「
答

客
問
上
」
に
「
唐
後
史
學
絕
而
著
作
無
專
家
，
後
人
不
知
《
春
秋
》
之

家
學
，
而
猥
以
集
眾
官
修
之
故
事
，
乃
與
馬
、
班
、
陳
、
范
諸
書
幷
列

正
史
焉
。
於
是
史
文
等
於
科
舉
之
程
式
，
胥
吏
之
文
移
，
而
不
可
稍
有

變
通
矣
。
間
有
好
學
深
思
之
士

0

0

0

0

0

0

，能
自
得
師
於
古
人

0

0

0

0

0

0

0

，標
一
法
外
之
義
例

0

0

0

0

0

0

0

，

著
一
獨
具
之
心
裁

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
よ
う
に
、
章
学
誠
は
（
言
葉
で
表
す
こ
と
の

で
き
な
い
）
法
外
の
義
例
を
自
得
す
る
こ
と
、
独
自
の
見
識
を
も
つ
こ
と

を
重
視
し
た
。

﹇
五
﹈ 

史
部
が
た
て
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
『
校
讎
通
義
』
宗
劉
第
二
之

一
に
「《
七
略
》
之
流
而
爲
四
部
，
如
篆
隸
之
流
而
爲
行
楷
，
皆
勢
之
所

不
容
已
者
也
。
史
部
日
繁
，
不
能
悉
隸
以
《
春
秋
》
家
學
，
四
部
之
不

能
返
《
七
略
》
者
一
。」
と
あ
る
。
一
家
の
言
で
あ
っ
た
史
書
が
史
法
に

と
ら
わ
れ
衆
家
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
唐
代
に
史
学
は

途
絶
し
た
と
章
学
誠
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
段
注
四
に

引
い
た
「
答
客
問
上
」
の
ほ
か
、「
亳
州
志
掌
故
例
議
中
」
に
「
史
學
亡

0

0

0

於
唐

0

0

，而
史
法
亦
莫
具
於
唐

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
、「
志
隅
自
序
」
に
「
獲
麟
而
後
，遷
、

固
極
著
作
之
能
，
向
、
歆
盡
條
别
之
理
，
史
家
所
謂
規
矩
方
圓
之
至
也
。

魏
、晉
、六
朝
，時
得
時
失
，至
唐
而
史
學
絕
矣

0

0

0

0

0

0

0

。
其
後
如
劉
知
幾
、曾
鞏
、

鄭
樵
，
皆
良
史
才
，
生
史
學
廢
絕
之
後
，
能
推
古
人
大
體
，
非
六
朝
、
唐
、

宋
諸
儒
所
能
測
識
，
餘
子
則
有
似
於
史
而
非
史
，
有
似
於
學
而
非
學
爾
。

然
鄭
樵
有
史
識
而
未
有
史
學
；
曾
鞏
具
史
學
而
不
具
史
法
；
劉
知
幾
得

史
法
而
不
得
史
意
，
此
予
《
文
史
通
義
》
所
爲
作
也
。」
と
あ
る
。

﹇
六
﹈ 

章
学
誠
に
と
っ
て
六
経
は
す
べ
て
史
官
に
掌
ら
れ
た
先
王
の
政
典

で
あ
る
と
と
も
に
後
世
の
学
術
・
著
述
の
淵
源
で
も
あ
っ
た
。「
報
孫

淵
如
書
」
に
「
愚
之
所
見
，
以
爲
盈
天
地
間
，
凡
涉
著
作
之
林
，
皆
是

史
學
，
六
經
特
聖
人
取
此
六
種
之
史
以
垂
訓
者
耳
。
子
集
諸
家
，
其
源

皆
出
於
史
，
末
流
忘
所
自
出
，
自
生
分
别
，
故
於
天
地
之
間
，
别
爲
一

種
不
可
收
拾
、
不
可
部
次
之
物
，
不
得
不
分
四
種
門
戶
矣
。」
と
あ
る

よ
う
に
、
史
か
ら
発
展
し
た
著
述
の
源
流
を
疏
通
し
、
そ
の
義
を
闡
明

す
る
こ
と
も
『
史
籍
考
』
の
大
き
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
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け
で
は
な
か
っ
た
。
お
も
う
に
、学
術
が（
時
と
と
も
に
）分
岐
し
、

人
事
も
ま
た
古
と
異
な
っ
て
い
く
の
は
、
長
江
・
黄
河
の
流
れ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
史
籍
は
経
書
か
ら
分
離
し
、
子
・
集

も
ま
た
自
ず
と
別
に
部
立
て
を
な
し
、
こ
う
し
て
史
部
は
群
籍

に
お
い
て
三
隅
の
一
角
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
に
（『
史

籍
考
』
に
お
い
て
四
部
を
）
統
合
し
て
著
録
を
行
う
と
言
う
の
は
、

も
し
考
訂
専
門
に
一
家
の
書
を
な
す
な
ら
、
史
部
の
通
じ
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
三
隅
の
一
角
の
み
に
拘
っ
て
は
な
ら
な
い
。
史

籍
が
三
隅
の
一
角
の
み
に
拘
ら
な
い
の
は
、
も
と
も
と
類
例
の

通
ず
る
所
だ
か
ら
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
そ
の
類
例
か
ら
互
い
に

通
じ
て
い
る
由
縁
を
深
思
す
れ
ば
、
ま
た
古
人
が
史
部
を
立
て

な
か
っ
た
初
意
を
心
中
に
識
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
答
客
問
上
」
に
「
史
之
大
原
，
本
乎
《
春
秋
》。」
と
あ
る
よ
う
に
、

章
学
誠
は
「
史
」
の
淵
源
を
『
春
秋
』
に
求
め
た
。「
古
無
史
學
」
と

い
う
発
言
は
難
解
だ
が
、
六
経
皆
史
、
治
教
無
二
を
唱
え
る
章
学
誠
は

古
の
学
問
は
史
学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
史
学
を
称
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
（
第
十
六
段
に
は
「
古
人
史
學
、
口
授
心

傳
、
而
無
成
書
；
其
有
成
書
、
卽
其
所
著
之
史
是
也
。
…
…
自
史
學
亡
而
始
有
史
學
之

名
。」
と
あ
る
）。
そ
の
治
教
無
二
の
体
制
が
崩
れ
、
や
が
て
個
人
の
著
述

が
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
結
節
点
に
あ
た
る
の
が
孔
子
の
『
春
秋
』
述
作

で
あ
り
、
個
人
の
著
述
（
一
家
言
）
と
し
て
の
史
書
は
『
春
秋
』
の
義
を

継
承
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
章
学
誠
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
申
鄭
」
に
「
夫
史
遷
絕
學
，《
春
秋
》
之
後
，一
人
而
已
。
其
範
圍
千
古
、

牢
籠
百
家
者
，
惟
創
例
發
凡
，
卓
見
絕
識
，
有
以
追
古
作
者
之
原
，
自

具
《
春
秋
》
家
學
耳
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
章
学
誠
が
『
春
秋
』
の
継

承
者
と
し
て
最
も
高
く
評
価
し
た
の
が
司
馬
遷
の
『
史
記
』
で
あ
っ
た
。

﹇
二
﹈ 

陸
賈
『
楚
漢
春
秋
』
や
司
馬
遷
『
太
史
公
』
が
劉
歆
『
七
略
』
お

よ
び
班
固
『
漢
書
』
藝
文
志
の
六
藝
略
・
春
秋
家
に
著
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

﹇
三
﹈ 

古
の
書
物
は
体
例
が
簡
約
で
あ
っ
た
た
め
、
厳
格
な
体
例
を
も
つ

『
春
秋
』
に
範
を
と
っ
た
史
書
も
、
後
世
の
経
学
者
が
穿
鑿
し
た
よ
う

な
煩
雑
さ
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。「
易
教
下
」
に
「《
春
秋

0

0

》
之
例

0

0

也
，
謹
嚴
而
不
可
假
借
矣
。」
と
あ
り
、「
書
教
下
」
に
「《
尚
書
》、《
春

秋
》，皆
聖
人
之
典
也
。《
尚
書
》
無
定
法
而
《
春
秋

0

0

》
有
成
例

0

0

0

，故
《
書
》

之
支
裔
折
入
《
春
秋
》，
而
《
書
》
無
嗣
音
。
有
成
例
者
易
循
，
而
無

定
法
者
難
繼
，此
人
之
所
知
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、章
学
誠
は
『
春
秋
』

を
「
例
」
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
一
方
で
、「
書
教
下
」
で
は
「
夫
經

爲
解
晦
，當
求
無
解
之
初
；
史
爲
例
拘
，當
求
無
例
之
始
。
例
自
《
春
秋
》
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左
氏
始
也
，
盍
求
《
尚
書
》
未
入
《
春
秋
》
之
初
意
歟
。」
と
も
述
べ
て

い
て
、史
書
が「
例
」に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

﹇
四
﹈ 
章
学
誠
が
「
春
秋
の
義
」
を
経
世
・
人
事
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
、

後
世
の
史
書
も
そ
れ
を
継
承
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、「
浙
東

学
術
」
に
「
知
史
學
之
本
於

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》，
知
《
春
秋

0

0

》
之
將
以
經
世

0

0

0

0

0

，

則
知
性
命
無
可
空
言
，
而
講
學
者
必
有
事
事
，
不
特
尤
門
戶
可
持
，
亦

且
無
以
持
門
戶
矣
。
…
…
史
學
所
以
經
世
，
固
非
空
言
著
述
也
。
且
如

《
六
經
》
同
出
於
孔
子
，
先
儒
以
爲
其
功
莫
大
於

0

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》，
正
以
切
合

0

0

0

0

當
時
人
事
耳

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
ま
た
、「
史
考
摘
録
」
に

「
通
史
仿
於
史
遷
，
自
是
一
家
著
作
，
溯
源
《
春
秋
》，
其
間
多
有
法
外

0

0

之
意

0

0

，
可
意
會
而
不
可
言
傳
。
若
在
官
修
之
書
，
不
可
行
矣
。」
と
、「
答

客
問
上
」
に
「
唐
後
史
學
絕
而
著
作
無
專
家
，
後
人
不
知
《
春
秋
》
之

家
學
，
而
猥
以
集
眾
官
修
之
故
事
，
乃
與
馬
、
班
、
陳
、
范
諸
書
幷
列

正
史
焉
。
於
是
史
文
等
於
科
舉
之
程
式
，
胥
吏
之
文
移
，
而
不
可
稍
有

變
通
矣
。
間
有
好
學
深
思
之
士

0

0

0

0

0

0

，能
自
得
師
於
古
人

0

0

0

0

0

0

0

，標
一
法
外
之
義
例

0

0

0

0

0

0

0

，

著
一
獨
具
之
心
裁

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
よ
う
に
、
章
学
誠
は
（
言
葉
で
表
す
こ
と
の

で
き
な
い
）
法
外
の
義
例
を
自
得
す
る
こ
と
、
独
自
の
見
識
を
も
つ
こ
と

を
重
視
し
た
。

﹇
五
﹈ 

史
部
が
た
て
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
『
校
讎
通
義
』
宗
劉
第
二
之

一
に
「《
七
略
》
之
流
而
爲
四
部
，
如
篆
隸
之
流
而
爲
行
楷
，
皆
勢
之
所

不
容
已
者
也
。
史
部
日
繁
，
不
能
悉
隸
以
《
春
秋
》
家
學
，
四
部
之
不

能
返
《
七
略
》
者
一
。」
と
あ
る
。
一
家
の
言
で
あ
っ
た
史
書
が
史
法
に

と
ら
わ
れ
衆
家
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
唐
代
に
史
学
は

途
絶
し
た
と
章
学
誠
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
段
注
四
に

引
い
た
「
答
客
問
上
」
の
ほ
か
、「
亳
州
志
掌
故
例
議
中
」
に
「
史
學
亡

0

0

0

於
唐

0

0

，而
史
法
亦
莫
具
於
唐

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
、「
志
隅
自
序
」
に
「
獲
麟
而
後
，遷
、

固
極
著
作
之
能
，
向
、
歆
盡
條
别
之
理
，
史
家
所
謂
規
矩
方
圓
之
至
也
。

魏
、晉
、六
朝
，時
得
時
失
，至
唐
而
史
學
絕
矣

0

0

0

0

0

0

0

。
其
後
如
劉
知
幾
、曾
鞏
、

鄭
樵
，
皆
良
史
才
，
生
史
學
廢
絕
之
後
，
能
推
古
人
大
體
，
非
六
朝
、
唐
、

宋
諸
儒
所
能
測
識
，
餘
子
則
有
似
於
史
而
非
史
，
有
似
於
學
而
非
學
爾
。

然
鄭
樵
有
史
識
而
未
有
史
學
；
曾
鞏
具
史
學
而
不
具
史
法
；
劉
知
幾
得

史
法
而
不
得
史
意
，
此
予
《
文
史
通
義
》
所
爲
作
也
。」
と
あ
る
。

﹇
六
﹈ 

章
学
誠
に
と
っ
て
六
経
は
す
べ
て
史
官
に
掌
ら
れ
た
先
王
の
政
典

で
あ
る
と
と
も
に
後
世
の
学
術
・
著
述
の
淵
源
で
も
あ
っ
た
。「
報
孫

淵
如
書
」
に
「
愚
之
所
見
，
以
爲
盈
天
地
間
，
凡
涉
著
作
之
林
，
皆
是

史
學
，
六
經
特
聖
人
取
此
六
種
之
史
以
垂
訓
者
耳
。
子
集
諸
家
，
其
源

皆
出
於
史
，
末
流
忘
所
自
出
，
自
生
分
别
，
故
於
天
地
之
間
，
别
爲
一

種
不
可
收
拾
、
不
可
部
次
之
物
，
不
得
不
分
四
種
門
戶
矣
。」
と
あ
る

よ
う
に
、
史
か
ら
発
展
し
た
著
述
の
源
流
を
疏
通
し
、
そ
の
義
を
闡
明

す
る
こ
と
も
『
史
籍
考
』
の
大
き
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
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第
四
段
　
史
部
と
六
経

【
原
文
】

蓋
史
有
『
律
曆
志
』﹇
注
一
﹈、而
卦
氣
通
於
律
曆
﹇
注
二
﹈、則
『
易
』

之
支
流
通
於
史
矣
。
史
有
『
藝
文
志
』、
而
詩
書
篇
序
爲
校
讎

目
錄
所
宗
、
則
『
詩
』『
書
』
支
流
通
於
史
矣
〔
原
注
．．『
禹
貢
』

天
文
、『
洪
範
』
五
行
、『
雅
』『
頌
』
入
樂
、姑
勿
具
論
〕。
史
有
『
職
官
志
』、

而
『
周
官
』
可
通
。
有
『
禮
儀
志
』、
而
『
禮
』『
樂
』
二
經
可

通
。
後
儒
攻
『
春
秋
』
於
講
義
者
不
通
於
史
﹇
注
三
﹈、若
『
春
秋
』

地
理
國
名
之
考
、
長
厤
災
變
之
推
、
世
族
卿
聯
之
譜
、
則
天
文
・

地
理
・
五
行
・
譜
牒
、何
非
史
部
之
所
通
乎
﹇
注
四
﹈。
故
六
經
流
別
、

爲
史
部
所
不
得
不
收
者
也
。

【
訓
読
文
】

蓋
し
史
に
『
律
暦
志
』
有
り
、
而
し
て
卦
気
は
律
暦
に
通
ず

れ
ば
、
則
ち
『
易
』
の
支
流
は
史
に
通
ず
。
史
に
『
藝
文
志
』

有
り
、
而
し
て
詩
書
篇
序
は
校
讎
目
録
の
宗
と
す
る
所
と
為
れ

ば
、
則
ち
『
詩
』『
書
』
の
支
流
は
史
に
通
ず
〔
原
注
．．『
禹
貢
』

は
天
文
、『
洪
範
』
は
五
行
、『
雅
』『
頌
』
の
楽
に
入
る
は
、
姑
く
具
さ
に
論
ず

る
こ
と
勿
し
〕。
史
に
『
職
官
志
』
有
り
、
而
し
て
『
周
官
』
通

ず
べ
し
。『
礼
儀
志
』
有
り
、
而
し
て
『
礼
』『
楽
』
二
経
通
ず

べ
し
。
後
儒
の
『
春
秋
』
を
講
義
に
攻
む
る
者
は
史
に
通
ぜ
ず
、

『
春
秋
』
地
理
・
国
名
の
考
、
長
暦
・
災
変
の
推
、
世
族
・
卿

聯
の
譜
の
若
き
は
、
則
ち
天
文
・
地
理
・
五
行
・
譜
牒
に
し
て
、

何
ぞ
史
部
の
通
ず
る
所
に
非
ざ
る
か
。
故
に
六
経
の
流
別
は
、

史
部
の
収
め
ざ
る
を
得
ざ
る
所
の
者
為
り
。

【
現
代
語
訳
】

お
も
う
に
史
書
に
は
『
律
曆
志
』
が
あ
り
、
卦
気
は
律
曆
に

通
じ
て
い
る
か
ら
、『
易
』
の
支
流
は
史
に
通
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
史
書
に
は
『
藝
文
志
』
が
あ
り
、
詩
書
の
篇

序
は
校
讎
目
録
の
本
宗
で
あ
る
か
ら
、『
詩
』『
書
』
の
支
流
は

史
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
〔
原
注
．．『
禹
貢
』
は
天
文
、『
洪
範
』

は
五
行
、『
雅
』『
頌
』
の
楽
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
し
ば
ら
く
措
く
こ
と

と
し
て
つ
ぶ
さ
に
は
論
じ
な
い
〕。
史
書
に
は
『
職
官
志
』
が
あ
る
の

は
、『
周
官
』
に
通
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。『
礼
儀
志
』
が
あ

る
の
は
、『
礼
』『
楽
』
二
経
に
通
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
後

儒
の
『
春
秋
』
を
講
義
に
よ
っ
て
修
め
る
者
は
史
に
通
じ
て
い

な
い
が
、『
春
秋
』
の
地
理
・
国
名
の
考
実
、
長
暦
・
天
災
地

変
の
推
究
、
名
家
の
家
譜
や
高
級
官
僚
の
系
譜
の
よ
う
な
も
の
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は
、
天
文
・
地
理
・
五
行
・
譜
牒
の
類
で
あ
り
、
ど
う
し
て
史

部
の
通
じ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
六
経
の
流
れ
を
汲

む
諸
学
・
書
籍
は
、
史
部
が
収
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
曆
」
字
は
底
本
は
「
憲
」
に
作
る
。
以
下
、
同
じ
。

﹇
二
﹈ 「
卦
氣
」
は
、
六
十
四
卦
を
四
時
・
気
候
に
分
類
・
配
当
し
た
も
の
。

坎
・
離
・
震
・
兌
を
四
時
卦
と
し
、
そ
の
二
十
四
爻
を
二
十
四
節
気
に

あ
て
、
復
・
臨
・
泰
・
大
壮
・
夬
・
乾
・
姤
・
遯
・
否
・
観
・
剥
・
坤

を
十
二
支
に
あ
て
十
二
月
消
息
卦
と
し
、
そ
の
七
十
二
爻
は
七
十
二
候

に
あ
て
た
。
さ
ら
に
残
り
の
四
十
八
卦
は
十
二
月
に
割
り
あ
て
各
月
の

消
息
卦
と
あ
わ
せ
た
五
卦
を
君
臣
等
の
位
に
、
三
十
爻
を
一
月
の
日
数

に
配
し
た
。

﹇
三
﹈ 

本
箇
所
の
「
講
義
」
は
講
学
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
教
科
書
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
史
学
例
議
上
」
に
「
至
於
歐
陽
名
賢
，
何
可
輕
議
。
但

其
《
五
代
史
記
》
實
無
足
矜
。
蓋
歐
陽
命
意
，則
云
筆
削
折
衷
《
春
秋
》，

而
文
章
規
仿
司
馬
，
其
說
甚
得
其
似
而
非
其
是
也
。
蓋
筆
削
自
當
折
衷

《
春
秋
》，而
歐
陽
所
見
之
《
春
秋
》，乃
是
村
荒
學
究
之

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》
講
義

0

0

，

非
《
左
》、《
國
》
經
緯
賈
詁
杜
解
之
《
春
秋
》。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
長
暦
」
は
、
暦
法
に
よ
っ
て
推
算
し
た
数
百
年
に
わ
た
る
年
月
朔

閏
を
記
し
た
暦
。『
晋
書
』
杜
預
伝
に
「
旣
立
功
之
後
、
從
容
無
事
、

乃
耽
思
經
籍
、爲
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
。
又
參
攷
眾
家
譜
第
、謂
之
釋
例
。

又
作
盟
會
圖
、
春
秋
長
曆
、
備
成
一
家
之
學
、
比
老
乃
成
。」
と
あ
る
。

第
五
段
　
史
部
と
子
部

【
原
文
】

自
夫
子
有
知
我
罪
我
之
言
、
明
『
春
秋
』
之
所
作
﹇
注
一
﹈、
而

戰
國
諸
子
遂
以
『
春
秋
』
爲
著
書
獨
斷
之
總
名
、
不
必
盡
拘
於

編
年
紀
月
、
而
命
名
亦
曰
『
春
秋
』﹇
注
二
﹈、
此
載
籍
之
一
大
變

也
。
然
年
月
縱
可
不
拘
、
而
獨
斷
必
憑
事
實
、
於
是
亦
自
摭
其

所
見
・
所
聞
・
所
傳
聞
者
、
筆
之
於
書
、
若
史
遷
所
敘
、
鐸
椒
・

虞
卿
・
呂
不
韋
之
所
撰
述
﹇
注
三
﹈、
雖
曰
諸
子
家
言
、
實
亦
史
之

流
別
矣
。
又
如
隋
唐
而
後
、
子
部
列
有
類
家
﹇
注
四
﹈、
而
會
要

典
故
之
書
、
其
例
實
通
於
史
；
法
家
〔
原
注
．．子
部
〕
之
有
律
令

〔
原
注
．．史
部
〕﹇
注
五
﹈、
兵
家
〔
原
注
．．子
部
〕
之
有
武
備
〔
原
注
．．史

部
〕﹇
注
六
﹈、説
家
〔
原
注
．．卽
小
説
家
、亦
隸
於
子
部
〕
之
有
聞
見
〔
原
注
．．

史
部
〕﹇
注
七
﹈、
譜
錄
〔
原
注
．．古
人
所
無
、『
遂
初
堂
書
目
』
所
創
、
亦
隸
於

子
部
〕
之
有
名
數
〔
原
注
．．史
部
〕﹇
注
八
﹈、
是
子
庫
之
通
於
史
者
什
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第
四
段
　
史
部
と
六
経

【
原
文
】

蓋
史
有
『
律
曆
志
』﹇
注
一
﹈、而
卦
氣
通
於
律
曆
﹇
注
二
﹈、則
『
易
』

之
支
流
通
於
史
矣
。
史
有
『
藝
文
志
』、
而
詩
書
篇
序
爲
校
讎

目
錄
所
宗
、
則
『
詩
』『
書
』
支
流
通
於
史
矣
〔
原
注
．．『
禹
貢
』

天
文
、『
洪
範
』
五
行
、『
雅
』『
頌
』
入
樂
、姑
勿
具
論
〕。
史
有
『
職
官
志
』、

而
『
周
官
』
可
通
。
有
『
禮
儀
志
』、
而
『
禮
』『
樂
』
二
經
可

通
。
後
儒
攻
『
春
秋
』
於
講
義
者
不
通
於
史
﹇
注
三
﹈、若
『
春
秋
』

地
理
國
名
之
考
、
長
厤
災
變
之
推
、
世
族
卿
聯
之
譜
、
則
天
文
・

地
理
・
五
行
・
譜
牒
、何
非
史
部
之
所
通
乎
﹇
注
四
﹈。
故
六
經
流
別
、

爲
史
部
所
不
得
不
收
者
也
。

【
訓
読
文
】

蓋
し
史
に
『
律
暦
志
』
有
り
、
而
し
て
卦
気
は
律
暦
に
通
ず

れ
ば
、
則
ち
『
易
』
の
支
流
は
史
に
通
ず
。
史
に
『
藝
文
志
』

有
り
、
而
し
て
詩
書
篇
序
は
校
讎
目
録
の
宗
と
す
る
所
と
為
れ

ば
、
則
ち
『
詩
』『
書
』
の
支
流
は
史
に
通
ず
〔
原
注
．．『
禹
貢
』

は
天
文
、『
洪
範
』
は
五
行
、『
雅
』『
頌
』
の
楽
に
入
る
は
、
姑
く
具
さ
に
論
ず

る
こ
と
勿
し
〕。
史
に
『
職
官
志
』
有
り
、
而
し
て
『
周
官
』
通

ず
べ
し
。『
礼
儀
志
』
有
り
、
而
し
て
『
礼
』『
楽
』
二
経
通
ず

べ
し
。
後
儒
の
『
春
秋
』
を
講
義
に
攻
む
る
者
は
史
に
通
ぜ
ず
、

『
春
秋
』
地
理
・
国
名
の
考
、
長
暦
・
災
変
の
推
、
世
族
・
卿

聯
の
譜
の
若
き
は
、
則
ち
天
文
・
地
理
・
五
行
・
譜
牒
に
し
て
、

何
ぞ
史
部
の
通
ず
る
所
に
非
ざ
る
か
。
故
に
六
経
の
流
別
は
、

史
部
の
収
め
ざ
る
を
得
ざ
る
所
の
者
為
り
。

【
現
代
語
訳
】

お
も
う
に
史
書
に
は
『
律
曆
志
』
が
あ
り
、
卦
気
は
律
曆
に

通
じ
て
い
る
か
ら
、『
易
』
の
支
流
は
史
に
通
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
史
書
に
は
『
藝
文
志
』
が
あ
り
、
詩
書
の
篇

序
は
校
讎
目
録
の
本
宗
で
あ
る
か
ら
、『
詩
』『
書
』
の
支
流
は

史
に
通
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
〔
原
注
．．『
禹
貢
』
は
天
文
、『
洪
範
』

は
五
行
、『
雅
』『
頌
』
の
楽
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
し
ば
ら
く
措
く
こ
と

と
し
て
つ
ぶ
さ
に
は
論
じ
な
い
〕。
史
書
に
は
『
職
官
志
』
が
あ
る
の

は
、『
周
官
』
に
通
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。『
礼
儀
志
』
が
あ

る
の
は
、『
礼
』『
楽
』
二
経
に
通
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
後

儒
の
『
春
秋
』
を
講
義
に
よ
っ
て
修
め
る
者
は
史
に
通
じ
て
い

な
い
が
、『
春
秋
』
の
地
理
・
国
名
の
考
実
、
長
暦
・
天
災
地

変
の
推
究
、
名
家
の
家
譜
や
高
級
官
僚
の
系
譜
の
よ
う
な
も
の
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は
、
天
文
・
地
理
・
五
行
・
譜
牒
の
類
で
あ
り
、
ど
う
し
て
史

部
の
通
じ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
六
経
の
流
れ
を
汲

む
諸
学
・
書
籍
は
、
史
部
が
収
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
曆
」
字
は
底
本
は
「
憲
」
に
作
る
。
以
下
、
同
じ
。

﹇
二
﹈ 「
卦
氣
」
は
、
六
十
四
卦
を
四
時
・
気
候
に
分
類
・
配
当
し
た
も
の
。

坎
・
離
・
震
・
兌
を
四
時
卦
と
し
、
そ
の
二
十
四
爻
を
二
十
四
節
気
に

あ
て
、
復
・
臨
・
泰
・
大
壮
・
夬
・
乾
・
姤
・
遯
・
否
・
観
・
剥
・
坤

を
十
二
支
に
あ
て
十
二
月
消
息
卦
と
し
、
そ
の
七
十
二
爻
は
七
十
二
候

に
あ
て
た
。
さ
ら
に
残
り
の
四
十
八
卦
は
十
二
月
に
割
り
あ
て
各
月
の

消
息
卦
と
あ
わ
せ
た
五
卦
を
君
臣
等
の
位
に
、
三
十
爻
を
一
月
の
日
数

に
配
し
た
。

﹇
三
﹈ 

本
箇
所
の
「
講
義
」
は
講
学
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
教
科
書
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
史
学
例
議
上
」
に
「
至
於
歐
陽
名
賢
，
何
可
輕
議
。
但

其
《
五
代
史
記
》
實
無
足
矜
。
蓋
歐
陽
命
意
，則
云
筆
削
折
衷
《
春
秋
》，

而
文
章
規
仿
司
馬
，
其
說
甚
得
其
似
而
非
其
是
也
。
蓋
筆
削
自
當
折
衷

《
春
秋
》，而
歐
陽
所
見
之
《
春
秋
》，乃
是
村
荒
學
究
之

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》
講
義

0

0

，

非
《
左
》、《
國
》
經
緯
賈
詁
杜
解
之
《
春
秋
》。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
長
暦
」
は
、
暦
法
に
よ
っ
て
推
算
し
た
数
百
年
に
わ
た
る
年
月
朔

閏
を
記
し
た
暦
。『
晋
書
』
杜
預
伝
に
「
旣
立
功
之
後
、
從
容
無
事
、

乃
耽
思
經
籍
、爲
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
。
又
參
攷
眾
家
譜
第
、謂
之
釋
例
。

又
作
盟
會
圖
、
春
秋
長
曆
、
備
成
一
家
之
學
、
比
老
乃
成
。」
と
あ
る
。

第
五
段
　
史
部
と
子
部

【
原
文
】

自
夫
子
有
知
我
罪
我
之
言
、
明
『
春
秋
』
之
所
作
﹇
注
一
﹈、
而

戰
國
諸
子
遂
以
『
春
秋
』
爲
著
書
獨
斷
之
總
名
、
不
必
盡
拘
於

編
年
紀
月
、
而
命
名
亦
曰
『
春
秋
』﹇
注
二
﹈、
此
載
籍
之
一
大
變

也
。
然
年
月
縱
可
不
拘
、
而
獨
斷
必
憑
事
實
、
於
是
亦
自
摭
其

所
見
・
所
聞
・
所
傳
聞
者
、
筆
之
於
書
、
若
史
遷
所
敘
、
鐸
椒
・

虞
卿
・
呂
不
韋
之
所
撰
述
﹇
注
三
﹈、
雖
曰
諸
子
家
言
、
實
亦
史
之

流
別
矣
。
又
如
隋
唐
而
後
、
子
部
列
有
類
家
﹇
注
四
﹈、
而
會
要

典
故
之
書
、
其
例
實
通
於
史
；
法
家
〔
原
注
．．子
部
〕
之
有
律
令

〔
原
注
．．史
部
〕﹇
注
五
﹈、
兵
家
〔
原
注
．．子
部
〕
之
有
武
備
〔
原
注
．．史

部
〕﹇
注
六
﹈、説
家
〔
原
注
．．卽
小
説
家
、亦
隸
於
子
部
〕
之
有
聞
見
〔
原
注
．．

史
部
〕﹇
注
七
﹈、
譜
錄
〔
原
注
．．古
人
所
無
、『
遂
初
堂
書
目
』
所
創
、
亦
隸
於

子
部
〕
之
有
名
數
〔
原
注
．．史
部
〕﹇
注
八
﹈、
是
子
庫
之
通
於
史
者
什
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之
九
也
。

【
訓
読
文
】

夫
子
に
「
我
を
知
る
、
我
を
罪
す
」
の
言
有
り
て
、『
春
秋
』

の
作
る
所
を
明
ら
め
て
自
り
、而
し
て
戦
国
諸
子
遂
に
『
春
秋
』

を
以
て
著
書
独
断
の
総
名
と
為
し
、
必
ず
し
も
尽
く
は
編
年
紀

月
に
拘
ら
ず
、
命
名
し
て
亦
た
『
春
秋
』
と
曰
う
、
此
れ
載
籍

の
一
大
変
な
り
。
然
れ
ば
年
月
は
縦
い
拘
わ
ら
ざ
る
べ
く
も
、

而
し
て
独
断
は
必
ず
事
実
に
憑
る
、
是
に
於
て
亦
た
自
ら
其
の

見
る
所
、聞
く
所
、伝
聞
す
る
所
の
者
を
摭
い
、之
を
書
に
筆
す
、

史
遷
の
叙
す
る
所
の
、
鐸
椒
・
虞
卿
・
呂
不
韋
の
撰
述
す
る
所

の
若
き
は
、
諸
子
家
の
言
と
曰
う
と
雖
も
、
実
は
亦
た
史
の
流

別
な
り
。
又
た
隋
唐
よ
り
後
の
如
き
は
、
子
部
の
列
に
類
家
有

り
、
而
し
て
会
要
典
故
の
書
、
其
の
例

実
は
史
に
通
ず
。
法

家
〔
原
注
．．子
部
〕
の
律
令
有
り
〔
原
注
．．史
部
〕、兵
家
〔
原
注
．．子
部
〕

の
武
備
有
り
〔
原
注
．．史
部
〕、
説
家
〔
原
注
．．即
ち
小
説
家
、
亦
た
子

部
に
隸
う
〕
の
聞
見
有
り
〔
原
注
．．史
部
〕、
譜
録
〔
原
注
．．古
人
に
無

き
所
、『
遂
初
堂
書
目
』
の
創
め
る
所
、亦
た
子
部
に
隸
う
〕
の
名
数
有
り
〔
原

注
．．史
部
〕、
是
れ
子
庫
の
史
に
通
ず
る
者
什
の
九
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

夫
子
が
「
私
を
知
る
も
の
、
私
を
罪
す
る
も
の
（
は
『
春
秋
』

で
あ
る
）」
と
い
う
発
言
を
さ
れ
、『
春
秋
』
を
作
っ
た
所
以
を

明
ら
か
に
し
て
以
降
、戦
国
の
諸
子
は
や
が
て『
春
秋
』を
著
書
・

独
断
の
総
称
と
し
て
、
必
ず
し
も
編
年
紀
月
の
体
裁
に
拘
わ
ら

ず
、
命
名
し
て
『
春
秋
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
書

籍
の
一
大
変
化
で
あ
る
。
か
く
し
て
た
と
え
年
月
に
は
拘
泥
せ

ず
と
も
か
ま
わ
ぬ
が
、
独
断
は
必
ず
事
実
に
も
と
づ
か
な
く
て

は
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
、
ま
た
自
ら
の
目
に
し
た
こ
と
、
耳
に

し
た
こ
と
、
伝
聞
し
た
こ
と
を
摭
採
し
、
書
籍
に
記
し
た
の
で

あ
る
。
司
馬
遷
が
記
録
し
て
い
る
鐸
椒
・
虞
卿
・
呂
不
韋
の
撰

述
は
、
諸
子
家
の
言
で
は
あ
る
が
、
実
は
史
の
流
別
で
も
あ
る

の
だ
。
さ
ら
に
隋
唐
以
降
に
な
る
と
、
子
部
に
類
家
が
で
き
た

が
、会
要
・
典
故
の
書
も
、そ
の
義
例
は
実
は
史
に
通
じ
て
い
る
。

法
家〔
原
注
．．子
部
〕に
は
律
令
が
あ
り〔
原
注
．．史
部
〕、兵
家〔
原
注
．．

子
部
〕
に
は
武
備
が
あ
り
〔
原
注
．．史
部
〕、説
家
〔
原
注
．．即
ち
小
説
家
、

や
は
り
子
部
に
属
す
〕に
は
聞
見
が
あ
り〔
原
注
．．史
部
〕、譜
録〔
原
注
．．

古
人
に
は
無
く
、『
遂
初
堂
書
目
』
が
創
め
、
や
は
り
子
部
に
属
す
〕
に
は
名

数
が
あ
り
〔
原
注
．．史
部
〕、
子
庫
に
あ
っ
て
は
十
の
う
ち
八
九
が

史
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「文学部紀要」文教大学文学部　37-1号　文教大学目録学研究会

（17）

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
知
我
、
罪
我
」
は
、『
孟
子
』
滕
文
公
上
の
「
世
衰
道
微
，
邪
說

暴
行
有
作
，
臣
弒
其
君
者
有
之
，
子
弒
其
父
者
有
之
。
孔
子
懼
，
作
《
春

秋
》。《
春
秋
》，
天
子
之
事
也
。
是
故
孔
子
曰
．．『
知
我
者
其
惟

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》

乎0

。
罪
我
者
其
惟

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》
乎0

』」
に
も
と
づ
く
言
葉
。

﹇
二
﹈ 「
与
孫
淵
如
観
察
論
学
十
規
」
に
「
自
孔
子
筆
削
《
春
秋
》
有
知
我

罪
我
之
說
，
後
人
因
以

0

0

0

0

「
春
秋

0

0

」
二
字
爲
胸
中
别
具
是
非
之
通
名

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，
不0

盡
拘
於
編
年
例
也

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 『
校
讎
通
義
』
漢
志
諸
子
第
十
四
二
十
九
に
「
古
者
《
春
秋
》
家
言
、

體
例
未
有
一
定
；
自
孔
子
有
知
我
罪
我
之
說
、
而
諸
家
著
書

0

0

0

0

、
往
往
以

0

0

0

《
春
秋

0

0

》
爲
獨
見
心
裁
之
總
名

0

0

0

0

0

0

0

0

。
然
而
左
氏
而
外
、
鐸
椒
、
虞
卿
、
呂

不
韋
之
書
、
雖
非
依
經
爲
文
、
而
宗
仰
獲
麟
之
意
、
觀
司
馬
遷
敍
《
十
二

諸
侯
年
表
》、
而
後
曉
然
也
。」
と
あ
る
。

 
　
 『

史
記
』十
二
諸
侯
年
表
に
は「
孔
子
明
王
道
，干
七
十
餘
君
，莫
能
用
，

故
西
觀
周
室
，
論
史
記
舊
聞
，
興
於
魯
而
次
《
春
秋
》，
上
記
隱
，
下

至
哀
之
獲
麟
，
約
其
辭
文
，
去
其
煩
重
，
以
制
義
法
，
王
道
備
，
人
事
浹
。

七
十
子
之
徒
口
受
其
傳
指
，
爲
有
所
刺
譏
襃
諱
挹
損
之
文
辭
不
可
以
書

見
也
。
魯
君
子
左
丘
明
懼
弟
子
人
人
異
端
，
各
安
其
意
，
失
其
真
，
故

因
孔
子
史
記
具
論
其
語
，
成
《
左
氏
春
秋
》。
鐸
椒
爲
楚
威
王
傅
，
爲

王
不
能
盡
觀
《
春
秋
》，
采
取
成
敗
，
卒
四
十
章
，
爲
《
鐸
氏
微
》。
趙

孝
成
王
時
，其
相
虞
卿
上
采
《
春
秋
》，下
觀
近
勢
，亦
著
八
篇
，爲
《
虞

氏
春
秋
》。
呂
不
韋
者
，
秦
莊
襄
王
相
，
亦
上
觀
尚
古
，
刪
拾
《
春
秋
》，

集
六
國
時
事
，
以
爲
八
覽
、
六
論
、
十
二
紀
，
爲
《
呂
氏
春
秋
》。」
と

あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
類
書
」
は
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
子
部
・
雑
家
に
入
れ
ら
れ
て
い

た
が
、『
旧
唐
書
』
経
籍
志
で
類
事
が
立
て
ら
れ
、
以
降
、
類
書
・
類

家
な
ど
の
類
目
で
呼
ば
れ
た
。

﹇
五
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
諸
子
略
・
法
家
に
「
李
子
三
十
二
篇
〔
名
悝
，
相

魏
文
侯
，
富
國
强
兵
〕」
と
あ
る
『
法
経
』
に
つ
い
て
「
経
解
中
」
に
「
李

悝
《
法
經
》，
後
世
律
令
之
所
權
輿
。」
と
い
う
。

﹇
六
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
兵
書
略
の
序
に
「
兵
家
者
，
蓋
出
古
司
馬
之
職
，

王
官
之
武
備

0

0

也
。」と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
か
。
兵
書
は『
七
録
』

で
は
子
兵
録
、『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
子
部
・
兵
家
に
収
め
ら
れ
る
。

﹇
七
﹈ 『
封
氏
聞
見
記
』
が
『
新
唐
書
』
藝
文
志
で
は
史
部
・
雑
伝
類
に
、『
宋

史
』
藝
文
志
で
は
子
部
・
小
説
類
に
『
封
演
聞
見
記
』
と
し
て
著
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
か
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
雑
史
の
類
序
に
「
靈
、

獻
之
世
，
天
下
大
乱
，
史
官
失
其
常
守
。
博
達
之
士
，
愍
其
廃
絕
，
各

記
聞
見

0

0

，
以
備
遺
亡
。」
と
あ
る
。

﹇
八
﹈ 「
譜
錄
」
は
、
尤
袤
『
遂
初
堂
書
目
』
か
ら
子
部
に
立
て
ら
れ
、
図

譜
の
類
を
収
め
る
。「
名
數
」
は
、
氏
名
と
官
職
、
転
じ
て
官
職
と
そ
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之
九
也
。

【
訓
読
文
】

夫
子
に
「
我
を
知
る
、
我
を
罪
す
」
の
言
有
り
て
、『
春
秋
』

の
作
る
所
を
明
ら
め
て
自
り
、而
し
て
戦
国
諸
子
遂
に
『
春
秋
』

を
以
て
著
書
独
断
の
総
名
と
為
し
、
必
ず
し
も
尽
く
は
編
年
紀

月
に
拘
ら
ず
、
命
名
し
て
亦
た
『
春
秋
』
と
曰
う
、
此
れ
載
籍

の
一
大
変
な
り
。
然
れ
ば
年
月
は
縦
い
拘
わ
ら
ざ
る
べ
く
も
、

而
し
て
独
断
は
必
ず
事
実
に
憑
る
、
是
に
於
て
亦
た
自
ら
其
の

見
る
所
、聞
く
所
、伝
聞
す
る
所
の
者
を
摭
い
、之
を
書
に
筆
す
、

史
遷
の
叙
す
る
所
の
、
鐸
椒
・
虞
卿
・
呂
不
韋
の
撰
述
す
る
所

の
若
き
は
、
諸
子
家
の
言
と
曰
う
と
雖
も
、
実
は
亦
た
史
の
流

別
な
り
。
又
た
隋
唐
よ
り
後
の
如
き
は
、
子
部
の
列
に
類
家
有

り
、
而
し
て
会
要
典
故
の
書
、
其
の
例

実
は
史
に
通
ず
。
法

家
〔
原
注
．．子
部
〕
の
律
令
有
り
〔
原
注
．．史
部
〕、兵
家
〔
原
注
．．子
部
〕

の
武
備
有
り
〔
原
注
．．史
部
〕、
説
家
〔
原
注
．．即
ち
小
説
家
、
亦
た
子

部
に
隸
う
〕
の
聞
見
有
り
〔
原
注
．．史
部
〕、
譜
録
〔
原
注
．．古
人
に
無

き
所
、『
遂
初
堂
書
目
』
の
創
め
る
所
、亦
た
子
部
に
隸
う
〕
の
名
数
有
り
〔
原

注
．．史
部
〕、
是
れ
子
庫
の
史
に
通
ず
る
者
什
の
九
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

夫
子
が
「
私
を
知
る
も
の
、
私
を
罪
す
る
も
の
（
は
『
春
秋
』

で
あ
る
）」
と
い
う
発
言
を
さ
れ
、『
春
秋
』
を
作
っ
た
所
以
を

明
ら
か
に
し
て
以
降
、戦
国
の
諸
子
は
や
が
て『
春
秋
』を
著
書
・

独
断
の
総
称
と
し
て
、
必
ず
し
も
編
年
紀
月
の
体
裁
に
拘
わ
ら

ず
、
命
名
し
て
『
春
秋
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
書

籍
の
一
大
変
化
で
あ
る
。
か
く
し
て
た
と
え
年
月
に
は
拘
泥
せ

ず
と
も
か
ま
わ
ぬ
が
、
独
断
は
必
ず
事
実
に
も
と
づ
か
な
く
て

は
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
、
ま
た
自
ら
の
目
に
し
た
こ
と
、
耳
に

し
た
こ
と
、
伝
聞
し
た
こ
と
を
摭
採
し
、
書
籍
に
記
し
た
の
で

あ
る
。
司
馬
遷
が
記
録
し
て
い
る
鐸
椒
・
虞
卿
・
呂
不
韋
の
撰

述
は
、
諸
子
家
の
言
で
は
あ
る
が
、
実
は
史
の
流
別
で
も
あ
る

の
だ
。
さ
ら
に
隋
唐
以
降
に
な
る
と
、
子
部
に
類
家
が
で
き
た

が
、会
要
・
典
故
の
書
も
、そ
の
義
例
は
実
は
史
に
通
じ
て
い
る
。

法
家〔
原
注
．．子
部
〕に
は
律
令
が
あ
り〔
原
注
．．史
部
〕、兵
家〔
原
注
．．

子
部
〕
に
は
武
備
が
あ
り
〔
原
注
．．史
部
〕、説
家
〔
原
注
．．即
ち
小
説
家
、

や
は
り
子
部
に
属
す
〕に
は
聞
見
が
あ
り〔
原
注
．．史
部
〕、譜
録〔
原
注
．．

古
人
に
は
無
く
、『
遂
初
堂
書
目
』
が
創
め
、
や
は
り
子
部
に
属
す
〕
に
は
名

数
が
あ
り
〔
原
注
．．史
部
〕、
子
庫
に
あ
っ
て
は
十
の
う
ち
八
九
が

史
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
知
我
、
罪
我
」
は
、『
孟
子
』
滕
文
公
上
の
「
世
衰
道
微
，
邪
說

暴
行
有
作
，
臣
弒
其
君
者
有
之
，
子
弒
其
父
者
有
之
。
孔
子
懼
，
作
《
春

秋
》。《
春
秋
》，
天
子
之
事
也
。
是
故
孔
子
曰
．．『
知
我
者
其
惟

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》

乎0

。
罪
我
者
其
惟

0

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》
乎0

』」
に
も
と
づ
く
言
葉
。

﹇
二
﹈ 「
与
孫
淵
如
観
察
論
学
十
規
」
に
「
自
孔
子
筆
削
《
春
秋
》
有
知
我

罪
我
之
說
，
後
人
因
以

0

0

0

0

「
春
秋

0

0

」
二
字
爲
胸
中
别
具
是
非
之
通
名

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

，
不0

盡
拘
於
編
年
例
也

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 『
校
讎
通
義
』
漢
志
諸
子
第
十
四
二
十
九
に
「
古
者
《
春
秋
》
家
言
、

體
例
未
有
一
定
；
自
孔
子
有
知
我
罪
我
之
說
、
而
諸
家
著
書

0

0

0

0

、
往
往
以

0

0

0

《
春
秋

0

0

》
爲
獨
見
心
裁
之
總
名

0

0

0

0

0

0

0

0

。
然
而
左
氏
而
外
、
鐸
椒
、
虞
卿
、
呂

不
韋
之
書
、
雖
非
依
經
爲
文
、
而
宗
仰
獲
麟
之
意
、
觀
司
馬
遷
敍
《
十
二

諸
侯
年
表
》、
而
後
曉
然
也
。」
と
あ
る
。

 
　
 『

史
記
』十
二
諸
侯
年
表
に
は「
孔
子
明
王
道
，干
七
十
餘
君
，莫
能
用
，

故
西
觀
周
室
，
論
史
記
舊
聞
，
興
於
魯
而
次
《
春
秋
》，
上
記
隱
，
下

至
哀
之
獲
麟
，
約
其
辭
文
，
去
其
煩
重
，
以
制
義
法
，
王
道
備
，
人
事
浹
。

七
十
子
之
徒
口
受
其
傳
指
，
爲
有
所
刺
譏
襃
諱
挹
損
之
文
辭
不
可
以
書

見
也
。
魯
君
子
左
丘
明
懼
弟
子
人
人
異
端
，
各
安
其
意
，
失
其
真
，
故

因
孔
子
史
記
具
論
其
語
，
成
《
左
氏
春
秋
》。
鐸
椒
爲
楚
威
王
傅
，
爲

王
不
能
盡
觀
《
春
秋
》，
采
取
成
敗
，
卒
四
十
章
，
爲
《
鐸
氏
微
》。
趙

孝
成
王
時
，其
相
虞
卿
上
采
《
春
秋
》，下
觀
近
勢
，亦
著
八
篇
，爲
《
虞

氏
春
秋
》。
呂
不
韋
者
，
秦
莊
襄
王
相
，
亦
上
觀
尚
古
，
刪
拾
《
春
秋
》，

集
六
國
時
事
，
以
爲
八
覽
、
六
論
、
十
二
紀
，
爲
《
呂
氏
春
秋
》。」
と

あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
類
書
」
は
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
子
部
・
雑
家
に
入
れ
ら
れ
て
い

た
が
、『
旧
唐
書
』
経
籍
志
で
類
事
が
立
て
ら
れ
、
以
降
、
類
書
・
類

家
な
ど
の
類
目
で
呼
ば
れ
た
。

﹇
五
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
諸
子
略
・
法
家
に
「
李
子
三
十
二
篇
〔
名
悝
，
相

魏
文
侯
，
富
國
强
兵
〕」
と
あ
る
『
法
経
』
に
つ
い
て
「
経
解
中
」
に
「
李

悝
《
法
經
》，
後
世
律
令
之
所
權
輿
。」
と
い
う
。

﹇
六
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
兵
書
略
の
序
に
「
兵
家
者
，
蓋
出
古
司
馬
之
職
，

王
官
之
武
備

0

0

也
。」と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
か
。
兵
書
は『
七
録
』

で
は
子
兵
録
、『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
子
部
・
兵
家
に
収
め
ら
れ
る
。

﹇
七
﹈ 『
封
氏
聞
見
記
』
が
『
新
唐
書
』
藝
文
志
で
は
史
部
・
雑
伝
類
に
、『
宋

史
』
藝
文
志
で
は
子
部
・
小
説
類
に
『
封
演
聞
見
記
』
と
し
て
著
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
か
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
雑
史
の
類
序
に
「
靈
、

獻
之
世
，
天
下
大
乱
，
史
官
失
其
常
守
。
博
達
之
士
，
愍
其
廃
絕
，
各

記
聞
見

0

0

，
以
備
遺
亡
。」
と
あ
る
。

﹇
八
﹈ 「
譜
錄
」
は
、
尤
袤
『
遂
初
堂
書
目
』
か
ら
子
部
に
立
て
ら
れ
、
図

譜
の
類
を
収
め
る
。「
名
數
」
は
、
氏
名
と
官
職
、
転
じ
て
官
職
と
そ



–105–

章学誠校讎学論文訳注（四）「史考釈例」

（18）

の
定
員
を
記
し
た
一
覧
表
の
こ
と
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
・
職
官

の
序
に
「
古
之
仕
者
，名
書
於
所
臣
之
策
，各
有
分
職
，以
相
統
治
。《
周

官
》．．冢
宰
掌
建
邦
之
六
典
，
而
御
史
數
凡
從
正
者
。
然
則
冢
宰
總
六

卿
之
屬
，以
治
其
政
，御
史
掌
其
在
位
名
數
，先
後
之
次
焉
。
今
《
漢
書
》

百
官
表
列
眾
職
之
事
，
記
在
位
之
次
，
蓋
亦
古
之
制
也
。」
と
あ
る
。

第
六
段
　
史
部
と
集
部

【
原
文
】

文
集
仿
於
東
京
、
至
魏
晉
而
漸
廣
、
至
今
則
浩
如
煙
海

矣
﹇
注
一
﹈。
然
自
唐
以
前
、子
史
著
述
專
家
、故
立
言
〔
原
注
．．入
子
〕

與
記
事
〔
原
注
．．入
史
〕
之
文
不
入
於
集
、
辭
章
詩
賦
所
以
擅
集

之
稱
也
。
自
唐
以
後
、
子
不
專
家
而
文
集
有
論
議
、
史
不
專
家

而
文
集
有
傳
記
、亦
著
述
之
一
大
變
也
﹇
注
二
﹈。
彼
雖
自
命
曰
文
、

而
君
子
以
爲
是
卽
集
中
之
史
矣
〔
原
注
．．指
傳
記
言
〕。
況
內
制
外

制
、
王
言
通
於
典
謨
﹇
注
三
﹈、
表
狀
章
疏
、
藎
臣
亦
希
訓
誥
。
是

別
集
之
通
乎
史
矣
。
至
於
總
集
、
尤
爲
同
苔
異
岑
﹇
注
四
﹈。
人
知

漢
晉
樂
志
分
別
郊
廟
房
中
、
而
不
知
樂
府
之
集
實
備
諸
志
之
全

﹇
注
五
﹈。
人
知
金
石
著
錄
創
於
歐
・
趙
諸
目
、
而
不
知
梁
・
元
碑

集
已
爲
宋
賢
開
創
﹇
注
六
﹈、是
則
集
部
之
書
又
與
史
家
互
出
入
也
。

【
訓
読
文
】

文
集
は
東
京
に
仿
ま
り
、
魏
晋
に
至
り
て
漸
く
広
ま
り
、
今

に
至
り
て
は
則
ち
浩
き
こ
と
煙
海
の
如
し
。
然
る
に
唐
自
り
以

前
は
、
子
史
の
著
述
は
専
家
に
し
て
、
故
に
立
言
〔
原
注
．．子
に

入
る
〕
と
記
事
〔
原
注
．．史
に
入
る
〕
の
文
と
は
集
に
入
ら
ず
、
辞

章
詩
賦
の
以
て
擅
集
す
る
所
の
称
な
り
。
唐
自
り
以
後
、
子
は

専
家
た
ら
ず
し
て
文
集
に
論
議
有
り
、
史
は
専
家
た
ら
ず
し
て

文
集
に
伝
記
有
り
、
亦
た
著
述
の
一
大
変
な
り
。
彼

自
ら
命

じ
て
文
と
曰
う
と
雖
も
、
君
子
以
て
是
れ
即
ち
集
中
の
史
と
為

す
〔
原
注
．．伝
記
を
指
し
て
言
う
〕。
況
ん
や
内
制
外
制
の
王
言
は
典

謨
に
通
じ
、
表
状
章
疏
、
藎
臣
亦
た
訓
誥
を
希
う
を
や
。
是
れ

別
集
の
史
に
通
ず
る
な
り
。
総
集
に
至
り
て
は
、
尤
も
同
苔
異

岑
と
為
す
。
人

漢
晋
楽
志
の
郊
廟
房
中
を
分
別
す
る
を
知
り

て
、
楽
府
の
集

実
は
諸
志
の
全
き
を
備
う
る
を
知
ら
ず
。
人

金
石
著
録
の
欧
・
趙
の
諸
目
に
創
ま
る
を
知
り
て
、
梁
・
元
碑

集
の
已
に
宋
賢
の
開
創
為
る
を
知
ら
ず
、
是
れ
則
ち
集
部
の
書

又
た
史
家
と
互
い
に
出
入
す
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

文
集
は
後
漢
に
始
ま
り
、魏
晋
に
な
っ
て
し
だ
い
に
広
ま
り
、
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現
在
で
は
広
大
な
こ
と
霞
の
か
か
っ
た
海
の
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
唐
以
前
は
、
子
史
の
著
述
は
専
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め

に（
持
論
を
陳
述
す
る
）立
言〔
原
注
．．子
部
に
属
す
〕と（
事
柄
を
記
録
す
る
）

記
事
〔
原
注
．．史
部
に
属
す
〕
の
文
章
は
集
に
入
る
こ
と
は
な
く
、（
集

と
は
）
修
辞
的
文
章
で
あ
る
詩
賦
を
専
ら
集
め
た
も
の
の
呼
称

で
あ
っ
た
。
唐
以
後
は
、
子
は
専
家
で
は
な
く
な
っ
て
文
集
の

中
に
論
議
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
史
は
専
家
で
な
く
な
っ

て
文
集
の
中
に
伝
記
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
ま

た
著
述
に
お
け
る
一
大
変
化
で
あ
っ
た
。
彼
ら
自
身
は
文
と
名

づ
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、（
事
理
を
わ
き
ま
え
た
）
君
子
は
そ
れ
を

集
の
中
の
史
と
み
な
す
の
で
あ
る
〔
原
注
．．伝
記
を
指
し
て
い
う
〕。

ま
し
て
内
制
・
外
制
と
い
っ
た
王
言
（
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
）

は
典
謨
に
通
じ
る
し
、
表
・
状
・
章
・
疏
な
ど
、
忠
臣
が
訓
誥
（
教

導
・
告
誡
）
を
願
っ
た
文
章
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
別
集

は
史
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
集
に
い
た
っ
て
は
、
殊
に

糅
然
と
し
て
い
る
。
人
は
漢
晋
の
楽
志
が
郊
廟
と
房
中
を
分
別

し
て
い
る
の
は
知
っ
て
い
る
が
、
楽
府
集
に
は
、
実
は
諸
志
の

全
て
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
金
石
著
録

が
欧
陽
脩
・
趙
明
誠
の
諸
目
に
始
ま
っ
た
の
は
知
っ
て
い
る
が
、

梁
元
帝
の
碑
集
が
す
で
に
宋
代
の
賢
者
ら
の
開
拓
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
。
つ
ま
り
集
部
の
書
も
史
家
と
関
連
が

あ
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

文
集
の
始
ま
り
と
隆
盛
に
つ
い
て
は
「
詩
教
下
」
に
「
集
文
雖
始

於
建
安
〔
魏
文
撰
徐
、
陳
、
應
、
劉
文
爲
一
集
。
此
文
集
之
始
，
摯
虞
《
流
别
集
》

猶
其
後
也
〕，
而
實
盛
於
齊
、
梁
之
際
；
古
學
之
不
可
復
，
蓋
至
齊
、
梁

而
後
蕩
然
矣
〔
摯
虞
《
流
别
集
》，
乃
是
後
人
集
前
人
；
人
自
爲
集
，
自
齊
之
《
王

文
憲
集
》
始
；
而
昭
明
《
文
選
》
又
爲
總
集
之
盛
矣
〕。
范
、
陳
、《
晉
》、《
宋
》

者
史
所
載
文
人
列
傳
，
總
其
撰
著
，
必
云
詩
、
賦
、
碑
、
箴
、
頌
、
誄

若
干
篇
，
而
未
嘗
云
文
集
若
干
卷
，
則
古
人
文
字
散
著
篇
籍
，
而
不
强

以
類
分
可
知
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 「
詩
教
上
」
に
「
子
史
衰
而
文
集
之
體
盛
，
著
作
衰
而
辭
章
之
學
興
。

文
集
者
，
辭
章
不
專
家
，
而
萃
聚
文
墨
以
爲
蛇
龍
之
菹
也
〔
詳
見
《
文
集
》

篇
〕。
後
賢
承
而
不
廢
者
，江
河
導
而
其
勢
不
容
復
遏
也
。
經
學
不
專
家
，

而
文
集
有
經
義
；
史
學
不
專
家
，
而
文
集
有
傳
記
；
立
言
不
專
家
〔
卽

諸
子
書
也
〕，
而
文
集
有
論
辨
；
後
世
之
文
集
，
舍
經
義
與
傳
記
論
辨
之

三
體
，
其
餘
莫
非
辭
章
之
屬
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
文
集
」
に
「
古

人
有
專
家
之
學
而
後
有
專
門
之
書
，
有
專
門
之
書
而
後
有
專
門
之
授
受

〔
鄭
樵
蓋
嘗
云
爾
〕，
卽
類
求
書
，
因
流
溯
源
，
部
次
之
法
明
，
雖
三
墳
五
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の
定
員
を
記
し
た
一
覧
表
の
こ
と
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
・
職
官

の
序
に
「
古
之
仕
者
，名
書
於
所
臣
之
策
，各
有
分
職
，以
相
統
治
。《
周

官
》．．冢
宰
掌
建
邦
之
六
典
，
而
御
史
數
凡
從
正
者
。
然
則
冢
宰
總
六

卿
之
屬
，以
治
其
政
，御
史
掌
其
在
位
名
數
，先
後
之
次
焉
。
今
《
漢
書
》

百
官
表
列
眾
職
之
事
，
記
在
位
之
次
，
蓋
亦
古
之
制
也
。」
と
あ
る
。

第
六
段
　
史
部
と
集
部

【
原
文
】

文
集
仿
於
東
京
、
至
魏
晉
而
漸
廣
、
至
今
則
浩
如
煙
海

矣
﹇
注
一
﹈。
然
自
唐
以
前
、子
史
著
述
專
家
、故
立
言
〔
原
注
．．入
子
〕

與
記
事
〔
原
注
．．入
史
〕
之
文
不
入
於
集
、
辭
章
詩
賦
所
以
擅
集

之
稱
也
。
自
唐
以
後
、
子
不
專
家
而
文
集
有
論
議
、
史
不
專
家

而
文
集
有
傳
記
、亦
著
述
之
一
大
變
也
﹇
注
二
﹈。
彼
雖
自
命
曰
文
、

而
君
子
以
爲
是
卽
集
中
之
史
矣
〔
原
注
．．指
傳
記
言
〕。
況
內
制
外

制
、
王
言
通
於
典
謨
﹇
注
三
﹈、
表
狀
章
疏
、
藎
臣
亦
希
訓
誥
。
是

別
集
之
通
乎
史
矣
。
至
於
總
集
、
尤
爲
同
苔
異
岑
﹇
注
四
﹈。
人
知

漢
晉
樂
志
分
別
郊
廟
房
中
、
而
不
知
樂
府
之
集
實
備
諸
志
之
全

﹇
注
五
﹈。
人
知
金
石
著
錄
創
於
歐
・
趙
諸
目
、
而
不
知
梁
・
元
碑

集
已
爲
宋
賢
開
創
﹇
注
六
﹈、是
則
集
部
之
書
又
與
史
家
互
出
入
也
。

【
訓
読
文
】

文
集
は
東
京
に
仿
ま
り
、
魏
晋
に
至
り
て
漸
く
広
ま
り
、
今

に
至
り
て
は
則
ち
浩
き
こ
と
煙
海
の
如
し
。
然
る
に
唐
自
り
以

前
は
、
子
史
の
著
述
は
専
家
に
し
て
、
故
に
立
言
〔
原
注
．．子
に

入
る
〕
と
記
事
〔
原
注
．．史
に
入
る
〕
の
文
と
は
集
に
入
ら
ず
、
辞

章
詩
賦
の
以
て
擅
集
す
る
所
の
称
な
り
。
唐
自
り
以
後
、
子
は

専
家
た
ら
ず
し
て
文
集
に
論
議
有
り
、
史
は
専
家
た
ら
ず
し
て

文
集
に
伝
記
有
り
、
亦
た
著
述
の
一
大
変
な
り
。
彼

自
ら
命

じ
て
文
と
曰
う
と
雖
も
、
君
子
以
て
是
れ
即
ち
集
中
の
史
と
為

す
〔
原
注
．．伝
記
を
指
し
て
言
う
〕。
況
ん
や
内
制
外
制
の
王
言
は
典

謨
に
通
じ
、
表
状
章
疏
、
藎
臣
亦
た
訓
誥
を
希
う
を
や
。
是
れ

別
集
の
史
に
通
ず
る
な
り
。
総
集
に
至
り
て
は
、
尤
も
同
苔
異

岑
と
為
す
。
人

漢
晋
楽
志
の
郊
廟
房
中
を
分
別
す
る
を
知
り

て
、
楽
府
の
集

実
は
諸
志
の
全
き
を
備
う
る
を
知
ら
ず
。
人

金
石
著
録
の
欧
・
趙
の
諸
目
に
創
ま
る
を
知
り
て
、
梁
・
元
碑

集
の
已
に
宋
賢
の
開
創
為
る
を
知
ら
ず
、
是
れ
則
ち
集
部
の
書

又
た
史
家
と
互
い
に
出
入
す
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

文
集
は
後
漢
に
始
ま
り
、魏
晋
に
な
っ
て
し
だ
い
に
広
ま
り
、
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現
在
で
は
広
大
な
こ
と
霞
の
か
か
っ
た
海
の
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
唐
以
前
は
、
子
史
の
著
述
は
専
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め

に（
持
論
を
陳
述
す
る
）立
言〔
原
注
．．子
部
に
属
す
〕と（
事
柄
を
記
録
す
る
）

記
事
〔
原
注
．．史
部
に
属
す
〕
の
文
章
は
集
に
入
る
こ
と
は
な
く
、（
集

と
は
）
修
辞
的
文
章
で
あ
る
詩
賦
を
専
ら
集
め
た
も
の
の
呼
称

で
あ
っ
た
。
唐
以
後
は
、
子
は
専
家
で
は
な
く
な
っ
て
文
集
の

中
に
論
議
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
史
は
専
家
で
な
く
な
っ

て
文
集
の
中
に
伝
記
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
ま

た
著
述
に
お
け
る
一
大
変
化
で
あ
っ
た
。
彼
ら
自
身
は
文
と
名

づ
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、（
事
理
を
わ
き
ま
え
た
）
君
子
は
そ
れ
を

集
の
中
の
史
と
み
な
す
の
で
あ
る
〔
原
注
．．伝
記
を
指
し
て
い
う
〕。

ま
し
て
内
制
・
外
制
と
い
っ
た
王
言
（
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
）

は
典
謨
に
通
じ
る
し
、
表
・
状
・
章
・
疏
な
ど
、
忠
臣
が
訓
誥
（
教

導
・
告
誡
）
を
願
っ
た
文
章
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
別
集

は
史
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
集
に
い
た
っ
て
は
、
殊
に

糅
然
と
し
て
い
る
。
人
は
漢
晋
の
楽
志
が
郊
廟
と
房
中
を
分
別

し
て
い
る
の
は
知
っ
て
い
る
が
、
楽
府
集
に
は
、
実
は
諸
志
の

全
て
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
金
石
著
録

が
欧
陽
脩
・
趙
明
誠
の
諸
目
に
始
ま
っ
た
の
は
知
っ
て
い
る
が
、

梁
元
帝
の
碑
集
が
す
で
に
宋
代
の
賢
者
ら
の
開
拓
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
。
つ
ま
り
集
部
の
書
も
史
家
と
関
連
が

あ
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

文
集
の
始
ま
り
と
隆
盛
に
つ
い
て
は
「
詩
教
下
」
に
「
集
文
雖
始

於
建
安
〔
魏
文
撰
徐
、
陳
、
應
、
劉
文
爲
一
集
。
此
文
集
之
始
，
摯
虞
《
流
别
集
》

猶
其
後
也
〕，
而
實
盛
於
齊
、
梁
之
際
；
古
學
之
不
可
復
，
蓋
至
齊
、
梁

而
後
蕩
然
矣
〔
摯
虞
《
流
别
集
》，
乃
是
後
人
集
前
人
；
人
自
爲
集
，
自
齊
之
《
王

文
憲
集
》
始
；
而
昭
明
《
文
選
》
又
爲
總
集
之
盛
矣
〕。
范
、
陳
、《
晉
》、《
宋
》

者
史
所
載
文
人
列
傳
，
總
其
撰
著
，
必
云
詩
、
賦
、
碑
、
箴
、
頌
、
誄

若
干
篇
，
而
未
嘗
云
文
集
若
干
卷
，
則
古
人
文
字
散
著
篇
籍
，
而
不
强

以
類
分
可
知
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 「
詩
教
上
」
に
「
子
史
衰
而
文
集
之
體
盛
，
著
作
衰
而
辭
章
之
學
興
。

文
集
者
，
辭
章
不
專
家
，
而
萃
聚
文
墨
以
爲
蛇
龍
之
菹
也
〔
詳
見
《
文
集
》

篇
〕。
後
賢
承
而
不
廢
者
，江
河
導
而
其
勢
不
容
復
遏
也
。
經
學
不
專
家
，

而
文
集
有
經
義
；
史
學
不
專
家
，
而
文
集
有
傳
記
；
立
言
不
專
家
〔
卽

諸
子
書
也
〕，
而
文
集
有
論
辨
；
後
世
之
文
集
，
舍
經
義
與
傳
記
論
辨
之

三
體
，
其
餘
莫
非
辭
章
之
屬
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
文
集
」
に
「
古

人
有
專
家
之
學
而
後
有
專
門
之
書
，
有
專
門
之
書
而
後
有
專
門
之
授
受

〔
鄭
樵
蓋
嘗
云
爾
〕，
卽
類
求
書
，
因
流
溯
源
，
部
次
之
法
明
，
雖
三
墳
五
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典
可
坐
而
致
也
。
自
校
讎
失
傳
而
文
集
類
書
之
學
起
，
一
編
之
中
，
先

自
不
勝
其
龐
雜
，
後
之
興
者
，
何
從
而
窺
古
人
之
大
體
哉
。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
內
制
・
外
制
」
は
、
詔
令
の
こ
と
。
内
制
は
翰
林
学
士
が
起
草
し
、

外
制
は
中
書
舎
人
・
知
制
誥
が
起
草
し
た
。
典
謨
は
、『
尚
書
』
の
典

と
謨
の
こ
と
。
孔
安
國
「
尚
書
序
」
に
「
足
以
垂
世
立
教
、典
謨
・
訓
誥
・

誓
命
之
文
、凡
百
篇
。
所
以
恢
弘
至
道
、示
人
主
以
軌
範
也
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
苔
岑
」は
志
を
同
じ
く
し
道
を
と
も
に
す
る
朋
友
の
こ
と
。
郭
璞「
贈

溫
嶠
」
に
「
人
亦
有
言
，松
竹
有
林
。
及
爾
臭
味
、異
苔
同
岑
。」
と
あ
る
。

﹇
五
﹈  『
史
記
』
楽
書
以
来
、
い
わ
ゆ
る
二
十
四
史
の
正
史
に
お
い
て
、
楽

府
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
た
「
志
」
と
し
て
は
、『
漢
書
』
礼
楽
志
、『
晋

書
』
楽
志
、『
宋
書
』
楽
志
、『
南
斉
書
』
楽
志
、『
魏
書
』
楽
志
、『
隋
書
』

音
楽
志
、『
旧
唐
書
』
音
楽
志
、『
新
唐
書
』
礼
楽
志
、『
旧
五
代
史
』
楽
志
、

『
宋
史
』
楽
志
、『
遼
史
』
楽
志
、『
金
史
』
楽
志
、『
元
史
』
礼
楽
志
、『
明

史
』
楽
志
が
あ
る
。
ま
た
、
楽
府
総
集
な
い
し
論
書
は
、
編
者
の
明
ら

か
な
も
の
と
し
て
は
晋
代
か
ら
す
で
に
見
え
、
西
晋
荀
勗
撰
『
晋
讌
楽

歌
辞
十
巻
』（『
隋
志
』
集
部
・
総
集
類
）、
宋
張
永
『
元
嘉
正
声
技
録
』（『
古

今
楽
録
』
所
引
）、
宋
王
僧
虔
『
大
明
三
年
宴
楽
技
録
』（『
古
今
楽
録
』
所
引
）

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
多
く
が
『
隋
志
』
集
部
・
総
集
類
に
著
録

さ
れ
て
い
る
。

﹇
六
﹈  

欧
陽
脩
『
集
古
録
』
十
巻
は
、
先
秦
か
ら
五
代
に
至
る
ま
で
の
古
今

の
金
石
文
を
収
集
し
自
ら
跋
文
を
附
す
。
趙
明
誠
は
そ
れ
に
倣
い
、
同

じ
く
先
秦
か
ら
五
代
に
至
る
ま
で
の
金
文
、
石
刻
を
収
め
、
自
ら
の
跋

尾
を
加
え
て
『
金
石
録
』
三
十
巻
を
ま
と
め
た
。
史
部
・
目
録
類
に
著

録
さ
れ
る
『
集
古
録
』
の
四
庫
提
要
に
は
、
歐
陽
脩
の
法
書
収
集
に
先

立
つ
存
在
と
し
て
梁
元
帝
を
挙
げ
、「
自
梁
元
帝
集
錄
碑
刻
之
文
，
爲

碑
英
一
百
二
十
卷
。
見
所
撰
金
樓
子
是
爲
金
石
文
字
之
祖
，其
書
不
傳
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
梁
元
帝
に
よ
る
碑
集
は
い
わ
ゆ
る
史
志
目
録
で

は
『
隋
志
』
集
部
・
総
集
類
に
、「
亡
」
と
し
て
、「
釋
氏
碑
文
三
十
巻
」

が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
元
帝
自
ら
が
自
身
の
著
述
を
整
理
し
た

目
録
で
あ
る
『
金
楼
子
』
著
書
篇
に
は
、
丁
部
に
「
碑
集
十
秩
百
卷
」

を
著
録
し
て
い
る
。

第
七
段
　
収
載
範
囲
と
部
立
て

【
原
文
】

蓋
史
庫
畫
三
之
一
、
而
三
家
多
與
史
相
通
、
混
而
合
之
則
不

清
、拘
而
守
之
則
已
隘
。
是
則

抉﹇
注
一
﹈擇
去
取
、不
無
掻
首
苦
心
、

『
史
考
』之
牽
連
、不
如『
經
考
』之
截
然
劃
界
也
。
自
隋
唐
諸
志
、

分
別
史
爲
四
庫
之
乙
、其
大
綱
矣
。
史
部
條
目
、如
正
史
・
編
年
・

職
官
・
儀
注
之
屬
、
少
者
不
過
十
二
三
門
〔
原
注
．．
隋
唐
〕﹇
注
二
﹈、
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多
者
不
過
十
七
八
門〔
原
注
．．焦
氏『
經
籍
志
』、黄
氏『
千
頃
堂
』〕﹇
注
三
﹈、

蓋
爲
四
分
之
一
、
大
略
不
過
如
此
、
非
爲
簡
也
。
今
旣
擴
充
類

例
、
上
援
甲
而
下
合
丙
丁
、
則
區
區
専
門
舊
目
、
勢
不
足
以
窮

其
變
也
。
是
則
創
條
發
例
〔
原
注
．．今
分
十
二
綱
、析
五
十
七
目
〕﹇
注
四
﹈、

不
無
損
益
折
衷
〔
原
注
．．畢
宮
保
原
稾
分
一
百
十
二
子
目
﹇
注
五
﹈、
以
其
太

繁
、今
爲
併
省
〕。『
史
考
』
之
裁
制
、不
如
『
經
考
』
之
依
經
爲
部
、

不
勞
分
合
也
。

【
訓
読
文
】

蓋
し
史
庫
は
三
の
一
を
画
し
、
而
し
て
三
家
は
多
く
史
と
相

通
じ
、
混
じ
て
之
を
合
す
れ
ば
則
ち
清
な
ら
ず
、
拘
り
て
之
を

守
ら
ば
則
ち
已
だ
隘
な
り
。
是
れ
則
ち
抉
択
去
取
す
る
に
、
掻

首
苦
心
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
、『
史
考
』
の
牽
連
、『
経
考
』
の
截

然
と
し
て
界
を
画
す
に
如
か
ざ
る
な
り
。
隋
唐
諸
志
自
り
、
史

を
分
別
し
て
四
庫
の
乙
と
為
す
は
、
其
れ
大
綱
な
り
。
史
部
の

条
目
、
正
史
・
編
年
・
職
官
・
儀
注
の
属
の
如
き
、
少
な
き
者

は
十
二
三
門
を
過
ぎ
ず
〔
原
注
．．隋
唐
〕、
多
き
者
も
十
七
八
門

を
過
ぎ
ず
〔
原
注
．．焦
氏
『
経
籍
志
』・
黄
氏
『
千
頃
堂
』〕、
蓋
し
四
分

の
一
為
り
、
大
略

此
の
如
き
を
過
ぎ
ず
、
簡
と
為
す
に
非
ず
。

今
既
に
類
例
を
拡
充
し
、
上
は
甲
を
援
き
下
は
丙
丁
を
合
す
れ

ば
、
則
ち
専
門
旧
目
に
区
区
た
れ
ば
、
勢
い
以
て
其
の
変
を
窮

む
る
に
足
ら
ず
。
是
れ
則
ち
創
条
発
例
〔
原
注
．．今
十
二
綱
を
分

か
ち
、
五
十
七
目
を
析
か
つ
〕、
損
益
折
衷
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
〔
原
注
．．

畢
宮
保
原
稾
は
一
百
十
二
子
目
に
分
か
つ
、
其
の
太
だ
繁
な
る
を
以
て
、
今
併

省
を
為
す
〕。『
史
考
』
の
裁
制
、『
経
考
』
の
経
に
依
り
て
部
を

為
し
、
分
合
に
労
せ
ざ
る
に
如
か
ず
。

【
現
代
語
訳
】

さ
て
史
庫
は
（
経
・
子
・
集
の
）
三
家
と
一
線
を
画
し
な
が
ら
、

三
家
は
多
く
史
と
相
通
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
混
然
と
一
緒

に
し
て
し
ま
え
ば
清
一
さ
を
失
い
、
拘
泥
し
て
境
界
を
守
れ
ば

狭
隘
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
取
捨
選
択
の
際
、

頭
を
悩
ま
せ
心
を
砕
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、『
史
籍
考
』

の
（
経
・
子
・
集
と
の
）
絡
ま
り
は
、『
経
考
』
が
截
然
と
境
界
を

画
し
て
い
る
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
隋

唐
の
諸
志
以
来
、
史
を
分
別
し
て
四
庫
の
乙
（
第
二
）
と
し
、

目
録
に
お
け
る
太
い
柱
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
史
部
の
細
目
で

あ
る
、
正
史
・
編
年
・
職
官
・
儀
注
の
属
の
類
は
、
少
な
い
者

は
十
二
三
門
に
過
ぎ
ず
〔
原
注
．．『
隋
書
』
経
籍
志
・『
旧
唐
書
』
経
籍
志
・

『
新
唐
書
』
藝
文
志
〕、
多
い
者
は
十
七
八
門
に
過
ぎ
な
か
っ
た
〔
原
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典
可
坐
而
致
也
。
自
校
讎
失
傳
而
文
集
類
書
之
學
起
，
一
編
之
中
，
先

自
不
勝
其
龐
雜
，
後
之
興
者
，
何
從
而
窺
古
人
之
大
體
哉
。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
內
制
・
外
制
」
は
、
詔
令
の
こ
と
。
内
制
は
翰
林
学
士
が
起
草
し
、

外
制
は
中
書
舎
人
・
知
制
誥
が
起
草
し
た
。
典
謨
は
、『
尚
書
』
の
典

と
謨
の
こ
と
。
孔
安
國
「
尚
書
序
」
に
「
足
以
垂
世
立
教
、典
謨
・
訓
誥
・

誓
命
之
文
、凡
百
篇
。
所
以
恢
弘
至
道
、示
人
主
以
軌
範
也
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
苔
岑
」は
志
を
同
じ
く
し
道
を
と
も
に
す
る
朋
友
の
こ
と
。
郭
璞「
贈

溫
嶠
」
に
「
人
亦
有
言
，松
竹
有
林
。
及
爾
臭
味
、異
苔
同
岑
。」
と
あ
る
。

﹇
五
﹈  『
史
記
』
楽
書
以
来
、
い
わ
ゆ
る
二
十
四
史
の
正
史
に
お
い
て
、
楽

府
に
つ
い
て
立
て
ら
れ
た
「
志
」
と
し
て
は
、『
漢
書
』
礼
楽
志
、『
晋

書
』
楽
志
、『
宋
書
』
楽
志
、『
南
斉
書
』
楽
志
、『
魏
書
』
楽
志
、『
隋
書
』

音
楽
志
、『
旧
唐
書
』
音
楽
志
、『
新
唐
書
』
礼
楽
志
、『
旧
五
代
史
』
楽
志
、

『
宋
史
』
楽
志
、『
遼
史
』
楽
志
、『
金
史
』
楽
志
、『
元
史
』
礼
楽
志
、『
明

史
』
楽
志
が
あ
る
。
ま
た
、
楽
府
総
集
な
い
し
論
書
は
、
編
者
の
明
ら

か
な
も
の
と
し
て
は
晋
代
か
ら
す
で
に
見
え
、
西
晋
荀
勗
撰
『
晋
讌
楽

歌
辞
十
巻
』（『
隋
志
』
集
部
・
総
集
類
）、
宋
張
永
『
元
嘉
正
声
技
録
』（『
古

今
楽
録
』
所
引
）、
宋
王
僧
虔
『
大
明
三
年
宴
楽
技
録
』（『
古
今
楽
録
』
所
引
）

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
多
く
が
『
隋
志
』
集
部
・
総
集
類
に
著
録

さ
れ
て
い
る
。

﹇
六
﹈  

欧
陽
脩
『
集
古
録
』
十
巻
は
、
先
秦
か
ら
五
代
に
至
る
ま
で
の
古
今

の
金
石
文
を
収
集
し
自
ら
跋
文
を
附
す
。
趙
明
誠
は
そ
れ
に
倣
い
、
同

じ
く
先
秦
か
ら
五
代
に
至
る
ま
で
の
金
文
、
石
刻
を
収
め
、
自
ら
の
跋

尾
を
加
え
て
『
金
石
録
』
三
十
巻
を
ま
と
め
た
。
史
部
・
目
録
類
に
著

録
さ
れ
る
『
集
古
録
』
の
四
庫
提
要
に
は
、
歐
陽
脩
の
法
書
収
集
に
先

立
つ
存
在
と
し
て
梁
元
帝
を
挙
げ
、「
自
梁
元
帝
集
錄
碑
刻
之
文
，
爲

碑
英
一
百
二
十
卷
。
見
所
撰
金
樓
子
是
爲
金
石
文
字
之
祖
，其
書
不
傳
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
梁
元
帝
に
よ
る
碑
集
は
い
わ
ゆ
る
史
志
目
録
で

は
『
隋
志
』
集
部
・
総
集
類
に
、「
亡
」
と
し
て
、「
釋
氏
碑
文
三
十
巻
」

が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
元
帝
自
ら
が
自
身
の
著
述
を
整
理
し
た

目
録
で
あ
る
『
金
楼
子
』
著
書
篇
に
は
、
丁
部
に
「
碑
集
十
秩
百
卷
」

を
著
録
し
て
い
る
。

第
七
段
　
収
載
範
囲
と
部
立
て

【
原
文
】

蓋
史
庫
畫
三
之
一
、
而
三
家
多
與
史
相
通
、
混
而
合
之
則
不

清
、拘
而
守
之
則
已
隘
。
是
則

抉﹇
注
一
﹈擇
去
取
、不
無
掻
首
苦
心
、

『
史
考
』之
牽
連
、不
如『
經
考
』之
截
然
劃
界
也
。
自
隋
唐
諸
志
、

分
別
史
爲
四
庫
之
乙
、其
大
綱
矣
。
史
部
條
目
、如
正
史
・
編
年
・

職
官
・
儀
注
之
屬
、
少
者
不
過
十
二
三
門
〔
原
注
．．
隋
唐
〕﹇
注
二
﹈、
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多
者
不
過
十
七
八
門〔
原
注
．．焦
氏『
經
籍
志
』、黄
氏『
千
頃
堂
』〕﹇
注
三
﹈、

蓋
爲
四
分
之
一
、
大
略
不
過
如
此
、
非
爲
簡
也
。
今
旣
擴
充
類

例
、
上
援
甲
而
下
合
丙
丁
、
則
區
區
専
門
舊
目
、
勢
不
足
以
窮

其
變
也
。
是
則
創
條
發
例
〔
原
注
．．今
分
十
二
綱
、析
五
十
七
目
〕﹇
注
四
﹈、

不
無
損
益
折
衷
〔
原
注
．．畢
宮
保
原
稾
分
一
百
十
二
子
目
﹇
注
五
﹈、
以
其
太

繁
、今
爲
併
省
〕。『
史
考
』
之
裁
制
、不
如
『
經
考
』
之
依
經
爲
部
、

不
勞
分
合
也
。

【
訓
読
文
】

蓋
し
史
庫
は
三
の
一
を
画
し
、
而
し
て
三
家
は
多
く
史
と
相

通
じ
、
混
じ
て
之
を
合
す
れ
ば
則
ち
清
な
ら
ず
、
拘
り
て
之
を

守
ら
ば
則
ち
已
だ
隘
な
り
。
是
れ
則
ち
抉
択
去
取
す
る
に
、
掻

首
苦
心
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
、『
史
考
』
の
牽
連
、『
経
考
』
の
截

然
と
し
て
界
を
画
す
に
如
か
ざ
る
な
り
。
隋
唐
諸
志
自
り
、
史

を
分
別
し
て
四
庫
の
乙
と
為
す
は
、
其
れ
大
綱
な
り
。
史
部
の

条
目
、
正
史
・
編
年
・
職
官
・
儀
注
の
属
の
如
き
、
少
な
き
者

は
十
二
三
門
を
過
ぎ
ず
〔
原
注
．．隋
唐
〕、
多
き
者
も
十
七
八
門

を
過
ぎ
ず
〔
原
注
．．焦
氏
『
経
籍
志
』・
黄
氏
『
千
頃
堂
』〕、
蓋
し
四
分

の
一
為
り
、
大
略

此
の
如
き
を
過
ぎ
ず
、
簡
と
為
す
に
非
ず
。

今
既
に
類
例
を
拡
充
し
、
上
は
甲
を
援
き
下
は
丙
丁
を
合
す
れ

ば
、
則
ち
専
門
旧
目
に
区
区
た
れ
ば
、
勢
い
以
て
其
の
変
を
窮

む
る
に
足
ら
ず
。
是
れ
則
ち
創
条
発
例
〔
原
注
．．今

十
二
綱
を
分

か
ち
、
五
十
七
目
を
析
か
つ
〕、
損
益
折
衷
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
〔
原
注
．．

畢
宮
保
原
稾
は
一
百
十
二
子
目
に
分
か
つ
、
其
の
太
だ
繁
な
る
を
以
て
、
今

併

省
を
為
す
〕。『
史
考
』
の
裁
制
、『
経
考
』
の
経
に
依
り
て
部
を

為
し
、
分
合
に
労
せ
ざ
る
に
如
か
ず
。

【
現
代
語
訳
】

さ
て
史
庫
は
（
経
・
子
・
集
の
）
三
家
と
一
線
を
画
し
な
が
ら
、

三
家
は
多
く
史
と
相
通
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
混
然
と
一
緒

に
し
て
し
ま
え
ば
清
一
さ
を
失
い
、
拘
泥
し
て
境
界
を
守
れ
ば

狭
隘
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
取
捨
選
択
の
際
、

頭
を
悩
ま
せ
心
を
砕
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、『
史
籍
考
』

の
（
経
・
子
・
集
と
の
）
絡
ま
り
は
、『
経
考
』
が
截
然
と
境
界
を

画
し
て
い
る
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
隋

唐
の
諸
志
以
来
、
史
を
分
別
し
て
四
庫
の
乙
（
第
二
）
と
し
、

目
録
に
お
け
る
太
い
柱
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
史
部
の
細
目
で

あ
る
、
正
史
・
編
年
・
職
官
・
儀
注
の
属
の
類
は
、
少
な
い
者

は
十
二
三
門
に
過
ぎ
ず
〔
原
注
．．『
隋
書
』
経
籍
志
・『
旧
唐
書
』
経
籍
志
・

『
新
唐
書
』
藝
文
志
〕、
多
い
者
は
十
七
八
門
に
過
ぎ
な
か
っ
た
〔
原
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注
．．
焦
竑
『
国
史
経
籍
志
』・
黄
丕
烈
『
千
頃
堂
書
目
』〕、
お
も
う
に
四

庫
の
一
で
あ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
こ
の
程
度
で
あ
り
、
簡
略
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
今
（『
史
籍
考
』
に
お
い
て
は
）
類
目

や
体
例
を
拡
充
し
、
上
か
ら
は
経
を
援
き
入
れ
、
下
か
ら
は
子
・

集
を
合
わ
せ
る
わ
け
だ
か
ら
、
史
部
専
門
の
旧
目
に
細
々
と
拘

わ
っ
て
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
変
化
を
突
き
詰
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
新
た
に
類
目
や
体
例
を
つ
く
り
〔
原
注
．．今

十
二

の
大
類
、
五
十
七
の
細
目
に
分
類
す
る
〕、
従
来
の
も
の
に
損
益
折
衷

を
加
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
原
注
．．

畢
沅
の
原
稿
は
百
十
二
の
細
目
に
分
類
し
て
い
た
が
、
非
常
に
繁
雑
で
あ
る
の

で
、
今
、
合
併
省
略
を
加
え
た
〕。『
史
籍
考
』
の
編
纂
は
、『
経
義
考
』

が
経
に
し
た
が
っ
て
分
類
を
な
し
、
そ
の
分
合
に
苦
労
が
な
い

の
と
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
抉
」
字
は
底
本
は
「
決
」
字
に
作
る
。
王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』

に
依
っ
て
改
め
た
。

﹇
二
﹈ 『
隋
書
』
経
籍
志
は
「
正
史
・
古
史
・
雑
史
・
霸
史
・
起
居
注
・
旧
事
・

職
官
・
儀
注
・
刑
法
・
雑
伝
・
地
理
・
譜
系
・
簿
録
」
の
十
三
類
、『
旧

唐
書
』
経
籍
志
お
よ
び
『
新
唐
書
』
藝
文
志
は
「
正
史
・
編
年
・
偽
史
・

雑
史
・
起
居
注
・
故
事
・
職
官
・
雑
伝
・
儀
注
・
刑
法
・
目
録
・
譜
牒
・

地
理
」
の
十
三
類
に
分
け
る
。

﹇
三
﹈ 

焦
竑
『
国
史
経
籍
志
』
の
史
部
は
「
正
史
・
編
年
・
霸
史
・
雑
史
・

起
居
注
・
故
事
・
職
官
・
時
令
・
食
貨
・
儀
注
・
法
令
・
伝
記
・
地
理
・

譜
系
・
簿
録
」
の
十
五
類
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
集
部
の
「
制
誥
」
と
「
表

奏
」
の
二
類
を
加
え
て
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
黄
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』

は
「
国
史
・
正
史
・
通
史
・
編
年
・
別
史
・
霸
史
・
史
学
・
史
鈔
・
地

理
・
職
官
・
典
故
・
時
令
・
食
貨
・
儀
注
・
政
刑
・
伝
記
・
譜
系
・
簿
録
」

の
十
八
類
に
分
か
れ
て
い
る
。

﹇
四
﹈ 嘉
業
堂
刊『
章
学
誠
遺
書
』「
章
氏
遺
書
補
遺
」所
載
の「
史
籍
考
総
目
」

は
次
の
通
り
。
な
お
、「
史
考
釈
例
」
の
部
目
・
細
目
と
は
異
同
が
あ
る
。

制
書
二
卷

紀
傳
部 

正
史
十
四
卷　

國
史
五
卷　

史
稾
二
卷

編
年
部 

通
史
七
卷　

斷
代
四
卷　

記
注
五
卷　

圖
表
三
卷

史
學
部 

考
訂
一
卷　

義
例
一
卷　

評
論
一
卷　

蒙
求
一
卷

稗
史
部 

雜
史
十
九
卷　

霸
國
三
卷

星
厤
部 

天
文
二
卷　

厤
律
六
卷　

五
行
二
卷　

時
令
二
卷

譜
牒
部 

專
家
二
十
六
卷　

總
類
二
卷　

年
譜
三
卷　

别
譜
三
卷

地
理
部 

總
載
五
卷　

分
載
十
七
卷　

方
志
十
六
卷　

水
道
三
卷　

 
外
裔
四
卷
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故
事
部 

訓
典
四
卷　

章
奏
二
十
一
卷　

典
要
三
卷　

吏
書
二
卷

 

戶
書
七
卷　

禮
書
二
十
三
卷　

兵
書
三
卷　

刑
書
七
卷　

 

工
書
四
卷　

官
曹
三
卷

目
錄
部 

總
目
三
卷　

經
史
一
卷　

詩
文
﹇
卽
文
史
﹈
五
卷

 

圖
書
五
卷　

金
石
五
卷　

叢
書
三
卷　

釋
道
一
卷

傳
記
部 

記
事
五
卷　

雜
事
十
二
卷　

類
考
十
三
卷　

法
鑒
三
卷　

 

言
行
三
卷　

人
物
五
卷　

别
傳
六
卷　

內
行
三
卷　

 

名
姓
二
卷　

譜
錄
六
卷

小
說
部 

瑣
語
二
卷　

異
聞
四
卷

　

共
三
百
二
十
五
卷
﹇
以
上
馬
氏
鈔
本
﹈

　

十
二
綱
、
五
十
五
目
で
原
注
と
は
異
同
が
あ
る
。
ま
た
各
巻
を

合
計
す
る
と
三
百
二
十
三
と
な
る
。
馬
氏
鈔
本
は
楊
見
心
蔵
山
陰

何
氏
鈔
本
を
馬
叙
倫
が
転
抄
し
た
も
の
。

﹇
五
﹈ 

畢
沅
原
稾
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、以
下
、本
文
中
で
時
折
『
史
籍
考
』

と
の
異
同
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
八
段
　
制
書

【
原
文
】

制
書
弁
首
、冠
履
之
義
也
﹇
注
一
﹈。
朱
氏
『
經
考
』
蓋
分
御
制
・

敕
選
、
今
用
其
例
﹇
注
二
﹈。
史
宬
金
匱
之
藏
、
外
廷
無
由
得
窺
、

史
部
不
同
經
籍
者
也
﹇
注
三
﹈。
一
以　

欽
定
『
四
庫
』
書
入
史

部
者
爲
主
、
不
見
於
『
四
庫
』
著
錄
、
不
敢
登
也
。
入
『
四
庫
』

之
著
錄
而
不
隷
於
史
部
者
、
亦
不
敢
登
、
義
取
於
專
部
也
。
不

敢
妄
分
類
例
、
謹
照
書
成
年
月
・
先
後
恭
編
、
猶
史
之
本
紀
、

所
以
致
謹
嚴
之
意
。
仍
注
『
四
庫
』
部
次
於
下
、
所
從
受
也
。

【
訓
読
文
】

制
書
の
弁
首
た
る
は
、
冠
履
の
義
な
り
。
朱
氏
『
経
考
』
は

蓋
し
御
制
・
敕
選
に
分
か
つ
、
今

其
の
例
を
用
い
る
。
史
宬

金
匱
の
蔵
は
、
外
廷

窺
う
を
得
る
由
無
し
、
史
部
は
経
籍
に

同
じ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
一
に
欽
定
『
四
庫
』
書
の
史
部
に
入

る
者
を
以
て
主
と
為
し
、『
四
庫
』
の
著
録
に
見
え
ざ
れ
ば
、

敢
え
て
登
せ
ず
。『
四
庫
』
の
著
録
に
入
り
て
史
部
に
隷
わ
ざ

る
者
も
、
亦
た
敢
え
て
登
せ
ず
、
義
と
し
て
専
部
に
取
る
な
り
。

敢
え
て
妄
り
に
類
例
を
分
か
た
ず
、
謹
み
て
書
成
の
年
月
・
先

後
に
照
ら
し
て
恭
編
す
、
猶
お
史
の
本
紀
の
ご
と
く
、
謹
厳
の

意
を
致
す
所
以
な
り
。
仍か
さ

ね
て
『
四
庫
』
の
部
次
を
下
に
注
す

る
は
、
従
い
受
く
る
所
な
れ
ば
な
り
。
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注
．．
焦
竑
『
国
史
経
籍
志
』・
黄
丕
烈
『
千
頃
堂
書
目
』〕、
お
も
う
に
四

庫
の
一
で
あ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
こ
の
程
度
で
あ
り
、
簡
略
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
今
（『
史
籍
考
』
に
お
い
て
は
）
類
目

や
体
例
を
拡
充
し
、
上
か
ら
は
経
を
援
き
入
れ
、
下
か
ら
は
子
・

集
を
合
わ
せ
る
わ
け
だ
か
ら
、
史
部
専
門
の
旧
目
に
細
々
と
拘

わ
っ
て
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
変
化
を
突
き
詰
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
新
た
に
類
目
や
体
例
を
つ
く
り
〔
原
注
．．今

十
二

の
大
類
、
五
十
七
の
細
目
に
分
類
す
る
〕、
従
来
の
も
の
に
損
益
折
衷

を
加
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
原
注
．．

畢
沅
の
原
稿
は
百
十
二
の
細
目
に
分
類
し
て
い
た
が
、
非
常
に
繁
雑
で
あ
る
の

で
、
今
、
合
併
省
略
を
加
え
た
〕。『
史
籍
考
』
の
編
纂
は
、『
経
義
考
』

が
経
に
し
た
が
っ
て
分
類
を
な
し
、
そ
の
分
合
に
苦
労
が
な
い

の
と
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
抉
」
字
は
底
本
は
「
決
」
字
に
作
る
。
王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』

に
依
っ
て
改
め
た
。

﹇
二
﹈ 『
隋
書
』
経
籍
志
は
「
正
史
・
古
史
・
雑
史
・
霸
史
・
起
居
注
・
旧
事
・

職
官
・
儀
注
・
刑
法
・
雑
伝
・
地
理
・
譜
系
・
簿
録
」
の
十
三
類
、『
旧

唐
書
』
経
籍
志
お
よ
び
『
新
唐
書
』
藝
文
志
は
「
正
史
・
編
年
・
偽
史
・

雑
史
・
起
居
注
・
故
事
・
職
官
・
雑
伝
・
儀
注
・
刑
法
・
目
録
・
譜
牒
・

地
理
」
の
十
三
類
に
分
け
る
。

﹇
三
﹈ 

焦
竑
『
国
史
経
籍
志
』
の
史
部
は
「
正
史
・
編
年
・
霸
史
・
雑
史
・

起
居
注
・
故
事
・
職
官
・
時
令
・
食
貨
・
儀
注
・
法
令
・
伝
記
・
地
理
・

譜
系
・
簿
録
」
の
十
五
類
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
集
部
の
「
制
誥
」
と
「
表

奏
」
の
二
類
を
加
え
て
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
黄
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』

は
「
国
史
・
正
史
・
通
史
・
編
年
・
別
史
・
霸
史
・
史
学
・
史
鈔
・
地

理
・
職
官
・
典
故
・
時
令
・
食
貨
・
儀
注
・
政
刑
・
伝
記
・
譜
系
・
簿
録
」

の
十
八
類
に
分
か
れ
て
い
る
。

﹇
四
﹈ 嘉
業
堂
刊『
章
学
誠
遺
書
』「
章
氏
遺
書
補
遺
」所
載
の「
史
籍
考
総
目
」

は
次
の
通
り
。
な
お
、「
史
考
釈
例
」
の
部
目
・
細
目
と
は
異
同
が
あ
る
。

制
書
二
卷

紀
傳
部 

正
史
十
四
卷　

國
史
五
卷　

史
稾
二
卷

編
年
部 

通
史
七
卷　

斷
代
四
卷　

記
注
五
卷　

圖
表
三
卷

史
學
部 

考
訂
一
卷　

義
例
一
卷　

評
論
一
卷　

蒙
求
一
卷

稗
史
部 

雜
史
十
九
卷　

霸
國
三
卷

星
厤
部 

天
文
二
卷　

厤
律
六
卷　

五
行
二
卷　

時
令
二
卷

譜
牒
部 

專
家
二
十
六
卷　

總
類
二
卷　

年
譜
三
卷　

别
譜
三
卷

地
理
部 

總
載
五
卷　

分
載
十
七
卷　

方
志
十
六
卷　

水
道
三
卷　

 

外
裔
四
卷
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故
事
部 

訓
典
四
卷　

章
奏
二
十
一
卷　

典
要
三
卷　

吏
書
二
卷

 

戶
書
七
卷　

禮
書
二
十
三
卷　

兵
書
三
卷　

刑
書
七
卷　

 

工
書
四
卷　

官
曹
三
卷

目
錄
部 
總
目
三
卷　

經
史
一
卷　

詩
文
﹇
卽
文
史
﹈
五
卷

 
圖
書
五
卷　

金
石
五
卷　

叢
書
三
卷　

釋
道
一
卷

傳
記
部 

記
事
五
卷　
雜
事
十
二
卷　

類
考
十
三
卷　

法
鑒
三
卷　

 

言
行
三
卷　
人
物
五
卷　

别
傳
六
卷　

內
行
三
卷　

 

名
姓
二
卷　

譜
錄
六
卷

小
說
部 

瑣
語
二
卷　

異
聞
四
卷

　

共
三
百
二
十
五
卷
﹇
以
上
馬
氏
鈔
本
﹈

　

十
二
綱
、
五
十
五
目
で
原
注
と
は
異
同
が
あ
る
。
ま
た
各
巻
を

合
計
す
る
と
三
百
二
十
三
と
な
る
。
馬
氏
鈔
本
は
楊
見
心
蔵
山
陰

何
氏
鈔
本
を
馬
叙
倫
が
転
抄
し
た
も
の
。

﹇
五
﹈ 

畢
沅
原
稾
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、以
下
、本
文
中
で
時
折
『
史
籍
考
』

と
の
異
同
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
八
段
　
制
書

【
原
文
】

制
書
弁
首
、冠
履
之
義
也
﹇
注
一
﹈。
朱
氏
『
經
考
』
蓋
分
御
制
・

敕
選
、
今
用
其
例
﹇
注
二
﹈。
史
宬
金
匱
之
藏
、
外
廷
無
由
得
窺
、

史
部
不
同
經
籍
者
也
﹇
注
三
﹈。
一
以　

欽
定
『
四
庫
』
書
入
史

部
者
爲
主
、
不
見
於
『
四
庫
』
著
錄
、
不
敢
登
也
。
入
『
四
庫
』

之
著
錄
而
不
隷
於
史
部
者
、
亦
不
敢
登
、
義
取
於
專
部
也
。
不

敢
妄
分
類
例
、
謹
照
書
成
年
月
・
先
後
恭
編
、
猶
史
之
本
紀
、

所
以
致
謹
嚴
之
意
。
仍
注
『
四
庫
』
部
次
於
下
、
所
從
受
也
。

【
訓
読
文
】

制
書
の
弁
首
た
る
は
、
冠
履
の
義
な
り
。
朱
氏
『
経
考
』
は

蓋
し
御
制
・
敕
選
に
分
か
つ
、
今

其
の
例
を
用
い
る
。
史
宬

金
匱
の
蔵
は
、
外
廷

窺
う
を
得
る
由
無
し
、
史
部
は
経
籍
に

同
じ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
一
に
欽
定
『
四
庫
』
書
の
史
部
に
入

る
者
を
以
て
主
と
為
し
、『
四
庫
』
の
著
録
に
見
え
ざ
れ
ば
、

敢
え
て
登
せ
ず
。『
四
庫
』
の
著
録
に
入
り
て
史
部
に
隷
わ
ざ

る
者
も
、
亦
た
敢
え
て
登
せ
ず
、
義
と
し
て
専
部
に
取
る
な
り
。

敢
え
て
妄
り
に
類
例
を
分
か
た
ず
、
謹
み
て
書
成
の
年
月
・
先

後
に
照
ら
し
て
恭
編
す
、
猶
お
史
の
本
紀
の
ご
と
く
、
謹
厳
の

意
を
致
す
所
以
な
り
。
仍か
さ

ね
て
『
四
庫
』
の
部
次
を
下
に
注
す

る
は
、
従
い
受
く
る
所
な
れ
ば
な
り
。
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【
現
代
語
訳
】

制
書
を
巻
頭
に
置
く
の
は
、冠
履
の
義
で
あ
る
。
朱
彝
尊『
経

義
考
』
は
御
制
と
敕
選
と
に
分
け
て
い
る
が
、
今
、（『
史
籍
考
』

に
お
い
て
も
）
そ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
皇
史
宬
（
皇

室
の
蔵
書
室
）や
金
匱（
金
属
で
で
き
た
文
箱
）に
収
め
ら
れ
た
秘
籍
は
、

外
廷
か
ら
窺
い
知
る
手
立
て
は
な
く
、
そ
の
点
で
史
部
は
経
書

と
同
じ
で
な
い
。
た
だ
た
だ
欽
定
四
庫
全
書
の
史
部
に
入
る
者

を
中
心
と
し
、
四
庫
全
書
の
著
録
に
見
え
な
い
も
の
は
、
あ
え

て
登
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
四
庫
全
書
に
著
録
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
も
史
部
に
属
さ
な
い
も
の
は
、
や
は
り
登
載
し

な
い
。
義
例
と
し
て
専
門
で
あ
る
史
部
か
ら
の
み
採
る
の
で
あ

る
。
妄
り
に
類
例
を
分
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
謹
ん
で
成

書
の
年
月
・
先
後
に
照
ら
し
て
粛
粛
と
編
次
す
る
の
は
、
史
書

の
本
紀
の
ご
と
く
、
謹
厳
の
意
を
致
す
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に

四
庫
全
書
の
部
次
を
下
に
注
記
す
る
の
は
、
従
い
受
け
た
と
こ

ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈  「
冠
履
」
は
上
下
の
別
を
い
う
。『
史
記
』
儒
林
列
伝
に
「
冠
雖
敝
，

必
加
於
首
；
履
雖
新
，
必
關
於
足
。
何
者
，
上
下
之
分
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈  『
経
義
考
』
の
巻
一
は
御
注
・
敕
撰
で
あ
る
。

﹇
三
﹈  皇
史
宬
は
明
清
期
に
設
置
さ
れ
た
檔
案
館
。『
清
一
統
志
』京
師
四「
官

署
」
に
「
皇
史
宬
在
東
華
門
外
東
南
，實
錄
、玉
牒
、起
居
注
藏
焉
。」
と
、

顧
炎
武
「
書
吳
潘
二
子
事
」
に
「
先
朝
之
史
，
皆
天
子
之
大
臣
與
侍
從

之
官
承
命
爲
之
，
而
世
莫
得
見
。
其
藏
書
之
所
曰
皇
史
宬
。」
と
あ
る
。

第
九
段
　
紀
伝
と
編
年

【
原
文
】

古
史
必
先
編
年
、
而
今
以
紀
傳
首
編
年
者
、
編
年
自
馬
・
班

而
下
、『
隋
志
』
卽
以
紀
傳
爲
正
史
、
而
編
年
則
稱
爲
古
史
矣
。

其
實
馬
・
班
皆
法
『
春
秋
』、
命
其
本
紀
謂
之
『
春
秋
考
紀
』、

而
著
錄
家
未
之
察
也
﹇
注
一
﹈。『
唐
志
』
知
編
年
之
書
後
世
亦
未

嘗
絕
、
故
改
『
隋
志
』
古
史
之
稱
而
直
題
爲
編
年
類
。
事
理
固

得
其
實
、
然
未
盡
也
。『
隋
志
』
題
古
史
、
猶
示
編
年
之
體
之

本
爲
正
也
。『
唐
志
』
以
紀
傳
爲
正
史
、
而
直
以
編
年
爲
編
年
。

乃
是
別
出
編
年
爲
非
正
史
矣
。
是
以
宋
人
論
史
、
乃
惜
孫
盛
・

鑿
齒
之
倫
不
爲
正
史
、幾
於
名
實
爲
倒
置
也
﹇
注
二
﹈。
夫
劉
氏「
二

體
」
以
班
・
荀
爲
不
祧
之
祖
﹇
注
三
﹈。
紀
傳
・
編
年
、
古
人
未
有

軒
輊
焉
。
自
唐
以
後
、
皆
沿
『
唐
志
』
之
稱
、
於
義
實
爲
未
安
。
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故
『
史
考
』
以
紀
傳
、
編
年
分
部
、
示
平
等
也
〔
原
注
．．不
以
正

史
與
編
年
對
待
、
則
平
等
矣
〕。

【
訓
読
文
】

古
史
は
必
ず
編
年
を
先
に
す
。
而
し
て
今

紀
伝
を
以
て
編

年
に
首
た
る
者
、
編
年
は
馬
・
班
自
り
下
り
、『
隋
志
』
即
ち

紀
伝
を
以
て
正
史
と
為
し
、
而
し
て
編
年
は
則
ち
称
し
て
古

史
と
為
せ
ば
な
り
。
其
の
実

馬
・
班
皆
な
『
春
秋
』
に
法
り
、

其
の
本
紀
に
命
じ
て
之
を
『
春
秋
考
紀
』
と
謂
う
、
而
る
に
著

録
家
未
だ
之
を
察
せ
ざ
る
な
り
。『
唐
志
』
は
編
年
の
書

後
世

も
亦
た
未
だ
嘗
て
絶
え
ざ
る
を
知
る
。
故
に
『
隋
志
』
の
古
史

の
称
を
改
め
て
直
だ
題
し
て
編
年
類
と
為
す
。
事
理
固
よ
り
其

の
実
を
得
、
然
れ
ど
も
未
だ
尽
さ
ざ
る
な
り
。
隋
志
は
古
史
と

題
し
、
猶
お
編
年
の
体
の
本
は
正
為
る
を
示
す
。『
唐
志
』
は

紀
伝
を
以
て
正
史
と
為
し
、
而
し
て
直
だ
編
年
を
以
て
編
年
と

為
す
。乃
ち
是
れ
別
に
編
年
を
出
し
て
正
史
に
非
ざ
る
と
為
す
。

是
を
以
て
宋
人
史
を
論
じ
て
、
乃
ち
孫
盛
・
鑿
歯
の
倫

正
史

と
為
ら
ざ
る
を
惜
し
む
は
、
幾
ど
名
実
に
於
て
倒
置
を
為
す
。

夫
れ
劉
氏
「
二
体
」
は
班
荀
を
以
て
不
祧
の
祖
と
為
す
。
紀
伝
・

編
年
は
、
古
人
未
だ
軒
輊
有
ら
ず
。
唐
自
り
以
後
、
皆
な
唐
志

の
称
に
沿
う
は
、
義
に
於
て
実
に
未
だ
安
か
ら
ず
と
為
す
。
故

に
『
史
考
』
は
紀
伝
・
編
年
を
以
て
部
を
分
か
ち
、
平
等
を
示

す
〔
原
注
．．正
史
を
以
て
編
年
と
対
待
せ
ざ
る
は
、
則
ち
平
等
な
り
〕。

【
現
代
語
訳
】

古
史
（
古
の
史
書
）
は
き
っ
と
編
年
体
の
史
書
が
（
紀
伝
体
よ
り
も
）

先
に
存
在
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
、
紀
伝
を
編

年
の
前
に
置
く
の
は
、
編
年
は
司
馬
遷
・
班
固
（
が
紀
伝
体
を
採

用
し
て
）
以
降
下
り
坂
と
な
り
、『
隋
志
』
が
紀
伝
を
正
史
と
し
、

編
年
は
古
史
と
称
し
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
は
司
馬
遷
・
班
固

は
と
も
に
『
春
秋
』
を
手
本
と
し
、（
班
固
は
）
そ
の
本
紀
に
名

づ
け
て
「
春
秋
考
紀
」
と
呼
ん
で
い
る
の
に
、
著
録
家
た
ち
は

そ
の
こ
と
を
省
察
し
て
い
な
い
の
だ
。『
唐
志
』
は
編
年
の
書

が
後
世
も
絶
え
て
い
な
い
の
を
理
解
し
て
い
た
の
で
、『
隋
志
』

の
古
史
の
称
を
改
め
て
た
だ
編
年
類
と
な
し
た
が
（
こ
の
よ
う
な

処
理
は
）
物
事
の
道
理
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
実
情
を
得
て
は
い
る

が
、
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。『
隋
志
』
が
古
史
と
題
し
た

の
は
、
編
年
体
が
本
来
は
正
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。『
唐
志
』
は
紀
伝
を
正
史
と
し
、
編
年
は
た
だ
編

年
と
だ
け
し
た
た
め
に
、
編
年
は
正
史
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
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【
現
代
語
訳
】

制
書
を
巻
頭
に
置
く
の
は
、冠
履
の
義
で
あ
る
。
朱
彝
尊『
経

義
考
』
は
御
制
と
敕
選
と
に
分
け
て
い
る
が
、
今
、（『
史
籍
考
』

に
お
い
て
も
）
そ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
皇
史
宬
（
皇

室
の
蔵
書
室
）や
金
匱（
金
属
で
で
き
た
文
箱
）に
収
め
ら
れ
た
秘
籍
は
、

外
廷
か
ら
窺
い
知
る
手
立
て
は
な
く
、
そ
の
点
で
史
部
は
経
書

と
同
じ
で
な
い
。
た
だ
た
だ
欽
定
四
庫
全
書
の
史
部
に
入
る
者

を
中
心
と
し
、
四
庫
全
書
の
著
録
に
見
え
な
い
も
の
は
、
あ
え

て
登
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
四
庫
全
書
に
著
録
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
も
史
部
に
属
さ
な
い
も
の
は
、
や
は
り
登
載
し

な
い
。
義
例
と
し
て
専
門
で
あ
る
史
部
か
ら
の
み
採
る
の
で
あ

る
。
妄
り
に
類
例
を
分
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
謹
ん
で
成

書
の
年
月
・
先
後
に
照
ら
し
て
粛
粛
と
編
次
す
る
の
は
、
史
書

の
本
紀
の
ご
と
く
、
謹
厳
の
意
を
致
す
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に

四
庫
全
書
の
部
次
を
下
に
注
記
す
る
の
は
、
従
い
受
け
た
と
こ

ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈  「
冠
履
」
は
上
下
の
別
を
い
う
。『
史
記
』
儒
林
列
伝
に
「
冠
雖
敝
，

必
加
於
首
；
履
雖
新
，
必
關
於
足
。
何
者
，
上
下
之
分
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈  『
経
義
考
』
の
巻
一
は
御
注
・
敕
撰
で
あ
る
。

﹇
三
﹈  皇
史
宬
は
明
清
期
に
設
置
さ
れ
た
檔
案
館
。『
清
一
統
志
』京
師
四「
官

署
」
に
「
皇
史
宬
在
東
華
門
外
東
南
，實
錄
、玉
牒
、起
居
注
藏
焉
。」
と
、

顧
炎
武
「
書
吳
潘
二
子
事
」
に
「
先
朝
之
史
，
皆
天
子
之
大
臣
與
侍
從

之
官
承
命
爲
之
，
而
世
莫
得
見
。
其
藏
書
之
所
曰
皇
史
宬
。」
と
あ
る
。

第
九
段
　
紀
伝
と
編
年

【
原
文
】

古
史
必
先
編
年
、
而
今
以
紀
傳
首
編
年
者
、
編
年
自
馬
・
班

而
下
、『
隋
志
』
卽
以
紀
傳
爲
正
史
、
而
編
年
則
稱
爲
古
史
矣
。

其
實
馬
・
班
皆
法
『
春
秋
』、
命
其
本
紀
謂
之
『
春
秋
考
紀
』、

而
著
錄
家
未
之
察
也
﹇
注
一
﹈。『
唐
志
』
知
編
年
之
書
後
世
亦
未

嘗
絕
、
故
改
『
隋
志
』
古
史
之
稱
而
直
題
爲
編
年
類
。
事
理
固

得
其
實
、
然
未
盡
也
。『
隋
志
』
題
古
史
、
猶
示
編
年
之
體
之

本
爲
正
也
。『
唐
志
』
以
紀
傳
爲
正
史
、
而
直
以
編
年
爲
編
年
。

乃
是
別
出
編
年
爲
非
正
史
矣
。
是
以
宋
人
論
史
、
乃
惜
孫
盛
・

鑿
齒
之
倫
不
爲
正
史
、幾
於
名
實
爲
倒
置
也
﹇
注
二
﹈。
夫
劉
氏「
二

體
」
以
班
・
荀
爲
不
祧
之
祖
﹇
注
三
﹈。
紀
傳
・
編
年
、
古
人
未
有

軒
輊
焉
。
自
唐
以
後
、
皆
沿
『
唐
志
』
之
稱
、
於
義
實
爲
未
安
。
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故
『
史
考
』
以
紀
傳
、
編
年
分
部
、
示
平
等
也
〔
原
注
．．不
以
正

史
與
編
年
對
待
、
則
平
等
矣
〕。

【
訓
読
文
】

古
史
は
必
ず
編
年
を
先
に
す
。
而
し
て
今

紀
伝
を
以
て
編

年
に
首
た
る
者
、
編
年
は
馬
・
班
自
り
下
り
、『
隋
志
』
即
ち

紀
伝
を
以
て
正
史
と
為
し
、
而
し
て
編
年
は
則
ち
称
し
て
古

史
と
為
せ
ば
な
り
。
其
の
実
馬
・
班
皆
な
『
春
秋
』
に
法
り
、

其
の
本
紀
に
命
じ
て
之
を
『
春
秋
考
紀
』
と
謂
う
、
而
る
に
著

録
家
未
だ
之
を
察
せ
ざ
る
な
り
。『
唐
志
』
は
編
年
の
書

後
世

も
亦
た
未
だ
嘗
て
絶
え
ざ
る
を
知
る
。
故
に
『
隋
志
』
の
古
史

の
称
を
改
め
て
直
だ
題
し
て
編
年
類
と
為
す
。
事
理
固
よ
り
其

の
実
を
得
、
然
れ
ど
も
未
だ
尽
さ
ざ
る
な
り
。
隋
志
は
古
史
と

題
し
、
猶
お
編
年
の
体
の
本
は
正
為
る
を
示
す
。『
唐
志
』
は

紀
伝
を
以
て
正
史
と
為
し
、
而
し
て
直
だ
編
年
を
以
て
編
年
と

為
す
。乃
ち
是
れ
別
に
編
年
を
出
し
て
正
史
に
非
ざ
る
と
為
す
。

是
を
以
て
宋
人
史
を
論
じ
て
、
乃
ち
孫
盛
・
鑿
歯
の
倫

正
史

と
為
ら
ざ
る
を
惜
し
む
は
、
幾
ど
名
実
に
於
て
倒
置
を
為
す
。

夫
れ
劉
氏
「
二
体
」
は
班
荀
を
以
て
不
祧
の
祖
と
為
す
。
紀
伝
・

編
年
は
、
古
人
未
だ
軒
輊
有
ら
ず
。
唐
自
り
以
後
、
皆
な
唐
志

の
称
に
沿
う
は
、
義
に
於
て
実
に
未
だ
安
か
ら
ず
と
為
す
。
故

に
『
史
考
』
は
紀
伝
・
編
年
を
以
て
部
を
分
か
ち
、
平
等
を
示

す
〔
原
注
．．正
史
を
以
て
編
年
と
対
待
せ
ざ
る
は
、
則
ち
平
等
な
り
〕。

【
現
代
語
訳
】

古
史
（
古
の
史
書
）
は
き
っ
と
編
年
体
の
史
書
が
（
紀
伝
体
よ
り
も
）

先
に
存
在
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
、
紀
伝
を
編

年
の
前
に
置
く
の
は
、
編
年
は
司
馬
遷
・
班
固
（
が
紀
伝
体
を
採

用
し
て
）
以
降
下
り
坂
と
な
り
、『
隋
志
』
が
紀
伝
を
正
史
と
し
、

編
年
は
古
史
と
称
し
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
は
司
馬
遷
・
班
固

は
と
も
に
『
春
秋
』
を
手
本
と
し
、（
班
固
は
）
そ
の
本
紀
に
名

づ
け
て
「
春
秋
考
紀
」
と
呼
ん
で
い
る
の
に
、
著
録
家
た
ち
は

そ
の
こ
と
を
省
察
し
て
い
な
い
の
だ
。『
唐
志
』
は
編
年
の
書

が
後
世
も
絶
え
て
い
な
い
の
を
理
解
し
て
い
た
の
で
、『
隋
志
』

の
古
史
の
称
を
改
め
て
た
だ
編
年
類
と
な
し
た
が
（
こ
の
よ
う
な

処
理
は
）
物
事
の
道
理
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
実
情
を
得
て
は
い
る

が
、
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。『
隋
志
』
が
古
史
と
題
し
た

の
は
、
編
年
体
が
本
来
は
正
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。『
唐
志
』
は
紀
伝
を
正
史
と
し
、
編
年
は
た
だ
編

年
と
だ
け
し
た
た
め
に
、
編
年
は
正
史
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、
宋
人
が
史
書
を
論
じ

て
、
孫
盛
・
習
鑿
歯
（
の
編
ん
だ
『
魏
氏
春
秋
』『
晋
陽
秋
』
や
『
漢
晋

春
秋
』）
が
正
史
で
な
い
の
を
惜
し
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
名
称
と
実
態
に
お
い
て
顛
倒
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
劉
知
幾
は『
史
通
』二
体
篇
で
、（
紀

伝
体
の
）
班
固
『
漢
書
』
と
（
編
年
体
の
）
荀
悦
『
漢
紀
』
を
永
久

に
廃
す
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
み
な
し
て
お
り
、
紀
伝
・
編
年

は
、
古
人
に
お
い
て
は
優
劣
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
以

降
、
誰
も
が
『
唐
志
』
の
呼
称
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
は
、
義

例
に
お
い
て
実
に
落
ち
着
か
な
い
処
理
で
あ
り
、
そ
こ
で
『
史

籍
考
』
は
紀
伝
・
編
年
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
部
を
分
け
て
、

両
者
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
す
る
〔
原
注
．．
正
史
の

名
を
も
っ
て
編
年
と
対
応
さ
せ
な
い
の
が
、
平
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

班
固
が
帝
紀
を
「
春
秋
考
紀
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
漢
書
』

叙
伝
に
「
固
以
爲
唐
虞
三
代
，詩
書
所
及
，世
有
典
籍
，故
雖
堯
舜
之
盛
，

必
有
典
謨
之
篇
，
然
後
揚
名
於
後
世
，
冠
德
於
百
王
，
故
曰
．．『
巍
巍

乎
其
有
成
功
，煥
乎
其
有
文
章
也
』
漢
紹
堯
運
，以
建
帝
業
，至
於
六
世
，

史
臣
乃
追
述
功
德
，
私
作
本
紀
，
編
於
百
王
之
末
，
廁
於
秦
、
項
之
列
。

太
初
以
後
，
闕
而
不
錄
，
故
探
篹
前
記
，
綴
輯
所
聞
，
以
述
《
漢
書
》，

起
元
高
祖

0

0

0

0

，
終
于
孝
平
王
莽
之
誅

0

0

0

0

0

0

0

0

，
十
有
二
世

0

0

0

0

，
二
百
三
十
年

0

0

0

0

0

，
綜
其

0

0

行
事

0

0

，
旁
貫
五
經

0

0

0

0

，
上
下
洽
通

0

0

0

0

，
爲
春
秋
考
紀

0

0

0

0

0

、
表
、
志
、
傳
，
凡
百

篇
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
校
讎
通
義
』
宗
劉
第
二
之
二
に
は
「
二
十
三

史
，
皆
《
春
秋
》
家
學
也
。
本
紀
爲
經
，
而
志
表
傳
錄
，
亦
如
左
氏
傳

例
之
與
爲
終
始
發
明
耳
。
故
劉
歆
次
《
太
史
公
》
百
三
十
篇
於
《
春
秋
》

之
後
，
而
班
固
敍
例
亦
云

0

0

0

0

0

0

，
作
春
秋
考
紀
十
二
篇

0

0

0

0

0

0

0

0

，
明
乎
其
繼

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》

而
作

0

0

也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 

南
宋
以
降
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
正
統
論
が

喧
し
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
蜀
漢
を
正
統
と
す
る
『
漢
晋
春
秋
』
が

正
史
で
な
い
こ
と
を
惜
し
む
説
も
で
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
正
史
と
い

う
名
称
は
隋
志
が
紀
伝
体
に
与
え
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
編
年
体

の
『
漢
晋
春
秋
』
は
隋
志
の
正
史
に
入
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
。

﹇
三
﹈ 

劉
知
幾
『
史
通
』
二
体
篇
に
「
班
荀
二
體
角
力
爭
先
欲
廢
其
一
，

固
亦
難
矣
。
後
來
作
者
不
出
二
途
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
古
今
正
史
篇

で
は
紀
伝
体
だ
け
で
な
く
編
年
体
も
含
め
て
「
正
史
」
の
名
称
を
用
い

て
い
る
。
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第
十
段
　
紀
伝
部
正
史
門

【
原
文
】

或
問
、
紀
傳
・
編
年
同
列
、
是
矣
、
何
紀
傳
之
中
又
立
正
史

子
目
耶
。
答
曰
、
此
功
令
也
﹇
注
一
﹈。
自
史
氏
專
官
失
傳
而
家

自
爲
學
、
後
漢
・
六
朝
、
一
代
必
有
數
家
之
史
是
也
。
同
一
朝

代
、
同
一
紀
傳
、
而
家
學
殊
焉
。
此
史
學
之
初
變
也
。
然
諸
家

林
立
、
皆
稱
正
史
、
其
傳
久
與
否
、
存
乎
人
之
精
力
所
至
、
抑

或
有
數
存
焉
。
自
唐
立
史
科
﹇
注
二
﹈、
而
取
前
史
定
著
爲
十
三

家
﹇
注
三
﹈、
則
史
頒
學
校
而
爲
功
令
所
範
圍
、
益
爲
十
四
而
不
能
、

損
爲
十
二
而
不
可
矣
。
故
家
自
爲
學
之
風
息
、
而
一
代
之
興
、

必
集
眾
以
修
前
代
之
史
、
則
史
學
之
再
變
也
。
自
是
之
後
、
紀

傳
之
史
皆
稱
功
令
。
宋
人
之『
十
七
史
』、明
人
之『
二
十
一
史
』、

草
野
不
敢
議
增
減
也
。
故
『
史
考
』
於
紀
傳
家
史
、自
唐
以
前
、

雖
一
代
數
家
、
皆
歸
正
史
。
自
唐
以
後
、
雖
閒
有
紀
傳
之
書
、

亦
歸
別
史
子
目
而
隸
雜
史
焉
﹇
注
四
﹈。
雖
蕭
常
・
郝
經
之
『
後
漢

書
』、
義
例
未
嘗
不
正
、
而
必
以
陳
壽
爲
正
史
、
不
敢
更
列
蕭

郝
者
、
其
道
然
也
﹇
注
五
﹈。

【
訓
読
文
】

或
る
も
の
問
う
、
紀
伝
・
編
年
の
同
列
な
る
は
、
是
な
り
、

何
ぞ
紀
伝
の
中
に
又
に
正
史
の
子
目
を
立
つ
る
か
と
。
答
え
て

曰
わ
く
、
此
れ
功
令
な
り
。
史
氏
の
専
官
伝
を
失
い
て
自
り
家

ご
と
に
自
ら
学
を
為
す
、
後
漢
・
六
朝
、
一
代
に
必
ず
数
家
の

史
有
る
は
是
れ
な
り
。
同
一
の
朝
代
、
同
一
の
紀
伝
に
し
て
、

而
も
家
学
殊
に
す
。
此
れ
史
学
の
初
変
な
り
。
然
れ
ば
諸
家
林

立
し
、
皆
な
正
史
を
称
す
、
其
の
伝
の
久
し
き
と
否
ら
ざ
る
と

は
、
人
の
精
力
の
至
る
所
に
存
す
、
抑
も
或
い
は
数
有
り
て
存

す
。
唐
の
史
科
を
立
て
て
自
り
、
前
史
を
取
り
定
著
し
て
十
三

家
と
為
す
、
則
ち
史
は
学
校
に
頒
ち
て
功
令
の
範
囲
す
る
所
と

為
り
、
益
し
て
十
四
と
為
す
能
わ
ず
、
損
じ
て
十
二
と
為
す
も

不
可
な
り
。
故
に
家
ご
と
に
自
ら
学
を
為
す
の
風
息
み
、
而
し

て
一
代
の
興
る
や
、必
ず
衆
を
集
め
て
以
て
前
代
の
史
を
修
む
、

則
ち
史
学
の
再
変
な
り
。
是
れ
自
り
の
後
、
紀
伝
の
史
皆
な
功

令
に
称あ

げ
ら
る
。
宋
人
の
十
七
史
、
明
人
の
二
十
一
史
、
草
野

敢
え
て
増
減
を
議
せ
ず
。
故
に
『
史
考
』
は
紀
伝
家
の
史
に
於

て
、
唐
自
り
以
前
、
一
代
数
家
と
雖
も
、
皆
な
正
史
に
帰
す
。

唐
自
り
以
後
、
間
々
紀
伝
の
書
有
る
と
雖
も
、
亦
た
別
史
の
子

目
に
帰
し
て
雑
史
に
隷
わ
し
む
。
蕭
常
・
郝
経
の
『
後
漢
書
』、
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、
宋
人
が
史
書
を
論
じ

て
、
孫
盛
・
習
鑿
歯
（
の
編
ん
だ
『
魏
氏
春
秋
』『
晋
陽
秋
』
や
『
漢
晋

春
秋
』）
が
正
史
で
な
い
の
を
惜
し
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
名
称
と
実
態
に
お
い
て
顛
倒
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
劉
知
幾
は『
史
通
』二
体
篇
で
、（
紀

伝
体
の
）
班
固
『
漢
書
』
と
（
編
年
体
の
）
荀
悦
『
漢
紀
』
を
永
久

に
廃
す
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
み
な
し
て
お
り
、
紀
伝
・
編
年

は
、
古
人
に
お
い
て
は
優
劣
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
以

降
、
誰
も
が
『
唐
志
』
の
呼
称
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
は
、
義

例
に
お
い
て
実
に
落
ち
着
か
な
い
処
理
で
あ
り
、
そ
こ
で
『
史

籍
考
』
は
紀
伝
・
編
年
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
部
を
分
け
て
、

両
者
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
す
る
〔
原
注
．．
正
史
の

名
を
も
っ
て
編
年
と
対
応
さ
せ
な
い
の
が
、
平
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

班
固
が
帝
紀
を
「
春
秋
考
紀
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
漢
書
』

叙
伝
に
「
固
以
爲
唐
虞
三
代
，詩
書
所
及
，世
有
典
籍
，故
雖
堯
舜
之
盛
，

必
有
典
謨
之
篇
，
然
後
揚
名
於
後
世
，
冠
德
於
百
王
，
故
曰
．．『
巍
巍

乎
其
有
成
功
，煥
乎
其
有
文
章
也
』
漢
紹
堯
運
，以
建
帝
業
，至
於
六
世
，

史
臣
乃
追
述
功
德
，
私
作
本
紀
，
編
於
百
王
之
末
，
廁
於
秦
、
項
之
列
。

太
初
以
後
，
闕
而
不
錄
，
故
探
篹
前
記
，
綴
輯
所
聞
，
以
述
《
漢
書
》，

起
元
高
祖

0

0

0

0

，
終
于
孝
平
王
莽
之
誅

0

0

0

0

0

0

0

0

，
十
有
二
世

0

0

0

0

，
二
百
三
十
年

0

0

0

0

0

，
綜
其

0

0

行
事

0

0

，
旁
貫
五
經

0

0

0

0

，
上
下
洽
通

0

0

0

0

，
爲
春
秋
考
紀

0

0

0

0

0

、
表
、
志
、
傳
，
凡
百

篇
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
校
讎
通
義
』
宗
劉
第
二
之
二
に
は
「
二
十
三

史
，
皆
《
春
秋
》
家
學
也
。
本
紀
爲
經
，
而
志
表
傳
錄
，
亦
如
左
氏
傳

例
之
與
爲
終
始
發
明
耳
。
故
劉
歆
次
《
太
史
公
》
百
三
十
篇
於
《
春
秋
》

之
後
，
而
班
固
敍
例
亦
云

0

0

0

0

0

0

，
作
春
秋
考
紀
十
二
篇

0

0

0

0

0

0

0

0

，
明
乎
其
繼

0

0

0

0

《
春
秋

0

0

》

而
作

0

0

也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 

南
宋
以
降
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
正
統
論
が

喧
し
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
蜀
漢
を
正
統
と
す
る
『
漢
晋
春
秋
』
が

正
史
で
な
い
こ
と
を
惜
し
む
説
も
で
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
正
史
と
い

う
名
称
は
隋
志
が
紀
伝
体
に
与
え
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
編
年
体

の
『
漢
晋
春
秋
』
は
隋
志
の
正
史
に
入
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
。

﹇
三
﹈ 

劉
知
幾
『
史
通
』
二
体
篇
に
「
班
荀
二
體
角
力
爭
先
欲
廢
其
一
，

固
亦
難
矣
。
後
來
作
者
不
出
二
途
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
古
今
正
史
篇

で
は
紀
伝
体
だ
け
で
な
く
編
年
体
も
含
め
て
「
正
史
」
の
名
称
を
用
い

て
い
る
。
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第
十
段
　
紀
伝
部
正
史
門

【
原
文
】

或
問
、
紀
傳
・
編
年
同
列
、
是
矣
、
何
紀
傳
之
中
又
立
正
史

子
目
耶
。
答
曰
、
此
功
令
也
﹇
注
一
﹈。
自
史
氏
專
官
失
傳
而
家

自
爲
學
、
後
漢
・
六
朝
、
一
代
必
有
數
家
之
史
是
也
。
同
一
朝

代
、
同
一
紀
傳
、
而
家
學
殊
焉
。
此
史
學
之
初
變
也
。
然
諸
家

林
立
、
皆
稱
正
史
、
其
傳
久
與
否
、
存
乎
人
之
精
力
所
至
、
抑

或
有
數
存
焉
。
自
唐
立
史
科
﹇
注
二
﹈、
而
取
前
史
定
著
爲
十
三

家
﹇
注
三
﹈、
則
史
頒
學
校
而
爲
功
令
所
範
圍
、
益
爲
十
四
而
不
能
、

損
爲
十
二
而
不
可
矣
。
故
家
自
爲
學
之
風
息
、
而
一
代
之
興
、

必
集
眾
以
修
前
代
之
史
、
則
史
學
之
再
變
也
。
自
是
之
後
、
紀

傳
之
史
皆
稱
功
令
。
宋
人
之『
十
七
史
』、明
人
之『
二
十
一
史
』、

草
野
不
敢
議
增
減
也
。
故
『
史
考
』
於
紀
傳
家
史
、自
唐
以
前
、

雖
一
代
數
家
、
皆
歸
正
史
。
自
唐
以
後
、
雖
閒
有
紀
傳
之
書
、

亦
歸
別
史
子
目
而
隸
雜
史
焉
﹇
注
四
﹈。
雖
蕭
常
・
郝
經
之
『
後
漢

書
』、
義
例
未
嘗
不
正
、
而
必
以
陳
壽
爲
正
史
、
不
敢
更
列
蕭

郝
者
、
其
道
然
也
﹇
注
五
﹈。

【
訓
読
文
】

或
る
も
の
問
う
、
紀
伝
・
編
年
の
同
列
な
る
は
、
是
な
り
、

何
ぞ
紀
伝
の
中
に
又
に
正
史
の
子
目
を
立
つ
る
か
と
。
答
え
て

曰
わ
く
、
此
れ
功
令
な
り
。
史
氏
の
専
官
伝
を
失
い
て
自
り
家

ご
と
に
自
ら
学
を
為
す
、
後
漢
・
六
朝
、
一
代
に
必
ず
数
家
の

史
有
る
は
是
れ
な
り
。
同
一
の
朝
代
、
同
一
の
紀
伝
に
し
て
、

而
も
家
学
殊
に
す
。
此
れ
史
学
の
初
変
な
り
。
然
れ
ば
諸
家
林

立
し
、
皆
な
正
史
を
称
す
、
其
の
伝
の
久
し
き
と
否
ら
ざ
る
と

は
、
人
の
精
力
の
至
る
所
に
存
す
、
抑
も
或
い
は
数
有
り
て
存

す
。
唐
の
史
科
を
立
て
て
自
り
、
前
史
を
取
り
定
著
し
て
十
三

家
と
為
す
、
則
ち
史
は
学
校
に
頒
ち
て
功
令
の
範
囲
す
る
所
と

為
り
、
益
し
て
十
四
と
為
す
能
わ
ず
、
損
じ
て
十
二
と
為
す
も

不
可
な
り
。
故
に
家
ご
と
に
自
ら
学
を
為
す
の
風
息
み
、
而
し

て
一
代
の
興
る
や
、必
ず
衆
を
集
め
て
以
て
前
代
の
史
を
修
む
、

則
ち
史
学
の
再
変
な
り
。
是
れ
自
り
の
後
、
紀
伝
の
史
皆
な
功

令
に
称あ

げ
ら
る
。
宋
人
の
十
七
史
、
明
人
の
二
十
一
史
、
草
野

敢
え
て
増
減
を
議
せ
ず
。
故
に
『
史
考
』
は
紀
伝
家
の
史
に
於

て
、
唐
自
り
以
前
、
一
代
数
家
と
雖
も
、
皆
な
正
史
に
帰
す
。

唐
自
り
以
後
、
間
々
紀
伝
の
書
有
る
と
雖
も
、
亦
た
別
史
の
子

目
に
帰
し
て
雑
史
に
隷
わ
し
む
。
蕭
常
・
郝
経
の
『
後
漢
書
』、
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義
例
未
だ
嘗
て
正
し
か
ら
ざ
る
こ
と
な
し
と
雖
も
、
必
ず
陳
寿

を
以
て
正
史
と
為
し
、
敢
え
て
蕭
・
郝
を
更
列
せ
ざ
る
者
、
其

の
道
然
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

あ
る
者
は
問
う
、
紀
伝
・
編
年
が
同
列
で
あ
る
の
は
、
そ
の

通
り
で
あ
る
、
で
は
ど
う
し
て
紀
伝
部
に
ま
た
正
史
の
細
目
を

立
て
る
の
か
、
と
。
答
え
は
、
そ
れ
は
学
問
に
関
す
る
法
規
の

た
め
で
あ
る
。史
官
が
専
門
職
と
し
て
の
伝
承
を
失
っ
て
以
降
、

家
ご
と
に
独
自
に
学
問
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
後
漢
・
六
朝

に
、
朝
代
ご
と
に
き
っ
と
複
数
の
史
書
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
同
一
の
朝
代
、
同
一
の
紀
伝
体
で
あ
っ
て
も
、
家
学

に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
史
学
に
お
け
る
最
初
の

変
化
で
あ
る
。
こ
う
し
て
諸
家
が
林
立
し
、
み
な
正
史
を
称
し

た
。
そ
の
伝
承
が
久
し
き
に
お
よ
ん
だ
か
ど
う
か
は
、
編
者
の

精
励
の
結
果
で
あ
る
が
、あ
る
い
は
偶
々
残
っ
た
も
の
も
あ
る
。

唐
朝
が
貢
挙
に
史
科
を
立
て
る
と
、前
朝
の
史
書
を
取
り
あ
げ
、

定
著
し
て
十
三
史
と
し
た
。
そ
し
て
史
書
は
学
校
に
頒
布
し
て

学
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
増
や
し
て
十
四
史

と
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
減
ら
し
て
十
二
史
と
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
こ
の
た
め
に
家
ご
と
に
独
自
に
史
学
を
な
す
気
風
は

や
み
、
一
王
朝
が
興
る
と
、
か
な
ら
ず
衆
臣
を
集
め
て
前
代
の

史
書
を
編
纂
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
史
学
の
二
度
目
の

変
化
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
紀
伝
体
の
史
書
は
す
べ
て
学
令
に

取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
宋
の
十
七
史
、明
の
二
十
一
史
に
つ
い
て
、

在
野
の
者
は
あ
え
て
そ
の
増
減
を
議
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
『
史
籍
考
』
は
紀
伝
家
の
編
纂
し
た
史
書
に
つ
い
て
、
唐

以
前
は
、
一
朝
に
複
数
の
史
家
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て

正
史
に
収
め
る
こ
と
と
す
る
。
唐
以
後
は
、
時
折
紀
伝
体
の
史

書
が
あ
っ
た
も
の
の
、
別
史
の
細
目
に
収
め
て
雑
史
に
い
れ
る

こ
と
と
す
る
。
蕭
常
・
郝
経
の
『
続
後
漢
書
』
が
、
義
例
に
お

い
て
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
き
っ
と
陳
寿
『
三
国

志
』
を
正
史
と
し
、
蕭
常
・
郝
経
の
『
続
後
漢
書
』
を
正
史
の

列
に
加
え
な
い
の
は
、
道
理
と
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
功
令
」
は
学
事
に
関
す
る
法
令
・
規
定
。
学
令
。『
史
記
』
儒
林

列
伝
序
に
「
太
史
公
曰
．．余
讀
功
令
，
至
於
廣
厲
學
官
之
路
，
未
嘗
不

廢
書
而
歎
也
。」
と
あ
り
、司
馬
貞
『
史
記
索
隠
』
に
「
案
謂
學
者
課
功
，
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著
之
於
令
，
卽
今
之
學
令
是
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
与
邵
二
雲
論
文
」

に
は
「
雖
制
度
前
代
各
殊
，而
一
朝
之
興
，必
立
科
舉
學
校
，定
著
功
令
，

以
範
圍
才
俊
之
心
思
耳
目
，
一
也
。
必
若
律
度
量
衡
之
出
於
一
，
所
以

謂
同
文
之
治
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 「
史
科
」は
、唐
代
貢
挙
の
科
目
の
ひ
と
つ
。『
唐
会
要
』貢
挙
中
に「
長

慶
二
年
二
月
，
諫
議
大
夫
殷
侑
奏
．．
…
…
伏
惟
國
朝
故
事
，
國
子
學
有

文
史
直
者
，宏
文
館
宏
文
生
，並
試
以
《
史
記
》、兩
《
漢
書
》、《
三
國
志
》，

又
有
一
史
科
，近
日
以
來
，史
學
都
廢
，至
於
有
身
處
班
列
，朝
廷
舊
章
，

昧
而
莫
知
。
況
乎
前
代
之
載
，
焉
能
知
之
。
伏
請
置
前
件
史
科
。
每
史

問
大
義
一
百
條
，
策
三
道
。
義
通
七
，
策
通
二
以
上
，
爲
及
第
。
能
通

一
史
者
，
請
同
五
經
三
傳
例
處
分
。
其
有
出
身
及
前
資
官
應
者
，
請
同

學
究
一
經
例
處
分
。
有
出
身
及
前
資
官
，
優
稍
與
處
分
。
其
三
史
皆
通

者
，
請
錄
奏
聞
，
特
加
奬
擢
。
仍
請
頒
下
兩
都
國
子
監
，
任
生
徒
習
讀
。

勅
旨
。
宜
依
。
仍
付
所
司
。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
丙
辰
箚
記
」
に
「
唐
時
《
東
觀
漢
記
》
及
華
、
謝
諸
家
《
後
漢
書
》

俱
在
。
而
功
令
表
、
十
三
史
獨
取
范
書
。
李
習
之
與
皇
甫
持
正
書
曰
．．

足
下
讀
范
蔚
宗
《
漢
書
》、陳
壽
《
三
國
志
》、王
隱
《
晉
書
》。
生
熟
何
如
。

左
邱
明
、
司
馬
遷
、
班
固
之
書
温
習
哉
。《
晉
書
》
舉
王
隱
者
。
功
令

用
御
撰
本
。
謹
避
不
敢
加
褒
貶
也
。
後
漢
、
三
國
之
用
范
、
陳
。
唐
時

已
自
有
定
論
矣
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
史
籍
考
総
目
」
に
は
別
史
と
い
う
類
目
は
な
く
、
雑
史
は
稗
史
部

の
細
目
と
な
っ
て
い
る
。
第
七
段
注
四
参
照
。

﹇
五
﹈ 「
蕭
常
・
郝
經
之
『
後
漢
書
』」
は
、
宋
・
蕭
常
『
続
後
漢
書
』、
元
・

郝
経
『
続
後
漢
書
』
を
指
す
。

第
十
一
段
　
紀
伝
部
正
史
門
の
収
録
範
囲
と
国
史

【
原
文
】

正
史
一
門
、
畢
宮
保
原
稾
但
稱
紀
傳
、
而
紀
傳
中
又
分
通
史

〔
原
注
．．『
史
記
』
是
也
、
又
附
入
梁
武
『
通
史
』、
鄭
樵
『
通
志
』、
今
應
改
入

別
史
〕・
斷
代
〔
原
注
．．班
・
范
以
下
是
也
〕・
集
史
〔
原
注
．．
南
北
史
是

也
〕・
國
別
〔
原
注
．．『
三
國
志
』
是
也
〕、
不
免
繁
碎
。
今
以
學
校
頒

分
二
十
四
史
爲
主
、題
爲
正
史
〔
原
注
．．應
將
原
稾
改
正
〕、而
馮
商
・

褚
少
孫
・
班
叔
皮
諸
家
之
續
『
史
記
』
者
、
附
『
史
記
』
後
；

華
嶠
・
謝
承
・
袁
山
松
諸
家
之
『
後
漢
書
』、
與
范
氏
『
後
漢
書
』

依
先
後
時
代
編
次
；
何
法
盛
・
謝
靈
運
・
臧
榮
緒
諸
家
之
『
晉

書
』、
與
唐
太
宗
御
撰
『
晉
書
』
依
先
後
時
代
編
次
〔
原
注
．．
六

朝
諸
史
皆
倣
此
〕。
蓋
書
傳
有
幸
有
不
幸
、
其
初
皆
正
史
故
也
〔
原

注
．．魏
吳
諸
書
之
於
陳
『
志
』
亦
然
〕、若
唐
宋
以
後
、正
史
自
有
一
定
、

無
出
入
矣
。
國
史
從
無
流
傳
之
書
﹇
注
一
﹈、
而
史
志
著
錄
與
諸
書
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義
例
未
だ
嘗
て
正
し
か
ら
ざ
る
こ
と
な
し
と
雖
も
、
必
ず
陳
寿

を
以
て
正
史
と
為
し
、
敢
え
て
蕭
・
郝
を
更
列
せ
ざ
る
者
、
其

の
道
然
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

あ
る
者
は
問
う
、
紀
伝
・
編
年
が
同
列
で
あ
る
の
は
、
そ
の

通
り
で
あ
る
、
で
は
ど
う
し
て
紀
伝
部
に
ま
た
正
史
の
細
目
を

立
て
る
の
か
、
と
。
答
え
は
、
そ
れ
は
学
問
に
関
す
る
法
規
の

た
め
で
あ
る
。史
官
が
専
門
職
と
し
て
の
伝
承
を
失
っ
て
以
降
、

家
ご
と
に
独
自
に
学
問
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
後
漢
・
六
朝

に
、
朝
代
ご
と
に
き
っ
と
複
数
の
史
書
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
同
一
の
朝
代
、
同
一
の
紀
伝
体
で
あ
っ
て
も
、
家
学

に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
史
学
に
お
け
る
最
初
の

変
化
で
あ
る
。
こ
う
し
て
諸
家
が
林
立
し
、
み
な
正
史
を
称
し

た
。
そ
の
伝
承
が
久
し
き
に
お
よ
ん
だ
か
ど
う
か
は
、
編
者
の

精
励
の
結
果
で
あ
る
が
、あ
る
い
は
偶
々
残
っ
た
も
の
も
あ
る
。

唐
朝
が
貢
挙
に
史
科
を
立
て
る
と
、前
朝
の
史
書
を
取
り
あ
げ
、

定
著
し
て
十
三
史
と
し
た
。
そ
し
て
史
書
は
学
校
に
頒
布
し
て

学
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
増
や
し
て
十
四
史

と
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
減
ら
し
て
十
二
史
と
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
こ
の
た
め
に
家
ご
と
に
独
自
に
史
学
を
な
す
気
風
は

や
み
、
一
王
朝
が
興
る
と
、
か
な
ら
ず
衆
臣
を
集
め
て
前
代
の

史
書
を
編
纂
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
史
学
の
二
度
目
の

変
化
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
紀
伝
体
の
史
書
は
す
べ
て
学
令
に

取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
宋
の
十
七
史
、明
の
二
十
一
史
に
つ
い
て
、

在
野
の
者
は
あ
え
て
そ
の
増
減
を
議
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
『
史
籍
考
』
は
紀
伝
家
の
編
纂
し
た
史
書
に
つ
い
て
、
唐

以
前
は
、
一
朝
に
複
数
の
史
家
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て

正
史
に
収
め
る
こ
と
と
す
る
。
唐
以
後
は
、
時
折
紀
伝
体
の
史

書
が
あ
っ
た
も
の
の
、
別
史
の
細
目
に
収
め
て
雑
史
に
い
れ
る

こ
と
と
す
る
。
蕭
常
・
郝
経
の
『
続
後
漢
書
』
が
、
義
例
に
お

い
て
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
き
っ
と
陳
寿
『
三
国

志
』
を
正
史
と
し
、
蕭
常
・
郝
経
の
『
続
後
漢
書
』
を
正
史
の

列
に
加
え
な
い
の
は
、
道
理
と
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
功
令
」
は
学
事
に
関
す
る
法
令
・
規
定
。
学
令
。『
史
記
』
儒
林

列
伝
序
に
「
太
史
公
曰
．．余
讀
功
令
，
至
於
廣
厲
學
官
之
路
，
未
嘗
不

廢
書
而
歎
也
。」
と
あ
り
、司
馬
貞
『
史
記
索
隠
』
に
「
案
謂
學
者
課
功
，
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著
之
於
令
，
卽
今
之
學
令
是
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
与
邵
二
雲
論
文
」

に
は
「
雖
制
度
前
代
各
殊
，而
一
朝
之
興
，必
立
科
舉
學
校
，定
著
功
令
，

以
範
圍
才
俊
之
心
思
耳
目
，
一
也
。
必
若
律
度
量
衡
之
出
於
一
，
所
以

謂
同
文
之
治
也
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 「
史
科
」は
、唐
代
貢
挙
の
科
目
の
ひ
と
つ
。『
唐
会
要
』貢
挙
中
に「
長

慶
二
年
二
月
，
諫
議
大
夫
殷
侑
奏
．．
…
…
伏
惟
國
朝
故
事
，
國
子
學
有

文
史
直
者
，宏
文
館
宏
文
生
，並
試
以
《
史
記
》、兩
《
漢
書
》、《
三
國
志
》，

又
有
一
史
科
，近
日
以
來
，史
學
都
廢
，至
於
有
身
處
班
列
，朝
廷
舊
章
，

昧
而
莫
知
。
況
乎
前
代
之
載
，
焉
能
知
之
。
伏
請
置
前
件
史
科
。
每
史

問
大
義
一
百
條
，
策
三
道
。
義
通
七
，
策
通
二
以
上
，
爲
及
第
。
能
通

一
史
者
，
請
同
五
經
三
傳
例
處
分
。
其
有
出
身
及
前
資
官
應
者
，
請
同

學
究
一
經
例
處
分
。
有
出
身
及
前
資
官
，
優
稍
與
處
分
。
其
三
史
皆
通

者
，
請
錄
奏
聞
，
特
加
奬
擢
。
仍
請
頒
下
兩
都
國
子
監
，
任
生
徒
習
讀
。

勅
旨
。
宜
依
。
仍
付
所
司
。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
丙
辰
箚
記
」
に
「
唐
時
《
東
觀
漢
記
》
及
華
、
謝
諸
家
《
後
漢
書
》

俱
在
。
而
功
令
表
、
十
三
史
獨
取
范
書
。
李
習
之
與
皇
甫
持
正
書
曰
．．

足
下
讀
范
蔚
宗
《
漢
書
》、陳
壽
《
三
國
志
》、王
隱
《
晉
書
》。
生
熟
何
如
。

左
邱
明
、
司
馬
遷
、
班
固
之
書
温
習
哉
。《
晉
書
》
舉
王
隱
者
。
功
令

用
御
撰
本
。
謹
避
不
敢
加
褒
貶
也
。
後
漢
、
三
國
之
用
范
、
陳
。
唐
時

已
自
有
定
論
矣
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
史
籍
考
総
目
」
に
は
別
史
と
い
う
類
目
は
な
く
、
雑
史
は
稗
史
部

の
細
目
と
な
っ
て
い
る
。
第
七
段
注
四
参
照
。

﹇
五
﹈ 「
蕭
常
・
郝
經
之
『
後
漢
書
』」
は
、
宋
・
蕭
常
『
続
後
漢
書
』、
元
・

郝
経
『
続
後
漢
書
』
を
指
す
。

第
十
一
段
　
紀
伝
部
正
史
門
の
収
録
範
囲
と
国
史

【
原
文
】

正
史
一
門
、
畢
宮
保
原
稾
但
稱
紀
傳
、
而
紀
傳
中
又
分
通
史

〔
原
注
．．『
史
記
』
是
也
、
又
附
入
梁
武
『
通
史
』、
鄭
樵
『
通
志
』、
今
應
改
入

別
史
〕・
斷
代
〔
原
注
．．班
・
范
以
下
是
也
〕・
集
史
〔
原
注
．．
南
北
史
是

也
〕・
國
別
〔
原
注
．．『
三
國
志
』
是
也
〕、
不
免
繁
碎
。
今
以
學
校
頒

分
二
十
四
史
爲
主
、題
爲
正
史
〔
原
注
．．應
將
原
稾
改
正
〕、而
馮
商
・

褚
少
孫
・
班
叔
皮
諸
家
之
續
『
史
記
』
者
、
附
『
史
記
』
後
；

華
嶠
・
謝
承
・
袁
山
松
諸
家
之
『
後
漢
書
』、
與
范
氏
『
後
漢
書
』

依
先
後
時
代
編
次
；
何
法
盛
・
謝
靈
運
・
臧
榮
緒
諸
家
之
『
晉

書
』、
與
唐
太
宗
御
撰
『
晉
書
』
依
先
後
時
代
編
次
〔
原
注
．．
六

朝
諸
史
皆
倣
此
〕。
蓋
書
傳
有
幸
有
不
幸
、
其
初
皆
正
史
故
也
〔
原

注
．．魏
吳
諸
書
之
於
陳
『
志
』
亦
然
〕、若
唐
宋
以
後
、正
史
自
有
一
定
、

無
出
入
矣
。
國
史
從
無
流
傳
之
書
﹇
注
一
﹈、
而
史
志
著
錄
與
諸
書
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所
稱
引
者
、
歷
有
可
考
、
要
以
後
漢
班
固
與
陳
宗
・
尹
敏
諸
人

修
『
世
祖
紀
』
與
新
市
・
平
林
諸
傳
、
載
紀
爲
最
顯
著
﹇
注
二
﹈。

自
後
依
代
編
纂
。
與
編
年
部
之
實
錄
・
記
注
、
可
以
參
互
、
皆

本
朝
臣
子
修
現
行
事
例
也
。

【
訓
読
文
】

正
史
の
一
門
、畢
宮
保
の
原
稿
は
但
だ
紀
伝
と
称
す
る
の
み
、

而
し
て
紀
伝
中
を
又
た
通
史
〔
原
注
．．『
史
記
』
是
れ
な
り
、
又
た
附
し

て
梁
武
『
通
史
』・
鄭
樵
『
通
志
』
を
入
る
、今
応
に
改
め
て
別
史
に
入
る
べ
し
〕・

断
代
〔
原
注
．．班
范
以
下
是
れ
な
り
〕・
集
史
〔
原
注
．．南
北
史
是
れ
な
り
〕・

国
別
〔
原
注
．．『
三
国
志
』
是
れ
な
り
〕
に
分
か
つ
は
繁
碎
を
免
れ
ず
。

今

学
校

二
十
四
史
を
頒
分
し
て
主
と
為
す
を
以
て
、
題
し
て

正
史
と
為
し〔
原
注
．．応
に
原
稿
を
将
て
改
正
す
べ
し
〕、馮
商
・
褚
少
孫
・

班
叔
皮
諸
家
の
『
史
記
』
に
続
く
者
は
、『
史
記
』
の
後
に
附
す
。

華
嶠
・
謝
承
・
袁
山
松
諸
家
の
『
後
漢
書
』
は
、
范
氏
『
後
漢

書
』
と
与
に
先
後
時
代
に
依
り
て
編
次
す
。
何
法
盛
・
謝
霊
運
・

臧
栄
緒
諸
家
の
『
晋
書
』
は
、
唐
太
宗
御
撰
『
晋
書
』
と
与
に

先
後
時
代
に
依
り
て
編
次
す〔
原
注
．．六
朝
の
諸
史
は
皆
な
此
に
倣
う
〕。

蓋
し
書
伝
に
幸
有
り
不
幸
有
る
も
、
其
の
初
め
皆
な
正
史
な
る

が
故
な
り
〔
原
注
．．魏
呉
諸
書
の
陳
『
志
』
に
於
け
る
も
亦
た
然
り
〕、
唐

宋
以
後
の
若
き
は
、
正
史
自
ら
一
に
定
ま
る
有
り
て
、
出
入
無

し
。
国
史
は
従か
つ

て
流
伝
の
書
無
し
、
而
し
て
史
志
の
著
録
と
諸

書
称
引
す
る
所
の
者
と
は
、
歴あ
ま
ねく
考
う
べ
き
有
り
、
要
す
る
に

後
漢
は
班
固
と
陳
宗
、
尹
敏
ら
諸
人
修
む
る
『
世
祖
紀
』
と
新

市
・
平
林
の
諸
伝
・
載
紀
を
以
て
最
も
顕
著
と
為
す
。
自
後
は

代
に
依
り
て
編
纂
し
、
編
年
部
の
実
録
・
記
注
と
、
以
て
参
互

す
べ
し
、
皆
な
本
朝
の
臣
子

現
行
の
事
例
を
修
む
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

正
史
は
、
畢
沅
の
原
稿
で
は
た
だ
紀
伝
と
称
し
て
お
り
、
紀

伝
を
さ
ら
に
通
史
〔
原
注
．．『
史
記
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
附
録
と
し
て
梁
武

帝
『
通
史
』
や
鄭
樵
『
通
志
』
を
帰
属
さ
せ
て
い
た
、
今
、
所
属
を
改
め
て
別

史
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
〕・
断
代
〔
原
注
．．班
固
・
范
曄
以
下
で
あ
る
〕・

集
史
〔
原
注
．．
南
北
史
で
あ
る
〕・
国
別
〔
原
注
．．『
三
国
志
』
で
あ
る
〕

と
分
け
て
い
た
の
は
繁
雑
を
免
れ
な
い
。
今
、
学
校
が
二
十
四

史
を
頒
布
し
て
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、（『
史
籍
考
』
で
は
）

正
史
と
題
し
て
〔
原
注
．．原
稿
は
改
正
す
べ
き
で
あ
る
〕、
馮
商
・
褚

少
孫
・
班
彪
ら
諸
家
の
『
史
記
』
続
編
は
、『
史
記
』
の
後
に

附
属
さ
せ
る
。
華
嶠
・
謝
承
・
袁
山
松
ら
諸
家
の
『
後
漢
書
』

は
、
范
曄
『
後
漢
書
』
と
と
も
に
成
書
の
前
後
に
よ
っ
て
順
序

「文学部紀要」文教大学文学部　37-1号　文教大学目録学研究会

（31）

立
て
る
。
何
法
盛
・
謝
霊
運
・
臧
栄
緒
ら
諸
家
の
『
晋
書
』
は
、

唐
・
太
宗
御
撰
の
『
晋
書
』
と
と
も
に
成
書
の
前
後
に
よ
っ
て

配
列
す
る
〔
原
注
．．六
朝
の
諸
史
は
す
べ
て
こ
の
方
法
に
な
ら
う
〕。
お
も

う
に
書
籍
の
伝
承
に
は
幸
不
幸
が
あ
る
も
の
の
、
初
め
は
い
ず

れ
も
正
史
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
〔
原
注
．．魏
・
呉
に
関
す
る
諸
書
の

陳
寿『
三
国
志
』に
対
す
る
関
係
も
同
様
で
あ
る
〕。
唐
宋
以
後
に
な
る
と
、

正
史
は
お
の
ず
と
一
に
定
ま
っ
て
、
不
一
致
は
な
く
な
っ
た
。

国
史
に
は
も
と
も
と
流
伝
し
た
書
物
は
な
い
が
、
史
志
の
著
録

と
諸
書
が
援
引
し
た
文
言
は
、
ひ
ろ
く
考
察
可
能
で
、
要
は
後

漢
の
班
固
と
陳
宗
、
尹
敏
ら
諸
人
の
編
ん
だ
『
世
祖
紀
』
と
新

市
・
平
林
ら
の
諸
伝
・
載
紀
が
最
も
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
そ

の
後
は
朝
代
に
し
た
が
っ
て
編
纂
す
る
。
編
年
部
の
実
録
・
記

注
と
相
互
に
参
照
す
べ
き
も
の
で
、
い
ず
れ
も
あ
る
朝
代
の
臣

下
が
当
時
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
国
史
」
は
、
当
代
人
が
編
纂
し
た
そ
の
国
朝
の
史
書
の
こ
と
。

﹇
二
﹈ 『
後
漢
書
』
班
固
伝
に
「
顯
宗
甚
奇
之
，召
詣
校
書
部
，除
蘭
臺
令
史
，

與
前
睢
陽
令
陳
宗
、長
陵
令
尹
敏
、司
隸
從
事
孟
異
共
成
《
世
祖
本
紀
》。

遷
爲
郎
、
典
校
祕
書
。
固
又
撰
功
臣
、
平
林
、
新
市
、
公
孫
述
事
、
作

列
傳
、
載
記
二
十
八
篇
，
奏
之
。」
と
あ
る
。

第
十
二
段
　
紀
伝
部
史
稾
門

【
原
文
】

史
稾
向
不
著
錄
、
今
從
諸
書
記
載
采
取
而
成
、
乃
屬
創
始
之

事
、若
無
憑
籍
、尚
恐
不
免
遺
漏
。蓋
前
人
於
此
皆
不
經
意
故
也
。

但
古
人
作
史
、
專
門
名
家
、
史
成
不
問
稾
也
。
自
東
觀
集
眾
修

書
而
後
、
同
局
之
中
、
人
才
優
劣
敏
鈍
、
判
若
天
淵
。
一
書
之

中
、
利
病
雜
見
、
若
不
考
求
草
稾
所
出
、
則
功
罪
誰
分
。
竊
謂

集
眾
修
書
、
必
當
記
其
分
曹
授
簡
、
且
詳
識
其
草
創
潤
色
、
別

爲
一
篇
、
附
於
本
書
之
後
、
則
史
官
知
所
激
勸
。
今
之
搜
輯
史

稾
、
正
欲
使
觀
者
感
興
也
。
但
宋
・
元
以
來
、
文
史
浩
繁
、
耳

目
恐
有
未
周
。
姑
立
此
門
、以
爲
權
輿
。
如
有
好
學
專
搜
此
事
、

自
爲
一
書
、
亦
佳
事
也
。

【
訓
読
文
】

史
稿
は
向さ
き

に
著
録
せ
ず
、
今
諸
書
の
記
載
に
従
い
て
采
取
し

て
成
る
。
乃
ち
創
始
の
事
に
属
す
。
若
し
く
は
憑
籍
無
く
、
尚

お
遺
漏
を
免
れ
ざ
る
を
恐
る
。
蓋
し
前
人
此
に
於
て
皆
な
経
意
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所
稱
引
者
、
歷
有
可
考
、
要
以
後
漢
班
固
與
陳
宗
・
尹
敏
諸
人

修
『
世
祖
紀
』
與
新
市
・
平
林
諸
傳
、
載
紀
爲
最
顯
著
﹇
注
二
﹈。

自
後
依
代
編
纂
。
與
編
年
部
之
實
錄
・
記
注
、
可
以
參
互
、
皆

本
朝
臣
子
修
現
行
事
例
也
。

【
訓
読
文
】

正
史
の
一
門
、畢
宮
保
の
原
稿
は
但
だ
紀
伝
と
称
す
る
の
み
、

而
し
て
紀
伝
中
を
又
た
通
史
〔
原
注
．．『
史
記
』
是
れ
な
り
、
又
た
附
し

て
梁
武
『
通
史
』・
鄭
樵
『
通
志
』
を
入
る
、今
応
に
改
め
て
別
史
に
入
る
べ
し
〕・

断
代
〔
原
注
．．班
范
以
下
是
れ
な
り
〕・
集
史
〔
原
注
．．南
北
史
是
れ
な
り
〕・

国
別
〔
原
注
．．『
三
国
志
』
是
れ
な
り
〕
に
分
か
つ
は
繁
碎
を
免
れ
ず
。

今

学
校

二
十
四
史
を
頒
分
し
て
主
と
為
す
を
以
て
、
題
し
て

正
史
と
為
し〔
原
注
．．応
に
原
稿
を
将
て
改
正
す
べ
し
〕、馮
商
・
褚
少
孫
・

班
叔
皮
諸
家
の
『
史
記
』
に
続
く
者
は
、『
史
記
』
の
後
に
附
す
。

華
嶠
・
謝
承
・
袁
山
松
諸
家
の
『
後
漢
書
』
は
、
范
氏
『
後
漢

書
』
と
与
に
先
後
時
代
に
依
り
て
編
次
す
。
何
法
盛
・
謝
霊
運
・

臧
栄
緒
諸
家
の
『
晋
書
』
は
、
唐
太
宗
御
撰
『
晋
書
』
と
与
に

先
後
時
代
に
依
り
て
編
次
す〔
原
注
．．六
朝
の
諸
史
は
皆
な
此
に
倣
う
〕。

蓋
し
書
伝
に
幸
有
り
不
幸
有
る
も
、
其
の
初
め
皆
な
正
史
な
る

が
故
な
り
〔
原
注
．．魏
呉
諸
書
の
陳
『
志
』
に
於
け
る
も
亦
た
然
り
〕、
唐

宋
以
後
の
若
き
は
、
正
史
自
ら
一
に
定
ま
る
有
り
て
、
出
入
無

し
。
国
史
は
従か
つ

て
流
伝
の
書
無
し
、
而
し
て
史
志
の
著
録
と
諸

書
称
引
す
る
所
の
者
と
は
、
歴あ
ま
ねく
考
う
べ
き
有
り
、
要
す
る
に

後
漢
は
班
固
と
陳
宗
、
尹
敏
ら
諸
人
修
む
る
『
世
祖
紀
』
と
新

市
・
平
林
の
諸
伝
・
載
紀
を
以
て
最
も
顕
著
と
為
す
。
自
後
は

代
に
依
り
て
編
纂
し
、
編
年
部
の
実
録
・
記
注
と
、
以
て
参
互

す
べ
し
、
皆
な
本
朝
の
臣
子

現
行
の
事
例
を
修
む
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

正
史
は
、
畢
沅
の
原
稿
で
は
た
だ
紀
伝
と
称
し
て
お
り
、
紀

伝
を
さ
ら
に
通
史
〔
原
注
．．『
史
記
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
附
録
と
し
て
梁
武

帝
『
通
史
』
や
鄭
樵
『
通
志
』
を
帰
属
さ
せ
て
い
た
、
今
、
所
属
を
改
め
て
別

史
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
〕・
断
代
〔
原
注
．．班
固
・
范
曄
以
下
で
あ
る
〕・

集
史
〔
原
注
．．
南
北
史
で
あ
る
〕・
国
別
〔
原
注
．．『
三
国
志
』
で
あ
る
〕

と
分
け
て
い
た
の
は
繁
雑
を
免
れ
な
い
。
今
、
学
校
が
二
十
四

史
を
頒
布
し
て
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、（『
史
籍
考
』
で
は
）

正
史
と
題
し
て
〔
原
注
．．原
稿
は
改
正
す
べ
き
で
あ
る
〕、
馮
商
・
褚

少
孫
・
班
彪
ら
諸
家
の
『
史
記
』
続
編
は
、『
史
記
』
の
後
に

附
属
さ
せ
る
。
華
嶠
・
謝
承
・
袁
山
松
ら
諸
家
の
『
後
漢
書
』

は
、
范
曄
『
後
漢
書
』
と
と
も
に
成
書
の
前
後
に
よ
っ
て
順
序

「文学部紀要」文教大学文学部　37-1号　文教大学目録学研究会

（31）

立
て
る
。
何
法
盛
・
謝
霊
運
・
臧
栄
緒
ら
諸
家
の
『
晋
書
』
は
、

唐
・
太
宗
御
撰
の
『
晋
書
』
と
と
も
に
成
書
の
前
後
に
よ
っ
て

配
列
す
る
〔
原
注
．．六
朝
の
諸
史
は
す
べ
て
こ
の
方
法
に
な
ら
う
〕。
お
も

う
に
書
籍
の
伝
承
に
は
幸
不
幸
が
あ
る
も
の
の
、
初
め
は
い
ず

れ
も
正
史
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
〔
原
注
．．魏
・
呉
に
関
す
る
諸
書
の

陳
寿『
三
国
志
』に
対
す
る
関
係
も
同
様
で
あ
る
〕。
唐
宋
以
後
に
な
る
と
、

正
史
は
お
の
ず
と
一
に
定
ま
っ
て
、
不
一
致
は
な
く
な
っ
た
。

国
史
に
は
も
と
も
と
流
伝
し
た
書
物
は
な
い
が
、
史
志
の
著
録

と
諸
書
が
援
引
し
た
文
言
は
、
ひ
ろ
く
考
察
可
能
で
、
要
は
後

漢
の
班
固
と
陳
宗
、
尹
敏
ら
諸
人
の
編
ん
だ
『
世
祖
紀
』
と
新

市
・
平
林
ら
の
諸
伝
・
載
紀
が
最
も
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
そ

の
後
は
朝
代
に
し
た
が
っ
て
編
纂
す
る
。
編
年
部
の
実
録
・
記

注
と
相
互
に
参
照
す
べ
き
も
の
で
、
い
ず
れ
も
あ
る
朝
代
の
臣

下
が
当
時
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
国
史
」
は
、
当
代
人
が
編
纂
し
た
そ
の
国
朝
の
史
書
の
こ
と
。

﹇
二
﹈ 『
後
漢
書
』
班
固
伝
に
「
顯
宗
甚
奇
之
，召
詣
校
書
部
，除
蘭
臺
令
史
，

與
前
睢
陽
令
陳
宗
、長
陵
令
尹
敏
、司
隸
從
事
孟
異
共
成
《
世
祖
本
紀
》。

遷
爲
郎
、
典
校
祕
書
。
固
又
撰
功
臣
、
平
林
、
新
市
、
公
孫
述
事
、
作

列
傳
、
載
記
二
十
八
篇
，
奏
之
。」
と
あ
る
。

第
十
二
段
　
紀
伝
部
史
稾
門

【
原
文
】

史
稾
向
不
著
錄
、
今
從
諸
書
記
載
采
取
而
成
、
乃
屬
創
始
之

事
、若
無
憑
籍
、尚
恐
不
免
遺
漏
。蓋
前
人
於
此
皆
不
經
意
故
也
。

但
古
人
作
史
、
專
門
名
家
、
史
成
不
問
稾
也
。
自
東
觀
集
眾
修

書
而
後
、
同
局
之
中
、
人
才
優
劣
敏
鈍
、
判
若
天
淵
。
一
書
之

中
、
利
病
雜
見
、
若
不
考
求
草
稾
所
出
、
則
功
罪
誰
分
。
竊
謂

集
眾
修
書
、
必
當
記
其
分
曹
授
簡
、
且
詳
識
其
草
創
潤
色
、
別

爲
一
篇
、
附
於
本
書
之
後
、
則
史
官
知
所
激
勸
。
今
之
搜
輯
史

稾
、
正
欲
使
觀
者
感
興
也
。
但
宋
・
元
以
來
、
文
史
浩
繁
、
耳

目
恐
有
未
周
。
姑
立
此
門
、以
爲
權
輿
。
如
有
好
學
專
搜
此
事
、

自
爲
一
書
、
亦
佳
事
也
。

【
訓
読
文
】

史
稿
は
向さ
き

に
著
録
せ
ず
、
今
諸
書
の
記
載
に
従
い
て
采
取
し

て
成
る
。
乃
ち
創
始
の
事
に
属
す
。
若
し
く
は
憑
籍
無
く
、
尚

お
遺
漏
を
免
れ
ざ
る
を
恐
る
。
蓋
し
前
人
此
に
於
て
皆
な
経
意
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せ
ざ
る
故
な
り
。
但
だ
古
人
史
を
作
る
に
、専
門
名
家
な
れ
ば
、

史
成
れ
ば
稿
を
問
わ
ず
。
東
観

聚
を
集
め
て
書
を
修
め
て
自

り
後
、同
局
の
中
、人
才
優
劣
敏
鈍
、判
れ
る
こ
と
天
淵
の
若
し
。

一
書
の
中
、
利
病
雑
見
す
、
若
し
草
稿
の
出
づ
る
所
を
考
求
せ

ざ
れ
ば
、
則
ち
功
罪
誰
か
分
か
た
ん
。
窃
か
に
謂
え
ら
く
衆
を

集
め
て
書
を
修
む
る
に
、
必
ず
当
に
其
の
分
曹
授
簡
を
記
す
べ

し
、
且
つ
詳
し
く
其
の
草
創
潤
色
を
識
し
、
別
に
一
篇
を
為
し
、

本
書
の
後
に
附
さ
ば
、
則
ち
史
官
は
激
勧
す
る
所
を
知
る
。
今

之
れ
史
稿
を
捜
集
す
る
は
、
正
に
観
る
者
を
し
て
感
興
せ
し
め

ん
と
欲
す
る
な
り
。
但
だ
宋
・
元
以
来
、
文
史
浩
繁
な
れ
ば
、

耳
目

未
だ
周
か
ら
ざ
る
有
る
を
恐
る
。
姑
く
此
の
門
を
立
て
、

以
て
権
輿
と
為
す
。
如も

し
好
学
有
り
て
此
の
事
を
専
捜
し
、
自

ら
一
書
を
為
さ
ば
、
亦
た
佳
事
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

史
稿
は
従
来
（
の
書
目
は
）
著
録
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
今
、

諸
書
の
記
録
よ
り
収
集
し
て
成
し
た
の
は
、
創
始
の
事
に
属

す
。
あ
る
い
は
依
拠
す
る
資
料
が
な
く
、
な
お
遺
漏
を
免
れ
な

い
の
で
は
と
恐
れ
る
。
お
も
う
に
先
人
た
ち
は
み
な
こ
の
点
に

心
を
留
め
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
人

が
史
書
を
作
っ
た
際
は
、
専
門
の
名
家
で
あ
り
、
史
書
が
完
成

す
れ
ば
原
稿
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
漢
代
に
東
観

で
衆
臣
を
集
め
て
史
書
を
編
纂
さ
せ
て
以
降
、
ひ
と
つ
の
編
纂

部
署
の
中
に
お
け
る
、才
能
の
優
劣
や
聡
敏
さ
遅
鈍
ぶ
り
は
（
人

に
よ
っ
て
）
天
と
地
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。
す
る
と
一
書
の
中
に
、

出
来
不
出
来
が
混
じ
り
あ
う
こ
と
と
な
り
、
も
し
草
稿
の
出
処

を
考
察
追
求
し
な
け
れ
ば
、
功
績
と
罪
過
を
誰
も
見
分
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
私
見
で
は
多
人
数
に
よ
っ
て

書
物
を
編
纂
す
る
際
に
は
、
か
な
ら
ず
そ
の
担
当
や
執
筆
箇
所

を
明
記
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
草
稿
と
潤
色
に
つ
い
て
も
記

録
し
、
別
に
一
篇
を
作
成
し
て
本
篇
の
後
ろ
に
附
録
し
て
お
け

ば
、
史
官
は
奮
起
激
励
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
今
、

史
稿
を
捜
集
す
る
の
も
ま
さ
に
仔
細
に
読
む
者
に
感
興
を
催
し

て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
宋
・
元
以
来
、
文
章
・
記
録

は
浩
繁
で
あ
る
か
ら
、
見
聞
が
十
分
に
行
き
渡
ら
な
い
こ
と
を

恐
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
の
部
門
を
た
て
て
、
濫
觴
と
す
る
。
好

学
の
徒
が
史
稿
を
専
門
に
捜
集
し
、
自
ら
書
物
を
編
ん
で
く
れ

れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
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第
十
三
段
　 編
年
部
記
注
門
と
伝
記
部
記
事
門
・

稗
史
部
雑
史
門

【
原
文
】

編
年
之
中
、
原
分
實
錄
・
記
注
二
門
、
今
以
日
曆
﹇
注
一
﹈・
時
政
・

聖
政
等
記
均
合
於
實
錄
、
而
以
記
注
標
部
﹇
注
二
﹈。
蓋
此
等
皆
是　

史
宬
備
削
稾
資
﹇
注
三
﹈、
例
不
頒
行
於
外
、
於
義
得
相
合
爲
部
次

也
。
若
專
記
一
事
、
則
當
入
傳
記
部
之
記
事
門
。
若
特
加
纂
錄

〔
原
注
．．如
『
貞
觀
政
要
』
之
類
〕、
則
入
雜
史
。

【
訓
読
文
】

編
年
の
中
、
原
は
実
録
・
記
注
の
二
門
を
分
か
つ
も
、
今

日
暦
・
時
政
・
聖
政
等
の
記
を
以
て
均
し
く
実
録
に
合
し
て
、

記
注
を
以
て
部
を
標
す
。
蓋
し
此
等
は
皆
な
是
れ

史
宬

削
稿

の
資
を
備
え
、
例
と
し
て
外
に
頒
行
せ
ず
、
義
に
於
て
相
合
し

て
部
次
を
為
す
を
得
。
専
ら
一
事
を
記
す
が
若
き
は
、
則
ち
当

に
伝
記
部
の
記
事
門
に
入
る
べ
し
。
特
に
纂
録
を
加
う
る
が
若

き
は
〔
原
注
．．如
え
ば
『
貞
觀
政
要
』
の
類
〕、
則
ち
雑
史
に
入
る
。

【
現
代
語
訳
】

編
年
部
は
、
も
と
も
と
は
実
録
と
記
注
の
二
門
を
分
け
て
い

た
が
、
今
、
日
暦
（
史
官
の
日
録
）・
時
政
（
宰
相
に
よ
る
政
事
・
奏
封

の
撰
録
）・
聖
政
な
ど
の
記
録
を
と
も
に
実
録
と
あ
わ
せ
て
、
記

注
に
よ
っ
て
部
目
と
す
る
。
お
も
う
に
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
皇

史
宬
が
（
将
来
の
史
書
編
纂
に
お
け
る
）
削
稿
の
資
料
と
し
て
備
え
、

例
と
し
て
外
に
公
布
施
行
す
る
こ
と
は
な
く
、
義
例
の
点
か
ら

も
一
緒
に
部
次
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
専
門
に

ひ
と
つ
の
事
柄
を
記
録
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
伝
記
部
の
記
事

門
に
配
属
す
る
。
特
に
材
料
を
集
め
て
整
理
編
纂
し
た
も
の
は

〔
原
注
．．『
貞
觀
政
要
』
の
類
〕、
雑
史
に
配
属
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
曆
」
字
は
底
本
に
「
歷
」
字
に
作
っ
て
い
る
の
を
改
め
た
。

﹇
二
﹈ 「
實
錄
」
は
、
編
年
体
に
よ
る
一
皇
帝
の
記
録
。『
隋
書
』
経
籍
志
・

雑
史
に
、
周
興
嗣
『
梁
皇
帝
実
録
』
三
巻
な
ど
が
見
え
る
。
唐
・
宋
に

体
裁
が
整
え
ら
れ
、
起
居
注
や
諸
官
庁
の
記
録
を
も
と
に
皇
帝
の
没
後

に
編
纂
さ
れ
た
。

  
　

「
記
注
」
は
、
起
居
注
の
こ
と
。『
資
治
通
鑒
』
唐
文
宗
開
成
四
年
に

「
上
就
起
居
舍
人
魏
謨
取
記
注
觀
之
。」
と
あ
り
、
胡
三
省
注
に
「
記
注
，
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せ
ざ
る
故
な
り
。
但
だ
古
人
史
を
作
る
に
、専
門
名
家
な
れ
ば
、

史
成
れ
ば
稿
を
問
わ
ず
。
東
観

聚
を
集
め
て
書
を
修
め
て
自

り
後
、同
局
の
中
、人
才
優
劣
敏
鈍
、判
れ
る
こ
と
天
淵
の
若
し
。

一
書
の
中
、
利
病
雑
見
す
、
若
し
草
稿
の
出
づ
る
所
を
考
求
せ

ざ
れ
ば
、
則
ち
功
罪
誰
か
分
か
た
ん
。
窃
か
に
謂
え
ら
く
衆
を

集
め
て
書
を
修
む
る
に
、
必
ず
当
に
其
の
分
曹
授
簡
を
記
す
べ

し
、
且
つ
詳
し
く
其
の
草
創
潤
色
を
識
し
、
別
に
一
篇
を
為
し
、

本
書
の
後
に
附
さ
ば
、
則
ち
史
官
は
激
勧
す
る
所
を
知
る
。
今

之
れ
史
稿
を
捜
集
す
る
は
、
正
に
観
る
者
を
し
て
感
興
せ
し
め

ん
と
欲
す
る
な
り
。
但
だ
宋
・
元
以
来
、
文
史
浩
繁
な
れ
ば
、

耳
目

未
だ
周
か
ら
ざ
る
有
る
を
恐
る
。
姑
く
此
の
門
を
立
て
、

以
て
権
輿
と
為
す
。
如も

し
好
学
有
り
て
此
の
事
を
専
捜
し
、
自

ら
一
書
を
為
さ
ば
、
亦
た
佳
事
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

史
稿
は
従
来
（
の
書
目
は
）
著
録
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
今
、

諸
書
の
記
録
よ
り
収
集
し
て
成
し
た
の
は
、
創
始
の
事
に
属

す
。
あ
る
い
は
依
拠
す
る
資
料
が
な
く
、
な
お
遺
漏
を
免
れ
な

い
の
で
は
と
恐
れ
る
。
お
も
う
に
先
人
た
ち
は
み
な
こ
の
点
に

心
を
留
め
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
人

が
史
書
を
作
っ
た
際
は
、
専
門
の
名
家
で
あ
り
、
史
書
が
完
成

す
れ
ば
原
稿
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
漢
代
に
東
観

で
衆
臣
を
集
め
て
史
書
を
編
纂
さ
せ
て
以
降
、
ひ
と
つ
の
編
纂

部
署
の
中
に
お
け
る
、才
能
の
優
劣
や
聡
敏
さ
遅
鈍
ぶ
り
は
（
人

に
よ
っ
て
）
天
と
地
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。
す
る
と
一
書
の
中
に
、

出
来
不
出
来
が
混
じ
り
あ
う
こ
と
と
な
り
、
も
し
草
稿
の
出
処

を
考
察
追
求
し
な
け
れ
ば
、
功
績
と
罪
過
を
誰
も
見
分
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
私
見
で
は
多
人
数
に
よ
っ
て

書
物
を
編
纂
す
る
際
に
は
、
か
な
ら
ず
そ
の
担
当
や
執
筆
箇
所

を
明
記
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
草
稿
と
潤
色
に
つ
い
て
も
記

録
し
、
別
に
一
篇
を
作
成
し
て
本
篇
の
後
ろ
に
附
録
し
て
お
け

ば
、
史
官
は
奮
起
激
励
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
今
、

史
稿
を
捜
集
す
る
の
も
ま
さ
に
仔
細
に
読
む
者
に
感
興
を
催
し

て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
宋
・
元
以
来
、
文
章
・
記
録

は
浩
繁
で
あ
る
か
ら
、
見
聞
が
十
分
に
行
き
渡
ら
な
い
こ
と
を

恐
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
の
部
門
を
た
て
て
、
濫
觴
と
す
る
。
好

学
の
徒
が
史
稿
を
専
門
に
捜
集
し
、
自
ら
書
物
を
編
ん
で
く
れ

れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
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第
十
三
段
　 編
年
部
記
注
門
と
伝
記
部
記
事
門
・

稗
史
部
雑
史
門

【
原
文
】

編
年
之
中
、
原
分
實
錄
・
記
注
二
門
、
今
以
日
曆
﹇
注
一
﹈・
時
政
・

聖
政
等
記
均
合
於
實
錄
、
而
以
記
注
標
部
﹇
注
二
﹈。
蓋
此
等
皆
是　

史
宬
備
削
稾
資
﹇
注
三
﹈、
例
不
頒
行
於
外
、
於
義
得
相
合
爲
部
次

也
。
若
專
記
一
事
、
則
當
入
傳
記
部
之
記
事
門
。
若
特
加
纂
錄

〔
原
注
．．如
『
貞
觀
政
要
』
之
類
〕、
則
入
雜
史
。

【
訓
読
文
】

編
年
の
中
、
原
は
実
録
・
記
注
の
二
門
を
分
か
つ
も
、
今

日
暦
・
時
政
・
聖
政
等
の
記
を
以
て
均
し
く
実
録
に
合
し
て
、

記
注
を
以
て
部
を
標
す
。
蓋
し
此
等
は
皆
な
是
れ

史
宬
削
稿

の
資
を
備
え
、
例
と
し
て
外
に
頒
行
せ
ず
、
義
に
於
て
相
合
し

て
部
次
を
為
す
を
得
。
専
ら
一
事
を
記
す
が
若
き
は
、
則
ち
当

に
伝
記
部
の
記
事
門
に
入
る
べ
し
。
特
に
纂
録
を
加
う
る
が
若

き
は
〔
原
注
．．如
え
ば
『
貞
觀
政
要
』
の
類
〕、
則
ち
雑
史
に
入
る
。

【
現
代
語
訳
】

編
年
部
は
、
も
と
も
と
は
実
録
と
記
注
の
二
門
を
分
け
て
い

た
が
、
今
、
日
暦
（
史
官
の
日
録
）・
時
政
（
宰
相
に
よ
る
政
事
・
奏
封

の
撰
録
）・
聖
政
な
ど
の
記
録
を
と
も
に
実
録
と
あ
わ
せ
て
、
記

注
に
よ
っ
て
部
目
と
す
る
。
お
も
う
に
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
皇

史
宬
が
（
将
来
の
史
書
編
纂
に
お
け
る
）
削
稿
の
資
料
と
し
て
備
え
、

例
と
し
て
外
に
公
布
施
行
す
る
こ
と
は
な
く
、
義
例
の
点
か
ら

も
一
緒
に
部
次
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
専
門
に

ひ
と
つ
の
事
柄
を
記
録
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
伝
記
部
の
記
事

門
に
配
属
す
る
。
特
に
材
料
を
集
め
て
整
理
編
纂
し
た
も
の
は

〔
原
注
．．『
貞
觀
政
要
』
の
類
〕、
雑
史
に
配
属
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
曆
」
字
は
底
本
に
「
歷
」
字
に
作
っ
て
い
る
の
を
改
め
た
。

﹇
二
﹈ 「
實
錄
」
は
、
編
年
体
に
よ
る
一
皇
帝
の
記
録
。『
隋
書
』
経
籍
志
・

雑
史
に
、
周
興
嗣
『
梁
皇
帝
実
録
』
三
巻
な
ど
が
見
え
る
。
唐
・
宋
に

体
裁
が
整
え
ら
れ
、
起
居
注
や
諸
官
庁
の
記
録
を
も
と
に
皇
帝
の
没
後

に
編
纂
さ
れ
た
。

  
　

「
記
注
」
は
、
起
居
注
の
こ
と
。『
資
治
通
鑒
』
唐
文
宗
開
成
四
年
に

「
上
就
起
居
舍
人
魏
謨
取
記
注
觀
之
。」
と
あ
り
、
胡
三
省
注
に
「
記
注
，
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卽
起
居
注
。」
と
あ
る
。

  
　

「
日
暦
」
は
、
日
毎
に
朝
政
を
記
録
す
る
冊
子
。『
宋
史
』
職
官
志
四

に「〔
祕
書
省
〕著
作
郎
一
人
，著
作
佐
郎
二
人
，掌
修
纂
日
曆
。」と
あ
る
。 

  
　

「
時
政
記
」「
聖
政
紀
」
は
、
唐
代
、
朝
廷
の
政
事
・
奏
封
を
撰
録
し

た
も
の
。『
玉
海
』
藝
文
「
記
注
」
に
「
唐
時
政
記
・
聖
政
紀
」
を
所

収
し
て
、『
新
唐
書
』
百
官
志
等
を
も
と
に
「
永
徽
後
，
左
右
史
惟
對

仗
承
旨
，
仗
下
，
謀
議
不
得
聞
。
長
壽
二
年
正
月
戊
申
，
文
昌
左
丞
相

姚
璹
以
爲
帝
王
謨
訓
不
可
缺
紀
，
建
議
仗
下
後
宰
相
一
人
錄
軍
國
政
要
，

爲
時
政
記
，
月
送
史
館
。
…
…
長
慶
元
年
四
月
，
中
書
門
下
奏
．．
時
政

記
久
廢
，
史
官
惟
寫
誥
詞
除
授
。
請
以
謀
議
事
關
政
事
者
，
許
臣
等
随

日
撰
錄
，
號
聖
政
紀
，
歲
末
付
史
官
。」
と
す
る
。

﹇
三
﹈ 「
削
草
」
は
、
上
奏
を
厳
封
す
る
と
草
稿
は
廃
棄
し
て
秘
密
を
保
持

し
た
こ
と
。『
晋
書
』
陳
元
達
載
記
に
「
在
位
忠
謇
，
屢
進
讜
言
，
退

而
削
草
，
雖
子
弟
莫
得
而
知
也
。」
と
あ
る
。

第
十
四
段
　
編
年
部
の
収
録
方
針

【
原
文
】

編
年
之
書
出
於
『
春
秋
』、
本
正
史
也
。
乃
馬
・
班
之
學
盛
、

而
史
志
著
錄
皆
不
以
編
年
爲
正
史
。
然
如
荀
悦
・
袁
宏
以
後
、

魏
晉
卽
有
『
春
秋
』、
六
朝
往
往
繼
出
、
自
應
入
於
編
年
﹇
注
一
﹈。

但
其
書
不
盡
傳
、
如
『
隋
志
』
所
標
古
史
・
雜
史
、
其
中
多
編

年
書
、
不
知
盡
屬
編
年
否
也
。
今
以
義
例
可
推
者
、
入
於
編
年

斷
代
之
下
。
其
著
錄
不
甚
分
別
而
義
例
不
可
强
推
者
、
概
入
於

雜
史
云
。

【
訓
読
文
】

編
年
の
書
は
『
春
秋
』
に
出
で
、本
は
正
史
な
り
。
乃
ち
馬
・

班
の
学
盛
ん
に
し
て
、
史
志
の
著
録
は
皆
な
編
年
を
以
て
正
史

と
為
さ
ず
。
然
れ
ど
荀
悦
・
袁
宏
以
後
の
如
き
も
、
魏
晋
に
即

ち
『
春
秋
』
有
り
、
六
朝
往
往
継
出
す
る
は
、
自
ら
応
に
編
年

に
入
る
べ
し
。
但
し
其
の
書
尽
く
は
伝
わ
ら
ず
、『
隋
志
』
に

標
す
る
所
の
古
史
・
雑
史
の
如
き
は
、
其
の
中

多
く
は
編
年

の
書
な
る
も
、
尽
く
編
年
に
属
す
か
否
か
は
知
ら
ず
。
今

義

例
を
以
て
推
す
可
き
者
は
、
編
年
断
代
の
下
に
入
る
。
其
の
著

録

甚
だ
分
別
な
ら
ず
、
義
例
強
い
て
推
す
可
か
ら
ざ
る
者
は
、

概
し
て
雑
史
に
入
る
と
云
う
。

【
現
代
語
訳
】

編
年
体
の
書
籍
は
『
春
秋
』
に
由
来
し
、も
と
は
正
史
で
あ
っ
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た
。
そ
れ
が
司
馬
遷
・
班
固
を
う
け
た
（
紀
伝
体
の
）
学
問
が
盛

ん
な
る
と
、
史
志
の
著
録
は
い
ず
れ
も
編
年
体
を
正
史
と
扱
う

こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
荀
悦
『
漢
紀
』・

袁
宏
『
後
漢
紀
』
以
後
も
、
魏
晋
に
は
春
秋
の
名
を
も
つ
史
書

が
あ
り
、
六
朝
に
も
し
ば
し
ば
続
い
て
い
る
の
は
、
も
と
よ
り

編
年
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
書
物
が
す
べ

て
伝
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
掲
げ

ら
れ
る
古
史
・
雑
史
の
類
の
中
に
は
、
多
く
編
年
体
の
史
書
で

あ
っ
て
も
、
す
べ
て
が
編
年
に
属
す
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な

い
。
今
、
義
例
を
推
定
で
き
る
者
は
、
編
年
部
・
断
代
門
に
配

属
す
る
。著
録
の
内
容
か
ら
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
、

義
例
の
強
い
て
推
測
で
き
な
い
も
の
は
、
一
律
に
雑
史
に
配
属

さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 『
隋
書
』
経
籍
志
・
古
史
に
は
、『
献
帝
春
秋
』、『
魏
氏
春
秋
』、『
漢

魏
春
秋
』、『
漢
晋
春
秋
』、『
宋
春
秋
』、『
斉
春
秋
』、『
三
十
国
春
秋
』、『
戦

国
春
秋
』
の
名
が
見
え
て
い
る
。

第
十
五
段
　
編
年
部
図
表
門

【
原
文
】

圖
表
專
家
、
年
厤
經
緯
﹇
注
一
﹈、
便
於
稽
考
世
代
之
用
、
故
亦

附
編
年
爲
部
。
其
年
號
之
書
、
無
類
可
歸
、
雖
非
圖
表
、
亦
以

義
例
而
類
附
焉
。

【
訓
読
文
】

図
表
は
専
家
、
年
暦
も
て
経
緯
し
、
世
代
を
稽
考
す
る
の
用

に
便
な
り
。
故
に
亦
た
編
年
に
附
し
て
部
を
為
す
。
其
れ
年
号

の
書
は
、
帰
す
可
き
類
無
し
、
図
表
に
非
ず
と
雖
も
、
亦
た
義

例
を
以
て
焉
に
類
附
す
。

【
現
代
語
訳
】

図
表
は
専
家
と
し
て
細
目
を
立
て
る
。
暦
に
よ
っ
て
（
出
来

事
を
）
整
理
す
る
も
の
で
、
年
代
を
考
察
す
る
用
途
に
便
利
で

あ
る
。そ
こ
で
こ
れ
も
編
年
に
附
属
さ
せ
て
そ
の
一
部
と
す
る
。

元
号
に
つ
い
て
ま
と
め
て
あ
る
書
籍
は
、
帰
属
さ
せ
る
べ
き
類

目
が
な
く
、
図
表
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
義
例
に
よ
っ

て
編
年
部
に
附
し
て
お
く
。
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卽
起
居
注
。」
と
あ
る
。

  
　

「
日
暦
」
は
、
日
毎
に
朝
政
を
記
録
す
る
冊
子
。『
宋
史
』
職
官
志
四

に「〔
祕
書
省
〕著
作
郎
一
人
，著
作
佐
郎
二
人
，掌
修
纂
日
曆
。」と
あ
る
。 

  
　

「
時
政
記
」「
聖
政
紀
」
は
、
唐
代
、
朝
廷
の
政
事
・
奏
封
を
撰
録
し

た
も
の
。『
玉
海
』
藝
文
「
記
注
」
に
「
唐
時
政
記
・
聖
政
紀
」
を
所

収
し
て
、『
新
唐
書
』
百
官
志
等
を
も
と
に
「
永
徽
後
，
左
右
史
惟
對

仗
承
旨
，
仗
下
，
謀
議
不
得
聞
。
長
壽
二
年
正
月
戊
申
，
文
昌
左
丞
相

姚
璹
以
爲
帝
王
謨
訓
不
可
缺
紀
，
建
議
仗
下
後
宰
相
一
人
錄
軍
國
政
要
，

爲
時
政
記
，
月
送
史
館
。
…
…
長
慶
元
年
四
月
，
中
書
門
下
奏
．．
時
政

記
久
廢
，
史
官
惟
寫
誥
詞
除
授
。
請
以
謀
議
事
關
政
事
者
，
許
臣
等
随

日
撰
錄
，
號
聖
政
紀
，
歲
末
付
史
官
。」
と
す
る
。

﹇
三
﹈ 「
削
草
」
は
、
上
奏
を
厳
封
す
る
と
草
稿
は
廃
棄
し
て
秘
密
を
保
持

し
た
こ
と
。『
晋
書
』
陳
元
達
載
記
に
「
在
位
忠
謇
，
屢
進
讜
言
，
退

而
削
草
，
雖
子
弟
莫
得
而
知
也
。」
と
あ
る
。

第
十
四
段
　
編
年
部
の
収
録
方
針

【
原
文
】

編
年
之
書
出
於
『
春
秋
』、
本
正
史
也
。
乃
馬
・
班
之
學
盛
、

而
史
志
著
錄
皆
不
以
編
年
爲
正
史
。
然
如
荀
悦
・
袁
宏
以
後
、

魏
晉
卽
有
『
春
秋
』、
六
朝
往
往
繼
出
、
自
應
入
於
編
年
﹇
注
一
﹈。

但
其
書
不
盡
傳
、
如
『
隋
志
』
所
標
古
史
・
雜
史
、
其
中
多
編

年
書
、
不
知
盡
屬
編
年
否
也
。
今
以
義
例
可
推
者
、
入
於
編
年

斷
代
之
下
。
其
著
錄
不
甚
分
別
而
義
例
不
可
强
推
者
、
概
入
於

雜
史
云
。

【
訓
読
文
】

編
年
の
書
は
『
春
秋
』
に
出
で
、本
は
正
史
な
り
。
乃
ち
馬
・

班
の
学
盛
ん
に
し
て
、
史
志
の
著
録
は
皆
な
編
年
を
以
て
正
史

と
為
さ
ず
。
然
れ
ど
荀
悦
・
袁
宏
以
後
の
如
き
も
、
魏
晋
に
即

ち
『
春
秋
』
有
り
、
六
朝
往
往
継
出
す
る
は
、
自
ら
応
に
編
年

に
入
る
べ
し
。
但
し
其
の
書
尽
く
は
伝
わ
ら
ず
、『
隋
志
』
に

標
す
る
所
の
古
史
・
雑
史
の
如
き
は
、
其
の
中

多
く
は
編
年

の
書
な
る
も
、
尽
く
編
年
に
属
す
か
否
か
は
知
ら
ず
。
今

義

例
を
以
て
推
す
可
き
者
は
、
編
年
断
代
の
下
に
入
る
。
其
の
著

録

甚
だ
分
別
な
ら
ず
、
義
例
強
い
て
推
す
可
か
ら
ざ
る
者
は
、

概
し
て
雑
史
に
入
る
と
云
う
。

【
現
代
語
訳
】

編
年
体
の
書
籍
は
『
春
秋
』
に
由
来
し
、も
と
は
正
史
で
あ
っ
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た
。
そ
れ
が
司
馬
遷
・
班
固
を
う
け
た
（
紀
伝
体
の
）
学
問
が
盛

ん
な
る
と
、
史
志
の
著
録
は
い
ず
れ
も
編
年
体
を
正
史
と
扱
う

こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
荀
悦
『
漢
紀
』・

袁
宏
『
後
漢
紀
』
以
後
も
、
魏
晋
に
は
春
秋
の
名
を
も
つ
史
書

が
あ
り
、
六
朝
に
も
し
ば
し
ば
続
い
て
い
る
の
は
、
も
と
よ
り

編
年
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
書
物
が
す
べ

て
伝
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
掲
げ

ら
れ
る
古
史
・
雑
史
の
類
の
中
に
は
、
多
く
編
年
体
の
史
書
で

あ
っ
て
も
、
す
べ
て
が
編
年
に
属
す
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な

い
。
今
、
義
例
を
推
定
で
き
る
者
は
、
編
年
部
・
断
代
門
に
配

属
す
る
。著
録
の
内
容
か
ら
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
、

義
例
の
強
い
て
推
測
で
き
な
い
も
の
は
、
一
律
に
雑
史
に
配
属

さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 『
隋
書
』
経
籍
志
・
古
史
に
は
、『
献
帝
春
秋
』、『
魏
氏
春
秋
』、『
漢

魏
春
秋
』、『
漢
晋
春
秋
』、『
宋
春
秋
』、『
斉
春
秋
』、『
三
十
国
春
秋
』、『
戦

国
春
秋
』
の
名
が
見
え
て
い
る
。

第
十
五
段
　
編
年
部
図
表
門

【
原
文
】

圖
表
專
家
、
年
厤
經
緯
﹇
注
一
﹈、
便
於
稽
考
世
代
之
用
、
故
亦

附
編
年
爲
部
。
其
年
號
之
書
、
無
類
可
歸
、
雖
非
圖
表
、
亦
以

義
例
而
類
附
焉
。

【
訓
読
文
】

図
表
は
専
家
、
年
暦
も
て
経
緯
し
、
世
代
を
稽
考
す
る
の
用

に
便
な
り
。
故
に
亦
た
編
年
に
附
し
て
部
を
為
す
。
其
れ
年
号

の
書
は
、
帰
す
可
き
類
無
し
、
図
表
に
非
ず
と
雖
も
、
亦
た
義

例
を
以
て
焉
に
類
附
す
。

【
現
代
語
訳
】

図
表
は
専
家
と
し
て
細
目
を
立
て
る
。
暦
に
よ
っ
て
（
出
来

事
を
）
整
理
す
る
も
の
で
、
年
代
を
考
察
す
る
用
途
に
便
利
で

あ
る
。そ
こ
で
こ
れ
も
編
年
に
附
属
さ
せ
て
そ
の
一
部
と
す
る
。

元
号
に
つ
い
て
ま
と
め
て
あ
る
書
籍
は
、
帰
属
さ
せ
る
べ
き
類

目
が
な
く
、
図
表
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
義
例
に
よ
っ

て
編
年
部
に
附
し
て
お
く
。
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【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
年
暦
」
は
、
一
年
毎
の
こ
よ
み
。『
通
典
』
職
官
八
に
「
後
漢
太

史
令
掌
天
時
星
曆
，
凡
歳
將
終
，
奏
新
年
曆
。」
と
あ
る
。

第
十
六
段
　
史
学
と
史
学
部

【
原
文
】

古
人
史
學
、
口
授
心
傳
、
而
無
成
書
﹇
注
一
﹈。
其
有
成
書
、
卽

其
所
著
之
史
是
也
。
馬
遷
父
子
再
世
、
班
固
兄
妹
三
修
、
當
顯

肅
之
際
、
人
文
蔚
然
盛
矣
。
而
班
固
既
卒
、『
漢
書
』
未
成
、

豈
舉
朝
之
士
不
能
贊
襄
漢
業
、
而
必
使
其
女
弟
曹
昭
就
東
觀
而

成
之
、
抑
何
故
哉
﹇
注
二
﹈。
正
以
專
門
家
學
、
書
不
盡
言
、
言

不
盡
意
、
必
須
口
耳
傳
授
、
非
筆
墨
所
能
罄
、
馬
遷
所
謂
藏
名

山
而
傳
之
必
於
其
人
者
也
﹇
注
三
﹈。
自
史
學
亡
而
始
有
史
學
之

名
﹇
注
四
﹈。
蓋
史
之
家
法
失
傳
、而
後
人
攻
取
前
人
之
史
以
爲
學
、

異
乎
古
人
以
學
著
爲
史
也
﹇
注
五
﹈。
史
學
之
書
、附
於
本
史
之
後
、

其
合
諸
史
或
一
二
家
之
史
以
爲
學
者
、
別
爲
史
學
之
部
焉
耳
。

【
訓
読
文
】

古
人
の
史
学
は
、
口
授
心
伝
し
、
而
し
て
成
書
無
し
。
其
れ

成
書
有
る
は
、
即
ち
其
の
著
す
所
の
史
是
れ
な
り
。
馬
遷
父
子

は
再
世
、
班
固
兄
妹
は
三
修
、
顕
・
肅
の
際
に
当
た
り
、
人
文

蔚
然
と
し
て
盛
ん
な
り
。
而
し
て
班
固
既
に
卒
し
、『
漢
書
』

未
だ
成
ら
ず
、
豈
に
朝
の
士
を
挙
げ
て
漢
業
を
賛
襄
す
る
能
わ

ず
、
而
し
て
必
ず
其
の
女
弟
曹
昭
を
し
て
東
観
に
就
き
て
之
を

成
さ
し
む
る
は
、抑
も
何
の
故
な
る
哉
。
正
に
専
門
の
家
学
は
、

書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
、
必
ず
口
耳
を
須

ち
て
伝
授
し
、
筆
墨
の
能
く
罄
す
る
所
に
非
ず
、
馬
遷
の
名
山

に
蔵
す
と
謂
う
所
に
し
て
之
を
伝
う
る
に
必
ず
其
の
人
に
於
て

す
る
者
な
る
を
以
て
な
り
。
史
学
亡
び
て
自
り
始
め
て
史
学

の
名
有
り
。
蓋
し
史
の
家
法
伝
を
失
い
て
、
而
し
て
後
人

前

人
の
史
を
攻
守
し
て
以
て
学
と
為
す
、
異
な
る
乎

古
人
の
学

を
以
て
著
し
て
史
を
為
す
に
。
史
学
の
書
は
、
本
史
の
後
に
附

し
、
其
の
諸
史
或
い
は
一
二
家
の
史
を
合
し
て
以
て
学
を
為
す

者
は
、
別
に
史
学
の
部
と
為
す
の
み
。

【
現
代
語
訳
】

古
人
の
史
学
は
、
口
で
授
け
心
で
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

（
史
学
に
つ
い
て
の
）
ま
と
ま
っ
た
書
籍
は
な
か
っ
た
。
ま
と
ま
っ

た
書
籍
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
撰
述
し
た
史
書
自
体
が
そ
れ
な
の
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で
あ
っ
た
。（『
史
記
』
は
）
司
馬
遷
父
子
二
代
に
わ
た
っ
た
が
、

（『
漢
書
』
は
父
班
彪
か
ら
）
班
固
兄
妹
ま
で
三
人
が
修
め
、
ち
ょ
う

ど
顕
宗
明
帝
・
肅
宗
章
帝
の
際
、
人
文
は
蔚
然
と
し
て
盛
ん
な

頃
で
あ
っ
た
。
班
固
が
亡
く
な
っ
て
も
、『
漢
書
』
は
完
成
し

て
お
ら
ず
、
一
朝
の
士
を
挙
げ
て
も
漢
室
の
事
業
を
成
就
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
班
固
の
妹
で
あ

る
曹
大
家
班
昭
を
東
観
に
呼
ん
で
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
は
、
一
体
ど
う
し
て
だ
っ
た
の
か
。
ま
さ
に
専
門
の

家
学
と
い
う
も
の
は
、
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く

さ
ず
、
と
い
う
も
の
で
、
き
っ
と
口
耳
に
よ
っ
て
直
接
伝
授
す

る
も
の
で
あ
り
、
筆
墨
の
尽
く
せ
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
司
馬
遷
が
（『
史
記
』
を
）
名
山
に
蔵
し
て
理
解
者
を
俟

つ
と
い
っ
た
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
る
の
は
必
ず
相
応
し

い
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
史
学
が
亡
ん
で

か
ら
史
学
と
い
う
名
称
が
あ
ら
わ
れ
た
。
お
も
う
に
史
書
の
家

法
が
伝
承
を
失
い
、
後
人
が
前
人
の
史
書
を
奪
い
取
っ
て
史
学

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
人
が
学
問
を
も
っ
て
史
書
を
著
し
た

の
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
こ
と
だ
。（
特
定
の
一
史
書
を
対
象
と
す
る
）

史
学
の
書
は
、
も
と
の
史
書
の
う
し
ろ
に
附
す
こ
と
と
し
、
諸

史
あ
る
い
は
一
、二
家
の
史
書
を
あ
わ
せ
て
対
象
と
し
た
も
の

を
別
に
史
学
の
部
と
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

古
人
の
史
学
に
お
け
る
「
口
授
心
傳
」
に
つ
い
て
は
、「
答
客
問
中
」

に
「
專
門
之
學

0

0

0

0

，
口
授
心
傳

0

0

0

0

，
不
啻
經
師
之
有
章
句
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。

学
問
は
書
物
の
み
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
わ
け
で
な
い
と
い
う
章
学
誠

の
主
張
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
春
秋
家
の
序
の
記
述
を
根
拠

の
ひ
と
つ
に
す
る
も
の
で
「
史
注
」
に
は
「
昔
夫
子
之
作
《
春
秋
》
也
，

筆
削
既
具
，
復
以
微
言
大
義
口
授

0

0

其
徒
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 

班
昭
に
よ
る
『
漢
書
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
「
家
書
二
」
に
「
古

人
重
家
學
，
蓋
意
之
所
在

0

0

0

0

，
有
非
語
言
文
字
所
能
盡
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。《
漢
書
》
未

就
而
班
固
卒
，
詔
其
女
弟
就
東
觀
成
之
，
當
憲
宗
時
，
朝
多
文
士
，
豈

其
才
學
盡
出
班
姬
下
哉
。
家
學
所
存
，
他
人
莫
能
與
也
，
大
儒
如
馬
融
，

豈
猶
不
解
《
漢
書
》
文
義
，
必
從
班
姬
受
讀
。
此
可
知
家
學
之
重
矣
。」

と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
和
州
志
列
伝
第
二
十
三
前
志
序
例
」
に
「
夫
馬
、班
著
史
，等
於
伏
、

孔
傳
經
，
大
義
微
言
，
心
傳
口
授

0

0

0

0

。
或
欲
藏
之
名
山
，
傳
之
其
人

0

0

0

0

；
或

使
大
儒
伏
閣
，
受
業
於
其
女
弟
，
豈
若
後
代
紀
傳
，
義
盡
於
簡
篇
，
文

同
於
胥
史
，
拘
牽
凡
例
，
一
覽
無
遺
者
耶
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
亳
州
志
掌
故
例
議
中
」
に
「
史
學
亡
於
唐

0

0

0

0

0

，而
史
法
亦
莫
具
於
唐

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
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【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
年
暦
」
は
、
一
年
毎
の
こ
よ
み
。『
通
典
』
職
官
八
に
「
後
漢
太

史
令
掌
天
時
星
曆
，
凡
歳
將
終
，
奏
新
年
曆
。」
と
あ
る
。

第
十
六
段
　
史
学
と
史
学
部

【
原
文
】

古
人
史
學
、
口
授
心
傳
、
而
無
成
書
﹇
注
一
﹈。
其
有
成
書
、
卽

其
所
著
之
史
是
也
。
馬
遷
父
子
再
世
、
班
固
兄
妹
三
修
、
當
顯

肅
之
際
、
人
文
蔚
然
盛
矣
。
而
班
固
既
卒
、『
漢
書
』
未
成
、

豈
舉
朝
之
士
不
能
贊
襄
漢
業
、
而
必
使
其
女
弟
曹
昭
就
東
觀
而

成
之
、
抑
何
故
哉
﹇
注
二
﹈。
正
以
專
門
家
學
、
書
不
盡
言
、
言

不
盡
意
、
必
須
口
耳
傳
授
、
非
筆
墨
所
能
罄
、
馬
遷
所
謂
藏
名

山
而
傳
之
必
於
其
人
者
也
﹇
注
三
﹈。
自
史
學
亡
而
始
有
史
學
之

名
﹇
注
四
﹈。
蓋
史
之
家
法
失
傳
、而
後
人
攻
取
前
人
之
史
以
爲
學
、

異
乎
古
人
以
學
著
爲
史
也
﹇
注
五
﹈。
史
學
之
書
、附
於
本
史
之
後
、

其
合
諸
史
或
一
二
家
之
史
以
爲
學
者
、
別
爲
史
學
之
部
焉
耳
。

【
訓
読
文
】

古
人
の
史
学
は
、
口
授
心
伝
し
、
而
し
て
成
書
無
し
。
其
れ

成
書
有
る
は
、
即
ち
其
の
著
す
所
の
史
是
れ
な
り
。
馬
遷
父
子

は
再
世
、
班
固
兄
妹
は
三
修
、
顕
・
肅
の
際
に
当
た
り
、
人
文

蔚
然
と
し
て
盛
ん
な
り
。
而
し
て
班
固
既
に
卒
し
、『
漢
書
』

未
だ
成
ら
ず
、
豈
に
朝
の
士
を
挙
げ
て
漢
業
を
賛
襄
す
る
能
わ

ず
、
而
し
て
必
ず
其
の
女
弟
曹
昭
を
し
て
東
観
に
就
き
て
之
を

成
さ
し
む
る
は
、抑
も
何
の
故
な
る
哉
。
正
に
専
門
の
家
学
は
、

書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
、
必
ず
口
耳
を
須

ち
て
伝
授
し
、
筆
墨
の
能
く
罄
す
る
所
に
非
ず
、
馬
遷
の
名
山

に
蔵
す
と
謂
う
所
に
し
て
之
を
伝
う
る
に
必
ず
其
の
人
に
於
て

す
る
者
な
る
を
以
て
な
り
。
史
学
亡
び
て
自
り
始
め
て
史
学

の
名
有
り
。
蓋
し
史
の
家
法
伝
を
失
い
て
、
而
し
て
後
人

前

人
の
史
を
攻
守
し
て
以
て
学
と
為
す
、
異
な
る
乎

古
人
の
学

を
以
て
著
し
て
史
を
為
す
に
。
史
学
の
書
は
、
本
史
の
後
に
附

し
、
其
の
諸
史
或
い
は
一
二
家
の
史
を
合
し
て
以
て
学
を
為
す

者
は
、
別
に
史
学
の
部
と
為
す
の
み
。

【
現
代
語
訳
】

古
人
の
史
学
は
、
口
で
授
け
心
で
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

（
史
学
に
つ
い
て
の
）
ま
と
ま
っ
た
書
籍
は
な
か
っ
た
。
ま
と
ま
っ

た
書
籍
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
撰
述
し
た
史
書
自
体
が
そ
れ
な
の
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で
あ
っ
た
。（『
史
記
』
は
）
司
馬
遷
父
子
二
代
に
わ
た
っ
た
が
、

（『
漢
書
』
は
父
班
彪
か
ら
）
班
固
兄
妹
ま
で
三
人
が
修
め
、
ち
ょ
う

ど
顕
宗
明
帝
・
肅
宗
章
帝
の
際
、
人
文
は
蔚
然
と
し
て
盛
ん
な

頃
で
あ
っ
た
。
班
固
が
亡
く
な
っ
て
も
、『
漢
書
』
は
完
成
し

て
お
ら
ず
、
一
朝
の
士
を
挙
げ
て
も
漢
室
の
事
業
を
成
就
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
班
固
の
妹
で
あ

る
曹
大
家
班
昭
を
東
観
に
呼
ん
で
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
は
、
一
体
ど
う
し
て
だ
っ
た
の
か
。
ま
さ
に
専
門
の

家
学
と
い
う
も
の
は
、
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く

さ
ず
、
と
い
う
も
の
で
、
き
っ
と
口
耳
に
よ
っ
て
直
接
伝
授
す

る
も
の
で
あ
り
、
筆
墨
の
尽
く
せ
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
司
馬
遷
が
（『
史
記
』
を
）
名
山
に
蔵
し
て
理
解
者
を
俟

つ
と
い
っ
た
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
る
の
は
必
ず
相
応
し

い
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
史
学
が
亡
ん
で

か
ら
史
学
と
い
う
名
称
が
あ
ら
わ
れ
た
。
お
も
う
に
史
書
の
家

法
が
伝
承
を
失
い
、
後
人
が
前
人
の
史
書
を
奪
い
取
っ
て
史
学

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
人
が
学
問
を
も
っ
て
史
書
を
著
し
た

の
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
こ
と
だ
。（
特
定
の
一
史
書
を
対
象
と
す
る
）

史
学
の
書
は
、
も
と
の
史
書
の
う
し
ろ
に
附
す
こ
と
と
し
、
諸

史
あ
る
い
は
一
、二
家
の
史
書
を
あ
わ
せ
て
対
象
と
し
た
も
の

を
別
に
史
学
の
部
と
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

古
人
の
史
学
に
お
け
る
「
口
授
心
傳
」
に
つ
い
て
は
、「
答
客
問
中
」

に
「
專
門
之
學

0

0

0

0

，
口
授
心
傳

0

0

0

0

，
不
啻
經
師
之
有
章
句
矣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。

学
問
は
書
物
の
み
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
わ
け
で
な
い
と
い
う
章
学
誠

の
主
張
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
春
秋
家
の
序
の
記
述
を
根
拠

の
ひ
と
つ
に
す
る
も
の
で
「
史
注
」
に
は
「
昔
夫
子
之
作
《
春
秋
》
也
，

筆
削
既
具
，
復
以
微
言
大
義
口
授

0

0

其
徒
。」
と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 

班
昭
に
よ
る
『
漢
書
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
「
家
書
二
」
に
「
古

人
重
家
學
，
蓋
意
之
所
在

0

0

0

0

，
有
非
語
言
文
字
所
能
盡
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。《
漢
書
》
未

就
而
班
固
卒
，
詔
其
女
弟
就
東
觀
成
之
，
當
憲
宗
時
，
朝
多
文
士
，
豈

其
才
學
盡
出
班
姬
下
哉
。
家
學
所
存
，
他
人
莫
能
與
也
，
大
儒
如
馬
融
，

豈
猶
不
解
《
漢
書
》
文
義
，
必
從
班
姬
受
讀
。
此
可
知
家
學
之
重
矣
。」

と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
和
州
志
列
伝
第
二
十
三
前
志
序
例
」
に
「
夫
馬
、班
著
史
，等
於
伏
、

孔
傳
經
，
大
義
微
言
，
心
傳
口
授

0

0

0

0

。
或
欲
藏
之
名
山
，
傳
之
其
人

0

0

0

0

；
或

使
大
儒
伏
閣
，
受
業
於
其
女
弟
，
豈
若
後
代
紀
傳
，
義
盡
於
簡
篇
，
文

同
於
胥
史
，
拘
牽
凡
例
，
一
覽
無
遺
者
耶
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
亳
州
志
掌
故
例
議
中
」
に
「
史
學
亡
於
唐

0

0

0

0

0

，而
史
法
亦
莫
具
於
唐

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
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と
あ
る
。「
答
客
問
上
」
に
「
間
有
好
學
深
思
之
士

0

0

0

0

0

0

，
能
自
得
師
於
古

0

0

0

0

0

0

人0

，
標
一
法
外
之
義
例

0

0

0

0

0

0

0

，
著
一
獨
具
之
心
裁

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…
太
史
公
曰
．．『
好

學
深
思
，
心
知
其
意
。』
當
今
之
世
，
安
得
知
意
之
人
而
與
論
作
述
之

旨
哉
。」、「
答
客
問
中
」
に
「《
春
秋

0

0

》
經
世
之
意

0

0

0

0

，
必
有
文
字
之
所
不

0

0

0

0

0

0

0

可
得
而
詳

0

0

0

0

，
繩
墨
之
所
不
可
得
而
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
而
今
之
學
者
，
凡
遇
古
人
獨
斷

之
著
述
，
於
意
有
不
愜
，
囂
然
紛
起
而
攻
之
，
亦
見
其
好
議
論
而
不
求

成
功
矣
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
章
学
誠
が
学
問
・
著
述
に
お
い
て
重
視

し
た
の
は
、
既
存
の
体
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、（
先
行
す
る
著
述
に
つ

い
て
は
）
作
者
の
意
図
を
心
得
す
る
こ
と
、（
自
身
の
著
述
に
つ
い
て
は
）
独

自
の
見
識
を
発
揮
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

﹇
五
﹈ 「
與
林
秀
才
」に「
古
人
以
學
著
於
書
，後
人
卽
書
以
爲
學
。」と
あ
る
。

第
十
七
段
　
史
学
部
の
下
位
分
類

【
原
文
】

史
學
專
部﹇
注
一
﹈、分
爲
考
訂〔
原
注
．．刊
誤
之
類
〕・
義
例〔
原
注
．．『
史

通
』
之
類
〕・
評
論
〔
原
注
．．『
管
見
』
之
類
〕・
蒙
求
〔
原
注
．．鑑
略
之
類
〕

四
門
、
自
應
各
爲
次
第
。
若
專
攻
一
書
之
史
學
、
已
附
入
本
書

後
者
、
不
復
分
類
、
但
照
時
代
後
先
、
編
入
本
門
部
次
、
足
矣
。

【
訓
読
文
】

史
学
の
専
部
、分
ち
て
考
訂
〔
原
注
．．
刊
誤
の
類
〕・
義
例
〔
原
注
．．

『
史
通
』
の
類
〕・
評
論
〔
原
注
．．『
管
見
』
の
類
〕・
蒙
求
〔
原
注
．．鑑
略
の
類
〕

の
四
門
と
為
す
、
自
ら
応
に
各
々
次
第
を
為
す
べ
し
。
一
書
を

専
攻
す
る
の
史
学
、已
に
本
書
の
後
に
附
入
せ
し
者
の
若
き
は
、

復
た
類
を
分
か
た
ず
、
但
だ
時
代
の
後
先
に
照
ら
し
て
、
本
門

の
部
次
に
編
入
す
れ
ば
、
足
る
。

【
現
代
語
訳
】

史
学
の
専
部
は
、考
訂
〔
原
注
．．刊
誤
の
類
〕・
義
例
〔
原
注
．．『
史
通
』

の
類
〕・
評
論
〔
原
注
．．『
管
見
』
の
類
〕・
蒙
求
〔
原
注
．．鑑
略
の
類
〕
の

四
門
に
分
類
す
る
。
お
の
ず
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
順
序
立
た
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
一
書
の
み
を
対
象
と
す
る
史
学
の
書
籍
で
、
対
象

と
す
る
書
籍
の
う
し
ろ
に
附
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、

さ
ら
に
分
類
せ
ず
に
、
時
代
の
先
後
に
照
ら
し
て
、
も
と
の
書

籍
の
門
類
の
部
次
に
編
入
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 
劉
知
幾
『
史
通
』
は
、『
新
唐
書
』
藝
文
志
で
は
集
部
の
文
史
類
に

入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、『
郡
斎
読
書
志
』
が
史
部
に
史
評
類
を
立
て
て
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そ
こ
に
入
れ
た
。
ま
た
、
類
目
と
し
て
の
史
学
は
『
遂
初
堂
書
目
』
が

立
て
た
の
が
最
初
で
あ
る
が
、『
史
記
音
義
』
な
ど
、
個
別
の
史
書
を

対
象
と
す
る
書
籍
ま
で
入
っ
て
い
た
。『
史
籍
考
』
で
は
こ
れ
ら
を
（
対

象
と
す
る
）
も
と
の
書
籍
の
あ
と
に
附
属
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
八
段
　
雑
史
門

【
原
文
】

雜
史
一
門
﹇
注
一
﹈、
原
分
外
紀
〔
原
注
．．『
軒
轅
本
紀
』
之
類
〕・
別

裁
〔
原
注
．．『
路
史
』『
繹
史
』
之
類
〕・
史
纂
〔
原
注
．．自
爲
門
類
、如
『
十
七

史
纂
』『
宋
史
新
編
』『
宏
簡
錄
』
之
類
〕・
史
鈔
〔
原
注
．．隨
文
刪
節
、
如
『
史

記
節
要
』
之
類
〕・
政
治
〔
原
注
．．如
『
貞
觀
政
要
』
之
類
〕・
本
末
〔
原
注
．．

紀
事
本
末
、『
北
盟
會
編
』『
宏
簡
錄
』
之
類
〕・
國
別
〔
原
注
．．『
國
語
』『
國
策
』

『
十
六
國
春
秋
』
之
類
〕、共
爲
七
門
。
今
恐
釽
析
太
過
、轉
滋
紛
擾
、

合
併
雜
史
一
門
、
較
爲
包
括
。
而
原
分
名
目
、
仍
標
其
説
於
部

目
之
下
、
則
覽
者
不
致
訝
其
不
倫
。

【
訓
読
文
】

雑
史
の
一
門
、原
は
外
紀
〔
原
注
．．『
軒
轅
本
紀
』
の
類
〕・
別
裁
〔
原

注
．．『
路
史
』『
繹
史
』の
類
〕・
史
纂〔
原
注
．．自
ら
門
類
を
為
す
、如
え
ば『
十
七

史
纂
』『
宋
史
新
編
』『
宏
簡
録
』
の
類
〕・
史
鈔
〔
原
注
．．文
に
隋
い
て
刪
節
す
、

如
え
ば
『
史
記
節
要
』
の
類
〕・
政
治
〔
原
注
．．如
え
ば
『
貞
観
政
要
』
の
類
〕・

本
末
〔
原
注
．．紀
事
本
末
、『
北
盟
会
編
』『
宏
簡
録
』』
の
類
〕・
国
別
〔
原

注
．．『
国
語
』『
国
策
』『
十
六
国
春
秋
』
の
類
〕
に
分
か
ち
、
共
に
七
門

と
為
す
。今

釽
析
太
だ
過
ぎ
、転
た
滋
ま
す
紛
擾
す
る
を
恐
れ
、

雑
史
の
一
門
に
合
併
し
、
較や
や

包
括
を
為
す
。
而
し
て
原
分
の
名

目
は
、
仍
お
其
の
説
を
部
目
の
下
に
標
さ
ば
、
則
ち
観
る
者
其

の
倫
な
ら
ざ
る
を
訝
る
を
致
さ
ず
。

【
現
代
語
訳
】

雑
史
の
一
門
は
、も
と
も
と
は
外
紀
〔
原
注
．．『
軒
轅
本
紀
』の
類
〕・

別
裁
〔
原
注
．．『
路
史
』『
繹
史
』
の
類
〕・
史
纂
〔
原
注
．．自
ら
門
類
を
な

す
も
の
、た
と
え
ば
『
十
七
史
纂
』『
宋
史
新
編
』『
宏
簡
録
』
の
類
〕・
史
鈔
〔
原

注
．．文
に
従
っ
て
刪
節
す
る
も
の
、た
と
え
ば
『
史
記
節
要
』
の
類
〕・
政
治
〔
原

注
．．た
と
え
ば
『
貞
観
政
要
』
の
類
〕・
本
末
〔
原
注
．．紀
事
本
末
、『
北
盟

会
編
』『
宏
簡
録
』
の
類
〕・
国
別
〔
原
注
．．『
国
語
』『
国
策
』『
十
六
国
春
秋
』

の
類
〕
に
分
類
し
、
合
計
で
七
門
と
し
て
い
た
。
今

分
析
し
す

ぎ
て
、
か
え
っ
て
混
乱
す
る
の
を
恐
れ
て
、
雑
史
の
一
門
に
合

併
す
る
こ
と
と
し
、
や
や
包
括
を
試
み
た
。
も
と
も
と
の
名
目

は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
そ
の
説
明
を
部
目
の
下
に
記
す
こ
と
に
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と
あ
る
。「
答
客
問
上
」
に
「
間
有
好
學
深
思
之
士

0

0

0

0

0

0

，
能
自
得
師
於
古

0

0

0

0

0

0

人0

，
標
一
法
外
之
義
例

0

0

0

0

0

0

0

，
著
一
獨
具
之
心
裁

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…
太
史
公
曰
．．『
好

學
深
思
，
心
知
其
意
。』
當
今
之
世
，
安
得
知
意
之
人
而
與
論
作
述
之

旨
哉
。」、「
答
客
問
中
」
に
「《
春
秋

0

0

》
經
世
之
意

0

0

0

0

，
必
有
文
字
之
所
不

0

0

0

0

0

0

0

可
得
而
詳

0

0

0

0

，
繩
墨
之
所
不
可
得
而
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
而
今
之
學
者
，
凡
遇
古
人
獨
斷

之
著
述
，
於
意
有
不
愜
，
囂
然
紛
起
而
攻
之
，
亦
見
其
好
議
論
而
不
求

成
功
矣
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
章
学
誠
が
学
問
・
著
述
に
お
い
て
重
視

し
た
の
は
、
既
存
の
体
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、（
先
行
す
る
著
述
に
つ

い
て
は
）
作
者
の
意
図
を
心
得
す
る
こ
と
、（
自
身
の
著
述
に
つ
い
て
は
）
独

自
の
見
識
を
発
揮
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

﹇
五
﹈ 「
與
林
秀
才
」に「
古
人
以
學
著
於
書
，後
人
卽
書
以
爲
學
。」と
あ
る
。

第
十
七
段
　
史
学
部
の
下
位
分
類

【
原
文
】

史
學
專
部﹇
注
一
﹈、分
爲
考
訂〔
原
注
．．刊
誤
之
類
〕・
義
例〔
原
注
．．『
史

通
』
之
類
〕・
評
論
〔
原
注
．．『
管
見
』
之
類
〕・
蒙
求
〔
原
注
．．鑑
略
之
類
〕

四
門
、
自
應
各
爲
次
第
。
若
專
攻
一
書
之
史
學
、
已
附
入
本
書

後
者
、
不
復
分
類
、
但
照
時
代
後
先
、
編
入
本
門
部
次
、
足
矣
。

【
訓
読
文
】

史
学
の
専
部
、分
ち
て
考
訂
〔
原
注
．．
刊
誤
の
類
〕・
義
例
〔
原
注
．．

『
史
通
』
の
類
〕・
評
論
〔
原
注
．．『
管
見
』
の
類
〕・
蒙
求
〔
原
注
．．鑑
略
の
類
〕

の
四
門
と
為
す
、
自
ら
応
に
各
々
次
第
を
為
す
べ
し
。
一
書
を

専
攻
す
る
の
史
学
、已
に
本
書
の
後
に
附
入
せ
し
者
の
若
き
は
、

復
た
類
を
分
か
た
ず
、
但
だ
時
代
の
後
先
に
照
ら
し
て
、
本
門

の
部
次
に
編
入
す
れ
ば
、
足
る
。

【
現
代
語
訳
】

史
学
の
専
部
は
、考
訂
〔
原
注
．．刊
誤
の
類
〕・
義
例
〔
原
注
．．『
史
通
』

の
類
〕・
評
論
〔
原
注
．．『
管
見
』
の
類
〕・
蒙
求
〔
原
注
．．鑑
略
の
類
〕
の

四
門
に
分
類
す
る
。
お
の
ず
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
順
序
立
た
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
一
書
の
み
を
対
象
と
す
る
史
学
の
書
籍
で
、
対
象

と
す
る
書
籍
の
う
し
ろ
に
附
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、

さ
ら
に
分
類
せ
ず
に
、
時
代
の
先
後
に
照
ら
し
て
、
も
と
の
書

籍
の
門
類
の
部
次
に
編
入
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

劉
知
幾
『
史
通
』
は
、『
新
唐
書
』
藝
文
志
で
は
集
部
の
文
史
類
に

入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、『
郡
斎
読
書
志
』
が
史
部
に
史
評
類
を
立
て
て
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そ
こ
に
入
れ
た
。
ま
た
、
類
目
と
し
て
の
史
学
は
『
遂
初
堂
書
目
』
が

立
て
た
の
が
最
初
で
あ
る
が
、『
史
記
音
義
』
な
ど
、
個
別
の
史
書
を

対
象
と
す
る
書
籍
ま
で
入
っ
て
い
た
。『
史
籍
考
』
で
は
こ
れ
ら
を
（
対

象
と
す
る
）
も
と
の
書
籍
の
あ
と
に
附
属
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
八
段
　
雑
史
門

【
原
文
】

雜
史
一
門
﹇
注
一
﹈、
原
分
外
紀
〔
原
注
．．『
軒
轅
本
紀
』
之
類
〕・
別

裁
〔
原
注
．．『
路
史
』『
繹
史
』
之
類
〕・
史
纂
〔
原
注
．．自
爲
門
類
、如
『
十
七

史
纂
』『
宋
史
新
編
』『
宏
簡
錄
』
之
類
〕・
史
鈔
〔
原
注
．．隨
文
刪
節
、
如
『
史

記
節
要
』
之
類
〕・
政
治
〔
原
注
．．如
『
貞
觀
政
要
』
之
類
〕・
本
末
〔
原
注
．．

紀
事
本
末
、『
北
盟
會
編
』『
宏
簡
錄
』
之
類
〕・
國
別
〔
原
注
．．『
國
語
』『
國
策
』

『
十
六
國
春
秋
』
之
類
〕、共
爲
七
門
。
今
恐
釽
析
太
過
、轉
滋
紛
擾
、

合
併
雜
史
一
門
、
較
爲
包
括
。
而
原
分
名
目
、
仍
標
其
説
於
部

目
之
下
、
則
覽
者
不
致
訝
其
不
倫
。

【
訓
読
文
】

雑
史
の
一
門
、原
は
外
紀
〔
原
注
．．『
軒
轅
本
紀
』
の
類
〕・
別
裁
〔
原

注
．．『
路
史
』『
繹
史
』の
類
〕・
史
纂〔
原
注
．．自
ら
門
類
を
為
す
、如
え
ば『
十
七

史
纂
』『
宋
史
新
編
』『
宏
簡
録
』
の
類
〕・
史
鈔
〔
原
注
．．文
に
隋
い
て
刪
節
す
、

如
え
ば
『
史
記
節
要
』
の
類
〕・
政
治
〔
原
注
．．如
え
ば
『
貞
観
政
要
』
の
類
〕・

本
末
〔
原
注
．．紀
事
本
末
、『
北
盟
会
編
』『
宏
簡
録
』』
の
類
〕・
国
別
〔
原

注
．．『
国
語
』『
国
策
』『
十
六
国
春
秋
』
の
類
〕
に
分
か
ち
、
共
に
七
門

と
為
す
。今

釽
析
太
だ
過
ぎ
、転
た
滋
ま
す
紛
擾
す
る
を
恐
れ
、

雑
史
の
一
門
に
合
併
し
、
較や
や

包
括
を
為
す
。
而
し
て
原
分
の
名

目
は
、
仍
お
其
の
説
を
部
目
の
下
に
標
さ
ば
、
則
ち
観
る
者
其

の
倫
な
ら
ざ
る
を
訝
る
を
致
さ
ず
。

【
現
代
語
訳
】

雑
史
の
一
門
は
、も
と
も
と
は
外
紀
〔
原
注
．．『
軒
轅
本
紀
』の
類
〕・

別
裁
〔
原
注
．．『
路
史
』『
繹
史
』
の
類
〕・
史
纂
〔
原
注
．．自
ら
門
類
を
な

す
も
の
、た
と
え
ば
『
十
七
史
纂
』『
宋
史
新
編
』『
宏
簡
録
』
の
類
〕・
史
鈔
〔
原

注
．．文
に
従
っ
て
刪
節
す
る
も
の
、た
と
え
ば
『
史
記
節
要
』
の
類
〕・
政
治
〔
原

注
．．た
と
え
ば
『
貞
観
政
要
』
の
類
〕・
本
末
〔
原
注
．．紀
事
本
末
、『
北
盟

会
編
』『
宏
簡
録
』
の
類
〕・
国
別
〔
原
注
．．『
国
語
』『
国
策
』『
十
六
国
春
秋
』

の
類
〕
に
分
類
し
、
合
計
で
七
門
と
し
て
い
た
。
今

分
析
し
す

ぎ
て
、
か
え
っ
て
混
乱
す
る
の
を
恐
れ
て
、
雑
史
の
一
門
に
合

併
す
る
こ
と
と
し
、
や
や
包
括
を
試
み
た
。
も
と
も
と
の
名
目

は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
そ
の
説
明
を
部
目
の
下
に
記
す
こ
と
に
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す
れ
ば
、
調
査
す
る
者
が
條
理
立
っ
て
い
な
い
と
不
審
に
お
も

う
こ
と
も
な
い
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

雑
史
門
と
次
段
の
覇
国
門
は
「
史
籍
考
総
目
」
で
は
稗
史
部
の
子

目
で
あ
る
が
、「
史
考
釈
例
」
の
中
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

第
十
九
段
　
覇
国
門

【
原
文
】

割
據
與
霸
國
之
書
、
初
分
二
門
。
今
合
爲
一
﹇
注
一
﹈。
亦
謂

如
『
越
絶
書
』『
吳
越
春
秋
』、下
至
南
唐
諸
家
皆
是
也
。
惟
『
華

陽
國
志
』、『
隋
志
』
入
於
霸
史
。
後
人
多
仍
其
目
、
或
入
地

理
﹇
注
二
﹈。
按
此
書
上
起
魚
鳧
﹇
注
三
﹈
蠶
叢
、
中
包
漢
中
・
公
孫

述
・
二
劉
・
蜀
漢
、
下
及
李
氏
父
子
、
非
爲
一
國
紀
載
、
又
非

地
志
圖
經
、
入
於
霸
國
固
非
、
而
入
於
地
理
尤
非
、
斯
乃
雜
史

支
流
限
於
方
隅
者
耳
、
如
『
建
康
實
錄
』『
滇
載
記
』『
炎
徼
紀

聞
』、
皆
是
選
也
﹇
注
四
﹈。
此
例
前
人
未
開
、
緣
種
類
無
多
、
均

强
附
霸
史
或
地
記
耳
。
今
創
斯
條
、
將
後
有
類
此
者
、
可
准
例

焉
。
故
名
雜
史
方
記
﹇
注
五
﹈、
暗
分
子
目
、
與
地
理
志
方
隅
之
記
、

名
同
而
實
異
也
。

【
訓
読
文
】

割
拠
と
覇
国
の
書
は
、
初
め
は
二
門
に
分
か
つ
。
今
は
合
し

て
一
門
と
す
る
。
亦
た
謂
わ
く
『
越
絶
書
』『
呉
越
春
秋
』、
下

は
南
唐
諸
家
に
至
る
ま
で
の
如
き
は
皆
な
是
れ
な
り
。惟
だ『
華

陽
国
志
』
は
、『
隋
志
』
は
霸
史
に
入
る
。
後
人

多
く
其
の
目

に
仍
り
、或
い
は
地
理
に
入
る
。按
ず
る
に
此
の
書

上
は
魚
鳧
・

蠶
叢
に
起
こ
り
、
中
は
漢
中
・
公
孫
述
・
二
劉
・
蜀
漢
を
包
ね
、

下
は
李
氏
父
子
に
及
ぶ
、
一
国
の
紀
載
為
る
に
非
ず
、
又
た
地

志
図
経
に
非
ず
、
覇
国
に
入
る
は
固
よ
り
非
な
り
、
而
し
て
地

理
に
入
る
は
尤
も
非
な
り
、
斯
れ
乃
ち
雑
史
の
支
流
の
方
隅
に

限
る
者
な
る
の
み
、『
建
康
実
録
』『
滇
載
記
』『
炎
徼
紀
聞
』

の
如
き
は
、
皆
な
是
の
選
な
り
。
此
の
例

前
人
未
だ
開
か
ず
、

種
類
多
き
こ
と
無
き
に
縁
り
、
均
し
く
強
い
て
霸
史
或
い
は
地

記
に
附
す
の
み
。
今

斯
の
條
を
創
め
、
将も

し
後
に
此
に
類
す

る
者
有
ら
ば
、
准
例
と
す
べ
し
。
故
に
雑
史
方
記
と
名
づ
け
、

暗ひ
そ

か
に
子
目
を
分
か
つ
。
地
理
志
方
隅
の
記
と
、
名
は
同
じ
く

し
て
実
は
異
な
る
な
り
。

「文学部紀要」文教大学文学部　37-1号　文教大学目録学研究会

（41）

【
現
代
語
訳
】

割
拠
と
覇
国
の
書
は
、
初
め
は
二
門
に
分
け
て
い
た
が
、
今

は
合
し
て
一
門
と
す
る
。『
越
絶
書
』『
呉
越
春
秋
』
か
ら
、
南

唐
の
諸
家
に
い
た
る
ま
で
み
な
こ
の
類
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
た
だ
、『
華
陽
国
志
』
は
、『
隋
志
』
が
霸
史
に
分
類
し
、

後
人
は
多
く
そ
の
類
目
に
し
た
が
い
、
あ
る
い
は
地
理
に
分
類

し
て
い
る
。
お
も
う
に
、
こ
の
書
は
、
初
め
は
魚
鳧
・
蠶
叢
か

ら
起
こ
り
、
中
ほ
ど
は
漢
中
・
公
孫
述
・
二
劉
・
蜀
漢
を
包
摂

し
、
終
わ
り
は
李
氏
父
子
に
及
ん
で
お
り
、
一
国
の
記
録
で
は

な
い
し
、
さ
ら
に
地
志
・
図
経
で
も
な
い
、
覇
国
に
分
類
す
る

の
は
も
と
よ
り
間
違
い
で
あ
り
、
地
理
に
分
類
す
る
の
は
と
り

わ
け
間
違
っ
て
い
る
、
本
書
（『
華
陽
国
志
』）
は
つ
ま
り
雑
史
の

支
流
で
あ
り
、（
そ
の
対
象
を
）
辺
境
に
限
定
し
て
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
。『
建
康
実
録
』『
滇
載
記
』『
炎
徼
紀
聞
』
の
類
は
、

い
ず
れ
も
そ
の
中
で
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は

前
人
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
の
種
の
書
物
が
多
く
は

な
い
こ
と
か
ら
、
ど
れ
も
無
理
に
霸
史
あ
る
い
は
地
記
に
附
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
今

新
し
い
条
目
を
創
始
す
る
の
で
、
も

し
後
に
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、範
例
と
す
れ
ば
よ
い
。

と
い
う
わ
け
で
雑
史
方
記
（
雑
史
で
一
地
方
を
扱
っ
た
も
の
）
と
名
づ

け
て
、
ひ
そ
か
に
細
目
を
分
け
る
こ
と
と
す
る
。
地
理
志
の
方

隅
の
記
録
と
、名
称
は
同
じ
だ
が
内
実
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
史
籍
考
総
目
」
で
は
、
稗
史
部
の
細
目
と
し
て
雑
史
と
霸
国
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

﹇
二
﹈ 『
華
陽
国
志
』
は
、
諸
書
目
で
は
、
霸
史
・
偽
史
の
類
目
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
。「
或
入
地
理
」
と
い
う
の
は
、『
玉
海
』
巻
十
六
「
地
理
」

の
「
異
域
図
書
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
か
。
な
お
、『
玉
海
』

巻
五
十
七
「
藝
文
」
で
は
「
志
」
に
、
四
庫
提
要
で
は
「
載
記
」
に
著

録
さ
れ
て
い
る
。

﹇
三
﹈ 「
鳧
」
字
は
底
本
に
「
鳥
」
字
に
作
る
の
を
改
め
た
。
魚
鳧
・
蠶
叢

は
上
古
の
蜀
王
と
さ
れ
る
人
物
。
揚
雄
「
蜀
王
本
紀
」
に
「
蜀
王
之
先
，

名
蠶
叢
、
伯
灌
、
魚
鳧
、
蒲
澤
、
開
明
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 『
建
康
実
錄
』
は
、
唐
・
許
崇
撰
。
呉
大
帝
か
ら
陳
後
主
ま
で
四
百

年
の
事
績
を
記
す
。『
新
唐
書
』藝
文
志
や『
郡
斎
読
書
志
』で
は
実
録
に
、

四
庫
提
要
で
は
別
史
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

  
　

『
滇
載
記
』
は
、
明
・
楊
慎
撰
。
雲
南
地
方
の
歴
史
を
記
す
。
四
庫

提
要
で
は
載
記
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

  
　

『
炎
徼
紀
聞
』
は
明
・
田
汝
成
撰
。
西
南
地
方
の
異
民
族
征
伐
に
つ
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す
れ
ば
、
調
査
す
る
者
が
條
理
立
っ
て
い
な
い
と
不
審
に
お
も

う
こ
と
も
な
い
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

雑
史
門
と
次
段
の
覇
国
門
は
「
史
籍
考
総
目
」
で
は
稗
史
部
の
子

目
で
あ
る
が
、「
史
考
釈
例
」
の
中
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

第
十
九
段
　
覇
国
門

【
原
文
】

割
據
與
霸
國
之
書
、
初
分
二
門
。
今
合
爲
一
﹇
注
一
﹈。
亦
謂

如
『
越
絶
書
』『
吳
越
春
秋
』、下
至
南
唐
諸
家
皆
是
也
。
惟
『
華

陽
國
志
』、『
隋
志
』
入
於
霸
史
。
後
人
多
仍
其
目
、
或
入
地

理
﹇
注
二
﹈。
按
此
書
上
起
魚
鳧
﹇
注
三
﹈
蠶
叢
、
中
包
漢
中
・
公
孫

述
・
二
劉
・
蜀
漢
、
下
及
李
氏
父
子
、
非
爲
一
國
紀
載
、
又
非

地
志
圖
經
、
入
於
霸
國
固
非
、
而
入
於
地
理
尤
非
、
斯
乃
雜
史

支
流
限
於
方
隅
者
耳
、
如
『
建
康
實
錄
』『
滇
載
記
』『
炎
徼
紀

聞
』、
皆
是
選
也
﹇
注
四
﹈。
此
例
前
人
未
開
、
緣
種
類
無
多
、
均

强
附
霸
史
或
地
記
耳
。
今
創
斯
條
、
將
後
有
類
此
者
、
可
准
例

焉
。
故
名
雜
史
方
記
﹇
注
五
﹈、
暗
分
子
目
、
與
地
理
志
方
隅
之
記
、

名
同
而
實
異
也
。

【
訓
読
文
】

割
拠
と
覇
国
の
書
は
、
初
め
は
二
門
に
分
か
つ
。
今
は
合
し

て
一
門
と
す
る
。
亦
た
謂
わ
く
『
越
絶
書
』『
呉
越
春
秋
』、
下

は
南
唐
諸
家
に
至
る
ま
で
の
如
き
は
皆
な
是
れ
な
り
。惟
だ『
華

陽
国
志
』
は
、『
隋
志
』
は
霸
史
に
入
る
。
後
人

多
く
其
の
目

に
仍
り
、或
い
は
地
理
に
入
る
。按
ず
る
に
此
の
書

上
は
魚
鳧
・

蠶
叢
に
起
こ
り
、
中
は
漢
中
・
公
孫
述
・
二
劉
・
蜀
漢
を
包
ね
、

下
は
李
氏
父
子
に
及
ぶ
、
一
国
の
紀
載
為
る
に
非
ず
、
又
た
地

志
図
経
に
非
ず
、
覇
国
に
入
る
は
固
よ
り
非
な
り
、
而
し
て
地

理
に
入
る
は
尤
も
非
な
り
、
斯
れ
乃
ち
雑
史
の
支
流
の
方
隅
に

限
る
者
な
る
の
み
、『
建
康
実
録
』『
滇
載
記
』『
炎
徼
紀
聞
』

の
如
き
は
、
皆
な
是
の
選
な
り
。
此
の
例

前
人
未
だ
開
か
ず
、

種
類
多
き
こ
と
無
き
に
縁
り
、
均
し
く
強
い
て
霸
史
或
い
は
地

記
に
附
す
の
み
。
今

斯
の
條
を
創
め
、
将も

し
後
に
此
に
類
す

る
者
有
ら
ば
、
准
例
と
す
べ
し
。
故
に
雑
史
方
記
と
名
づ
け
、

暗ひ
そ

か
に
子
目
を
分
か
つ
。
地
理
志
方
隅
の
記
と
、
名
は
同
じ
く

し
て
実
は
異
な
る
な
り
。
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【
現
代
語
訳
】

割
拠
と
覇
国
の
書
は
、
初
め
は
二
門
に
分
け
て
い
た
が
、
今

は
合
し
て
一
門
と
す
る
。『
越
絶
書
』『
呉
越
春
秋
』
か
ら
、
南

唐
の
諸
家
に
い
た
る
ま
で
み
な
こ
の
類
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
た
だ
、『
華
陽
国
志
』
は
、『
隋
志
』
が
霸
史
に
分
類
し
、

後
人
は
多
く
そ
の
類
目
に
し
た
が
い
、
あ
る
い
は
地
理
に
分
類

し
て
い
る
。
お
も
う
に
、
こ
の
書
は
、
初
め
は
魚
鳧
・
蠶
叢
か

ら
起
こ
り
、
中
ほ
ど
は
漢
中
・
公
孫
述
・
二
劉
・
蜀
漢
を
包
摂

し
、
終
わ
り
は
李
氏
父
子
に
及
ん
で
お
り
、
一
国
の
記
録
で
は

な
い
し
、
さ
ら
に
地
志
・
図
経
で
も
な
い
、
覇
国
に
分
類
す
る

の
は
も
と
よ
り
間
違
い
で
あ
り
、
地
理
に
分
類
す
る
の
は
と
り

わ
け
間
違
っ
て
い
る
、
本
書
（『
華
陽
国
志
』）
は
つ
ま
り
雑
史
の

支
流
で
あ
り
、（
そ
の
対
象
を
）
辺
境
に
限
定
し
て
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
。『
建
康
実
録
』『
滇
載
記
』『
炎
徼
紀
聞
』
の
類
は
、

い
ず
れ
も
そ
の
中
で
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は

前
人
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
の
種
の
書
物
が
多
く
は

な
い
こ
と
か
ら
、
ど
れ
も
無
理
に
霸
史
あ
る
い
は
地
記
に
附
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
今

新
し
い
条
目
を
創
始
す
る
の
で
、
も

し
後
に
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、範
例
と
す
れ
ば
よ
い
。

と
い
う
わ
け
で
雑
史
方
記
（
雑
史
で
一
地
方
を
扱
っ
た
も
の
）
と
名
づ

け
て
、
ひ
そ
か
に
細
目
を
分
け
る
こ
と
と
す
る
。
地
理
志
の
方

隅
の
記
録
と
、名
称
は
同
じ
だ
が
内
実
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
史
籍
考
総
目
」
で
は
、
稗
史
部
の
細
目
と
し
て
雑
史
と
霸
国
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

﹇
二
﹈ 『
華
陽
国
志
』
は
、
諸
書
目
で
は
、
霸
史
・
偽
史
の
類
目
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
。「
或
入
地
理
」
と
い
う
の
は
、『
玉
海
』
巻
十
六
「
地
理
」

の
「
異
域
図
書
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
か
。
な
お
、『
玉
海
』

巻
五
十
七
「
藝
文
」
で
は
「
志
」
に
、
四
庫
提
要
で
は
「
載
記
」
に
著

録
さ
れ
て
い
る
。

﹇
三
﹈ 「
鳧
」
字
は
底
本
に
「
鳥
」
字
に
作
る
の
を
改
め
た
。
魚
鳧
・
蠶
叢

は
上
古
の
蜀
王
と
さ
れ
る
人
物
。
揚
雄
「
蜀
王
本
紀
」
に
「
蜀
王
之
先
，

名
蠶
叢
、
伯
灌
、
魚
鳧
、
蒲
澤
、
開
明
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 『
建
康
実
錄
』
は
、
唐
・
許
崇
撰
。
呉
大
帝
か
ら
陳
後
主
ま
で
四
百

年
の
事
績
を
記
す
。『
新
唐
書
』藝
文
志
や『
郡
斎
読
書
志
』で
は
実
録
に
、

四
庫
提
要
で
は
別
史
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

  
　

『
滇
載
記
』
は
、
明
・
楊
慎
撰
。
雲
南
地
方
の
歴
史
を
記
す
。
四
庫

提
要
で
は
載
記
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

  
　

『
炎
徼
紀
聞
』
は
明
・
田
汝
成
撰
。
西
南
地
方
の
異
民
族
征
伐
に
つ
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い
て
の
記
録
。
四
庫
提
要
で
は
紀
事
本
末
体
に
属
す
。

﹇
五
﹈ 
こ
れ
に
関
し
て
、
王
重
民
は
「『
史
籍
考
總
目
』
仍
稱
『
霸
國
』、

未
用
『
雜
史
方
記
』
之
名
、
蓋
『
釋
例
』
擬
定
在
先
、『
總
目
』
完
成

在
後
、
後
來
又
改
用
舊
名
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
雑
史
の

下
位
分
類
と
し
て
方
記
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
十
段
　
星
暦
部

【
原
文
】

星
曆
﹇
注
一
﹈
四
門
。
天
文
記
天
象
、非
關
推
歩
。
曆
律
記
曆
制
、

非
關
算
術
。
五
行
記
災
祥
、
非
關
占
候
。
時
令
記
授
時
政
令
、

非
爲
景
物
。
此
則
『
史
考
』
當
收
之
義
、
不
然
則
混
於
術
數
諸

家
矣
﹇
注
二
﹈。
但
嫌
介
、
疑
似
、
亦
有
在
術
數
與
史
例
之
閒
者
、

姑
量
取
之
。
寧
稍
寬
、
無
缺
漏
也
。
此
等
著
錄
、
部
目
多
在
子

家
。
而
史
家
志
篇
目
、
實
不
能
闕
、
可
以
識
互
通
之
義
矣
。

【
訓
読
文
】

星
暦
は
四
門
。
天
文
は
天
象
を
記
し
、
推
歩
に
関
わ
る
に
非

ず
。
暦
律
は
暦
制
を
記
し
、
算
術
に
関
わ
る
に
非
ず
。
五
行
は

災
祥
を
記
し
、
占
候
に
関
わ
る
に
非
ず
。
時
令
は
授
時
政
令
を

記
し
、
景
物
を
為
す
に
非
ず
。
此
れ
則
ち
『
史
考
』
当
に
収
む

べ
き
の
義
、
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
術
数
諸
家
に
混
じ
る
。
但
だ
嫌

介
・
疑
似
、
亦
た
術
数
と
史
例
と
の
間
に
在
る
者
有
れ
ば
、
姑

く
量
り
て
之
を
取
る
。
寧
ろ
稍
寬
な
ら
ば
、
缺
漏
無
か
ら
ん
。

此
等
の
著
録
、部
目
多
く
子
家
に
在
り
。
而
し
て
史
家
志
篇
目
、

実
に
闕
く
能
わ
ず
、
以
て
互
通
の
義
を
識
す
可
し
。

【
現
代
語
訳
】

星
暦
は
（
天
文
・
律
暦
・
五
行
・
時
令
の
）
四
門
。
天
文
に
著
録
す

る
の
は
天
象
（
吉
凶
を
占
う
た
め
の
天
体
現
象
）
に
関
す
る
も
の
で
、

推
歩
（
日
月
五
星
の
運
行
に
よ
る
暦
の
作
成
）
に
関
す
る
も
の
で
は
な

い
。
暦
律
は
暦
制
に
関
す
る
も
の
で
、
算
術
に
関
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
五
行
は
災
祥
（
吉
凶
の
兆
候
）
を
記
す
も
の
で
、占
候
（
天

体
観
測
に
よ
る
吉
凶
の
判
断
）
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
時
令
は

授
時
政
令
を
記
し
、
景
物
（
四
季
折
々
の
風
物
）
を
な
す
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
は
『
史
籍
考
』
に
お
い
て
何
を
収
録
す
べ
き
か

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
い
と
術
数
諸
家
と
混
乱
が
生

じ
て
し
ま
う
。た
だ
、境
界
に
あ
る
も
の
、紛
ら
わ
し
い
も
の
は
、

術
数
と
史
例
と
の
間
に
も
存
在
す
る
者
が
あ
る
の
で
、
ひ
と
ま

ず
斟
酌
し
て
著
録
す
る
こ
と
と
し
、
や
や
収
録
の
範
囲
を
ひ
ろ
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げ
て
お
い
た
方
が
、不
備
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
著
録
は
、

部
目
と
し
て
は
多
く
子
家
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
史
家
の
目
録
の
篇
目
に
お
い
て
も
、
実
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
り
、（
史
部
は
子
部
と
）
互
い
に
通
じ
あ
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
曆
」
字
は
底
本
は
「
厤
」
字
に
作
る
。

﹇
二
﹈ 『
校
讎
通
義
』
互
著
第
三
之
四
で
は
「
若
就
書
之
易
淆
者
言
之
，
經

部
《
易
》
家
與
子
部
之
五
行
陰
陽
家
相
出
入
，
樂
家
與
集
部
之
樂
府
、

子
部
之
藝
術
相
出
入
，
小
學
家
之
書
法
與
金
石
之
法
帖
相
出
入
，
史
部

之
職
官
與
故
事
相
出
入
，
譜
牒
與
傳
記
相
出
入
，
故
事
與
集
部
之
詔
誥

奏
議
相
出
入
，
集
部
之
詞
曲
與
史
部
之
小
說
相
出
入
，
子
部
之
儒
家
與

經
部
之
經
解
相
出
入
，
史
部
之
食
貨
與
子
部
之
農
家
相
出
入
，
非
特
如

鄭
樵
之
所
謂
傳
記
、
雜
家
、
小
說
、
雜
史
、
故
事
五
類
，
與
詩
話
、
文

史
之
二
類
，易
相
紊
亂
已
也
。
若
就
書
之
相
資
者
而
論
，《
爾
雅
》
與
《
本

草
》
之
書
相
資
爲
用
，
地
理
與
兵
家
之
書
相
資
爲
用
，
譜
牒
與
曆
律
之

書
相
資
爲
用
，
不
特
如
鄭
樵
之
所
謂
性
命
之
書
求
之
道
家
，
小
學
之
書

求
之
釋
家
，《
周
易
》
藏
於
卜
筮
，《
洪
範
》
藏
於
五
行
已
也
。」
と
分

類
に
お
い
て
紛
れ
や
す
い
も
の
と
学
問
に
お
い
て
互
い
に
関
連
す
る
も

の
の
具
体
例
を
あ
げ
た
上
で
「
書
之
易
混
者
，
非
重
複
互
注
之
法
，
無

以
免
後
學
之
牴
牾
；
書
之
相
資
者
，
非
重
複
互
注
之
法
，
無
以
究
古

人
之
源
委
。
一
隅
三
反
，
其
類
蓋
亦
廣
矣
。」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、

鄭
樵
の
説
は
『
通
志
』
校
讎
略
「
編
次
之
譌
論
」
に
「
古
今
編
書
所
不

能
分
者
五
，
一
曰
傳
記
，
二
曰
雜
家
，
三
曰
小
說
，
四
曰
雜
史
，
五
曰

故
事
。
凡
此
五
類
之
書
，足
相
紊
亂
。
又
如
文
史
與
詩
話
，亦
能
相
濫
。」

と
あ
る
。

第
二
十
一
段
　
譜
牒
部

【
原
文
】

譜
牒
有
專
家
・
總
類
之
不
同
、
專
則
一
家
之
書
、
總
則
彙
萃

之
書
、
而
家
傳
・
家
訓
・
內
訓
・
家
範
・
家
禮
皆
附
入
專
譜
門

中
。
以
其
行
於
家
者
然
也
。
但
自
宋
以
來
有
郷
約
之
書
、
名
似

爲
一
郷
設
、
其
實
皆
推
家
範
・
家
禮
之
意
、
欲
一
切
郷
黨
爲
之

效
法
、
非
專
爲
所
居
之
郷
設
也
。
施
縱
可
徧
天
下
、
語
實
出
於

一
家
、
旣
不
可
上
附
國
典
、
又
不
可
下
入
方
志
、
故
附
之
也
。

【
訓
読
文
】

譜
牒
に
専
家
・
総
類
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
、
専
は
則
ち
一
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い
て
の
記
録
。
四
庫
提
要
で
は
紀
事
本
末
体
に
属
す
。

﹇
五
﹈ 

こ
れ
に
関
し
て
、
王
重
民
は
「『
史
籍
考
總
目
』
仍
稱
『
霸
國
』、

未
用
『
雜
史
方
記
』
之
名
、
蓋
『
釋
例
』
擬
定
在
先
、『
總
目
』
完
成

在
後
、
後
來
又
改
用
舊
名
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
雑
史
の

下
位
分
類
と
し
て
方
記
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
十
段
　
星
暦
部

【
原
文
】

星
曆
﹇
注
一
﹈
四
門
。
天
文
記
天
象
、非
關
推
歩
。
曆
律
記
曆
制
、

非
關
算
術
。
五
行
記
災
祥
、
非
關
占
候
。
時
令
記
授
時
政
令
、

非
爲
景
物
。
此
則
『
史
考
』
當
收
之
義
、
不
然
則
混
於
術
數
諸

家
矣
﹇
注
二
﹈。
但
嫌
介
、
疑
似
、
亦
有
在
術
數
與
史
例
之
閒
者
、

姑
量
取
之
。
寧
稍
寬
、
無
缺
漏
也
。
此
等
著
錄
、
部
目
多
在
子

家
。
而
史
家
志
篇
目
、
實
不
能
闕
、
可
以
識
互
通
之
義
矣
。

【
訓
読
文
】

星
暦
は
四
門
。
天
文
は
天
象
を
記
し
、
推
歩
に
関
わ
る
に
非

ず
。
暦
律
は
暦
制
を
記
し
、
算
術
に
関
わ
る
に
非
ず
。
五
行
は

災
祥
を
記
し
、
占
候
に
関
わ
る
に
非
ず
。
時
令
は
授
時
政
令
を

記
し
、
景
物
を
為
す
に
非
ず
。
此
れ
則
ち
『
史
考
』
当
に
収
む

べ
き
の
義
、
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
術
数
諸
家
に
混
じ
る
。
但
だ
嫌

介
・
疑
似
、
亦
た
術
数
と
史
例
と
の
間
に
在
る
者
有
れ
ば
、
姑

く
量
り
て
之
を
取
る
。
寧
ろ
稍
寬
な
ら
ば
、
缺
漏
無
か
ら
ん
。

此
等
の
著
録
、部
目
多
く
子
家
に
在
り
。
而
し
て
史
家
志
篇
目
、

実
に
闕
く
能
わ
ず
、
以
て
互
通
の
義
を
識
す
可
し
。

【
現
代
語
訳
】

星
暦
は
（
天
文
・
律
暦
・
五
行
・
時
令
の
）
四
門
。
天
文
に
著
録
す

る
の
は
天
象
（
吉
凶
を
占
う
た
め
の
天
体
現
象
）
に
関
す
る
も
の
で
、

推
歩
（
日
月
五
星
の
運
行
に
よ
る
暦
の
作
成
）
に
関
す
る
も
の
で
は
な

い
。
暦
律
は
暦
制
に
関
す
る
も
の
で
、
算
術
に
関
わ
る
も
の
で

は
な
い
。
五
行
は
災
祥
（
吉
凶
の
兆
候
）
を
記
す
も
の
で
、占
候
（
天

体
観
測
に
よ
る
吉
凶
の
判
断
）
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
時
令
は

授
時
政
令
を
記
し
、
景
物
（
四
季
折
々
の
風
物
）
を
な
す
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
は
『
史
籍
考
』
に
お
い
て
何
を
収
録
す
べ
き
か

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
い
と
術
数
諸
家
と
混
乱
が
生

じ
て
し
ま
う
。た
だ
、境
界
に
あ
る
も
の
、紛
ら
わ
し
い
も
の
は
、

術
数
と
史
例
と
の
間
に
も
存
在
す
る
者
が
あ
る
の
で
、
ひ
と
ま

ず
斟
酌
し
て
著
録
す
る
こ
と
と
し
、
や
や
収
録
の
範
囲
を
ひ
ろ
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げ
て
お
い
た
方
が
、不
備
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
著
録
は
、

部
目
と
し
て
は
多
く
子
家
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
史
家
の
目
録
の
篇
目
に
お
い
て
も
、
実
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
り
、（
史
部
は
子
部
と
）
互
い
に
通
じ
あ
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
曆
」
字
は
底
本
は
「
厤
」
字
に
作
る
。

﹇
二
﹈ 『
校
讎
通
義
』
互
著
第
三
之
四
で
は
「
若
就
書
之
易
淆
者
言
之
，
經

部
《
易
》
家
與
子
部
之
五
行
陰
陽
家
相
出
入
，
樂
家
與
集
部
之
樂
府
、

子
部
之
藝
術
相
出
入
，
小
學
家
之
書
法
與
金
石
之
法
帖
相
出
入
，
史
部

之
職
官
與
故
事
相
出
入
，
譜
牒
與
傳
記
相
出
入
，
故
事
與
集
部
之
詔
誥

奏
議
相
出
入
，
集
部
之
詞
曲
與
史
部
之
小
說
相
出
入
，
子
部
之
儒
家
與

經
部
之
經
解
相
出
入
，
史
部
之
食
貨
與
子
部
之
農
家
相
出
入
，
非
特
如

鄭
樵
之
所
謂
傳
記
、
雜
家
、
小
說
、
雜
史
、
故
事
五
類
，
與
詩
話
、
文

史
之
二
類
，易
相
紊
亂
已
也
。
若
就
書
之
相
資
者
而
論
，《
爾
雅
》
與
《
本

草
》
之
書
相
資
爲
用
，
地
理
與
兵
家
之
書
相
資
爲
用
，
譜
牒
與
曆
律
之

書
相
資
爲
用
，
不
特
如
鄭
樵
之
所
謂
性
命
之
書
求
之
道
家
，
小
學
之
書

求
之
釋
家
，《
周
易
》
藏
於
卜
筮
，《
洪
範
》
藏
於
五
行
已
也
。」
と
分

類
に
お
い
て
紛
れ
や
す
い
も
の
と
学
問
に
お
い
て
互
い
に
関
連
す
る
も

の
の
具
体
例
を
あ
げ
た
上
で
「
書
之
易
混
者
，
非
重
複
互
注
之
法
，
無

以
免
後
學
之
牴
牾
；
書
之
相
資
者
，
非
重
複
互
注
之
法
，
無
以
究
古

人
之
源
委
。
一
隅
三
反
，
其
類
蓋
亦
廣
矣
。」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、

鄭
樵
の
説
は
『
通
志
』
校
讎
略
「
編
次
之
譌
論
」
に
「
古
今
編
書
所
不

能
分
者
五
，
一
曰
傳
記
，
二
曰
雜
家
，
三
曰
小
說
，
四
曰
雜
史
，
五
曰

故
事
。
凡
此
五
類
之
書
，足
相
紊
亂
。
又
如
文
史
與
詩
話
，亦
能
相
濫
。」

と
あ
る
。

第
二
十
一
段
　
譜
牒
部

【
原
文
】

譜
牒
有
專
家
・
總
類
之
不
同
、
專
則
一
家
之
書
、
總
則
彙
萃

之
書
、
而
家
傳
・
家
訓
・
內
訓
・
家
範
・
家
禮
皆
附
入
專
譜
門

中
。
以
其
行
於
家
者
然
也
。
但
自
宋
以
來
有
郷
約
之
書
、
名
似

爲
一
郷
設
、
其
實
皆
推
家
範
・
家
禮
之
意
、
欲
一
切
郷
黨
爲
之

效
法
、
非
專
爲
所
居
之
郷
設
也
。
施
縱
可
徧
天
下
、
語
實
出
於

一
家
、
旣
不
可
上
附
國
典
、
又
不
可
下
入
方
志
、
故
附
之
也
。

【
訓
読
文
】

譜
牒
に
専
家
・
総
類
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
、
専
は
則
ち
一
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家
の
書
、
総
は
則
ち
彙
萃
の
書
、
而
し
て
家
伝
・
家
訓
・
内
訓
・

家
範
・
家
礼
は
皆
な
専
譜
の
門
中
に
附
入
す
。
其
の
家
に
行
わ

る
る
者
を
以
て
然
く
す
。
但
だ
宋
自
り
以
来

郷
約
の
書
有
り
、

名
は
一
郷
の
為
に
設
く
る
に
似
る
も
、
其
の
実

皆
な
家
範
・

家
礼
の
意
を
推
し
、
一
切
の
郷
党

之
が
效
法
を
為
す
を
欲
す
、

専
ら
居
る
所
の
郷
の
為
に
設
く
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
施
す
こ

と
縦
い
天
下
に
徧
か
る
可
き
も
、
語

実
は
一
家
に
出
づ
、
既

に
上
せ
て
国
典
に
附
す
べ
か
ら
ず
、
又
た
下
し
て
方
志
に
入
る

べ
か
ら
ず
、
故
に
之
に
附
す
。

【
現
代
語
訳
】

譜
牒
に
は
専
家
と
総
類
と
の
区
分
を
設
け
た
。
専
家
は
一

家
の
書
で
あ
り
、
総
類
は
彙
集
し
た
書
で
あ
る
。
家
伝
・
家

訓
・
内
訓
・
家
範
・
家
礼
と
い
っ
た
も
の
は
、
す
べ
て
専
譜
に

附
属
さ
せ
る
。
あ
る
家
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
の
処
置
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宋
代
以
降
、
郷
約
の
書
が
あ

り
、
名
称
は
一
郷
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
は
あ

る
が
、
実
際
は
い
ず
れ
も
家
範
・
家
礼
の
意
を
推
し
拡
げ
て
、

す
べ
て
の
郷
党
が
そ
れ
に
な
ら
う
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
あ

り
、
在
住
の
郷
の
た
め
だ
け
に
設
け
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
天
下
に
ひ
ろ
く
い
き
わ
た
っ
た
と
し
て
も
、
実
は
一
家
を
対

象
と
し
た
も
の
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
典
に
附
属
さ

せ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
方
志
に
配
属
さ
せ
る
わ
け
に
も

い
か
な
い
、
そ
こ
で
こ
こ
に
附
す
こ
と
に
す
る
。

第
二
十
二
段
　
譜
学
部

【
原
文
】

譜
學
古
人
所
重
、
世
家
鉅
族
、
國
家
所
與
爲
休
戚
者
也
。
封

建
罷
而
門
第
流
品
之
法
又
不
行
、
故
後
世
之
譜
學
輕
；
如
謂
後

世
不
須
譜
學
、則
幾
於
汨
彝
倫
矣﹇
注
一
﹈。律
令
、人
戸
以
籍
爲
定
、

良
賤
不
相
昏
姻﹇
注
二
﹈。
何
嘗
無
流
品
哉
。
廕
襲
任
子
雖
不
通
行
、

而
科
第
崛
起
之
中
、
亦
有
名
門
鉅
族
、
簪
纓
世
冑
、
爲
國
家
所

休
戚
者
皆
運
數
也
。
但
禮
不
下
於
庶
人
、
原
不
能
盡
取
齊
民
戸

籍
入
『
史
考
』
也
。
且
其
書
不
掌
於
官
、
僅
能
耳
目
聞
見
、
載

籍
論
次
之
所
及
、
而
於
源
委
實
有
所
考
者
、
則
編
次
之
。
耳
目

未
周
、
不
能
徧
及
也
。

【
訓
読
文
】

譜
学
は
古
人
の
重
ん
ず
る
所
、
世
家
鉅
族
は
、
国
家
の
与
に
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休
戚
を
為
す
所
の
者
な
り
。
封
建
罷
み
て
門
第
流
品
の
法
も
又

た
行
な
わ
れ
ず
、
故
に
後
世
の
譜
学
は
軽
し
。
後
世
譜
学
を
須

い
ず
と
謂
う
が
如
き
は
、則
ち

彝
倫
を
汨し
ず

む
に
幾
し
。
律
令
に
、

人
戸
は
籍
を
以
て
定
と
為
す
、
良
賤
は
相
婚
姻
せ
ず
、
と
。
何

ぞ
嘗
て
流
品
無
か
ら
ん
や
。
廕
襲
任
子
通
行
せ
ざ
る
と
雖
も
、

而
し
て
科
第
崛
起
の
中
、
亦
た
名
門
鉅
族
、
簪
纓
の
世
冑
有
り
、

国
家
の
休
戚
す
る
所
と
為
る
者
は
皆
な
運
数
な
り
。
但
だ
礼
は

庶
人
に
下
ら
ず
、原
よ
り
尽
く
斉
民
の
戸
籍
を
取
り
て
『
史
考
』

に
入
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
且
つ
其
の
書
は
官
に
掌
ら
れ
ず
、
僅

か
に
能
く
耳
目
聞
見
し
、
載
籍
論
次
の
及
ぶ
所
、
源
委
に
於
て

実
に
考
う
る
所
有
る
者
、
則
ち
之
を
編
次
す
。
耳
目
未
だ
周
か

ら
ざ
れ
ば
、
徧
く
及
ぶ
能
わ
ず
。

【
現
代
文
】

譜
学
は
古
人
の
重
ん
ず
る
所
で
あ
り
、
代
々
俸
禄
を
食
み
、

勢
力
を
誇
る
一
族
は
、
国
家
が
喜
憂
を
と
も
に
す
る
存
在
で

あ
っ
た
。
封
建
制
は
廃
さ
れ
、
門
地
品
階
の
法
も
行
わ
れ
な
く

な
り
、
後
世
、
譜
学
は
衰
え
た
。
し
か
し
、
後
世
は
譜
学
を
必

要
と
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
普
遍
の
道
理
を
失
う
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
律
令
に
、
民
戸
は
籍
を
も
っ
て
規
定
を
な
す

と
あ
り
、
良
民
と
賤
民
と
は
婚
姻
し
な
い
と
も
あ
る
。
ど
う
し

て
身
分
が
な
い
と
い
え
よ
う
か
。
恩
蔭
・
任
子
の
制
度
は
ひ
ろ

く
行
わ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
科
挙
で
抜
き
ん
で
た
も
の
中

に
は
、
や
は
り
権
門
勢
家
、
高
官
の
子
孫
が
お
り
、
国
家
と
喜

憂
を
と
も
に
す
る
者
は
み
な
運
命
で
あ
る
。
た
だ
し
「
礼
は
庶

民
に
下
ら
ず
」
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
平
民
の
戸
籍
を
す
べ

て
『
史
籍
考
』
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
し
か
も
家
譜

は
役
所
の
管
掌
で
は
な
い
か
ら
、た
だ
よ
く
見
聞
き
す
る
も
の
、

書
籍
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
本
末
に
お
い
て
実
際
に
考

察
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
編
次
す
る
こ
と
と
し
た
。
耳
目
の

及
ぶ
と
こ
ろ
周
到
で
は
な
く
、
遍
く
行
き
渡
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
彝
倫
」
は
人
と
し
て
常
に
守
る
べ
き
普
遍
の
道
理
。『
尚
書
』
洪

範
に
「
王
乃
言
曰
．．嗚
呼
，
箕
子
，
惟
天
陰
騭
下
民
，
相
協
厥
居
，
我

不
知
其
彝
倫
攸
敘
。」
と
あ
り
、蔡
沈
集
伝
に
「
彝
，常
也
；
倫
，理
也
。」

と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 『
大
清
律
令
』
巻
八
の
戸
律
・
戸
役
に
「
人
戶
以
籍
爲
定
。」
と
あ
る
。

ま
た
、『
大
清
律
』
戸
律
・
婚
姻
「
良
賤
爲
婚
姻
」
に
「
凡
家
長
與
奴
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家
の
書
、
総
は
則
ち
彙
萃
の
書
、
而
し
て
家
伝
・
家
訓
・
内
訓
・

家
範
・
家
礼
は
皆
な
専
譜
の
門
中
に
附
入
す
。
其
の
家
に
行
わ

る
る
者
を
以
て
然
く
す
。
但
だ
宋
自
り
以
来

郷
約
の
書
有
り
、

名
は
一
郷
の
為
に
設
く
る
に
似
る
も
、
其
の
実

皆
な
家
範
・

家
礼
の
意
を
推
し
、
一
切
の
郷
党

之
が
效
法
を
為
す
を
欲
す
、

専
ら
居
る
所
の
郷
の
為
に
設
く
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
施
す
こ

と
縦
い
天
下
に
徧
か
る
可
き
も
、
語

実
は
一
家
に
出
づ
、
既

に
上
せ
て
国
典
に
附
す
べ
か
ら
ず
、
又
た
下
し
て
方
志
に
入
る

べ
か
ら
ず
、
故
に
之
に
附
す
。

【
現
代
語
訳
】

譜
牒
に
は
専
家
と
総
類
と
の
区
分
を
設
け
た
。
専
家
は
一

家
の
書
で
あ
り
、
総
類
は
彙
集
し
た
書
で
あ
る
。
家
伝
・
家

訓
・
内
訓
・
家
範
・
家
礼
と
い
っ
た
も
の
は
、
す
べ
て
専
譜
に

附
属
さ
せ
る
。
あ
る
家
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
の
処
置
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宋
代
以
降
、
郷
約
の
書
が
あ

り
、
名
称
は
一
郷
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
は
あ

る
が
、
実
際
は
い
ず
れ
も
家
範
・
家
礼
の
意
を
推
し
拡
げ
て
、

す
べ
て
の
郷
党
が
そ
れ
に
な
ら
う
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
あ

り
、
在
住
の
郷
の
た
め
だ
け
に
設
け
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
天
下
に
ひ
ろ
く
い
き
わ
た
っ
た
と
し
て
も
、
実
は
一
家
を
対

象
と
し
た
も
の
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
典
に
附
属
さ

せ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
方
志
に
配
属
さ
せ
る
わ
け
に
も

い
か
な
い
、
そ
こ
で
こ
こ
に
附
す
こ
と
に
す
る
。

第
二
十
二
段
　
譜
学
部

【
原
文
】

譜
學
古
人
所
重
、
世
家
鉅
族
、
國
家
所
與
爲
休
戚
者
也
。
封

建
罷
而
門
第
流
品
之
法
又
不
行
、
故
後
世
之
譜
學
輕
；
如
謂
後

世
不
須
譜
學
、則
幾
於
汨
彝
倫
矣﹇
注
一
﹈。律
令
、人
戸
以
籍
爲
定
、

良
賤
不
相
昏
姻﹇
注
二
﹈。
何
嘗
無
流
品
哉
。
廕
襲
任
子
雖
不
通
行
、

而
科
第
崛
起
之
中
、
亦
有
名
門
鉅
族
、
簪
纓
世
冑
、
爲
國
家
所

休
戚
者
皆
運
數
也
。
但
禮
不
下
於
庶
人
、
原
不
能
盡
取
齊
民
戸

籍
入
『
史
考
』
也
。
且
其
書
不
掌
於
官
、
僅
能
耳
目
聞
見
、
載

籍
論
次
之
所
及
、
而
於
源
委
實
有
所
考
者
、
則
編
次
之
。
耳
目

未
周
、
不
能
徧
及
也
。

【
訓
読
文
】

譜
学
は
古
人
の
重
ん
ず
る
所
、
世
家
鉅
族
は
、
国
家
の
与
に
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休
戚
を
為
す
所
の
者
な
り
。
封
建
罷
み
て
門
第
流
品
の
法
も
又

た
行
な
わ
れ
ず
、
故
に
後
世
の
譜
学
は
軽
し
。
後
世
譜
学
を
須

い
ず
と
謂
う
が
如
き
は
、則
ち

彝
倫
を
汨し
ず

む
に
幾
し
。
律
令
に
、

人
戸
は
籍
を
以
て
定
と
為
す
、
良
賤
は
相
婚
姻
せ
ず
、
と
。
何

ぞ
嘗
て
流
品
無
か
ら
ん
や
。
廕
襲
任
子
通
行
せ
ざ
る
と
雖
も
、

而
し
て
科
第
崛
起
の
中
、
亦
た
名
門
鉅
族
、
簪
纓
の
世
冑
有
り
、

国
家
の
休
戚
す
る
所
と
為
る
者
は
皆
な
運
数
な
り
。
但
だ
礼
は

庶
人
に
下
ら
ず
、原
よ
り
尽
く
斉
民
の
戸
籍
を
取
り
て
『
史
考
』

に
入
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
且
つ
其
の
書
は
官
に
掌
ら
れ
ず
、
僅

か
に
能
く
耳
目
聞
見
し
、
載
籍
論
次
の
及
ぶ
所
、
源
委
に
於
て

実
に
考
う
る
所
有
る
者
、
則
ち
之
を
編
次
す
。
耳
目
未
だ
周
か

ら
ざ
れ
ば
、
徧
く
及
ぶ
能
わ
ず
。

【
現
代
文
】

譜
学
は
古
人
の
重
ん
ず
る
所
で
あ
り
、
代
々
俸
禄
を
食
み
、

勢
力
を
誇
る
一
族
は
、
国
家
が
喜
憂
を
と
も
に
す
る
存
在
で

あ
っ
た
。
封
建
制
は
廃
さ
れ
、
門
地
品
階
の
法
も
行
わ
れ
な
く

な
り
、
後
世
、
譜
学
は
衰
え
た
。
し
か
し
、
後
世
は
譜
学
を
必

要
と
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
普
遍
の
道
理
を
失
う
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
律
令
に
、
民
戸
は
籍
を
も
っ
て
規
定
を
な
す

と
あ
り
、
良
民
と
賤
民
と
は
婚
姻
し
な
い
と
も
あ
る
。
ど
う
し

て
身
分
が
な
い
と
い
え
よ
う
か
。
恩
蔭
・
任
子
の
制
度
は
ひ
ろ

く
行
わ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
科
挙
で
抜
き
ん
で
た
も
の
中

に
は
、
や
は
り
権
門
勢
家
、
高
官
の
子
孫
が
お
り
、
国
家
と
喜

憂
を
と
も
に
す
る
者
は
み
な
運
命
で
あ
る
。
た
だ
し
「
礼
は
庶

民
に
下
ら
ず
」
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
平
民
の
戸
籍
を
す
べ

て
『
史
籍
考
』
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
し
か
も
家
譜

は
役
所
の
管
掌
で
は
な
い
か
ら
、た
だ
よ
く
見
聞
き
す
る
も
の
、

書
籍
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
本
末
に
お
い
て
実
際
に
考

察
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
編
次
す
る
こ
と
と
し
た
。
耳
目
の

及
ぶ
と
こ
ろ
周
到
で
は
な
く
、
遍
く
行
き
渡
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
彝
倫
」
は
人
と
し
て
常
に
守
る
べ
き
普
遍
の
道
理
。『
尚
書
』
洪

範
に
「
王
乃
言
曰
．．嗚
呼
，
箕
子
，
惟
天
陰
騭
下
民
，
相
協
厥
居
，
我

不
知
其
彝
倫
攸
敘
。」
と
あ
り
、蔡
沈
集
伝
に
「
彝
，常
也
；
倫
，理
也
。」

と
あ
る
。

﹇
二
﹈ 『
大
清
律
令
』
巻
八
の
戸
律
・
戸
役
に
「
人
戶
以
籍
爲
定
。」
と
あ
る
。

ま
た
、『
大
清
律
』
戸
律
・
婚
姻
「
良
賤
爲
婚
姻
」
に
「
凡
家
長
與
奴
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娶
良
人
女
爲
妻
者
，
杖
八
十
。
女
家
減
一
等
，
不
知
者
不
坐
。
…
…
各

離
異
改
正
。」
と
あ
る
。

第
二
十
三
段
　
地
理
部

【
原
文
】

地
理
門
類
極
廣
、
畢
宮
保
原
稾
爲
二
十
二
門
、
分
荒
遠
・
總

載
・
沿
革
・
形
勢
・
水
道
・
都
邑
・
方
隅
・
方
言
・
宮
苑
・
古

蹟
・
書
院
・
道
場
・
陵
墓
・
寺
觀
・
山
川
・
名
勝
・
圖
經
・
行
程
・

雜
記
・
邊
徼
・
外
裔
・
風
物
二
十
有
二
、
不
免
繁
碎
。
今
暗
分

子
目
、
統
於
五
條
之
下
、
一
曰
總
載
、
二
曰
分
載
、
三
曰
方
志
、

四
曰
水
道
、
五
曰
外
裔
。
其
暗
分
子
目
、
以
類
相
從
、
觀
者
可

自
得
也
。

【
訓
読
文
】

地
理
は
門
類
極
め
て
広
し
、
畢
宮
保
の
原
稿
は
二
十
二
門
を

為
し
、
荒
遠
・
総
載
・
沿
革
・
形
勢
・
水
道
・
都
邑
・
方
隅
・

方
言
・
宮
苑
・
古
蹟
・
書
院
・
道
場
・
陵
墓
・
寺
観
・
山
川
・

名
勝
・
図
経
・
行
程
・
雑
記
・
辺
徼
・
外
裔
・
風
物
の
二
十
有

二
に
分
か
つ
は
繁
碎
を
免
れ
ず
。今
暗
か
に
子
目
を
分
か
ち
て
、

五
條
の
下
に
統
ぶ
、
一
に
曰
わ
く
総
載
、
二
に
曰
わ
く
分
載
、

三
に
曰
わ
く
方
志
、
四
に
曰
わ
く
水
道
、
五
に
曰
わ
く
外
裔
。

其
れ
暗
か
に
子
目
を
分
か
ち
、
類
を
以
て
相
従
わ
ば
、
観
る
者

自
得
す
可
し
。

【
現
代
語
訳
】

地
理
は
門
類
が
極
め
て
ひ
ろ
く
、
畢
沅
の
原
稿
で
は
二
十
二

門
と
し
て
い
た
。
荒
遠
・
総
載
・
沿
革
・
形
勢
・
水
道
・
都
邑
・

方
隅
・
方
言
・
宮
苑
・
古
蹟
・
書
院
・
道
場
・
陵
墓
・
寺
観
・

山
川
・
名
勝
・
図
経
・
行
程
・
雑
記
・
辺
徼
（
辺
境
）・
外
裔
（
異
国
）・

風
物
の
二
十
二
門
に
分
け
る
の
は
繁
雑
を
免
れ
な
い
。
今
、
ひ

そ
か
に
子
目
を
分
け
て
、
五
門
に
統
合
す
る
こ
と
と
す
る
。
一

に
総
載
、
二
に
分
載
、
三
に
方
志
、
四
に
水
道
、
五
に
外
裔
で

あ
る
。
五
門
中
を
ひ
そ
か
に
子
目
ご
と
に
分
け
、
類
ご
と
に
な

ら
べ
れ
ば
、
見
る
者
も
お
の
ず
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
十
四
段
　
地
理
部
方
志
門

【
原
文
】

方
志
自
前
明
以
來
、
猥
濫
已
甚
、
與
齊
民
家
譜
、
同
一
不
可
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攬
擷
。
今
亦
取
其
著
錄
有
徵
、
及
載
籍
論
次
所
及
、
則
編
次
之
。

其
餘
不
勝
錄
也
。

【
訓
読
文
】

方
志
は
前
明
自
り
以
来
、
猥
濫
す
る
こ
と
已
に
甚
だ
し
、
斉

民
の
家
譜
と
、
同
一
に
し
て
攬
擷
す
べ
か
ら
ず
。
今

亦
た
其

の
著
録
の
徴
有
る
、
及
び
載
籍
論
次
の
及
ぶ
所
を
取
り
て
、
則

ち
之
を
編
次
す
。
其
の
餘
は
勝
げ
て
録
せ
ず
。

【
現
代
語
訳
】

（
地
理
部
の
）
方
志
は
明
代
よ
り
、
む
や
み
に
濫
造
さ
れ
る
こ

と
甚
だ
し
く
、
平
民
の
家
譜
と
同
様
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
今
は
や
は
り
著
録
で
証
拠
だ
て
ら
れ
る
も
の
、
ま
た
書

籍
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
を
取
り
あ
げ
て
、
編
次
す
る
こ
と
と
す

る
。
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
を
記
録
し
き
れ
な
い
。

第
二
十
五
段
　
地
理
部
水
道
門

【
原
文
】

水
道
之
書
與
地
志
等
、
但
記
自
然
沿
革
者
方
入
地
理
。
其
治

河
・
導
江
・
漕
渠
・
水
利
等
類
施
人
力
者
、
概
入
於
故
事
部
工

書
條
下
。

【
訓
読
文
】

水
道
の
書
と
地
志
等
、
但
だ
自
然
の
沿
革
を
記
す
者
は
方
に

地
理
に
入
る
べ
し
。
其
の
治
河
・
導
江
・
漕
渠
・
水
利
等
の
類

の
人
力
を
施
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
概
し
て
故
事
部
の
工
書

の
下
に
入
る
。

【
現
代
語
訳
】

水
道
と
地
誌
な
ど
は
、
た
だ
自
然
の
沿
革
を
記
録
す
る
も
の

を
地
理
部
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
治
河
・
導
江
・
漕
渠
・
水

利
な
ど
の
人
力
を
施
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
故
事
部
の

工
書
の
条
に
入
れ
る
。

第
二
十
六
段
　
地
理
部
外
裔
門

【
原
文
】

外
國
自
有
專
書
、如
『
高
麗
圖
經
』『
安
南
志
』
之
專
部
、『
職

貢
圖
』『
北
荒
君
長
錄
』
之
總
載
、
則
入
地
理
外
裔
之
部
。
如
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娶
良
人
女
爲
妻
者
，
杖
八
十
。
女
家
減
一
等
，
不
知
者
不
坐
。
…
…
各

離
異
改
正
。」
と
あ
る
。

第
二
十
三
段
　
地
理
部

【
原
文
】

地
理
門
類
極
廣
、
畢
宮
保
原
稾
爲
二
十
二
門
、
分
荒
遠
・
總

載
・
沿
革
・
形
勢
・
水
道
・
都
邑
・
方
隅
・
方
言
・
宮
苑
・
古

蹟
・
書
院
・
道
場
・
陵
墓
・
寺
觀
・
山
川
・
名
勝
・
圖
經
・
行
程
・

雜
記
・
邊
徼
・
外
裔
・
風
物
二
十
有
二
、
不
免
繁
碎
。
今
暗
分

子
目
、
統
於
五
條
之
下
、
一
曰
總
載
、
二
曰
分
載
、
三
曰
方
志
、

四
曰
水
道
、
五
曰
外
裔
。
其
暗
分
子
目
、
以
類
相
從
、
觀
者
可

自
得
也
。

【
訓
読
文
】

地
理
は
門
類
極
め
て
広
し
、
畢
宮
保
の
原
稿
は
二
十
二
門
を

為
し
、
荒
遠
・
総
載
・
沿
革
・
形
勢
・
水
道
・
都
邑
・
方
隅
・

方
言
・
宮
苑
・
古
蹟
・
書
院
・
道
場
・
陵
墓
・
寺
観
・
山
川
・

名
勝
・
図
経
・
行
程
・
雑
記
・
辺
徼
・
外
裔
・
風
物
の
二
十
有

二
に
分
か
つ
は
繁
碎
を
免
れ
ず
。今
暗
か
に
子
目
を
分
か
ち
て
、

五
條
の
下
に
統
ぶ
、
一
に
曰
わ
く
総
載
、
二
に
曰
わ
く
分
載
、

三
に
曰
わ
く
方
志
、
四
に
曰
わ
く
水
道
、
五
に
曰
わ
く
外
裔
。

其
れ
暗
か
に
子
目
を
分
か
ち
、
類
を
以
て
相
従
わ
ば
、
観
る
者

自
得
す
可
し
。

【
現
代
語
訳
】

地
理
は
門
類
が
極
め
て
ひ
ろ
く
、
畢
沅
の
原
稿
で
は
二
十
二

門
と
し
て
い
た
。
荒
遠
・
総
載
・
沿
革
・
形
勢
・
水
道
・
都
邑
・

方
隅
・
方
言
・
宮
苑
・
古
蹟
・
書
院
・
道
場
・
陵
墓
・
寺
観
・

山
川
・
名
勝
・
図
経
・
行
程
・
雑
記
・
辺
徼
（
辺
境
）・
外
裔
（
異
国
）・

風
物
の
二
十
二
門
に
分
け
る
の
は
繁
雑
を
免
れ
な
い
。
今
、
ひ

そ
か
に
子
目
を
分
け
て
、
五
門
に
統
合
す
る
こ
と
と
す
る
。
一

に
総
載
、
二
に
分
載
、
三
に
方
志
、
四
に
水
道
、
五
に
外
裔
で

あ
る
。
五
門
中
を
ひ
そ
か
に
子
目
ご
と
に
分
け
、
類
ご
と
に
な

ら
べ
れ
ば
、
見
る
者
も
お
の
ず
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
十
四
段
　
地
理
部
方
志
門

【
原
文
】

方
志
自
前
明
以
來
、
猥
濫
已
甚
、
與
齊
民
家
譜
、
同
一
不
可
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攬
擷
。
今
亦
取
其
著
錄
有
徵
、
及
載
籍
論
次
所
及
、
則
編
次
之
。

其
餘
不
勝
錄
也
。

【
訓
読
文
】

方
志
は
前
明
自
り
以
来
、
猥
濫
す
る
こ
と
已
に
甚
だ
し
、
斉

民
の
家
譜
と
、
同
一
に
し
て
攬
擷
す
べ
か
ら
ず
。
今

亦
た
其

の
著
録
の
徴
有
る
、
及
び
載
籍
論
次
の
及
ぶ
所
を
取
り
て
、
則

ち
之
を
編
次
す
。
其
の
餘
は
勝
げ
て
録
せ
ず
。

【
現
代
語
訳
】

（
地
理
部
の
）
方
志
は
明
代
よ
り
、
む
や
み
に
濫
造
さ
れ
る
こ

と
甚
だ
し
く
、
平
民
の
家
譜
と
同
様
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
今
は
や
は
り
著
録
で
証
拠
だ
て
ら
れ
る
も
の
、
ま
た
書

籍
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
を
取
り
あ
げ
て
、
編
次
す
る
こ
と
と
す

る
。
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
を
記
録
し
き
れ
な
い
。

第
二
十
五
段
　
地
理
部
水
道
門

【
原
文
】

水
道
之
書
與
地
志
等
、
但
記
自
然
沿
革
者
方
入
地
理
。
其
治

河
・
導
江
・
漕
渠
・
水
利
等
類
施
人
力
者
、
概
入
於
故
事
部
工

書
條
下
。

【
訓
読
文
】

水
道
の
書
と
地
志
等
、
但
だ
自
然
の
沿
革
を
記
す
者
は
方
に

地
理
に
入
る
べ
し
。
其
の
治
河
・
導
江
・
漕
渠
・
水
利
等
の
類

の
人
力
を
施
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
概
し
て
故
事
部
の
工
書

の
下
に
入
る
。

【
現
代
語
訳
】

水
道
と
地
誌
な
ど
は
、
た
だ
自
然
の
沿
革
を
記
録
す
る
も
の

を
地
理
部
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
治
河
・
導
江
・
漕
渠
・
水

利
な
ど
の
人
力
を
施
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
故
事
部
の

工
書
の
条
に
入
れ
る
。

第
二
十
六
段
　
地
理
部
外
裔
門

【
原
文
】

外
國
自
有
專
書
、如
『
高
麗
圖
經
』『
安
南
志
』
之
專
部
、『
職

貢
圖
』『
北
荒
君
長
錄
』
之
總
載
、
則
入
地
理
外
裔
之
部
。
如
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『
奉
使
琉
球
錄
』
及
『
星
槎
勝
覽
』﹇
注
一
﹈、凡
冊
使
自
記
行
事
者
、

雖
閒
及
外
國
見
聞
、
而
其
意
究
以
記
行
爲
重
、
則
皆
入
傳
記
中

記
事
條
下
。

【
訓
読
文
】

外
国
に
自
ら
専
書
有
り
、『
高
麗
図
経
』『
安
南
志
』
の
専
部
、

『
職
貢
図
』『
北
荒
君
長
録
』
の
総
載
の
如
き
は
、
則
ち
地
理
外

裔
の
部
に
入
る
。『
奉
使
琉
球
録
』
及
び
『
星
槎
勝
覧
』
の
如

く
、
凡
そ
册
使

自
ら
行
事
を
記
す
者
は
、
間
々
外
国
の
見
聞

に
及
ぶ
と
雖
も
、
而
し
て
其
の
意
は
記
行
を
以
て
重
き
を
為
せ

ば
、
則
ち
皆
な
伝
記
中
の
記
事
條
の
下
に
入
る
。

【
現
代
語
訳
】

外
国
に
つ
い
て
も
お
の
ず
と
専
書
が
あ
る
。『
高
麗
図
経
』

や
『
安
南
志
』
の
専
門
に
あ
る
国
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物
、

『
職
貢
図
』『
北
荒
君
長
録
』
な
ど
様
々
な
国
の
記
事
を
掲
載
す

る
書
籍
な
ど
は
、
地
理
部
・
外
裔
に
入
れ
る
。『
奉
使
琉
球
録
』

や
『
星
槎
勝
覧
』
の
よ
う
に
、
す
べ
て
冊
封
使
が
自
ら
出
来
事

を
記
録
し
た
も
の
は
、
時
に
外
国
の
見
聞
に
お
よ
ぶ
と
は
い
っ

て
も
、
書
物
編
纂
の
意
図
は
出
来
事
の
記
録
を
重
点
を
し
て
い

る
の
で
、
い
ず
れ
も
伝
記
中
の
記
事
の
条
に
入
れ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

琉
球
奉
使
関
係
の
著
述
は
、
四
庫
全
書
で
は
『
使
琉
球
錄
』
が
雜

史
類
存
目
に
、『
使
琉
球
記
』
が
伝
記
類
存
目
に
、『
琉
球
圖
說
』
が
地

理
類
存
目
に
、『
琉
球
入
太
學
始
末
』
が
政
書
類
存
目
に
そ
れ
ぞ
れ
著

録
さ
れ
て
い
る
。

  
　

『
星
槎
勝
覽
』
は
鄭
和
の
遠
征
に
通
訳
官
と
し
て
し
た
が
っ
た
費
信

に
よ
る
南
方
諸
国
の
風
物
の
記
録
。
四
庫
未
収
。

第
二
十
七
段
　
故
事
部

【
原
文
】

故
事
原
分
一
十
六
門
、今
併
合
爲
十
門
。
出
君
上
者
爲
訓
典
、

臣
下
者
爲
章
奏
、統
該
一
切
制
度
者
爲
典
要
。
專
門
制
度
之
書
、

分
吏
・
戸
・
禮
・
兵
・
刑
・
工
六
科
、
其
例
最
爲
明
顯
、
而
其

嫌
介
疑
似
之
迹
、
無
門
不
與
傳
記
相
混
〔
原
注
．．其
詳
辨
見
傳
記
〕。

惟
確
守
現
行
者
爲
故
事
、
規
於
事
前
與
誌
於
事
後
爲
傳
記
、
則

判
然
矣
。
官
曹
次
於
六
書
之
後
、
亦
故
事
之
書
也
、
名
似
與
吏

書
相
近
、
而
其
實
亦
易
辨
。
吏
書
所
部
、
乃
銓
敘
官
人
、
申
明
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職
守
之
書
、
官
曹
乃
卽
其
官
守
而
備
盡
一
官
之
掌
故
也
。
古
者

官
守
其
法
、
法
具
於
書
、
天
下
本
無
私
門
、
故
無
著
錄
之
事

也
﹇
注
一
﹈。
官
私
分
而
著
述
盛
、
於
是
設
官
校
錄
而
部
次
之
、
今

之
著
錄
皆
從
此
起
也
。
官
曹
之
書
、
則
猶
有
守
官
述
職
之
意
、

故
以
是
殿
六
曹
之
後
焉
。

【
訓
読
文
】

故
事
は
原
一
十
六
門
に
分
か
つ
、
今

併
合
し
て
十
門
と
為

す
。
君
上
に
出
づ
る
者
は
訓
典
と
為
し
、
臣
下
者
は
章
奏
と
為

し
、
一
切
の
制
度
を
統
該
す
る
者
は
典
要
と
為
す
。
専
門
制
度

の
書
は
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
六
科
に
分
か
つ
、
其

の
例
最
も
明
顕
為
り
、
而
し
て
其
の
嫌
介
・
疑
似
の
迹
、
伝
記

と
相
混
ぜ
ざ
る
門
無
し
〔
原
注
．．其
の
詳
辨
は
伝
記
に
見
ゆ
〕。
惟
だ

現
行
を
確
守
す
る
者
は
故
事
と
為
し
、
事
前
に
規は
か

る
と
事
後
に

誌
す
を
伝
記
と
為
せ
ば
、
則
ち
判
然
た
り
。
官
曹
は
六
書
の
後

に
次
す
、
亦
た
故
事
の
書
な
り
、
名
は
吏
書
と
相
近
き
が
似ご
と

く

も
、
而
し
て
其
の
実
は
亦
た
辨
じ
易
し
。
吏
書
の
部
す
る
所
、

乃
ち
官
人
を
銓
叙
し
、
職
守
を
申
明
す
る
の
書
、
官
曹
は
乃
ち

其
の
官
守
に
即
し
て
一
官
の
掌
故
を
備
尽
す
る
な
り
。
古
者
官

は
其
の
法
を
守
り
、
法
は
書
に
具
わ
り
、
天
下
に
本
よ
り
私
門

無
し
、故
に
著
録
の
事
無
し
。
官
私
分
れ
て
著
述
盛
ん
に
な
り
、

是
に
於
て
官
を
設
け
て
校
録
し
て
之
を
部
次
す
、
今
の
著
録
は

皆
な
此
れ
従
り
起
こ
る
な
り
。
官
曹
の
書
は
、
則
ち
猶
お
官
を

守
り
職
を
述
ぶ
る
の
意
有
り
、
故
に
是
を
以
て
六
曹
の
後
に
殿さ
だ

む
。

【
現
代
語
訳
】

故
事
は
も
と
は
十
六
門
に
分
類
し
て
い
た
の
を
、
今
、
併
合

し
て
十
門
と
す
る
。
君
上
に
由
来
す
る
も
の
は
訓
典
と
し
、
臣

下
に
よ
る
も
の
は
章
奏
と
し
、
す
べ
て
制
度
を
ひ
ろ
く
ま
と
め

た
も
の
は
典
要
と
す
る
。
特
定
の
分
野
に
お
け
る
制
度
を
ま
と

め
た
書
籍
は
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
六
科
に
分
類
す
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
最
も
明
晰
で
は
あ
る
が
、
境
界
に
あ
る
も
の
、

紛
ら
わ
し
い
事
績
は
、
伝
記
と
互
い
に
混
乱
し
な
い
分
類
は
な

い
〔
原
注
．．そ
の
詳
細
な
分
析
は
伝
記
に
み
え
る
〕。
た
だ
現
行
（
の
制
度
）

を
堅
持
す
る
も
の
は
故
事
と
し
、
事
前
に
企
画
し
た
も
の
と
事

後
に
記
録
し
た
も
の
を
伝
記
と
す
れ
ば
、
判
然
と
し
て
区
別
が

つ
く
。
官
曹
は
（
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
）
六
科
の
後
ろ
に
お
く
、

こ
れ
も
ま
た
故
事
の
書
で
あ
る
。
名
称
は
吏
書
と
似
通
っ
て
い

る
が
、
内
容
は
判
別
し
や
す
い
。
吏
書
に
分
類
す
る
の
は
、
官
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『
奉
使
琉
球
錄
』
及
『
星
槎
勝
覽
』﹇
注
一
﹈、凡
冊
使
自
記
行
事
者
、

雖
閒
及
外
國
見
聞
、
而
其
意
究
以
記
行
爲
重
、
則
皆
入
傳
記
中

記
事
條
下
。

【
訓
読
文
】

外
国
に
自
ら
専
書
有
り
、『
高
麗
図
経
』『
安
南
志
』
の
専
部
、

『
職
貢
図
』『
北
荒
君
長
録
』
の
総
載
の
如
き
は
、
則
ち
地
理
外

裔
の
部
に
入
る
。『
奉
使
琉
球
録
』
及
び
『
星
槎
勝
覧
』
の
如

く
、
凡
そ
册
使

自
ら
行
事
を
記
す
者
は
、
間
々
外
国
の
見
聞

に
及
ぶ
と
雖
も
、
而
し
て
其
の
意
は
記
行
を
以
て
重
き
を
為
せ

ば
、
則
ち
皆
な
伝
記
中
の
記
事
條
の
下
に
入
る
。

【
現
代
語
訳
】

外
国
に
つ
い
て
も
お
の
ず
と
専
書
が
あ
る
。『
高
麗
図
経
』

や
『
安
南
志
』
の
専
門
に
あ
る
国
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物
、

『
職
貢
図
』『
北
荒
君
長
録
』
な
ど
様
々
な
国
の
記
事
を
掲
載
す

る
書
籍
な
ど
は
、
地
理
部
・
外
裔
に
入
れ
る
。『
奉
使
琉
球
録
』

や
『
星
槎
勝
覧
』
の
よ
う
に
、
す
べ
て
冊
封
使
が
自
ら
出
来
事

を
記
録
し
た
も
の
は
、
時
に
外
国
の
見
聞
に
お
よ
ぶ
と
は
い
っ

て
も
、
書
物
編
纂
の
意
図
は
出
来
事
の
記
録
を
重
点
を
し
て
い

る
の
で
、
い
ず
れ
も
伝
記
中
の
記
事
の
条
に
入
れ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

琉
球
奉
使
関
係
の
著
述
は
、
四
庫
全
書
で
は
『
使
琉
球
錄
』
が
雜

史
類
存
目
に
、『
使
琉
球
記
』
が
伝
記
類
存
目
に
、『
琉
球
圖
說
』
が
地

理
類
存
目
に
、『
琉
球
入
太
學
始
末
』
が
政
書
類
存
目
に
そ
れ
ぞ
れ
著

録
さ
れ
て
い
る
。

  
　

『
星
槎
勝
覽
』
は
鄭
和
の
遠
征
に
通
訳
官
と
し
て
し
た
が
っ
た
費
信

に
よ
る
南
方
諸
国
の
風
物
の
記
録
。
四
庫
未
収
。

第
二
十
七
段
　
故
事
部

【
原
文
】

故
事
原
分
一
十
六
門
、今
併
合
爲
十
門
。
出
君
上
者
爲
訓
典
、

臣
下
者
爲
章
奏
、統
該
一
切
制
度
者
爲
典
要
。
專
門
制
度
之
書
、

分
吏
・
戸
・
禮
・
兵
・
刑
・
工
六
科
、
其
例
最
爲
明
顯
、
而
其

嫌
介
疑
似
之
迹
、
無
門
不
與
傳
記
相
混
〔
原
注
．．其
詳
辨
見
傳
記
〕。

惟
確
守
現
行
者
爲
故
事
、
規
於
事
前
與
誌
於
事
後
爲
傳
記
、
則

判
然
矣
。
官
曹
次
於
六
書
之
後
、
亦
故
事
之
書
也
、
名
似
與
吏

書
相
近
、
而
其
實
亦
易
辨
。
吏
書
所
部
、
乃
銓
敘
官
人
、
申
明
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職
守
之
書
、
官
曹
乃
卽
其
官
守
而
備
盡
一
官
之
掌
故
也
。
古
者

官
守
其
法
、
法
具
於
書
、
天
下
本
無
私
門
、
故
無
著
錄
之
事

也
﹇
注
一
﹈。
官
私
分
而
著
述
盛
、
於
是
設
官
校
錄
而
部
次
之
、
今

之
著
錄
皆
從
此
起
也
。
官
曹
之
書
、
則
猶
有
守
官
述
職
之
意
、

故
以
是
殿
六
曹
之
後
焉
。

【
訓
読
文
】

故
事
は
原
一
十
六
門
に
分
か
つ
、
今

併
合
し
て
十
門
と
為

す
。
君
上
に
出
づ
る
者
は
訓
典
と
為
し
、
臣
下
者
は
章
奏
と
為

し
、
一
切
の
制
度
を
統
該
す
る
者
は
典
要
と
為
す
。
専
門
制
度

の
書
は
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
六
科
に
分
か
つ
、
其

の
例
最
も
明
顕
為
り
、
而
し
て
其
の
嫌
介
・
疑
似
の
迹
、
伝
記

と
相
混
ぜ
ざ
る
門
無
し
〔
原
注
．．其
の
詳
辨
は
伝
記
に
見
ゆ
〕。
惟
だ

現
行
を
確
守
す
る
者
は
故
事
と
為
し
、
事
前
に
規は
か

る
と
事
後
に

誌
す
を
伝
記
と
為
せ
ば
、
則
ち
判
然
た
り
。
官
曹
は
六
書
の
後

に
次
す
、
亦
た
故
事
の
書
な
り
、
名
は
吏
書
と
相
近
き
が
似ご
と

く

も
、
而
し
て
其
の
実
は
亦
た
辨
じ
易
し
。
吏
書
の
部
す
る
所
、

乃
ち
官
人
を
銓
叙
し
、
職
守
を
申
明
す
る
の
書
、
官
曹
は
乃
ち

其
の
官
守
に
即
し
て
一
官
の
掌
故
を
備
尽
す
る
な
り
。
古
者
官

は
其
の
法
を
守
り
、
法
は
書
に
具
わ
り
、
天
下
に
本
よ
り
私
門

無
し
、故
に
著
録
の
事
無
し
。
官
私
分
れ
て
著
述
盛
ん
に
な
り
、

是
に
於
て
官
を
設
け
て
校
録
し
て
之
を
部
次
す
、
今
の
著
録
は

皆
な
此
れ
従
り
起
こ
る
な
り
。
官
曹
の
書
は
、
則
ち
猶
お
官
を

守
り
職
を
述
ぶ
る
の
意
有
り
、
故
に
是
を
以
て
六
曹
の
後
に
殿さ
だ

む
。

【
現
代
語
訳
】

故
事
は
も
と
は
十
六
門
に
分
類
し
て
い
た
の
を
、
今
、
併
合

し
て
十
門
と
す
る
。
君
上
に
由
来
す
る
も
の
は
訓
典
と
し
、
臣

下
に
よ
る
も
の
は
章
奏
と
し
、
す
べ
て
制
度
を
ひ
ろ
く
ま
と
め

た
も
の
は
典
要
と
す
る
。
特
定
の
分
野
に
お
け
る
制
度
を
ま
と

め
た
書
籍
は
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
六
科
に
分
類
す
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
最
も
明
晰
で
は
あ
る
が
、
境
界
に
あ
る
も
の
、

紛
ら
わ
し
い
事
績
は
、
伝
記
と
互
い
に
混
乱
し
な
い
分
類
は
な

い
〔
原
注
．．そ
の
詳
細
な
分
析
は
伝
記
に
み
え
る
〕。
た
だ
現
行
（
の
制
度
）

を
堅
持
す
る
も
の
は
故
事
と
し
、
事
前
に
企
画
し
た
も
の
と
事

後
に
記
録
し
た
も
の
を
伝
記
と
す
れ
ば
、
判
然
と
し
て
区
別
が

つ
く
。
官
曹
は
（
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
）
六
科
の
後
ろ
に
お
く
、

こ
れ
も
ま
た
故
事
の
書
で
あ
る
。
名
称
は
吏
書
と
似
通
っ
て
い

る
が
、
内
容
は
判
別
し
や
す
い
。
吏
書
に
分
類
す
る
の
は
、
官
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人
の
銓
衡
・
昇
進
に
つ
い
て
、
ま
た
、
職
掌
を
明
ら
か
に
す
る

書
籍
で
あ
り
、
官
曹
の
方
は
そ
の
職
掌
に
即
し
て
あ
る
官
職
の

故
実
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
は
、
官
が
法
を
守
り
、
法

は
書
に
具
わ
り
、
天
下
に
は
も
と
よ
り
私
門
は
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
に
書
籍
を
著
録
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
官
私

が
分
れ
て
著
述
は
盛
ん
に
な
っ
た
た
め
、（
著
録
の
た
め
の
）
官
職

を
設
け
て
群
書
を
校
讎
・
著
録
し
て
分
類
・
編
次
し
た
の
で
あ

る
。
今
の
著
録
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

官
曹
に
入
る
書
籍
に
は
、
ま
だ
な
お
官
職
を
継
承
し
て
い
く
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
六
曹
の
後
に
お
く
こ
と
と
し
た
の

で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

私
門
に
著
述
の
な
い
時
代
に
は
百
官
の
分
掌
が
そ
の
ま
ま
群
書
の

分
類
で
あ
り
、
別
に
著
録
の
方
法
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

『
校
讎
通
義
』
原
道
第
一
之
一
に
は
「
有
官
斯
有
法
，
故
法
具
於
官
，

有
法
斯
有
書
，
故
官
守
其
書
，
有
書
斯
有
學
，
故
師
傳
其
學
，
有
學
斯

有
業
，
故
弟
子
習
其
業
。
官
守
學
業
皆
出
於
一
，
而
天
下
以
同
文
爲
治
，

故
私
門
無
著
述
文
字
。
私
門
無
著
述
文
字

0

0

0

0

0

0

0

，
則
官
守
之
分
職

0

0

0

0

0

0

，
卽
羣
書

0

0

0

之
部
次

0

0

0

，
不
復
別
有
著
錄
之
法
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。

第
二
十
八
段
　
目
録
部

【
原
文
】

目
錄
一
門
、不
過
簿
錄
名
目
之
書
、原
無
深
義
、而
充
類
﹇
注
一
﹈

以
求
、
則
亦
浩
汗
難
馨
。
合
而
爲
七
略
・
四
簿
、
分
而
爲
經
史

百
家
、
副
而
爲
釋
道
二
藏
、
其
易
言
耶
﹇
注
二
﹈。
且
如
詩
文
之
目
、

則
有
摯
虞
之
『
文
章
志
』。
鍾
嶸
之
『
詩
品
』、亦
目
錄
也
﹇
注
三
﹈。

而
『
詩
話
』、『
文
心
』、
凡
渉
論
文
之
事
、
皆
如
『
詩
』『
書
』

小
序
之
例
、
與
『
詩
』『
書
』
相
爲
發
明
、
則
亦
當
收
矣
﹇
注
四
﹈。

圖
書
之
目
、則
『
書
評
』『
畫
鑒
』
得
以
入
之
﹇
注
五
﹈。
金
石
之
目
、

則
『
博
古
』『
琳
瑯
』
諸
籍
得
以
入
之
﹇
注
六
﹈。
故
曰
學
問
貴
知

類
﹇
注
七
﹈、
知
類
而
又
能
充
之
、
無
往
而
不
得
其
義
也
。

【
訓
読
文
】

目
録
の
一
門
、
簿
録
名
目
の
書
に
過
ぎ
ず
、
原
は
深
義
無
し
、

而
し
て
類
を
充ひ
ろ

め
て
以
て
求
む
れ
ば
、
則
ち
亦
た
浩
汗
に
し
て

馨
り
難
し
。
合
す
れ
ば
七
略
・
四
簿
と
為
り
、
分
か
て
ば
経
史

百
家
と
為
る
、
副
え
て
釈
道
二
蔵
を
為
す
、
其
れ
言
い
易や
す

か
ら

ん
や
。
且
つ
詩
文
の
目
の
如
き
は
、
則
ち
摯
虞
の
『
文
章
志
』

有
り
。
鍾
嶸
の
『
詩
品
』
も
亦
た
目
録
な
り
。
而
し
て
『
詩
話
』
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『
文
心
』、凡
そ
文
を
論
ず
る
の
事
に
渉
る
は
、皆
な
『
詩
』『
書
』

小
序
の
例
の
、『
詩
』『
書
』
と
相
発
明
を
為
す
が
如
く
な
れ
ば
、

則
ち
亦
た
当
に
収
む
べ
し
。
図
書
の
目
は
、則
ち
『
書
評
』『
画

鑑
』
以
て
之
を
入
る
を
得
。
金
石
の
目
は
、則
ち
『
博
古
』『
琳

瑯
』
の
諸
籍

以
て
之
を
入
る
を
得
。
故
に
曰
う
、
学
問
は
類

を
知
る
を
貴
び
、
類
を
知
り
て
又
た
能
く
之
を
充ひ
ろ

む
れ
ば
、
往

く
と
し
て
其
の
義
を
得
ざ
る
無
し
、
と
。

【
現
代
語
訳
】

目
録
の
一
門
は
、
帳
簿
・
名
簿
の
書
に
過
ぎ
ず
、
元
来
は
深

い
意
味
な
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
類
の
事
柄
を
拡
げ
て
い
こ

う
と
す
れ
ば
、
ま
た
限
り
な
く
ひ
ろ
が
っ
て
し
ま
い
成
果
を
あ

げ
る
の
も
困
難
と
な
る
。
合
わ
せ
れ
ば
、
七
略
・
四
部
と
な
り
、

分
け
れ
ば
経
史
百
家
と
な
り
、
傍
ら
に
釈
道
二
蔵
と
い
う
こ
と

に
な
る
、
簡
単
に
い
う
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
さ
ら
に
詩
文

の
目
録
と
な
る
と
、摯
虞
の
『
文
章
志
』
が
あ
り
、鍾
嶸
の
『
詩

品
』
も
目
録
で
あ
る
。
ま
た
、『
詩
話
』『
文
心
雕
竜
』
な
ど
、

お
よ
そ
詩
文
に
つ
い
て
論
ず
る
事
に
関
わ
る
も
の
は
、
い
ず
れ

も
『
詩
』『
書
』
の
小
序
が
、『
詩
』『
書
』（
の
経
文
）
と
相
互
に

発
明
し
あ
う
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
ま
た
収
録
す
べ

き
で
あ
る
。
図
録
の
目
録
は
、『
書
評
』『
画
鑑
』
を
入
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
金
石
の
目
録
は
、『
博
古
録
』『
琳
瑯
』
の
諸
書
は

入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
問
は
類
を
知
る
こ
と
を
貴

び
、
類
を
知
っ
て
さ
ら
に
拡
充
し
て
い
け
ば
、
ど
こ
ま
で
も
そ

の
義
を
失
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
充
類
」
は
類
似
の
事
例
を
推
し
拡
げ
る
こ
と
。『
孟
子
』
万
章
下

に
「（
萬
章
）
曰
．．今
之
諸
侯
取
之
於
民
也
，
猶
禦
也
。
苟
善
其
禮
際
矣
，

斯
君
子
受
之
，
敢
問
何
說
也
。
曰
．．子
以
爲
有
王
者
作
，
將
比
今
之
諸

侯
而
誅
之
乎
。
其
教
之
不
改
而
後
誅
之
乎
。
夫
謂
非
其
有
而
取
之
者
盗

也
，充
類

0

0

至
義
之
盡
也
。」
と
あ
り
、集
注
に
「
其
謂
非
有
而
取
爲
盗
者
，

乃
推
其
類
，
至
於
義
之
至
精
至
密
之
處
而
極
言
之
耳
，
非
便
以
爲
真
盗

也
。」
と
い
う
。

﹇
二
﹈ 「
其
易
言
」
は
、『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
人
之
易
其
言
也
、無
責
耳
矣
。」

と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
も
の
か
。

﹇
三
﹈ 

摯
虞
『
文
章
志
』
は
、『
晋
書
』
本
伝
に
四
巻
を
撰
述
し
た
と
見
え
、

ま
た
、『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
・
簿
録
類
に
も
同
じ
く
四
巻
と
し
て

著
録
さ
れ
、
両
唐
志
に
も
史
部
・
目
録
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
佚
文

が
『
三
国
志
』
裴
松
之
注
、『
文
選
』
李
善
注
な
ど
に
引
か
れ
、
漢
魏
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人
の
銓
衡
・
昇
進
に
つ
い
て
、
ま
た
、
職
掌
を
明
ら
か
に
す
る

書
籍
で
あ
り
、
官
曹
の
方
は
そ
の
職
掌
に
即
し
て
あ
る
官
職
の

故
実
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
は
、
官
が
法
を
守
り
、
法

は
書
に
具
わ
り
、
天
下
に
は
も
と
よ
り
私
門
は
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
に
書
籍
を
著
録
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
官
私

が
分
れ
て
著
述
は
盛
ん
に
な
っ
た
た
め
、（
著
録
の
た
め
の
）
官
職

を
設
け
て
群
書
を
校
讎
・
著
録
し
て
分
類
・
編
次
し
た
の
で
あ

る
。
今
の
著
録
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

官
曹
に
入
る
書
籍
に
は
、
ま
だ
な
お
官
職
を
継
承
し
て
い
く
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
六
曹
の
後
に
お
く
こ
と
と
し
た
の

で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 

私
門
に
著
述
の
な
い
時
代
に
は
百
官
の
分
掌
が
そ
の
ま
ま
群
書
の

分
類
で
あ
り
、
別
に
著
録
の
方
法
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

『
校
讎
通
義
』
原
道
第
一
之
一
に
は
「
有
官
斯
有
法
，
故
法
具
於
官
，

有
法
斯
有
書
，
故
官
守
其
書
，
有
書
斯
有
學
，
故
師
傳
其
學
，
有
學
斯

有
業
，
故
弟
子
習
其
業
。
官
守
學
業
皆
出
於
一
，
而
天
下
以
同
文
爲
治
，

故
私
門
無
著
述
文
字
。
私
門
無
著
述
文
字

0

0

0

0

0

0

0

，
則
官
守
之
分
職

0

0

0

0

0

0

，
卽
羣
書

0

0

0

之
部
次

0

0

0

，
不
復
別
有
著
錄
之
法
也

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。

第
二
十
八
段
　
目
録
部

【
原
文
】

目
錄
一
門
、不
過
簿
錄
名
目
之
書
、原
無
深
義
、而
充
類
﹇
注
一
﹈

以
求
、
則
亦
浩
汗
難
馨
。
合
而
爲
七
略
・
四
簿
、
分
而
爲
經
史

百
家
、
副
而
爲
釋
道
二
藏
、
其
易
言
耶
﹇
注
二
﹈。
且
如
詩
文
之
目
、

則
有
摯
虞
之
『
文
章
志
』。
鍾
嶸
之
『
詩
品
』、亦
目
錄
也
﹇
注
三
﹈。

而
『
詩
話
』、『
文
心
』、
凡
渉
論
文
之
事
、
皆
如
『
詩
』『
書
』

小
序
之
例
、
與
『
詩
』『
書
』
相
爲
發
明
、
則
亦
當
收
矣
﹇
注
四
﹈。

圖
書
之
目
、則
『
書
評
』『
畫
鑒
』
得
以
入
之
﹇
注
五
﹈。
金
石
之
目
、

則
『
博
古
』『
琳
瑯
』
諸
籍
得
以
入
之
﹇
注
六
﹈。
故
曰
學
問
貴
知

類
﹇
注
七
﹈、
知
類
而
又
能
充
之
、
無
往
而
不
得
其
義
也
。

【
訓
読
文
】

目
録
の
一
門
、
簿
録
名
目
の
書
に
過
ぎ
ず
、
原
は
深
義
無
し
、

而
し
て
類
を
充ひ
ろ

め
て
以
て
求
む
れ
ば
、
則
ち
亦
た
浩
汗
に
し
て

馨
り
難
し
。
合
す
れ
ば
七
略
・
四
簿
と
為
り
、
分
か
て
ば
経
史

百
家
と
為
る
、
副
え
て
釈
道
二
蔵
を
為
す
、
其
れ
言
い
易や
す

か
ら

ん
や
。
且
つ
詩
文
の
目
の
如
き
は
、
則
ち
摯
虞
の
『
文
章
志
』

有
り
。
鍾
嶸
の
『
詩
品
』
も
亦
た
目
録
な
り
。
而
し
て
『
詩
話
』
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『
文
心
』、凡
そ
文
を
論
ず
る
の
事
に
渉
る
は
、皆
な
『
詩
』『
書
』

小
序
の
例
の
、『
詩
』『
書
』
と
相
発
明
を
為
す
が
如
く
な
れ
ば
、

則
ち
亦
た
当
に
収
む
べ
し
。
図
書
の
目
は
、則
ち
『
書
評
』『
画

鑑
』
以
て
之
を
入
る
を
得
。
金
石
の
目
は
、則
ち
『
博
古
』『
琳

瑯
』
の
諸
籍
以
て
之
を
入
る
を
得
。
故
に
曰
う
、
学
問
は
類

を
知
る
を
貴
び
、
類
を
知
り
て
又
た
能
く
之
を
充ひ
ろ

む
れ
ば
、
往

く
と
し
て
其
の
義
を
得
ざ
る
無
し
、
と
。

【
現
代
語
訳
】

目
録
の
一
門
は
、
帳
簿
・
名
簿
の
書
に
過
ぎ
ず
、
元
来
は
深

い
意
味
な
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
同
類
の
事
柄
を
拡
げ
て
い
こ

う
と
す
れ
ば
、
ま
た
限
り
な
く
ひ
ろ
が
っ
て
し
ま
い
成
果
を
あ

げ
る
の
も
困
難
と
な
る
。
合
わ
せ
れ
ば
、
七
略
・
四
部
と
な
り
、

分
け
れ
ば
経
史
百
家
と
な
り
、
傍
ら
に
釈
道
二
蔵
と
い
う
こ
と

に
な
る
、
簡
単
に
い
う
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
さ
ら
に
詩
文

の
目
録
と
な
る
と
、摯
虞
の
『
文
章
志
』
が
あ
り
、鍾
嶸
の
『
詩

品
』
も
目
録
で
あ
る
。
ま
た
、『
詩
話
』『
文
心
雕
竜
』
な
ど
、

お
よ
そ
詩
文
に
つ
い
て
論
ず
る
事
に
関
わ
る
も
の
は
、
い
ず
れ

も
『
詩
』『
書
』
の
小
序
が
、『
詩
』『
書
』（
の
経
文
）
と
相
互
に

発
明
し
あ
う
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
ま
た
収
録
す
べ

き
で
あ
る
。
図
録
の
目
録
は
、『
書
評
』『
画
鑑
』
を
入
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
金
石
の
目
録
は
、『
博
古
録
』『
琳
瑯
』
の
諸
書
は

入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
問
は
類
を
知
る
こ
と
を
貴

び
、
類
を
知
っ
て
さ
ら
に
拡
充
し
て
い
け
ば
、
ど
こ
ま
で
も
そ

の
義
を
失
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
充
類
」
は
類
似
の
事
例
を
推
し
拡
げ
る
こ
と
。『
孟
子
』
万
章
下

に
「（
萬
章
）
曰
．．今
之
諸
侯
取
之
於
民
也
，
猶
禦
也
。
苟
善
其
禮
際
矣
，

斯
君
子
受
之
，
敢
問
何
說
也
。
曰
．．子
以
爲
有
王
者
作
，
將
比
今
之
諸

侯
而
誅
之
乎
。
其
教
之
不
改
而
後
誅
之
乎
。
夫
謂
非
其
有
而
取
之
者
盗

也
，充
類

0

0

至
義
之
盡
也
。」
と
あ
り
、集
注
に
「
其
謂
非
有
而
取
爲
盗
者
，

乃
推
其
類
，
至
於
義
之
至
精
至
密
之
處
而
極
言
之
耳
，
非
便
以
爲
真
盗

也
。」
と
い
う
。

﹇
二
﹈ 「
其
易
言
」
は
、『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
人
之
易
其
言
也
、無
責
耳
矣
。」

と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
も
の
か
。

﹇
三
﹈ 

摯
虞
『
文
章
志
』
は
、『
晋
書
』
本
伝
に
四
巻
を
撰
述
し
た
と
見
え
、

ま
た
、『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
・
簿
録
類
に
も
同
じ
く
四
巻
と
し
て

著
録
さ
れ
、
両
唐
志
に
も
史
部
・
目
録
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
佚
文

が
『
三
国
志
』
裴
松
之
注
、『
文
選
』
李
善
注
な
ど
に
引
か
れ
、
漢
魏
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の
文
人
の
伝
記
集
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鍾
嶸
『
詩
品
』
は
、『
校

讎
通
義
』
宗
劉
篇
に
、『
文
心
雕
龍
』
と
並
べ
て
「
評
点
之
書
」
の
源

と
し
て
指
摘
さ
れ
、
ま
た
『
文
史
通
義
』
文
理
篇
に
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
詩
論
書
、
批
評
書
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
同
じ
く
『
文
史
通
義
』
詩
話
篇
に
、『
詩
品
』
が
詩
人
・

詩
風
の
由
来
、
源
流
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、「『
詩
品
』
深
從
六
藝
溯
流

別
也
。」
と
述
べ
、
ま
た
そ
の
自
注
に
「
如
云
『
某
人
之
詩
、
其
源
出

於
某
家
之
類
』，
最
爲
有
本
之
學
。
其
法
出
於
劉
向
父
子
。」
と
言
う
よ

う
に
、『
詩
品
』
に
劉
向
・
劉
歆
父
子
の
学
も
見
て
い
る
。

﹇
四
﹈ 『
詩
話
』
は
、
底
本
お
よ
び
諸
本
の
通
り
で
あ
る
が
、「
詩
品
」
の

誤
り
か
。
梁
・
鍾
嶸
撰
の
詩
論
書
。
一
名
「
詩
評
」。
注
﹇
三
﹈
を
参
照
。

﹇
五
﹈ 『
書
評
』
は
、
梁
の
庾
肩
吾
、
字
は
慎
之
撰
『
書
品
』
を
指
す
か
。

そ
の
総
序
に
従
え
ば
、
東
漢
か
ら
梁
に
至
る
ま
で
の
書
家
百
二
十
八
人

を
取
り
上
げ
、
上
上
か
ら
下
下
に
至
る
九
品
に
格
付
け
し
、
そ
れ
ぞ
れ

論
評
を
付
す
。「
隋
志
」
に
は
、
選
者
名
を
載
せ
ず
、
史
部
・
簿
録
類

に
「
書
品
二
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
旧
唐
志
」（『
古
今
目

録
』）
以
下
の
図
書
目
録
の
多
く
は
、
該
書
を
経
部
・
小
学
類
に
著
録
し
、

四
庫
全
書
で
は
、
子
部
・
藝
術
類
に
著
録
し
て
い
る
。『
画
鑑
』
は
元
・

湯
垕
編
の
画
論
書
。
一
名
「
古
今
画
鑑
」。
三
国
呉
か
ら
当
代
に
至
る

ま
で
の
絵
画
に
つ
い
て
時
代
ご
と
に
作
家
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
る
。
四

庫
全
書
・
子
部
・
藝
術
類
・
書
画
之
属
に
著
録
さ
れ
る
。

﹇
六
﹈ 『
博
古
』
は
、
宋
・
王
黼
編
の
『
宣
和
博
古
図
録
』
三
十
巻
を
指
す
。

宣
和
殿
に
収
蔵
さ
れ
る
先
秦
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
青
銅
器
を
二
十

類
に
分
け
て
解
説
、
考
証
す
る
。『
郡
斎
読
書
志
』『
直
斎
書
録
解
題
』

の
二
書
は
、
と
も
に
史
部
・
目
録
類
に
著
録
し
て
い
る
の
に
対
し
、
四

庫
全
書
で
は
、
子
部
・
譜
録
類
に
著
録
す
る
。『
琳
瑯
』
は
、
明
・
都

穆
編
の
『
金
薤
琳
琅
』
二
十
巻
を
指
す
。
宋
・
洪
適
編
『
隷
釈
』
の
体

例
に
従
い
、
先
秦
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
歴
代
の
金
石
碑
刻
を
集
め
、

跋
尾
を
附
し
て
解
説
、
考
証
す
る
。
四
庫
全
書
で
は
、
史
部
・
目
録
類

に
著
録
さ
れ
る
。

﹇
七
﹈ 「
知
類
」
は
物
事
の
差
違
・
軽
重
を
理
解
す
る
こ
と
。『
孟
子
』
告

子
上
に
「
孟
子
曰
．．今
有
無
名
之
指
，
屈
而
不
信
，
非
疾
痛
害
事
也
，

如
有
能
信
之
者
，
則
不
遠
秦
楚
之
路
，
爲
指
之
不
若
人
也
。
指
不
若
人
，

則
知
惡
之
；
心
不
若
人
，
則
不
知
惡
，
此
之
謂
不
知
類
也

0

0

0

0

。」
と
あ
り
、

集
注
に
「
不
知
類
，
言
其
不
知
輕
重
之
等
也
。」
と
す
る
。「
易
教
下
」

に
「
六
藝
之
文
，
可
以
一
言
盡
也
。
夫
象
歟
，
興
歟
，
例
歟
，
官
歟
，

風
馬
牛
之
不
相
及
也
，
其
辭
可
謂
文
矣
，
其
理
則
不
過
曰
通
於
類
也
。

故
學
者
之
要

0

0

0

0

，
貴
乎
知
類

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。
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第
二
十
九
段
　
伝
記
部

【
原
文
】

傳
記
門
目
、
自
來
最
易
繁
雜
、
其
志
創
於
『
隋
志
』
雜
傳
。

而
『
隋
志
』
部
次
、
已
甚
混
淆
﹇
注
一
﹈。
蓋
非
專
門
正
史
、
與

編
年
紀
傳
顯
然
有
別
者
、
凡
有
記
載
、
皆
可
混
稱
傳
記
﹇
注
二
﹈。

著
錄
苟
無
精
鑒
﹇
注
三
﹈、
則
一
切
無
類
可
歸
者
、
皆
恃
傳
記
爲
龍

蛇
沮
也
﹇
注
四
﹈。
畢
宮
保
原
稾
本
分
傳
記
子
目
一
十
有
七
、
斟
酌

增
減
、
定
著
十
門
、
亦
不
得
已
也
。

【
訓
読
文
】

伝
記
の
門
目
、
自
来
最
も
繁
雑
な
り
易
し
。
其
れ
志
は
『
隋

志
』
雑
伝
に
創
ま
る
。
而
し
て
『
隋
志
』
の
部
次
、
已
に
甚
だ

混
淆
す
。
蓋
し
専
門
の
正
史
に
非
ず
し
て
、
編
年
・
紀
伝
と
顕

然
と
別
有
る
者
、
凡
そ
記
載
有
る
は
、
皆
な
混
じ
て
伝
記
と
称

す
可
し
。
著
録
苟
も
精
鑑
無
く
ん
ば
、
則
ち
一
切
の
帰
す
可
き

類
無
き
者
、
皆
な
伝
記
を
恃
み
て
龍
蛇
の
沮
と
為
す
。
畢
宮
保

の
原
稿
は
本も
と

伝
記
の
子
目
一
十
有
七
に
分
か
つ
、
斟
酌
増
減
し

て
、
十
門
に
定
著
す
、
亦
た
已
む
を
得
ざ
る
な
り
。

【
訓
読
文
】

伝
記
の
門
目
は
、
従
来
も
っ
と
も
繁
雑
に
な
り
が
ち
で
あ
っ

た
。
書
目
に
お
け
る
著
録
は
『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
の
雑
伝

に
は
じ
ま
っ
た
も
の
だ
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
部
次
は
、
す

で
に
甚
だ
雑
糅
し
て
い
る
。
お
も
う
に
専
門
の
正
史
で
は
な

く
、
編
年
・
紀
伝
と
は
っ
き
り
と
違
い
の
あ
る
も
の
、
お
よ
そ

記
述
の
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
混
じ
て
伝
記
と
称
す
こ
と
が
で

き
る
。
著
録
は
も
し
も
優
れ
た
見
識
が
な
け
れ
ば
、
一
切
の
帰

属
す
べ
き
類
が
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
伝
記
ま
か
せ
で
玉
石
混

淆
の
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
。
畢
沅
の
原
稿
で
元
々
伝
記
の
子

目
を
十
七
に
分
け
て
い
た
の
を
、
斟
酌
増
減
し
て
、
十
門
に
定

め
た
の
も
、
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
伝
記
」と
い
う
門
目
に
つ
い
て
、章
学
誠
は「
伝
記
」で「
傳
記
之
書
，

其
流
已
久
，
蓋
與
六
藝
先
後
雜
出
。
古
人
文
無
定
體
，
經
史
亦
無
分
科
，

《
春
秋
》
三
家
之
傳
，
各
記
所
聞
，
依
經
起
義
，
雖
謂
之
記
可
也
。
經

禮
二
戴
之
記
，
各
傳
其
說
，
附
經
而
行
，
雖
謂
之
傳
可
也
。
其
後
支
分

派
别
，
至
於
近
代
，
始
以
錄
人
物
者
區
爲
之
傳

0

0

0

0

0

0

0

0

，
敘
事
蹟
者
區
爲
之
記

0

0

0

0

0

0

0

0

。」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
雑
伝
に
つ
い
て
、『
隋
書
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の
文
人
の
伝
記
集
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鍾
嶸
『
詩
品
』
は
、『
校

讎
通
義
』
宗
劉
篇
に
、『
文
心
雕
龍
』
と
並
べ
て
「
評
点
之
書
」
の
源

と
し
て
指
摘
さ
れ
、
ま
た
『
文
史
通
義
』
文
理
篇
に
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
詩
論
書
、
批
評
書
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
同
じ
く
『
文
史
通
義
』
詩
話
篇
に
、『
詩
品
』
が
詩
人
・

詩
風
の
由
来
、
源
流
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、「『
詩
品
』
深
從
六
藝
溯
流

別
也
。」
と
述
べ
、
ま
た
そ
の
自
注
に
「
如
云
『
某
人
之
詩
、
其
源
出

於
某
家
之
類
』，
最
爲
有
本
之
學
。
其
法
出
於
劉
向
父
子
。」
と
言
う
よ

う
に
、『
詩
品
』
に
劉
向
・
劉
歆
父
子
の
学
も
見
て
い
る
。

﹇
四
﹈ 『
詩
話
』
は
、
底
本
お
よ
び
諸
本
の
通
り
で
あ
る
が
、「
詩
品
」
の

誤
り
か
。
梁
・
鍾
嶸
撰
の
詩
論
書
。
一
名
「
詩
評
」。
注
﹇
三
﹈
を
参
照
。

﹇
五
﹈ 『
書
評
』
は
、
梁
の
庾
肩
吾
、
字
は
慎
之
撰
『
書
品
』
を
指
す
か
。

そ
の
総
序
に
従
え
ば
、
東
漢
か
ら
梁
に
至
る
ま
で
の
書
家
百
二
十
八
人

を
取
り
上
げ
、
上
上
か
ら
下
下
に
至
る
九
品
に
格
付
け
し
、
そ
れ
ぞ
れ

論
評
を
付
す
。「
隋
志
」
に
は
、
選
者
名
を
載
せ
ず
、
史
部
・
簿
録
類

に
「
書
品
二
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
旧
唐
志
」（『
古
今
目

録
』）
以
下
の
図
書
目
録
の
多
く
は
、
該
書
を
経
部
・
小
学
類
に
著
録
し
、

四
庫
全
書
で
は
、
子
部
・
藝
術
類
に
著
録
し
て
い
る
。『
画
鑑
』
は
元
・

湯
垕
編
の
画
論
書
。
一
名
「
古
今
画
鑑
」。
三
国
呉
か
ら
当
代
に
至
る

ま
で
の
絵
画
に
つ
い
て
時
代
ご
と
に
作
家
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
る
。
四

庫
全
書
・
子
部
・
藝
術
類
・
書
画
之
属
に
著
録
さ
れ
る
。

﹇
六
﹈ 『
博
古
』
は
、
宋
・
王
黼
編
の
『
宣
和
博
古
図
録
』
三
十
巻
を
指
す
。

宣
和
殿
に
収
蔵
さ
れ
る
先
秦
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
青
銅
器
を
二
十

類
に
分
け
て
解
説
、
考
証
す
る
。『
郡
斎
読
書
志
』『
直
斎
書
録
解
題
』

の
二
書
は
、
と
も
に
史
部
・
目
録
類
に
著
録
し
て
い
る
の
に
対
し
、
四

庫
全
書
で
は
、
子
部
・
譜
録
類
に
著
録
す
る
。『
琳
瑯
』
は
、
明
・
都

穆
編
の
『
金
薤
琳
琅
』
二
十
巻
を
指
す
。
宋
・
洪
適
編
『
隷
釈
』
の
体

例
に
従
い
、
先
秦
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
歴
代
の
金
石
碑
刻
を
集
め
、

跋
尾
を
附
し
て
解
説
、
考
証
す
る
。
四
庫
全
書
で
は
、
史
部
・
目
録
類

に
著
録
さ
れ
る
。

﹇
七
﹈ 「
知
類
」
は
物
事
の
差
違
・
軽
重
を
理
解
す
る
こ
と
。『
孟
子
』
告

子
上
に
「
孟
子
曰
．．今
有
無
名
之
指
，
屈
而
不
信
，
非
疾
痛
害
事
也
，

如
有
能
信
之
者
，
則
不
遠
秦
楚
之
路
，
爲
指
之
不
若
人
也
。
指
不
若
人
，

則
知
惡
之
；
心
不
若
人
，
則
不
知
惡
，
此
之
謂
不
知
類
也

0

0

0

0

。」
と
あ
り
、

集
注
に
「
不
知
類
，
言
其
不
知
輕
重
之
等
也
。」
と
す
る
。「
易
教
下
」

に
「
六
藝
之
文
，
可
以
一
言
盡
也
。
夫
象
歟
，
興
歟
，
例
歟
，
官
歟
，

風
馬
牛
之
不
相
及
也
，
其
辭
可
謂
文
矣
，
其
理
則
不
過
曰
通
於
類
也
。

故
學
者
之
要

0

0

0

0

，
貴
乎
知
類

0

0

0

0

。」
と
あ
る
。
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第
二
十
九
段
　
伝
記
部

【
原
文
】

傳
記
門
目
、
自
來
最
易
繁
雜
、
其
志
創
於
『
隋
志
』
雜
傳
。

而
『
隋
志
』
部
次
、
已
甚
混
淆
﹇
注
一
﹈。
蓋
非
專
門
正
史
、
與

編
年
紀
傳
顯
然
有
別
者
、
凡
有
記
載
、
皆
可
混
稱
傳
記
﹇
注
二
﹈。

著
錄
苟
無
精
鑒
﹇
注
三
﹈、
則
一
切
無
類
可
歸
者
、
皆
恃
傳
記
爲
龍

蛇
沮
也
﹇
注
四
﹈。
畢
宮
保
原
稾
本
分
傳
記
子
目
一
十
有
七
、
斟
酌

增
減
、
定
著
十
門
、
亦
不
得
已
也
。

【
訓
読
文
】

伝
記
の
門
目
、
自
来
最
も
繁
雑
な
り
易
し
。
其
れ
志
は
『
隋

志
』
雑
伝
に
創
ま
る
。
而
し
て
『
隋
志
』
の
部
次
、
已
に
甚
だ

混
淆
す
。
蓋
し
専
門
の
正
史
に
非
ず
し
て
、
編
年
・
紀
伝
と
顕

然
と
別
有
る
者
、
凡
そ
記
載
有
る
は
、
皆
な
混
じ
て
伝
記
と
称

す
可
し
。
著
録
苟
も
精
鑑
無
く
ん
ば
、
則
ち
一
切
の
帰
す
可
き

類
無
き
者
、
皆
な
伝
記
を
恃
み
て
龍
蛇
の
沮
と
為
す
。
畢
宮
保

の
原
稿
は
本も
と

伝
記
の
子
目
一
十
有
七
に
分
か
つ
、
斟
酌
増
減
し

て
、
十
門
に
定
著
す
、
亦
た
已
む
を
得
ざ
る
な
り
。

【
訓
読
文
】

伝
記
の
門
目
は
、
従
来
も
っ
と
も
繁
雑
に
な
り
が
ち
で
あ
っ

た
。
書
目
に
お
け
る
著
録
は
『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
の
雑
伝

に
は
じ
ま
っ
た
も
の
だ
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
部
次
は
、
す

で
に
甚
だ
雑
糅
し
て
い
る
。
お
も
う
に
専
門
の
正
史
で
は
な

く
、
編
年
・
紀
伝
と
は
っ
き
り
と
違
い
の
あ
る
も
の
、
お
よ
そ

記
述
の
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
混
じ
て
伝
記
と
称
す
こ
と
が
で

き
る
。
著
録
は
も
し
も
優
れ
た
見
識
が
な
け
れ
ば
、
一
切
の
帰

属
す
べ
き
類
が
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
伝
記
ま
か
せ
で
玉
石
混

淆
の
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
。
畢
沅
の
原
稿
で
元
々
伝
記
の
子

目
を
十
七
に
分
け
て
い
た
の
を
、
斟
酌
増
減
し
て
、
十
門
に
定

め
た
の
も
、
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
伝
記
」と
い
う
門
目
に
つ
い
て
、章
学
誠
は「
伝
記
」で「
傳
記
之
書
，

其
流
已
久
，
蓋
與
六
藝
先
後
雜
出
。
古
人
文
無
定
體
，
經
史
亦
無
分
科
，

《
春
秋
》
三
家
之
傳
，
各
記
所
聞
，
依
經
起
義
，
雖
謂
之
記
可
也
。
經

禮
二
戴
之
記
，
各
傳
其
說
，
附
經
而
行
，
雖
謂
之
傳
可
也
。
其
後
支
分

派
别
，
至
於
近
代
，
始
以
錄
人
物
者
區
爲
之
傳

0

0

0

0

0

0

0

0

，
敘
事
蹟
者
區
爲
之
記

0

0

0

0

0

0

0

0

。」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
雑
伝
に
つ
い
て
、『
隋
書
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経
籍
志
詳
攷
』は「
雜
傳
は
唐
六
典
一
〇
に
、『
以
紀
先
賢
人
物
』と
あ
る
。

七
錄
は
雜
傳
部
の
ほ
か
に
鬼
神
部
を
設
け
て
い
る
が
、
隋
志
は
こ
の
二

類
を
併
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
舊
唐
志
に
も
雜
傳
部
は
置
か
れ
て

い
る
が
、
新
唐
志
は
道
佛
關
係
の
傳
を
子
部
道
家
類
に
、
ま
た
志
怪
の

書
を
子
部
小
說
家
類
に
そ
れ
ぞ
れ
移
し
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

﹇
二
﹈ 「
黠
陋
」
に
「
史
學
衰
而
傳
記
多
雜
出
，若
東
京
以
降
，《
先
賢
》、《
耆

舊
》
諸
傳
、《
拾
遺
》、《
搜
神
》
諸
記
皆
是
也
。
史
學
廢
而
文
集
入
傳
記
，

若
唐
宋
以
還
，
韓
柳
誌
銘
、
歐
曾
序
述
皆
是
也
。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
精
鑒
」
は
す
ぐ
れ
た
鑑
識
眼
。
韓
愈
「
與
鳳
翔
邢
尚
書
書
」
に
「
欲

求
士
之
賢
愚
、
在
於
精
鑒
博
采
之
而
已
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
龍
蛇
之
沮
」
は
、
玉
石
混
淆
の
こ
と
。「
与
朱
少
白
書
」
に
「
向
、

歆
絕
學
失
傳
，
校
讎
諸
家
不
知
流
别
，
故
文
集
一
體
至
今
，
如
淮
、
泗

入
河
，
浩
無
統
攝
，
是
以
無
實
之
文
章
，
率
應
酬
惡
濫
不
堪
，
皆
藉

集
部
以
爲
龍
蛇
之
沮
，
實
因
無
校
讎
專
門
爲
之
辨
流
别
而
清
良
賤
也
。」

と
あ
る
。

第
三
十
段
　
小
説
部

【
原
文
】

小
説
始
於
『
漢
志
』、
今
存
什
一
、
而
委
巷
叢
脞
之
書
、
大

雅
所
不
屑
道
。『
續
文
獻
通
考
』
載
元
人
『
水
滸
演
義
』、
未
爲

無
意
、
而
通
人
鄙
之
、
以
此
諸
家
著
錄
多
不
收
稗
乘
也
。
今
亦

取
其
前
人
所
著
錄
而
差
近
雅
馴
者
、
分
爲
瑣
語
・
異
聞
兩
目
、

以
示
不
廢
芻
蕘
之
意
﹇
注
一
﹈。

【
訓
読
文
】

小
説
は
『
漢
志
』
に
始
ま
り
、
今
に
存
す
る
も
の
什
に
一
、

而
し
て
委
巷
叢
脞
の
書
、大
雅
の
屑
し
と
せ
ざ
る
所
の
道
な
り
。

『
続
文
献
通
考
』
は
元
人
『
水
滸
演
義
』
を
載
す
、
未
だ
意
無

し
と
為
さ
ず
、
而
し
て
通
人
之
を
鄙
し
む
、
此
を
以
て
諸
家
の

著
録
多
く
稗
乗
を
収
め
ざ
る
な
り
。
今

亦
た
其
の
前
人
の
著

録
す
る
所
に
し
て
差や
や

雅
馴
に
近
き
者
を
取
り
て
、
分
か
ち
て
瑣

語
・
異
聞
両
目
と
為
し
、
以
て
芻
蕘
を
廃
せ
ざ
る
の
意
を
示
す
。

【
現
代
語
訳
】

小
説
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
始
ま
り
、
現
存
す
る
の
は
十
分

の
一
、
路
地
の
細
々
と
し
た
話
を
寄
せ
集
め
た
書
で
あ
り
、
博

雅
の
士
は
価
値
を
認
め
ぬ
学
問
で
あ
る
。『
続
文
献
通
考
』
は

元
人
『
水
滸
演
義
』
を
掲
載
し
て
お
り
、
意
図
が
な
か
っ
た
と

は
い
え
な
い
が
、博
覧
多
識
の
人
は
見
識
が
低
い
と
評
価
し
た
。
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こ
こ
か
ら
諸
家
の
著
録
は
多
く
稗
史
を
収
載
し
な
く
な
っ
た
。

今
は
や
は
り
前
人
の
著
録
す
る
も
の
で
や
や
雅
馴
に
近
い
も
の

を
取
り
あ
げ
て
、
瑣
語
・
異
聞
の
二
目
に
わ
け
て
、
草
刈
り
や

木
樵
の
言
葉
も
棄
て
な
い
姿
勢
を
示
す
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
諸
子
略
に
小
説
家
を
置
い
て
、
そ
の
序
に
「
小

說
家
者
流
，
蓋
出
於
稗
官
。
街
談
巷
語
，
道
聴
塗
說
者
之
所
造
也
。
孔

子
曰
．．『
雖
小
道
、
必
有
可
観
者
焉
、
致
遠
恐
泥
、
是
以
君
子
弗
爲
也
。』

然
亦
弗
滅
也
。
閭
里
小
知
者
之
所
及
，
亦
使
綴
而
不
忘
。
如
或
一
言
可

采
，
此
亦
芻
蕘
狂
夫
之
議
也
。」
と
あ
る
。

第
三
十
一
段
　
著
録
の
方
式

【
原
文
】

朱
氏
『
經
考
』
體
例
、
先
分
四
柱
、
今
仍
用
之
。
首
著
書
名
、

名
下
注
其
人
名
、次
行
列
其
著
錄
卷
數
、三
行
判
其
「
存
」「
佚
」

及
「
闕
」
與
「
未
見
」
也
。
惟
著
錄
卷
數
、
閒
有
不
注
所
出
、

今
則
必
標
出
處
、
視
朱
爲
稍
密
矣
。
如
漢
・
隋
・
唐
志
並
有
、

則
以
最
先
之
書
著
錄
。
其
兩
三
史
志
並
有
而
篇
卷
不
同
者
、
則

著
其
可
徵
之
數
、
而
以
他
錄
同
異
注
其
下
。
或
史
志
及
官
私
著

錄
所
無
而
旁
見
他
書
記
載
者
、
必
著
其
說
於
下
曰
．．「
見
某
書
、

不
著
錄
」。
又
有
見
於
他
書
所
稱
述
而
并
無
其
篇
卷
者
、
則
必

著
「
無
篇
目
」
字
〔
原
注
．．此
朱
氏
未
有
之
例
也
〕、
所
以
明
其
信
而

有
徵
也
。
或
全
書
之
中
、摘
取
數
篇
、別
有
當
署
之
名
目
〔
原
注
．．

如
歐
・
蘇
等
集
內
之
外
制
及
奏
疏
、
又
如
歐
集
內
之
『
歸
田
錄
』、
韓
集
內
之
『
順

宗
實
録
』〕、
則
必
著
現
在
某
書
。
如
但
於
文
集
傳
誌
類
中
敘
其

人
生
平
著
有
某
書
、
而
他
著
錄
所
無
、
則
必
著
云
「
見
某
篇
所

引
」。
惟
近
代
人
、
其
書
現
存
而
未
著
錄
者
、
始
用
朱
氏
不
戴

出
處
之
例
。
朱
氏
引
書
皆
現
存
者
。
惟
阮
孝
緒
『
七
錄
』
已
佚
、

而
僅
見
於
『
隋
經
籍
志
』
注
文
稱
「
梁
有
某
某
書
、卷
若
干
」
者
、

朱
氏
皆
直
書
『
七
錄
』。
一
似
『
七
錄
』
至
今
存
者
、引
古
之
例
、

似
有
未
合
。
然
據
法
應
著
「『
隋
志
』
注
引
『
七
錄
』
文
云
云
」、

方
合
於
例
。
而
其
文
繁
累
無
取
、
且
此
事
本
亦
人
所
共
知
、
朱

氏
不
爲
欺
人
、
是
以
今
仍
其
例
。

【
訓
読
文
】

朱
氏
『
経
考
』
の
体
例
、
先
ず
四
柱
を
分
か
つ
、
今

仍よ

り

て
之
を
用
い
る
。
首は
じ

め
に
書
名
を
著
し
、
名
の
下
に
其
の
人
名

を
注
す
。
次
行
に
其
の
著
録
巻
数
を
列
し
、
三
行
に
其
の
存
・
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経
籍
志
詳
攷
』は「
雜
傳
は
唐
六
典
一
〇
に
、『
以
紀
先
賢
人
物
』と
あ
る
。

七
錄
は
雜
傳
部
の
ほ
か
に
鬼
神
部
を
設
け
て
い
る
が
、
隋
志
は
こ
の
二

類
を
併
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
舊
唐
志
に
も
雜
傳
部
は
置
か
れ
て

い
る
が
、
新
唐
志
は
道
佛
關
係
の
傳
を
子
部
道
家
類
に
、
ま
た
志
怪
の

書
を
子
部
小
說
家
類
に
そ
れ
ぞ
れ
移
し
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

﹇
二
﹈ 「
黠
陋
」
に
「
史
學
衰
而
傳
記
多
雜
出
，若
東
京
以
降
，《
先
賢
》、《
耆

舊
》
諸
傳
、《
拾
遺
》、《
搜
神
》
諸
記
皆
是
也
。
史
學
廢
而
文
集
入
傳
記
，

若
唐
宋
以
還
，
韓
柳
誌
銘
、
歐
曾
序
述
皆
是
也
。」
と
あ
る
。

﹇
三
﹈ 「
精
鑒
」
は
す
ぐ
れ
た
鑑
識
眼
。
韓
愈
「
與
鳳
翔
邢
尚
書
書
」
に
「
欲

求
士
之
賢
愚
、
在
於
精
鑒
博
采
之
而
已
。」
と
あ
る
。

﹇
四
﹈ 「
龍
蛇
之
沮
」
は
、
玉
石
混
淆
の
こ
と
。「
与
朱
少
白
書
」
に
「
向
、

歆
絕
學
失
傳
，
校
讎
諸
家
不
知
流
别
，
故
文
集
一
體
至
今
，
如
淮
、
泗

入
河
，
浩
無
統
攝
，
是
以
無
實
之
文
章
，
率
應
酬
惡
濫
不
堪
，
皆
藉

集
部
以
爲
龍
蛇
之
沮
，
實
因
無
校
讎
專
門
爲
之
辨
流
别
而
清
良
賤
也
。」

と
あ
る
。

第
三
十
段
　
小
説
部

【
原
文
】

小
説
始
於
『
漢
志
』、
今
存
什
一
、
而
委
巷
叢
脞
之
書
、
大

雅
所
不
屑
道
。『
續
文
獻
通
考
』
載
元
人
『
水
滸
演
義
』、
未
爲

無
意
、
而
通
人
鄙
之
、
以
此
諸
家
著
錄
多
不
收
稗
乘
也
。
今
亦

取
其
前
人
所
著
錄
而
差
近
雅
馴
者
、
分
爲
瑣
語
・
異
聞
兩
目
、

以
示
不
廢
芻
蕘
之
意
﹇
注
一
﹈。

【
訓
読
文
】

小
説
は
『
漢
志
』
に
始
ま
り
、
今
に
存
す
る
も
の
什
に
一
、

而
し
て
委
巷
叢
脞
の
書
、大
雅
の
屑
し
と
せ
ざ
る
所
の
道
な
り
。

『
続
文
献
通
考
』
は
元
人
『
水
滸
演
義
』
を
載
す
、
未
だ
意
無

し
と
為
さ
ず
、
而
し
て
通
人
之
を
鄙
し
む
、
此
を
以
て
諸
家
の

著
録
多
く
稗
乗
を
収
め
ざ
る
な
り
。
今

亦
た
其
の
前
人
の
著

録
す
る
所
に
し
て
差や
や

雅
馴
に
近
き
者
を
取
り
て
、
分
か
ち
て
瑣

語
・
異
聞
両
目
と
為
し
、
以
て
芻
蕘
を
廃
せ
ざ
る
の
意
を
示
す
。

【
現
代
語
訳
】

小
説
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
始
ま
り
、
現
存
す
る
の
は
十
分

の
一
、
路
地
の
細
々
と
し
た
話
を
寄
せ
集
め
た
書
で
あ
り
、
博

雅
の
士
は
価
値
を
認
め
ぬ
学
問
で
あ
る
。『
続
文
献
通
考
』
は

元
人
『
水
滸
演
義
』
を
掲
載
し
て
お
り
、
意
図
が
な
か
っ
た
と

は
い
え
な
い
が
、博
覧
多
識
の
人
は
見
識
が
低
い
と
評
価
し
た
。
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こ
こ
か
ら
諸
家
の
著
録
は
多
く
稗
史
を
収
載
し
な
く
な
っ
た
。

今
は
や
は
り
前
人
の
著
録
す
る
も
の
で
や
や
雅
馴
に
近
い
も
の

を
取
り
あ
げ
て
、
瑣
語
・
異
聞
の
二
目
に
わ
け
て
、
草
刈
り
や

木
樵
の
言
葉
も
棄
て
な
い
姿
勢
を
示
す
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 『
漢
書
』
藝
文
志
・
諸
子
略
に
小
説
家
を
置
い
て
、
そ
の
序
に
「
小

說
家
者
流
，
蓋
出
於
稗
官
。
街
談
巷
語
，
道
聴
塗
說
者
之
所
造
也
。
孔

子
曰
．．『
雖
小
道
、
必
有
可
観
者
焉
、
致
遠
恐
泥
、
是
以
君
子
弗
爲
也
。』

然
亦
弗
滅
也
。
閭
里
小
知
者
之
所
及
，
亦
使
綴
而
不
忘
。
如
或
一
言
可

采
，
此
亦
芻
蕘
狂
夫
之
議
也
。」
と
あ
る
。

第
三
十
一
段
　
著
録
の
方
式

【
原
文
】

朱
氏
『
經
考
』
體
例
、
先
分
四
柱
、
今
仍
用
之
。
首
著
書
名
、

名
下
注
其
人
名
、次
行
列
其
著
錄
卷
數
、三
行
判
其
「
存
」「
佚
」

及
「
闕
」
與
「
未
見
」
也
。
惟
著
錄
卷
數
、
閒
有
不
注
所
出
、

今
則
必
標
出
處
、
視
朱
爲
稍
密
矣
。
如
漢
・
隋
・
唐
志
並
有
、

則
以
最
先
之
書
著
錄
。
其
兩
三
史
志
並
有
而
篇
卷
不
同
者
、
則

著
其
可
徵
之
數
、
而
以
他
錄
同
異
注
其
下
。
或
史
志
及
官
私
著

錄
所
無
而
旁
見
他
書
記
載
者
、
必
著
其
說
於
下
曰
．．「
見
某
書
、

不
著
錄
」。
又
有
見
於
他
書
所
稱
述
而
并
無
其
篇
卷
者
、
則
必

著
「
無
篇
目
」
字
〔
原
注
．．此
朱
氏
未
有
之
例
也
〕、
所
以
明
其
信
而

有
徵
也
。
或
全
書
之
中
、摘
取
數
篇
、別
有
當
署
之
名
目
〔
原
注
．．

如
歐
・
蘇
等
集
內
之
外
制
及
奏
疏
、
又
如
歐
集
內
之
『
歸
田
錄
』、
韓
集
內
之
『
順

宗
實
録
』〕、
則
必
著
現
在
某
書
。
如
但
於
文
集
傳
誌
類
中
敘
其

人
生
平
著
有
某
書
、
而
他
著
錄
所
無
、
則
必
著
云
「
見
某
篇
所

引
」。
惟
近
代
人
、
其
書
現
存
而
未
著
錄
者
、
始
用
朱
氏
不
戴

出
處
之
例
。
朱
氏
引
書
皆
現
存
者
。
惟
阮
孝
緒
『
七
錄
』
已
佚
、

而
僅
見
於
『
隋
經
籍
志
』
注
文
稱
「
梁
有
某
某
書
、卷
若
干
」
者
、

朱
氏
皆
直
書
『
七
錄
』。
一
似
『
七
錄
』
至
今
存
者
、引
古
之
例
、

似
有
未
合
。
然
據
法
應
著
「『
隋
志
』
注
引
『
七
錄
』
文
云
云
」、

方
合
於
例
。
而
其
文
繁
累
無
取
、
且
此
事
本
亦
人
所
共
知
、
朱

氏
不
爲
欺
人
、
是
以
今
仍
其
例
。

【
訓
読
文
】

朱
氏
『
経
考
』
の
体
例
、
先
ず
四
柱
を
分
か
つ
、
今

仍よ

り

て
之
を
用
い
る
。
首は
じ

め
に
書
名
を
著
し
、
名
の
下
に
其
の
人
名

を
注
す
。
次
行
に
其
の
著
録
巻
数
を
列
し
、
三
行
に
其
の
存
・
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佚
及
び
闕
と
未
見
と
を
判
ず
。
惟
だ
著
録
巻
数
は
、
間
々
出
づ

る
所
を
注
せ
ざ
る
有
り
、
今
則
ち
必
ず
出
処
を
標
し
、
朱
に
視な
ら

い
て
稍
密
を
為
す
。
如
し
漢
・
隋
・
唐
志
並
び
に
有
ら
ば
、
則

ち
最
も
先
の
書
を
以
て
著
録
す
。
其
の
両
三
史
志
並
び
に
有
り

て
篇
巻
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
其
の
徴
す
可
き
の
数
を
著

し
、
而
し
て
他
録
の
同
異
を
以
て
其
の
下
に
注
す
。
或
い
は
史

志
及
び
官
私
の
著
録
に
無
く
し
て
他
書
の
記
載
に
旁
見
す
る
所

の
者
、
必
ず
其
の
説
を
下
に
著
し
て
「
某
書
に
見
ゆ
、
著
録
せ

ず
」
と
曰
う
。
又
た
他
書
の
称
述
す
る
所
に
見
え
、
而
し
て
并

び
に
其
の
篇
巻
無
き
所
の
者
有
ら
ば
、則
ち
必
ず
「
篇
目
無
し
」

の
字
を
著
す
〔
原
注
．．此
れ
朱
氏
未
だ
有
ら
ざ
る
の
例
な
り
〕、
其
の
信

に
し
て
徴
有
る
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
或
い
は
全
書
の

中
、
数
篇
を
摘
取
し
て
、
別
に
当
に
署
す
べ
き
の
名
目
有
ら
ば

〔
原
注
．．如
え
ば
欧
・
蘇
等
集
内
の
外
制
及
び
奏
疏
、
又
た
如
え
ば
欧
集
内
の

『
帰
田
録
』、
韓
集
内
の
『
順
宗
実
録
』〕、
則
ち
必
ず
「
某
書
に
現
在
す
」

と
著
す
。
但
だ
文
集
伝
誌
類
中
に
於
て
其
の
人
の
生
平
著
に
某

書
有
り
と
叙
す
の
み
に
し
て
、他
の
著
録
に
無
き
所
の
如
き
は
、

則
ち
必
ず
著
し
て
「
某
篇
の
引
く
所
に
見
ゆ
」
と
云
う
。
惟
だ

近
代
の
人
、
其
の
書
現
存
し
て
未
だ
著
録
せ
ざ
る
者
に
し
て
、

始
め
て
朱
氏
の
出
処
を
戴
か
ら
ざ
る
の
例
を
用
い
る
。
朱
氏
の

引
書
は
皆
な
現
存
せ
る
者
な
り
。
惟
だ
阮
孝
緒
『
七
録
』
は
已

に
佚
す
、
而
し
て
僅
か
に
『
隋
経
籍
志
』
の
注
文
に
「
梁
に
某

某
書
有
り
、
巻
若
干
」
と
称
し
て
見
ゆ
る
者
、
朱
氏
は
皆
な
直

だ
『
七
録
』
と
書
す
。
一
に
『
七
録
』
今
に
至
る
ま
で
存
す
る

者
の
似
く
、
引
古
の
例
、
未
だ
合
わ
ざ
る
有
る
が
似
し
。
然
れ

ば
法
に
拠
り
て
応
に
「『
隋
志
』
注
に
『
七
録
』
の
文
を
引
き

て
云
云
」
と
著
す
べ
し
、
方
に
例
に
合
す
。
而
し
て
其
の
文
繁

累
に
し
て
取
る
無
く
、
且
つ
此
の
事
本
よ
り
亦
た
人
の
共
に
知

る
処
、朱
氏

為
に
人
を
欺
か
ず
、是
を
以
て
今
其
の
例
に
仍
る
。

【
現
代
語
訳
】

朱
彝
尊
『
経
義
考
』
の
体
例
で
は
、
最
初
に
四
項
を
設
け
て

い
る
。
今
や
は
り
そ
の
方
法
を
踏
襲
す
る
。
最
初
に
書
名
を
記

し
、
そ
の
下
に
撰
者
名
を
注
記
す
る
、
次
行
に
は
著
録
し
て
い

る
目
録
と
そ
の
巻
数
を
な
ら
べ
、
三
行
目
に
は
存
・
佚
及
び
闕

と
未
見
と
を
区
別
す
る
。
た
だ
（『
経
義
考
』
は
）
著
録
と
巻
数
と

は
、
時
折
出
処
を
注
記
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、『
史
籍

考
』
で
は
必
ず
出
処
を
標
記
す
る
こ
と
と
し
、
朱
彝
尊
に
な
ら

い
つ
つ
、や
や
緻
密
に
す
る
。
も
し
『
漢
書
』
藝
文
志
・『
隋
書
』

経
籍
志
・『
旧
唐
書
』
経
籍
志
・『
新
唐
書
』
藝
文
志
が
ど
れ
も
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載
せ
て
い
れ
ば
、
最
初
の
も
の
に
よ
っ
て
著
録
す
る
。
二
三
に

み
え
て
い
て
篇
巻
が
同
じ
で
な
い
も
の
は
、
証
拠
の
あ
る
数
字

を
記
し
、
他
の
記
録
の
異
同
を
其
の
下
に
注
記
す
る
。
史
志
お

よ
び
官
私
の
著
録
に
は
み
え
ず
、
他
書
の
記
載
の
中
に
み
え

て
い
る
も
の
は
、
必
ず
そ
の
下
に
説
明
を
加
え
て
、「
某
書
に

み
え
て
い
る
、（
史
志
お
よ
び
官
私
の
目
録
に
は
）
著
録
せ
ず
」
と
記

す
。
ま
た
他
書
に
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
篇
巻
に
つ
い
て
の
記

述
が
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
必
ず
「
篇
目
な
し
」
の
文
言
を
記

す
〔
原
注
．．こ
れ
は
朱
氏
に
は
な
か
っ
た
体
例
で
あ
る
〕、（『
史
籍
考
』
の
記

述
が
）
確
実
で
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で

あ
る
。
あ
る
い
は
書
籍
全
体
の
中
か
ら
、数
篇
を
取
り
出
し
て
、

そ
れ
だ
け
を
別
に
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
れ
ば
〔
原
注
．．
た

と
え
ば
、
欧
陽
脩
・
蘇
軾
ら
の
別
集
中
の
外
制
及
び
奏
疏
、
ま
た
欧
陽
脩
の
『
帰

田
録
』、
韓
愈
の
『
順
宗
実
録
』
な
ど
〕、
必
ず
「
某
書
に
現
存
し
て
い

る
」
と
記
す
。
た
だ
文
集
や
（
墓
表
・
墓
誌
銘
・
行
状
な
ど
）
伝
誌

の
類
に
そ
の
人
物
の
生
涯
で
著
書
に
は
某
書
が
あ
っ
た
と
述
べ

る
の
み
で
、他
の
著
録
に
み
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
、必
ず
「
某

篇
の
引
用
の
中
に
み
え
て
い
る
」と
記
す
。
た
だ
近
代
の
人
で
、

そ
の
書
籍
が
現
存
し
て
い
て
目
録
に
は
ま
だ
著
録
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
、
は
じ
め
て
朱
氏
の
出
処
を
記
載
し
な
い
と
い
う
例

を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
朱
彝
尊
が
引
用
す
る
の
は
す
べ
て
現

存
す
る
書
物
で
あ
る
。
た
だ
、
阮
孝
緒
『
七
録
』
だ
け
は
す
で

に
散
佚
し
て
お
り
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
自
注
に
「
梁
に
は
某

某
書
有
り
、
巻
若
干
」
と
し
て
み
え
る
記
事
を
、
朱
彝
尊
は
み

な
た
だ
『
七
録
』
と
記
し
て
い
て
、
ま
る
で
『
七
録
』
が
現
在

ま
で
伝
存
す
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
古
書
を
引
用
す
る

例
に
は
、
合
致
し
て
い
な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
で
あ
れ

ば
、
し
か
る
べ
き
方
法
に
よ
っ
て
「『
隋
書
』
経
籍
志
の
自
注

に
『
七
録
』
の
文
を
引
い
て
…
…
」
と
記
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

う
し
て
こ
そ
通
例
に
合
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な

文
章
は
煩
わ
し
く
て
用
い
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
く
、
し
か
も

そ
の
こ
と
は
も
と
よ
り
皆
知
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
朱
彝

尊
は
そ
ん
な
こ
と
で
人
を
欺
こ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
で
『
史
籍
考
』
で
も
そ
の
例
を
踏
襲
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
二
段
　
存
・
佚
・
未
見
・
闕

【
原
文
】

存
佚
必
實
見
而
著
「
存
」、
知
其
必
不
復
存
而
著
「
佚
」、
然

亦
有
未
經
目
見
而
見
者
稱
述
其
書
、確
鑿
可
信
、則
亦
判
「
存
」。



–66–

章学誠校讎学論文訳注（四）「史考釈例」

（56）

佚
及
び
闕
と
未
見
と
を
判
ず
。
惟
だ
著
録
巻
数
は
、
間
々
出
づ

る
所
を
注
せ
ざ
る
有
り
、
今
則
ち
必
ず
出
処
を
標
し
、
朱
に
視な
ら

い
て
稍
密
を
為
す
。
如
し
漢
・
隋
・
唐
志
並
び
に
有
ら
ば
、
則

ち
最
も
先
の
書
を
以
て
著
録
す
。
其
の
両
三
史
志
並
び
に
有
り

て
篇
巻
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
其
の
徴
す
可
き
の
数
を
著

し
、
而
し
て
他
録
の
同
異
を
以
て
其
の
下
に
注
す
。
或
い
は
史

志
及
び
官
私
の
著
録
に
無
く
し
て
他
書
の
記
載
に
旁
見
す
る
所

の
者
、
必
ず
其
の
説
を
下
に
著
し
て
「
某
書
に
見
ゆ
、
著
録
せ

ず
」
と
曰
う
。
又
た
他
書
の
称
述
す
る
所
に
見
え
、
而
し
て
并

び
に
其
の
篇
巻
無
き
所
の
者
有
ら
ば
、則
ち
必
ず
「
篇
目
無
し
」

の
字
を
著
す
〔
原
注
．．此
れ
朱
氏
未
だ
有
ら
ざ
る
の
例
な
り
〕、
其
の
信

に
し
て
徴
有
る
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
或
い
は
全
書
の

中
、
数
篇
を
摘
取
し
て
、
別
に
当
に
署
す
べ
き
の
名
目
有
ら
ば

〔
原
注
．．如
え
ば
欧
・
蘇
等
集
内
の
外
制
及
び
奏
疏
、
又
た
如
え
ば
欧
集
内
の

『
帰
田
録
』、
韓
集
内
の
『
順
宗
実
録
』〕、
則
ち
必
ず
「
某
書
に
現
在
す
」

と
著
す
。
但
だ
文
集
伝
誌
類
中
に
於
て
其
の
人
の
生
平
著
に
某

書
有
り
と
叙
す
の
み
に
し
て
、他
の
著
録
に
無
き
所
の
如
き
は
、

則
ち
必
ず
著
し
て
「
某
篇
の
引
く
所
に
見
ゆ
」
と
云
う
。
惟
だ

近
代
の
人
、
其
の
書
現
存
し
て
未
だ
著
録
せ
ざ
る
者
に
し
て
、

始
め
て
朱
氏
の
出
処
を
戴
か
ら
ざ
る
の
例
を
用
い
る
。
朱
氏
の

引
書
は
皆
な
現
存
せ
る
者
な
り
。
惟
だ
阮
孝
緒
『
七
録
』
は
已

に
佚
す
、
而
し
て
僅
か
に
『
隋
経
籍
志
』
の
注
文
に
「
梁
に
某

某
書
有
り
、
巻
若
干
」
と
称
し
て
見
ゆ
る
者
、
朱
氏
は
皆
な
直

だ
『
七
録
』
と
書
す
。
一
に
『
七
録
』
今
に
至
る
ま
で
存
す
る

者
の
似
く
、
引
古
の
例
、
未
だ
合
わ
ざ
る
有
る
が
似
し
。
然
れ

ば
法
に
拠
り
て
応
に
「『
隋
志
』
注
に
『
七
録
』
の
文
を
引
き

て
云
云
」
と
著
す
べ
し
、
方
に
例
に
合
す
。
而
し
て
其
の
文
繁

累
に
し
て
取
る
無
く
、
且
つ
此
の
事
本
よ
り
亦
た
人
の
共
に
知

る
処
、朱
氏

為
に
人
を
欺
か
ず
、是
を
以
て
今
其
の
例
に
仍
る
。

【
現
代
語
訳
】

朱
彝
尊
『
経
義
考
』
の
体
例
で
は
、
最
初
に
四
項
を
設
け
て

い
る
。
今
や
は
り
そ
の
方
法
を
踏
襲
す
る
。
最
初
に
書
名
を
記

し
、
そ
の
下
に
撰
者
名
を
注
記
す
る
、
次
行
に
は
著
録
し
て
い

る
目
録
と
そ
の
巻
数
を
な
ら
べ
、
三
行
目
に
は
存
・
佚
及
び
闕

と
未
見
と
を
区
別
す
る
。
た
だ
（『
経
義
考
』
は
）
著
録
と
巻
数
と

は
、
時
折
出
処
を
注
記
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、『
史
籍

考
』
で
は
必
ず
出
処
を
標
記
す
る
こ
と
と
し
、
朱
彝
尊
に
な
ら

い
つ
つ
、や
や
緻
密
に
す
る
。
も
し
『
漢
書
』
藝
文
志
・『
隋
書
』

経
籍
志
・『
旧
唐
書
』
経
籍
志
・『
新
唐
書
』
藝
文
志
が
ど
れ
も
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載
せ
て
い
れ
ば
、
最
初
の
も
の
に
よ
っ
て
著
録
す
る
。
二
三
に

み
え
て
い
て
篇
巻
が
同
じ
で
な
い
も
の
は
、
証
拠
の
あ
る
数
字

を
記
し
、
他
の
記
録
の
異
同
を
其
の
下
に
注
記
す
る
。
史
志
お

よ
び
官
私
の
著
録
に
は
み
え
ず
、
他
書
の
記
載
の
中
に
み
え

て
い
る
も
の
は
、
必
ず
そ
の
下
に
説
明
を
加
え
て
、「
某
書
に

み
え
て
い
る
、（
史
志
お
よ
び
官
私
の
目
録
に
は
）
著
録
せ
ず
」
と
記

す
。
ま
た
他
書
に
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
篇
巻
に
つ
い
て
の
記

述
が
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
必
ず
「
篇
目
な
し
」
の
文
言
を
記

す
〔
原
注
．．こ
れ
は
朱
氏
に
は
な
か
っ
た
体
例
で
あ
る
〕、（『
史
籍
考
』
の
記

述
が
）
確
実
で
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で

あ
る
。
あ
る
い
は
書
籍
全
体
の
中
か
ら
、数
篇
を
取
り
出
し
て
、

そ
れ
だ
け
を
別
に
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
れ
ば
〔
原
注
．．
た

と
え
ば
、
欧
陽
脩
・
蘇
軾
ら
の
別
集
中
の
外
制
及
び
奏
疏
、
ま
た
欧
陽
脩
の
『
帰

田
録
』、
韓
愈
の
『
順
宗
実
録
』
な
ど
〕、
必
ず
「
某
書
に
現
存
し
て
い

る
」
と
記
す
。
た
だ
文
集
や
（
墓
表
・
墓
誌
銘
・
行
状
な
ど
）
伝
誌

の
類
に
そ
の
人
物
の
生
涯
で
著
書
に
は
某
書
が
あ
っ
た
と
述
べ

る
の
み
で
、他
の
著
録
に
み
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
、必
ず
「
某

篇
の
引
用
の
中
に
み
え
て
い
る
」と
記
す
。
た
だ
近
代
の
人
で
、

そ
の
書
籍
が
現
存
し
て
い
て
目
録
に
は
ま
だ
著
録
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
、
は
じ
め
て
朱
氏
の
出
処
を
記
載
し
な
い
と
い
う
例

を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
朱
彝
尊
が
引
用
す
る
の
は
す
べ
て
現

存
す
る
書
物
で
あ
る
。
た
だ
、
阮
孝
緒
『
七
録
』
だ
け
は
す
で

に
散
佚
し
て
お
り
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
自
注
に
「
梁
に
は
某

某
書
有
り
、
巻
若
干
」
と
し
て
み
え
る
記
事
を
、
朱
彝
尊
は
み

な
た
だ
『
七
録
』
と
記
し
て
い
て
、
ま
る
で
『
七
録
』
が
現
在

ま
で
伝
存
す
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
古
書
を
引
用
す
る

例
に
は
、
合
致
し
て
い
な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
で
あ
れ

ば
、
し
か
る
べ
き
方
法
に
よ
っ
て
「『
隋
書
』
経
籍
志
の
自
注

に
『
七
録
』
の
文
を
引
い
て
…
…
」
と
記
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

う
し
て
こ
そ
通
例
に
合
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な

文
章
は
煩
わ
し
く
て
用
い
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
く
、
し
か
も

そ
の
こ
と
は
も
と
よ
り
皆
知
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
朱
彝

尊
は
そ
ん
な
こ
と
で
人
を
欺
こ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
で
『
史
籍
考
』
で
も
そ
の
例
を
踏
襲
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
二
段
　
存
・
佚
・
未
見
・
闕

【
原
文
】

存
佚
必
實
見
而
著
「
存
」、
知
其
必
不
復
存
而
著
「
佚
」、
然

亦
有
未
經
目
見
而
見
者
稱
述
其
書
、確
鑿
可
信
、則
亦
判
「
存
」。
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又
有
其
書
久
不
著
錄
而
言
者
有
徵
、則
判
「
未
見
」。
如
『
後
漢
』

謝
承
之
書
、
宋
後
不
復
錄
、
而
傅
山
謂
其
家
有
藏
本
、
曾
據
以

考
『
曹
全
碑
』、
雖
琴
川
毛
氏
疑
之
﹇
注
一
﹈、
然
未
可
全
以
爲
非
、

則
亦
判
爲
「
未
見
」、
所
以
志
矜
愼
也
。
又
如
古
書
已
亡
、
或

叢
書
刻
其
畸
篇
殘
帙
、
本
非
完
物
、
則
核
其
著
錄
而
判
「
闕
」。

亦
有
其
書
情
理
必
當
尚
存
、而
實
無
的
據
、則
亦
判
爲
「
未
見
」。

他
皆
倣
此
。

【
訓
読
文
】

存
佚
は
必
ず
実
見
し
て
「
存
」
と
著
し
、
其
の
必
ず
復
た
存

せ
ざ
る
を
知
り
て
「
佚
」
と
著
す
。
然
し
て
亦
た
未
だ
目
見
を

経
ざ
る
も
見
し
者
其
の
書
を
称
述
し
て
確
鑿
信
ず
可
き
有
ら

ば
、
則
ち
亦
た
「
存
」
と
判
ず
。
又
た
其
の
書
久
し
く
著
録
せ

ら
れ
ざ
る
も
言
う
者
徴
有
る
有
ら
ば
、則
ち
「
未
見
」
と
判
ず
。

『
後
漢
』
謝
承
の
書
の
如
き
は
、
宋
の
後

復
た
録
せ
ず
、
而
し

て
傅
山

其
の
家
に
蔵
本
有
り
と
謂
い
、曽
て
拠
り
て
以
て
『
曹

全
碑
』
を
考
う
、
琴
川
毛
氏
之
を
疑
う
と
雖
も
、
然
る
に
未
だ

全
て
以
て
非
と
為
す
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
た
判
じ
て
「
未

見
」
と
為
す
は
、
矜
慎
を
志
す
所
以
な
り
。
又
た
古
書
の
已
に

亡
び
、
或
い
は
叢
書

其
の
畸
篇
残
帙
を
刻
す
が
如
き
は
、
本

よ
り
完
物
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
著
録
を
核し
ら

べ
て
「
闕
」
と

判
ず
。
亦
た
其
の
書

情
理
に
お
い
て
必
ず
当
に
尚
お
存
す
べ

き
も
、而
し
て
実
に
的
拠
無
き
有
ら
ば
、則
ち
亦
た
判
じ
て
「
未

見
」
と
為
す
。
他
は
皆
な
此
に
仿
う
。

【
現
代
語
訳
】

存
佚
は
実
際
に
目
睹
し
た
も
の
に
限
っ
て
「
存
」
と
し
、
必

ず
存
在
し
な
い
と
判
明
し
た
も
の
は
「
佚
」
と
記
す
。
そ
し
て

自
身
が
実
際
に
目
に
せ
ず
と
も
、
実
際
に
見
た
者
の
記
述
が
精

確
詳
細
で
信
頼
で
き
れ
ば
、「
存
」
と
判
断
す
る
。
ま
た
、
久

し
く
著
録
さ
れ
な
い
も
の
で
も
、
そ
れ
に
言
及
す
る
者
に
確
証

が
あ
れ
ば
、「
未
見
」
と
判
断
す
る
。
例
え
ば
謝
承
の
『
後
漢
書
』

な
ど
は
、
宋
以
後
（
の
目
録
）
に
は
収
録
さ
れ
な
い
が
、
傅
山
は

家
蔵
本
が
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
を
用
い
て
『
曹
全
碑
』
の
考
察

も
し
て
お
り
、
琴
川
の
毛
氏
は
疑
っ
て
い
る
が
、
全
く
非
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
や
は
り
「
未
見
」
と
判
断
す
る
。
記

載
に
慎
重
を
期
す
た
め
で
あ
る
。
ま
た
散
佚
し
た
古
書
を
、
叢

書
が
（
輯
め
て
）
断
片
を
刻
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
も
と
よ

り
完
本
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
著
録
を
確
か
め
て
「
闕
」
と
判

断
す
る
。
ま
た
諸
事
情
か
ら
推
し
て
必
ず
存
在
し
て
い
る
は
ず
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だ
が
、
確
証
が
な
い
場
合
に
も
「
未
見
」
と
判
断
す
る
。
ほ
か

も
こ
の
よ
う
な
体
例
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 『
傅
山
全
書
』（
山
西
人
民
出
版
社
、一
九
九
一
年
）
の
「
雑
記
四
」
に
「
謝

承
後
漢
書
」
の
一
条
が
あ
り
、「
謝
承
《
後
漢
書
》，
余
家
有
之
，
永
樂

間
揚
州
刻
本
。
初
郃
陽
曹
全
碑
出
，
曾
以
謝
書
考
證
，
多
所
裨
，
大
勝

范
書
，
以
寇
亂
亡
失
矣
。」
と
あ
る
。「
曹
全
碑
」
は
「
漢
郃
陽
令
曹
全

碑
」
の
こ
と
。
明
の
万
暦
始
め
に
出
土
し
た
が
、
碑
石
が
断
裂
し
た
た

め
、
明
末
に
は
断
裂
以
前
の
状
態
の
良
い
拓
本
は
貴
重
で
あ
っ
た
。

第
三
十
三
段
　
結
語

【
原
文
】

此
書
爲
鎭
洋
贈
宮
保
畢
公
所
創
稾
、
遺
編
敗
麓
、
斷
亂
無
緒
。

予
旣
爲
朱
氏
補
『
經
考
』、
因
思
廣
朱
之
義
、
久
有
斯
志
。
聞

宮
保
旣
已
爲
之
、
故
輟
筆
以
俟
觀
厥
成
焉
。
及
宮
保
下
世
、
遺

緒
未
竟
、
實
爲
藝
林
闕
典
。
因
就
其
家
訪
得
殘
餘
、
重
訂
凡
例
、

半
藉
原
文
、
增
加
潤
飾
、
爲
成
其
志
、
不
敢
掩
前
人
創
始
之
勤

也
﹇
注
一
﹈。

【
訓
読
文
】

此
の
書
は
鎮
洋
贈
宮
保
畢
公
の
創
稿
す
る
所
為
り
、
遺
編
敗

麓
、
断
乱
し
て
緒
無
し
。
予
既
に
朱
氏
の
為
に
『
経
考
』
を
補

い
、
因
り
て
朱
の
義
を
広
め
ん
こ
と
を
思
い
、
久
し
く
斯
の
志

有
り
。
宮
保
既
に
已
に
之
を
為
す
を
聞
き
、
故
に
筆
を
輟
め
て

以
て
厥
の
成
る
を
観
る
を
俟
つ
。
宮
保
下
世
す
る
に
及
び
、
遺

緒
未
だ
竟
ら
ず
、
実
に
藝
林
の
缺
典
為
り
。
因
り
て
其
の
家
に

就
き
て
訪
い
残
餘
を
得
、
凡
例
を
重
訂
し
、
半
ば
原
文
を
藉
り
、

増
加
潤
飾
し
て
、
為
に
其
の
志
を
成
し
、
敢
て
前
人
創
始
の
勤

を
掩
わ
ざ
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

本
書
は
、
鎮
洋
贈
宮
保
畢
公
（
畢
沅
）
の
着
手
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
残
さ
れ
た
原
稿
は
破
れ
た
籠
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
ば

ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
た
。
私
は
、
朱
氏
の
た
め
に
『
経
義
考
』

を
補
い
、
さ
ら
に
朱
氏
の
義
を
広
め
よ
う
と
思
い
立
ち
、
長
い

間
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
畢
沅
が
す
で
に
そ
の

事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
耳
に
し
た
た
め
、
筆
を
置
い
て
、

そ
の
完
成
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
畢
沅
が
逝
去
し
、
遺
業
は
終

わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
実
に
藝
林
の
痛
恨
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
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又
有
其
書
久
不
著
錄
而
言
者
有
徵
、則
判
「
未
見
」。
如
『
後
漢
』

謝
承
之
書
、
宋
後
不
復
錄
、
而
傅
山
謂
其
家
有
藏
本
、
曾
據
以

考
『
曹
全
碑
』、
雖
琴
川
毛
氏
疑
之
﹇
注
一
﹈、
然
未
可
全
以
爲
非
、

則
亦
判
爲
「
未
見
」、
所
以
志
矜
愼
也
。
又
如
古
書
已
亡
、
或

叢
書
刻
其
畸
篇
殘
帙
、
本
非
完
物
、
則
核
其
著
錄
而
判
「
闕
」。

亦
有
其
書
情
理
必
當
尚
存
、而
實
無
的
據
、則
亦
判
爲
「
未
見
」。

他
皆
倣
此
。

【
訓
読
文
】

存
佚
は
必
ず
実
見
し
て
「
存
」
と
著
し
、
其
の
必
ず
復
た
存

せ
ざ
る
を
知
り
て
「
佚
」
と
著
す
。
然
し
て
亦
た
未
だ
目
見
を

経
ざ
る
も
見
し
者
其
の
書
を
称
述
し
て
確
鑿
信
ず
可
き
有
ら

ば
、
則
ち
亦
た
「
存
」
と
判
ず
。
又
た
其
の
書
久
し
く
著
録
せ

ら
れ
ざ
る
も
言
う
者
徴
有
る
有
ら
ば
、則
ち
「
未
見
」
と
判
ず
。

『
後
漢
』
謝
承
の
書
の
如
き
は
、
宋
の
後

復
た
録
せ
ず
、
而
し

て
傅
山

其
の
家
に
蔵
本
有
り
と
謂
い
、曽
て
拠
り
て
以
て
『
曹

全
碑
』
を
考
う
、
琴
川
毛
氏
之
を
疑
う
と
雖
も
、
然
る
に
未
だ

全
て
以
て
非
と
為
す
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
た
判
じ
て
「
未

見
」
と
為
す
は
、
矜
慎
を
志
す
所
以
な
り
。
又
た
古
書
の
已
に

亡
び
、
或
い
は
叢
書

其
の
畸
篇
残
帙
を
刻
す
が
如
き
は
、
本

よ
り
完
物
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
著
録
を
核し
ら

べ
て
「
闕
」
と

判
ず
。
亦
た
其
の
書

情
理
に
お
い
て
必
ず
当
に
尚
お
存
す
べ

き
も
、而
し
て
実
に
的
拠
無
き
有
ら
ば
、則
ち
亦
た
判
じ
て
「
未

見
」
と
為
す
。
他
は
皆
な
此
に
仿
う
。

【
現
代
語
訳
】

存
佚
は
実
際
に
目
睹
し
た
も
の
に
限
っ
て
「
存
」
と
し
、
必

ず
存
在
し
な
い
と
判
明
し
た
も
の
は
「
佚
」
と
記
す
。
そ
し
て

自
身
が
実
際
に
目
に
せ
ず
と
も
、
実
際
に
見
た
者
の
記
述
が
精

確
詳
細
で
信
頼
で
き
れ
ば
、「
存
」
と
判
断
す
る
。
ま
た
、
久

し
く
著
録
さ
れ
な
い
も
の
で
も
、
そ
れ
に
言
及
す
る
者
に
確
証

が
あ
れ
ば
、「
未
見
」
と
判
断
す
る
。
例
え
ば
謝
承
の
『
後
漢
書
』

な
ど
は
、
宋
以
後
（
の
目
録
）
に
は
収
録
さ
れ
な
い
が
、
傅
山
は

家
蔵
本
が
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
を
用
い
て
『
曹
全
碑
』
の
考
察

も
し
て
お
り
、
琴
川
の
毛
氏
は
疑
っ
て
い
る
が
、
全
く
非
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
や
は
り
「
未
見
」
と
判
断
す
る
。
記

載
に
慎
重
を
期
す
た
め
で
あ
る
。
ま
た
散
佚
し
た
古
書
を
、
叢

書
が
（
輯
め
て
）
断
片
を
刻
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
も
と
よ

り
完
本
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
著
録
を
確
か
め
て
「
闕
」
と
判

断
す
る
。
ま
た
諸
事
情
か
ら
推
し
て
必
ず
存
在
し
て
い
る
は
ず
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だ
が
、
確
証
が
な
い
場
合
に
も
「
未
見
」
と
判
断
す
る
。
ほ
か

も
こ
の
よ
う
な
体
例
に
倣
う
こ
と
と
す
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 『
傅
山
全
書
』（
山
西
人
民
出
版
社
、一
九
九
一
年
）
の
「
雑
記
四
」
に
「
謝

承
後
漢
書
」
の
一
条
が
あ
り
、「
謝
承
《
後
漢
書
》，
余
家
有
之
，
永
樂

間
揚
州
刻
本
。
初
郃
陽
曹
全
碑
出
，
曾
以
謝
書
考
證
，
多
所
裨
，
大
勝

范
書
，
以
寇
亂
亡
失
矣
。」
と
あ
る
。「
曹
全
碑
」
は
「
漢
郃
陽
令
曹
全

碑
」
の
こ
と
。
明
の
万
暦
始
め
に
出
土
し
た
が
、
碑
石
が
断
裂
し
た
た

め
、
明
末
に
は
断
裂
以
前
の
状
態
の
良
い
拓
本
は
貴
重
で
あ
っ
た
。

第
三
十
三
段
　
結
語

【
原
文
】

此
書
爲
鎭
洋
贈
宮
保
畢
公
所
創
稾
、
遺
編
敗
麓
、
斷
亂
無
緒
。

予
旣
爲
朱
氏
補
『
經
考
』、
因
思
廣
朱
之
義
、
久
有
斯
志
。
聞

宮
保
旣
已
爲
之
、
故
輟
筆
以
俟
觀
厥
成
焉
。
及
宮
保
下
世
、
遺

緒
未
竟
、
實
爲
藝
林
闕
典
。
因
就
其
家
訪
得
殘
餘
、
重
訂
凡
例
、

半
藉
原
文
、
增
加
潤
飾
、
爲
成
其
志
、
不
敢
掩
前
人
創
始
之
勤

也
﹇
注
一
﹈。

【
訓
読
文
】

此
の
書
は
鎮
洋
贈
宮
保
畢
公
の
創
稿
す
る
所
為
り
、
遺
編
敗

麓
、
断
乱
し
て
緒
無
し
。
予
既
に
朱
氏
の
為
に
『
経
考
』
を
補

い
、
因
り
て
朱
の
義
を
広
め
ん
こ
と
を
思
い
、
久
し
く
斯
の
志

有
り
。
宮
保
既
に
已
に
之
を
為
す
を
聞
き
、
故
に
筆
を
輟
め
て

以
て
厥
の
成
る
を
観
る
を
俟
つ
。
宮
保
下
世
す
る
に
及
び
、
遺

緒
未
だ
竟
ら
ず
、
実
に
藝
林
の
缺
典
為
り
。
因
り
て
其
の
家
に

就
き
て
訪
い
残
餘
を
得
、
凡
例
を
重
訂
し
、
半
ば
原
文
を
藉
り
、

増
加
潤
飾
し
て
、
為
に
其
の
志
を
成
し
、
敢
て
前
人
創
始
の
勤

を
掩
わ
ざ
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

本
書
は
、
鎮
洋
贈
宮
保
畢
公
（
畢
沅
）
の
着
手
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
残
さ
れ
た
原
稿
は
破
れ
た
籠
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
ば

ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
た
。
私
は
、
朱
氏
の
た
め
に
『
経
義
考
』

を
補
い
、
さ
ら
に
朱
氏
の
義
を
広
め
よ
う
と
思
い
立
ち
、
長
い

間
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
畢
沅
が
す
で
に
そ
の

事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
耳
に
し
た
た
め
、
筆
を
置
い
て
、

そ
の
完
成
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
畢
沅
が
逝
去
し
、
遺
業
は
終

わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
実
に
藝
林
の
痛
恨
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
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で
私
は
畢
沅
の
家
を
訪
い
、
残
稿
を
得
て
、
凡
例
を
重
訂
し
、

な
か
ば
は
原
文
を
借
り
、
増
加
潤
飾
し
て
、
畢
沅
の
遺
志
を
完

遂
さ
せ
た
、
あ
え
て
前
人
が
創
始
し
た
精
勤
の
事
蹟
を
掩
う
よ

う
な
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

【
訳
注
】

﹇
一
﹈ 「
遺
編
敗
麓
，
斷
亂
無
緒
…
…
因
就
其
家
訪
得
殘
餘
」
に
つ
い
て
、

王
重
民
は
「《
史
籍
考
》
的
稿
子
，
章
學
誠
從
武
昌
携
往
杭
州
，
繼
續

支
持
半
年
，應
該
毫
無
損
亂
，《
釋
例
》
所
謂
『
遺
編
敗
麓
，斷
亂
無
緒
』，

並
不
是
真
實
情
况
。
又
說
．．『
因
就
其
家
訪
得
殘
餘
』。『
其
家
』
意
味

着
畢
沅
家
，
但
實
際
上
應
是
章
學
誠
的
家
。
這
些
地
方
的
措
詞
，
若
是

出
於
謝
啓
昆
已
經
不
算
對
；
若
出
於
章
學
誠
更
是
不
對（
盜
賣
畢
公『
史
考
』

的
話
、
當
由
此
傳
來
）。」
と
述
べ
る
。
章
学
誠
が
畢
沅
の
旧
稿
を
盗
ん
だ

と
い
う
流
言
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
又
與
朱
少
白
」
に
、
邵

晋
涵
の
伝
を
編
む
た
め
、
子
息
に
邵
晋
涵
の
著
書
の
閲
覧
を
求
め
た
と

こ
ろ
、「
僕
（
＝
章
学
誠
）
負
生
死
之
誼
，
盗
賣
畢
公

0

0

0

0

《
史
考

0

0

》，
又
將
賣

其
先
人
筆
墨
，
獻
媚
於
謝
方
伯
，
是
以
不
取
於
僕
。」
と
拒
絶
さ
れ
た

と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。




